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まえがき 

 

本論文、「平和構築と伝統的ガバナンス: 東ティモールの復興・再建過程において伝統

的司法・規範が果した役割に関する考察」は、主に 2001 年 1 月から 2005 年 1 月まで 4 年

間赴任した筆者の経験と、2006 年 7 月から 8 月の短期赴任、2013 年 7 月および 2016 年 12

月に行った現地調査と文献調査に基づいて作成した。 

 

この論文の作成中に、法務省の法務総合研究所国際協力部から、当時草稿段階にあっ

た東ティモールの伝統的規範・慣習法にかかる章（第四章及び第五章）の内容に関心を寄

せていただいた。そして、法整備支援の対象国に関する調査報告として、当該章の内容を

一つの論文としてウェブ上で出版するお話をいただいたため、当該章の再構成を行った。

お話を頂戴した時点で、本論文の目的の当該章はほぼ形ができていたが、共著者であり妻

の宮澤尚里と一部書き足しを行ったうえで、本論文の第一章（序論）の一部と合わせて再

構成した。そして「東ティモールの和解・調停プロセスにおける慣習法の適用」という題

で、2017年 10月に法務総合研究所から出版していただいた。 

 

また、今後見込まれる出版としては、第六章の「国際機関からの支援と伝統的規範の

相関関係」について、名古屋大学の島田弦先生からご関心を寄せていただき、『講座 アジ

アの法整備支援 第６巻』への掲載を検討していただいている。その他、本論文の調査に

おいて、多大なる支援をいただいた東ティモール法務省のネリーニョ・ビタル国家法律諮

問立法局長からは、政策立案の目的で参照するために本論文（全編）を英訳して同省に提

供することを推奨されているため、英訳も検討している。 
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第１章 序論1 

１-１ 調査背景 

１-１-１ 研究の動機 

平和構築2の事業のほとんどが非ヨーロッパ国で実施されているなかで、復興・再建事

業の実施手法を見ていると、それらの事業は、はたして西洋的価値観を押し付けて自由主

義的民主制度の導入を促す一方的なものなのか、という問いが自然に沸き起こる。東ティ

モールは 2002年 5月に、民主共和国として独立(の地位を再確認)し3、国家がその主権をも

って排他的に制定法・実定法を実施することになった。1999年 10月に設置された東ティモ

ール国連暫定統治機構(UNTAET)は、統治の間に基本法とする UNTAET法を暫時施行、25年に

わたるインドネシアによる統治の間に導入された「フクム(インドネシアの実定法)」を、

突然の変更が社会の混乱を招くものを除いて4事実上廃止し、新生東ティモール政府による

法整備の参照点となる制度作りを始めた。UNTAET 法制定の際に採用された概念は、ポルト

ガルの法から影響を受けるものであった(渡部:2015)5。 

そのような背景もあり、「法の支配」を構築する取り組みの中で、その独立の根拠とし

て持っている民族・文化背景の特性などを裏付ける重要な要素のひとつであるはずの同国

の伝統や慣習は、特に UNTAETの文脈では封建的社会の象徴として否定的に捉えられること

が多かった。「リサン(Lisan)」もしくは「東ティモール文化(Kultura Timor)」と呼ばれる

同国の慣習法は(Yoder: 2006)6、独立以降の復興期において、主に人権主義からの乖離を理

                                                   
1 第一章は宮澤哲・宮澤尚里の「東ティモールの和解・調停プロセスにおける慣習法の適用」

調査研究報告(法務省法務総合研究所国際協力部)の内容を本論文の主旨に合わせて改訂し

たものである。 
2 1992年、当時の国連事務総長であったブトロス・ブトロス・ガリの「Agenda for Peace (平

和への課題)」の中で使われた表現で、その定義は、平和維持要員の展開によって和平合意

に至った主体間の新たな武力衝突を武装解除(DDR)などによって防ぐことを中心とした役

割というものであった。コソボの UNMIKや UNTAETをはじめ、1990年代の後半からみられる

平和構築ミッション機能の主流は、政府の諸機能の整備・強化を中心とした「新しい、正

当な国家を建設すること… 紛争を平和的に解決し、一般市民を保護し、人権の尊重を保

護する能力を持つ国家の建設… 」(国連情報センター：発行年不明)と、より包括的な形

態となっている。 
3 当時宗主国であったポルトガルが東ティモールから引き上げたことを機に、フレテリンが

1975年に独立を宣言している。そのため、2002年の独立は、その地位の確認とされている。

長谷川佑弘「包括的な平和構築支援の必要性」 UN フォーラム、児玉克哉「東ティモール

の平和構築と現状」、一般社団法人日本東ティモール協会のホームページなども参照。 
4 例えば道路交通法など。2002年の独立時に施行された憲法 165条で、場合によってフク

ムの暫定的な適用を認めている(江藤:2012)。  
5 法務省法務総合研究所国際協力部が実施する東ティモールを対象とした法整備支援に関

連した各種報告に詳しい。例えば同教官の江藤美紀音、渡辺吉俊の報告など。 
6 ヨーダ―(Yoder)によれば、東ティモールの国土であるが、西ティモールの飛び地である

オイクセ県では、慣習法がトベ(tobe)と呼ばれている。これは、西ティモール全域におい

て、そのような名称が使われていることが理由であるとされている。タラ・バンドゥ同様、

農業や農作物の管理に主に使われたが、オランダ統治時代に、適用が著しく減少したとい
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由に、UNTAET も暫定政府(East Timor Transitional Administration, ETTA)、またそれを

支援する国際社会もほとんど立ち返ることがなく(Isser: 2009)7、その関連性すら薄らいで

しまったように見えた8。 

今日、ヨーロッパに始まった自由主義と平等主義の結合によって形作られた自由民主

主義(リベラル・デモクラシー)が(土橋：2009)、アジアなど非ヨーロッパ地域において特

有の伝統や慣習などと融合され、今日よく聞かれる「ハイブリット」な自由民主主義が形

成されつつあるという議論がある(Bell:2006)。そのような「ポスト・リベラル・デモクラ

シー」の考え方に沿うように、紛争後の脆弱な国家において、ガバナンスと法の支配の確

立までの間、平和構築に伝統的司法や慣習法を活用することに関する議論は近年みられる

ようなった。では、はたして東ティモールにおいて、1999 年から始まった平和の構築とそ

の定着に向けた取り組みの中で、伝統的ガバナンス機能が果たした役割はなかったのであ

ろうか、また今後も無いのであろうかという疑問をもった。本論文は、伝統的司法や伝統

的規範を含む様々な伝統的ガバナンス機能には、紛争後の国や地域において実施される平

和構築の取り組みを伸張する役割があるという仮説を基に、国際社会が平和構築支援を行

う際に、そのような伝統的手法を使ったガバナンス制度をどのようにくみ上げてゆくこと

ができるのかを東ティモール民主共和国(以下、東ティモールと記載)における事例をもっ

て考察する。 

不安定要素を抱える諸国や地域においては紛争の形態が多様化し、これまでの様に国

境を越えるものばかりでなく、特定の政治的考え方や背景・属性等によって構成される社

会集団の間で、国内もしくは地域内で発生するような事例が多くみられる。東ティモール

の様に国際社会が認めない他国による強制的な併合と、民兵など、併合に同調した一部の

政治集団による広域無差別暴力も、今日多く見られる形態の紛争の一つと言える。すなわ

ち、これまで主流であった「戦争」という形をもった国家間の武力衝突が、冷戦の終わり

ととともに、宗教や民族間、または国家主体と社会的集団などとの間において発生する内

                                                                                                                                                     

う記録もあるとされている。Laura S. Meitzner Yoder の”The Tobe and Tara Bandu: 

APost-independence Renaissance of Historical Forest Regulation Authorities and 

Practices in Oecusse, East Timor”参照。 
7 この点について、世界銀行とジョージ・ワシントン大学が 2009年に実施した、「紛争後の

脆弱な国における法多元主義と慣習法(Customary Justice and Legal Pluralism in 
Post-Conflict and Fragile Societies)」に関するカンファレンスに向けて用意された、

イサール(Isser, D.)の「紛争後の脆弱な国における法多元主義と法の支配に関する再考

(Re-thinking Legal Pluralism and the Rule of Law in Post-Conflict and Fragile 

Countries)」 (2009) Conference Paperなどが参照できる。 
8 上述のシャナナ・ググスマン大統領(当時)のアジア財団主催の東ティモールにおける慣習

的な和解手続きと移行期正義・慣習法に関する国際会議の基調講演。本論文内で後述する

が、このコメントは、必ずしも同氏の考えを反映しているものではないと分析できる。国

際社会に露出する英語の記事であったため、むしろ国際社会に向けて発信する、同氏のポ

リシーが民主主義国家の建国において、「国際的基準」を満たしているとシグナリングする

目的のものであったのであろう。 
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戦などの武力衝突という形態に変化してきたということである(藤原:2000)。かならずしも

国家が紛争の主体では無い状況において、安全保障の考え方も変化した。これまで主流で

あった国家安全保障の考え方を発展させ、人権の尊重や難民問題の解決を通じて、欠乏か

らの自由と、恐怖からの自由を実現するという「人間の安全保障」の考え方が形成されて

きた。同時に、社会の安定化を主眼にとらえ、基本的人権を保障し、ガバナンスや「法の

支配」を強化することによって平和を実現する「リベラル平和構築」の手法をもって、紛

争によって害を受けた国民が恐怖や欠乏からの自由を享受できるような社会の構築に図る

手法が主流となってきている9。東ティモール民主共和国においても、2005年 5 月の国際連

合東ティモール事務所(United Nations Office in Timor Leste, UNOTIL)の設置以降、ガ

バナンス機能の強化に力点を置いたリベラル平和構築の手法が色濃く取られた。 

社会の安定化に力点が置かれた UNTAETによる平和構築への取り組みとその手法は、そ

の後設置された国際連合東ティモール支援団(United Nations Mission of Support to East 

Timor, UNMISET)に引き継がれた。それに対して前述の UNOTILは、民主化への支援をその

フォーカスの一つに置き、UNOTIL からその機能を一部引き続く国連東ティモール統合ミッ

シン(United Nations Integrated Mission in Timor-Leste, UNMIT)は「2006年 4 月の危機」

によって不安定化した社会への対応とあわせて、やはりさらなる民主化への支援を継続し

た。すなわち、平和構築の初動における社会安定化へのフォーカスが、その後、ガバナン

ス強化と法の支配の確立に力点が移行していった(下記、表 1参照)。 

 

表 1: 東ティモールにおける国連平和維持活動の変遷(筆者作成) 

平和維持活動の名称 かかる安保理決議と 

主なマンデート 

活動期間 

国際連合東ティモー

ル ・ ミ ッ シ ョ

ン (UNAMET) 

国際連合安全保障理事会(安保理)決

議 1246号 

自治の拡大に関する住民投票への支

援 

1999 年 6 月から 1999 年

10月 

国際連合東ティモール

暫定行政機構 (UNTAET) 

安保理決議 1272号 

東ティモールの独立を支援した国連

平和維持活動 

1999 年 10 月から 2002

年 5月 

国際連合東ティモール

支援団 (UNMISET) 

安保理決議 1410号 

東ティモール独立後の行政支援 

2002 年 5 月から 2005 年

5月 

国際連合東ティモール

事務所(UNOTIL)  

安保理決議 1677号 

東ティモールのガバナンス機能の強

2005 年 5 月から 2006 年

5 月(2006 年 4 月の危機

                                                   
9 国連総会に提出された事務総長の「人間の安全保障に関する事務総長報告書 」(原文英語: 

Human Security: Report of the Secretary-General, UN Document, A/64/701, 8 March 2010 )
が参照できる。 
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化支援を行う平和維持活動 が発生したため、マンデ

ートは延長された) 

国際連合東ティモール

統合ミッション(UNMIT) 

安保理決議 1704号 

2006 年 4 月の危機に対応するための

平和維持活動 

2006 年 8 月から 2012 年

12月 

 

１-１-２ 研究目的と意義 

東ティモールにおいては、2002 年の独立以降、数多くの復興支援事業が実施された。

市民社会の伝統的規範復興への取り組みは、独立の前後から活発であったが、その一方で、

国連暫定統治機構や新生東ティモール政府の伝統的規範への関心は限られていた。「平和構

築の成功例」とされていた東ティモールにおいて、2006 年 4 月に内紛が再発したことが、

平和構築にかかわっていたステークホルダーがそのアプローチを再考するきっかけとなっ

た。同時期に国際社会からの支援が段階的な撤退を始めていたこともあり、資源が限られ

る中で、政府は伝統司法や伝統的規範を取り込んだ公共事業を実施するようになった。こ

れは、社会資源の有無だけが理由ではなく、外部からの介入が減少するにしたがって、東

ティモール人主体の取り組みが始まったとも言える。紛争を経験した国家がその復興期に

おいて、限られた社会資源の活用の観点から伝統的司法や慣習法を活用することができる

ということは、これまでも既存研究の業績が十分に議論してきたところである。本論文の

目的は、東ティモールの伝統的規範の形態について調査して明らかにした上で、リベラル

平和構築の過程において、伝統的なガバナンス機構の発展を国際社会が支援することをも

って、平和の構築と定着を促進することができるということを東ティモールの事例をもっ

て比較分析を行い、知見を提示することである。そして、東ティモールの事例から、今後

国際社会が実施する平和構築事業に対して示唆することができる政策モデルを検討する。 

さらに、平和構築事業と帰還民の社会再統合、そして村落調停手続きを含む伝統的司

法や伝統的規範の関連性を包括的に分析する本研究により、紛争後の国々の平和構築過程

だけでなく、国情に大きな変化がみられる近年のミャンマーのように、同国東部の少数民

族との衝突が続く地域において、進む停戦合意(一部)とそれに続く平和構築の過程などに

おいても、伝統的司法を活用した手法を使って、社会の安定化を図ることができるのかと

いう事例を示唆できるよう、実証と比較分析に基づいた知見を提示することを目的として

いる。 

 

１-１-３ 調査対象地域と研究方法 

研究方法は、東ティモール(全 13県)を事例研究の対象とし、参与観察(2000年 10月－

2004 年 12 月)、フィールド調査(2016 年 12 月、2013 年 7 月、2006 年 7 月―8 月)、インタ

ビュー調査(2000年から 2017年 5月まで適宜実施)、文献調査(継続)、により検証・分析を

法人類学及び法社会学の視点から行った。インタビュー調査などは筆者ができる限りテト
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ゥン語で行ったが、適宜英語を使用した。合わせて、必要に応じて通訳(英語―テトゥン語)

を介してインタビューを実施した。 

調査は、文献調査を基調に、インタビューと参与観察によって収集したデータを分析

した。インタビュー調査は半構造型インタビューに対する回答を基に、質的分析を中心に

行った。参与観察は、著者の存在によって外的影響が出ない様に、使用言語への配慮や、

文化的な配慮を最大限行って実施した。インタビューの回答者に不利益が生じないよう、

政治的に配慮が必要な回答が含まれるものは脚注もすべて回答者の名前や出身地、常居所

などをイニシャル表記で統一している。 

 

１-１-４ 特色と独創的な点 

アフリカや、アジアなどで紛争解決における伝統的司法、伝統的規範、修復的正義や

裁判外紛争解決手続(ADR)の活用など、いわゆる「オルタナティブ・ジャスティス」の議論

がある中で、東ティモールの伝統的規範に関する研究も進められてきた。特に世界銀行や

アジア財団を始め、バボ・ソアレス(Babo Soares)など東ティモールの研究者達やデメトリ

オ・デ・カルバリオ(Demetorio de Carvalho)などの実務家などが、この点に注視して調査・

研究を行っている。しかし、ティモールにおける伝統的規範がどの様な形態で、それらが

具体的に平和構築へ貢献したかという視点をもった研究まだ見受けられない。本論文の特

色は、東ティモールのナヘ・ビティ(Nahe Biti)と呼ばれる同国特有の伝統的司法に着目し

て(本論文では、それが趣旨を反映する場合においてのみ、「村落司法」という表現も使用

している)、平和構築と伝統的規範の相関性について、長期的な視点をもって分析・考察す

る。さらに特記すべきは、筆者は 2006 年に発生した「4 月の危機」の際、社会不安定化の

あおりを受け、各種ステークホルダーが国外避難した際に、同国に短期赴任した。滞在の

間に実際に被害を被った村落や個人を対象に単独訪問調査をおこなっているため、詳細か

つ他に類のない一次情報を根拠に議論を展開する。また、事例研究を通じて、伝統的司法

が平和構築に寄与するかを分析し、するのであればどのようにするかを調査し、その結果

をもって具体的な政策構築に資するようなモデルを示唆できる点に独創性がある。すなわ

ち、事例研究を通じて西洋的な視点に偏る傾向にあるといわれるリベラル平和構築支援の

在り方に、対象コミュニティの観点を取り入れる手法を通じた改善策を提示できる。その

理由からも、本研究成果は極めて実務性も高く、国際社会へのニーズに答えるべくもので

ある。 

 

１-１-５ 研究の限界 

本研究は、東ティモールにおける事例研究を通じて、伝統的ガバナンス機構が平和構

築の実現にもたらす効果について論じるものである。伝統的司法と、民主主義に裏付けら

れた平和構築の実現についての相関関係を分析する際、文化や宗教、民族性などの複合的

な要素を考慮する必要があると考える。このような分析は、環境やかかる対象の歴史的背
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景や政治的要素に大きく影響される多義的ものであるが故、議論を普遍的にとらえるには、

対象となる国や地域、民族等によって変化する不確定要素に影響されるため、明確な結論

に達することは難しい。そのため、本論文は東ティモールにおける事例のみを取り上げて

研究する。一国に焦点を当てたケーススタディであるため、本論文の議論は伝統的司法や

伝統的規範がもつ、平和構築との相関性という大きな命題に普遍的な答えを与えるもので

はないが、今後、国際的な研究が進められる中で、参照点となると考える。もう一つの限

界としては、本調査が質的情報を収集する目的でインタビュー調査及び参与観察を中心に

行っているため、独自に数量的な情報の収集はしておらず、数量的なデータについては既

存研究を参照している。また、今後の研究の中では、本テーマをもって他国・他地域の事

例研究を行い、東ティモールにおける事例との比較を通じて、その類似性や相違性を分析

し、より普遍的な議論に近付けてゆくことができると考えている。 

 

１-１-６ 研究対象コミュニティ 

筆者が赴任した 2001 年から 2005 年までの間に聞き取りの対象になった東ティモール

全 13 県のコミュニティ10、および 2006 年11の聞き取り調査ではディリ市近郊のコミュニテ

ィが対象となり、2013 年 7 月の聞き取り調査ではディリ県、アイレウ県、リキサ県のコミ

ュニティが対象となり、そして 2016年 12月の聞き取り調査ではディリ県、アイレウ県、(デ

ィリ県に在住の)マナトゥトゥ県のコミュニティが本研究の対象となった。 

 

１-１-７ 論文の構成 

本研究は、内紛再発の原因を分析した上で、東ティモールの伝統的規範と伝統的司法

について考察し、それらの伝統的ガバナンスを実現する手法が、どのように平和構築に寄

与してきたかという点について着目した。具体的には、国際機関や二国間援助機関が関与

した事業を事例研究として取り上げ、伝統的規範や伝統的司法を採用した 3 事業の事業形

態を検証した。 

第一章では、研究の背景と目的を明らかにした上で、平和構築と慣習の相関関係に直

接的、間接的に関係するものや、東ティモールの伝統的規範や伝統司法に関連した既存研

究について振り返った。そして、研究の目的で関連があると思わる点に焦点を当てた東テ

ィモールの略史をまとめた。 

第二章では、「2006 年 4 月の危機」と呼ばれる内紛の発生について分析した。冷戦後の

                                                   
10 筆者は、2001年から 2003年まで NGOや東ティモール国立大学の非常勤講師として、また、

2003年から 2005年まで国連開発計画(UNDP)東ティモール事務所の職員として勤務した際、

自身の研究の目的で、聞き取り調査や参与観察を行った。その際、全 13県で調査・観察を

行った。 
11 筆者は、国内避難民(IDP)の保護の目的で国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)東ティモー

ル事務所法務部にて 2006年 7月から 9月まで勤務をした際、避難民が帰還できない理由と

なっていた「恐怖」の原因を単独調査した。 
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世界において、紛争が起こった国や地域の半数が、弱体化した行政インフラなどが理由で 5

年以内に紛争の再発を経験していると言われるが(等：2007)12、東ティモールにおいても独

立から 4年たった 2006年 4月に内紛が再発した。本論文第二章で詳しく述べるが、ここで

特記すべきは、2002 年以前の紛争がインドネシアによる執政への抵抗と「独立」を目的と

していたのに対して、2006 年の内紛は、1)独立後の社会・経済的発展が非常に緩やかであ

ったことによる国民の不満などが累積したこと(上東：2003)、2)独立派と併合派の不十分

な融和と(元併合派の帰還民を独立派がコミュニティと一員ととらえ、修復的正義をもたら

すことができるか、という問題が問われた)、3)未決の土地問題を含む移行期正義

(transitional justice)の問題など、複合的な問題に起因していたと考えられる。これは、

2000 年の以降取り組まれていた平和構築の過程が 2006 年の「4 月の危機」そして 2008 年

のラモス・ホルタ大統領(当時)襲撃事件を経て安定化が進むまで、約 8 年の間停滞してい

たことを意味していたと考えられる。 

インドネシアによる併合に至る経緯や、フレテリン(Frente Revolucionária de 

Timor-Leste Independente、略語は FRETILIN)党と共産圏との関係など、独立時の力学をと

らえると、第二次大戦後に独立した多くの国にはイデオロギーに支えられた独立を果たし

た国も多かった半面13、東ティモールは、その正当性を裏付ける核の要因として、同国民の

民族的・文化的特性が大きな重力を持っていたと、国民も国政のリーダー達も共感をして

いたと考えられる。共感の表明の一形態であり、意思や情報を行動や行為によって間接的

に対象に伝える「シグナリング」は、政治的リーダーや政府、そして国民も同様発信する

のであり(ポズナー：2002)、同国において独立にかかる民族的・文化的特性に関するシグ

ナリングは、政府も国民同様に発しており、それが慣習や習俗の法制化等を通じて明示的

に支持するという形であらわれてくるととらえるのが自然である。そのため、東ティモー

ルの国政のリーダー達は、国家法を排他的に適用する法集権主義(legal centralism)に厳

格ではなく、その領域内における多元性を寛容に受け入れる法多元主義(legal pluralism)

的な立ち位置とっており、そのことは独立後に同国がとった多くの政治・行政判断に反映

されている様に見える。それが一番明示的な例が、憲法による慣習や習俗の認知とその保

護と、その後検討が続いている慣習法の実施にかかる実定法の制定である。独立以降、緩

やかに復興してきたタラ・バンドゥやナヘ・ビティなど、国際機関が平和構築事業を実施

する際に手法として採用された伝統的ガバナンスについて本論文で考察する。 

第三章では、フォーマルなガバナンス強化に向けた取り組みについて分析する目的で、

                                                   
12 この点については、国内外の研究者が言及している。国内の研究者では、主に等雄一郎

の「平和構築支援の課題」を参照することが出来る。他にも、星野俊也の「国連平和構築

委員会の活動と課題」などが挙げられる。 
13 これは、そもそもインドネシアが東ティモールを併合するに至った理由や、フレテリン

(FRETILIN)と共産圏との関係と、当時の国際社会および近隣国の併合に関する反応などは、

冷戦の影響を大きく受けたものであるという重要なポイントを考慮した上で、独立時の状

況(に限って)を国民や政治家がどのように見ているのか、と言うことである。 
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2000年に UNTAETのマンデートが始まってからの治安部門改革に関する取り組みを振り返る。

2006年「4月の危機」の発生が平和構築に向けた取り組みが滞っていることを表面化さ

せた。取り組みの停滞は、複合的な理由があると考えられるが、その一つに「広義の移

行期正義」の実現に向けた取り組みが滞っていたころが要点の一つであったと考えられ

る。「国内の治安」と「社会政治的な安定」を実現するために必要とされるのがガバナ

ンスのキャパシティであり、その観点から東ティモールのフォーマルな治安部門改革

(SSR)と司法改革に関連した取り組みを取り上げて、本論文が着眼するインフォーマル

な「伝統的ガバナンス」との対比の目的で概観する。 

第四章及び五章では、伝統的ガバナンス機構、具体的にはティモールの伝統的司法や

伝統的規範について考察する。本論文が採用した伝統的規範の定義は、加藤哲実が習俗論

の中で使っている以下の慣習法の定義に本論文の主旨との関連性が見られるため援用した。

加藤は「国家ないし正統的政治権威が直接に指示する制定法・実定法とは別に、社会の諸

集団諸階層が法として慣行的に遵守している社会規範を総称して慣習法と呼ぶ」としてい

る(加藤：1992)。つまり、人々の行為・認識の反復が慣習として認知され、それら慣習が

当該コミュニティにおいて慣習的規範として認容される経緯を経て、強制力を持った物に

発展したものである。東ティモールの村落において「村八分」となることや、いわゆる日

本の文脈で言うところの「恥」にあたる感覚などをふくめた村落内における懲罰や、規範

を司る小王国の王 リウ・ライ(Liu Rai)や村長であるシェフェ・デ・スコ(Chefe de Sucu)

等を実施主体とした、村落単位のコミュニティ機構(もしくはそれに代わる長老会等の機

構)による(村落を内、国レベルを外とすると)強制力をもった内生性の規範である。 

伝統的司法(または伝統司法)については汎用される定義がないが、ティモールの伝統

的司法の特性を鑑み、多くの側面において修復的司法の定義が援用できるととらえた。本

論文では菊田幸一の採用した修復的司法の定義、「犯罪現象に対応する、加害者、被害者、

家族、地域社会を含めた人たちによる対話、協議、問題解決 (原状回復、償い、補償、和

解、仲介) への参加を中核とする関係修復作業」を援用しているが(向井・大月：2005)、

東ティモールの伝統的司法においてこの定義との相違点が二点特記できる。一点目は、「対

話」の主体として、対象となる村落(Sucu)に住む人々だけでなく、その先祖の霊の存在も

意識している点である。ティモールの伝統的司法は、事件の当事者間の関係を修復し和解

を促す、害を被った当事者への補償、または加害者(またはリア・ナイン(Lia Nain)などか

らなるその一族)に責任を認識させ、再発を防ぐことを目的としている。修復的司法の性質

を持っているが、特徴的といえる点は、関係修復の対象が、私人間もしくは個人とコミュ

ニティだけでなく、動植物を含む自然と個人、また、個人と先祖の霊、という観点も持っ

ているという点である。つまり、「罪」は、対象となる村落(Sucu)に住む人々やその先祖の

霊、関係者に対する害悪であると捉えていることといえる。そして、その害悪は修復され

るべきであり、伝統的司法は、被害者と加害者、そしてコミュニティの関与のもと、害の

回復や和解を進める手法である。二点目は、また、その調停機能である。東ティモールの



20 

 

 

伝統的司法は、土地の所有権などの係争において、当事者間に立ち入り合意によって問題

解決を探る機能を持っている。さらには、婚姻関係における富の均衡的互酬である結納金

(品)の額や量を決める過程においても、重要な役割を果たす。参与観察と聞き取り調査を

通じて、東ティモールの伝統的司法や伝統的規範の分類を考察し、それらの規範がどのよ

うに実施されているかということを、本論文では考察する。 

第六章では、東ティモールにおいて国際機関によって実施された対象を絞っていくつ

かの平和構築事業を再検証し、リベラル平和構築の過程におけるコミュニティの主体的な

関わりが有機的に行われたのか、そしてその過程に伝統的規範は寄与したのであろうか、

ということを再考し 2002年の独立以降行われてきた平和構築への取り組みと、2006年 4月

の危機以降見られる伝統的規範復興の動きを分析する。 

はたして、国際社会は同国の民主主義国家としての建国を支援する立ち位置から、伝

統的規範の復興を受け入れないのであろうか。1990 年第初頭から国際協力の現場において、

これまで「被受益者」と見られてきた受益国政府やコミュニティが、事業の企画立案に主

体的に関わることが伸張されてきた。その考え方がさらに発展し、近年は「パートナー」

という位置づけをされ、関連事業の企画立案から実施そしてモニタリングと評価に至るま

でのすべての工程において主体的に関わってゆくことが潮流になってきたが、このことは

近年、平和構築支援の現場においても同じようなことが言える。これは、相互関与

(inter-dependency)の観点からも、各関連主体の政治的支持を得ているが、同時に事業の

持続性やニーズとの整合性、限られた資源の有効活用という事業実施における実用本位な

視点からも各関連主体から歓迎され広く受け入れられている。このような手法は、異なる

支援フェーズ間のスムーズな移行という観点からも支持された。つまり、緊急人道支援の

フェーズから、平和構築、そして開発のフェーズへのスムーズな移行を実現する手段とし

ても関連性が認められてきたということにより、平和構築の現場において実施される事業

おいても取り入れられることが伸張されてきた。しかし、現実には多くの平和構築の現場

において、紛争等からの影響を受けた政府やコミュニティのキャパシティの限界や、移行

期正義を含む社会インフラの未整備と社会資源の欠乏など様々な理由から、受益者の主体

的な関わりが実効性を持てていない。恒常的な暴力から逃れるなどの目的で流出していた

難民や避難民が紛争終結を機に帰還を果たし、平和構築に関わる際に事業実施のキャパシ

ティを発揮できるかというような問題や、社会再統合を果たせるのか、などの複合的な問

題もある。また、平和構築事業を実施する国際機関などは、ドナーや国際社会への説明責

任と受け入れ国の主体性という二つのプライオリティーの間の均衡を図りながらも、説明

責任と事業の実行可能性を優先せざるを得ない状況がある14。 

                                                   
14 多くの例があるが、一つの例は国連開発計画(UNDP)が実施する事業形態の内、受益国の

事業実施キャパシティが限られる際に使われる形態である Direct Executionもしくは

DEX(UNDP直接実施型事業)とそれに対して、受益国に事業実施のキャパシティがある場合に

使われる形態である National Execution もしくは NEX(受益国実施型事業)が正規の事業形
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筆者は、2001 年の赴任から 2005 年までの 4 年間、東ティモールで調査や実務を行い、

同国における平和構築、社会の安定化、帰還民の社会再統合の問題に取り組んできた。そ

の後も継続して、同国内の平和構築への取り組みに関わってきているが、2006 年 4 月の社

会不安定化などから、国内避難民(IDP)の支援や、帰還民の再統合やなどの問題に取り組む

ために、2006 年 6 月から 8 月までディリに短期赴任した。それらの経験から、対立してい

た社会の構成グループ間の融和が、政府や融和促進のために設立された受容真実和解委員

会が目指したほどスムーズにいかなかった現実も、また事実であると認識している。同国

独立までの間、国連暫定統治機構の主体的な取り組みと、同国が独立を果たした 2002年か

ら実施された数多くの国際機関や二国間援助による東ティモールの平和構築への取り組み

に対する支援は、これまで「2006年 4月の危機」や 2008年の大統領襲撃など幾度か危機に

直面してきた。それらの問題の底辺にあるものは、これまでの既存研究でも考察されてい

る様に、十分に機能していなかった移行期正義や和解、法の支配を確立するにあたって伝

統的司法や伝統的規範の関連性を認知しなかったこと、そして受け入れコミュニティの主

体的な参加が十分に果たせなかった平和構築事業の実施などが理由であると考えられる。

他方、2006 年以降、コミュニティが主体的に関わる伝統的司法の実施等を通じて達成され

た和解や社会秩序の回復が、平和構築に寄与している傾向にあると思われる事例があるこ

とに着眼した。 

第七章では、第一章から六章までの議論を踏まえて、本論文の論点をまとめ、結論を

述べる。その上で、東ティモールの事例研究をもとに、今後国際社会が実施する平和構築

事業に対して示唆することができる政策モデルを検討する。 

筆者は平和構築の実現のために伝統的ガバナンス機構、すなわち伝統的司法や伝統的

規範などが果たす役割は、対象となる住民が主体的な役割を担う実効的な機会を提供する

ために非常に重要であり、かつその意義も大きいと考えている。いわゆる「近代化」が、

文化の相互関与の結果であるという議論のもとに、国際機関や二国間援助機関の有機的な

支援によって東ティモールの伝統的司法の民主化を促進し、リベラル・デモクラシーの考

え方を基調とする支援主体が直面する既存の支援手法の限界と、新たな支援手法を導入す

るという変化の潮流に沿い、持続可能な平和の構築と定着に寄与することができると考え

ている。 

 

                                                                                                                                                     

態としてある。東ティモールにおいては、2003年から実施された「東ティモールにおける

元兵士およびコミュニティのための復興・雇用・安定プログラム(RESPECT)」の実施につい

て、書類上は DEXの形態がとられた。これは、行政インフラや社会・経済インフラが限ら

れた当時、東ティモールで多くの国際機関がとった事業実施形態である。しかし、実際は

既存の制度や地方統治機構を組み込みエンパワーする目的で、当時内部で NEX-DEXと俗称

した UNDP直接支出・受益国実施という形態を非正規に運用の一形態としてとった。すなわ

ち調達、契約など予算管理と執行については UNDPが行い、実際の事業実施は受益国である

東ティモール政府およびコミュニティが担うという形態であった。 
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１-２ 既存研究と学術的視点 

１-２-１ 伝統的規範に関する消極的議論 

近年まで「前近代的社会」と評された同国が、約 250 年続いたポルトガルによる植民

地化や、1975 年以降のインドネシアによる統治の間に提供された教育の機会や経済機会の

発展を土台に、国連による暫定統治を経て「近代社会化」を果たしたとされている。前近

代的社会の東ティモールにおいては、法文化の存在が無かったとも議論され、法の支配の

必要が強調された。国際問題研究所の山田哲也は、UNTAET による暫定統治がはじめられた

当初の分析において、「・・・長年にわたる外部からの支配と、それに伴う行政経験の欠如

によって、『東ティモール土着の』法文化が形成されていない、あるいは、土着の文化に根

差した統治制度が欠如している・・・」とし、「文化として『法の支配』を根付かせる」こ

とが必要であるとした(山田哲也：2003)15。つまり、社会が発展していないため法文化がな

かったという議論である16。 

国際問題研究所の首藤もと子は、同国の受容真実和解委員会(the Commission for 

Reception, Truth and Reconciliation in East Timor。正式なポルトガル語名称は Comissão 

de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste。省略名称は CAVR)が実施し

たコミュニティ和解の手法を評価する一方、この伝統的手法を使った移行期正義の実現は、

「大統領を含め、政府や政治エリートの誰からも、ほとんど考慮されていない」とも結論

付けている。また、法整備に関しても「(暫定統治者であった)UNTAET が導入した司法制度

の視点では、紛争解決において個人の権利を強調するが、伝統的社会では『司法の独立』と

いう観念が限定的であり、かつ共同体の関心を優先した和解方式を採用して、個人の権利

を17強調しない傾向」があると批判した。その上で、国際社会から導入したリベラル平和構

築に基づく理念を、東ティモールのように伝統的文化が国家形成の軸になっている国にお

いて実施しようとすることの矛盾点を強調している(首藤：2007)。 

1999 年の住民投票以前の東ティモールのような、いわゆる前近代的小社会形態の中に

おいて法文化は発達せず、封建的な制度による統治が主流であるとされている。そのよう

な議論において、コミュニティが実施する慣習的規範などは、首長をはじめとして地域の

政治的リーダーやコミュニティ(村落)が持つ関心事項が優先してされた。すなわち、伝統

的司法や伝統的規範は封建的な社会形態の産物であり、特に女性や特定の背景をもった

人々を社会的に疎外する問題を引き起こし、一人ひとりの人間の安全保障を阻害するとい

う消極的評価がなされた。平和の構築を考える上でも、コミュニティにおいて、伝統的な

                                                   
15 この点については、国際問題研究所の山田哲也が実施した外務省委託研究「紛争予防」

の 3章にある「平和構築としての『法の支配』の確立―東ティモールを例として―」に詳

しいが、その他、同様の主張は多く見られる。 
16 例えば人類学者ルイス・ヘンリー・モルガンらが議論した社会進化論的視点であろう。 
17 国際協力事業団の「JICA の対東ティモール復興・開発支援総括報告書」などによれば、

長く続いたポルトガルによる植民地政策の結果、そもそも東ティモールにおける権利意識

はそれほど高くないという説明がある。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_for_Reception,_Truth_and_Reconciliation_in_East_Timor
http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_for_Reception,_Truth_and_Reconciliation_in_East_Timor
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首長による力の行使によって実施される伝統的規範は、慢性的な不平等を生み、不満や暴

力を引き起こす物であり、社会の不安定要素となるという考えがある(篠田：2003)。慣習

的規範は最も弱い人々を守ることができないとされ、人間の安全保障の考えにも民主主義

的な思想にも相反するという武者小路公秀らの議論を呼んだ(武者小路：2009)18。 

 

１-２-２ 伝統的規範の有効性を認める議論 

他方、アマルティア・センの説いた人間の安全保障は、民主主義を基調とした人権主

義の実現とその過程がその土台となると説いた。そして、その人権主義は西洋から世界の

その他の地域に一方方向的に流れ込むコンセプトではなく、人々の営みの反復がお互いに

影響しあうことによって、相互作用的に展開するものであり、地域の特性を反映して内生

的に起こる変化の累積的成果物であるということであった(セン：2006)。そして慣習や伝

統的な営みは、民主的な制度が独自に構築される上で必要な通過点であろうということも

示唆している。センは、人と人のつながりを強く認識し、コミュニティの存在の意味とそ

の価値に着眼しているともいえる。この点は、本論文が取り上げるテーマであり、東ティ

モールにおける伝統的司法や伝統的規範の発展と、かかる国際機関や二国間援助機関のか

かわりを見ると高い関連性がある。 

さらに、この考えをポスト・リベラル・デモクラシーの論点からとらえると、近年議

論が進んでいる「ハイブリット平和構築19」や、「ハイブリットな国家建設」などの考え方

に見られる「モダンと伝統」や「リベラル平和構築と伝統」の融合、などの考え方につな

がるであろう。石塚勝美が議論する「アジア地域における民主主義」(石塚：2014)のよう

に、伝統的司法や慣習的規範を含む「非西洋的」かつ地域に根付いた政治的価値観とそれ

らに基づいた概念と民主主義の考えとの融合を、平和構築の文脈でとらえる視点もある。

アジア財団の調査は、東ティモールが移行期から今日まで採用している「ハイブリット司

法(Hybrid Justice)」の効果を評価している(Asia Foundation: 2008)。また、支援の対象

となる地域に根付く政治的価値観を理解するために必要となる十分な地域情報を、支援に

かかわる外部者が持っているということによって実効的な平和構築が実現するという議論

は、カンボジアの平和構築においても実証されたと福武慎太郎、堀場明子らは「現場＜フ

ィールド＞からの平和構築論」の中で論じている(福武・堀場:2013 )。 

                                                   
18 武者小路公秀「人間の安全保障と連帯経済」や「大転換期にはいった西欧近代文明世界」

など参照。 
19 「ハイブリット平和構築」に関し、定義の確立は現在形成過程にあると考えているが、

Roger, Mac Ginty や桑名恵などの定義を援用すれば、伝統、土着、慣習的な営みと「近代

的」なリベラル平和構築の実施において、「異なるグループ、アクター の実践、考え方の

相互作用の結果として生まれる複合的なプロセス」であるといえる。参照できるのは、Roger, 

Mac Ginty (2010)“Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace”

(Security Dialogue 41, Issue 4, Peace Research Institute Oslo に掲載)、や桑名恵の

「紛争後の平和構築過程における市民社会支援の課題と展望: 東ティモールコミュニティ

の実例から」(立命館国際地域研究第 42号に掲載)など。 
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旭英昭元東ティモール大使は、平和構築において「支援する側の援助哲学、同開発援

助機関の組織理論やタックス・ペイヤー(納税者)に対する過剰な説明責任論のほうが援助

を受ける側の視点よりもしばしば優先する」という現実を疑問視すると当時に、アフガニ

スタンにおける平和構築に関するニューヨークタイムズの書評を取り上げて、「・・・その

国、社会の持つ歴史、風習、さらには伝統的な価値観の理解を抜きにしては、そのための

統治制度の構築はありえない・・・」と議論した(旭：2013)。 

紛争後の脆弱な国と伝統的規範の関係については、今世紀に入ってからその関連性が

認知され始めているところであり、平和構築を研究する者や実務者達が政策モデルを議論

する上で取り上げるようになってきた。特に東ティモールに関連した研究では、2002 年の

独立(の地位の再確認)後に、リベラル平和構築20の取り組みにおける移行期正義の実現や、

「法の支配」21の確立に関する研究が進められ、間接的ではあるが慣習や伝統についてもふ

れられるようになった(山田哲也：2003)。前出の国際問題研究所の山田は、UNTAET によっ

て取り組まれた「法の支配」の構築が失敗したと議論した上で、その後の議論の中で、東

ティモールにおける法の支配の確立は、「『上からの制度作り』とあわせて、『下からの制度

作り』を行うことの必要性」があることを強調し、「東ティモールでは村落における村長の

伝統的権威が今なお村落レベルでのガバナンスにおいて有効であるとされる」とした(山田

哲也：2003)。山田は伝統的なガバナンス手法の具体的な例は示さなかったが、概念として、

伝統的権威に依った「法の支配」の確立を暗に示唆した。しかし、これらの概念的な議論

は、具体的にどの様な伝統的司法が東ティモールに存在しているのか、そしてそれらがど

の様に機能して、どのように「法の支配」に寄与するのかという具体的な議論を欠いてい

たため、アジア財団や、井上浩子などごくわずかな研究者による学術的貢献を除いてその

後の議論の発展が殆どなかった。 

                                                   
20 本論文では、長谷川祐弘元国連事務総長特別代表が示唆するリベラル平和構築の定義「基

本的人権を保障し、ガバナンスや法の支配を強化することによって平和を実現する手法」、

及びニューマンらが「リベラル平和構築に関する新たな視点(New perspectives on liveral 

peachbuidling)」の中で議論する以下の定義を合わせて採用している。「・・・民主主義の

伸長、市場主義経済を基調とした制度改革、そして平和の構築に寄与する“近代的”国家

の形成関連した様々な制度の導入(著者訳)」を促進する平和構築と、ニューマンらの定義

の原文は、Edward Newman, Roland Paris and Oliver P. Richmond, “New perspectives on 

liveral peacebuidling”, United Nations Universityで参照できる 
21 本論文では、国連事務総長の「法の支配」の定義を採用している。すなわち、「国家権力

を含む、特定の権力者や機関による支配を排除して、法に対する説明責任を明確化すると

いうこと。また、そのような法は、公の場において施行され、対象となる人々や組織を公

平に拘束し、独立した異議申し立ての機会が担保されており、国際的な人権主義の基準に

に則ったものである必要がある。特定の執政者ではなく、法の優位性が護られ、法の前の

平等と、法の適用における平等、権力の分立と、執政者の意思決定のプロセスに被治者が

参加をする機会を与えられることや、法適用における恣意性の排除、手続き保障や法の適

用における透明性の確保ができる状態」をもって、「法の支配」の実現と定義している。原

文は、国際連合のホームページから United Nations and the Rule of Law で参照できる。 
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１-２-３ 東ティモールの伝統的司法と平和構築に関する学術的議論 

その後、2009 年の終わりに世界銀行とジョージ・ワシントン大学が共催した「伝統的

司法と紛争後・脆弱な社会における法多元主義(Customary Justice and Legal Pluralism in 

Post-conflict and Fragile Societies)」の会議の場でも法多元主義の観点から、東ティ

モールの伝統的司法についての議論が展開された。その席でデボラ・イサールは、平和構

築の基礎を担う「法の支配」の確立のために、伝統的司法の役割が見直されるべきである

と議論した(Isser:2009)。他方、復興支援を行う国際機関が西洋的な法制度をイメージし

た法整備支援から抜け出せていないために、伝統的司法の活用が限定的であるという課題

も強調された。伝統的司法の活用において課題となる点は、平和構築の対象は原則国であ

るため、法整備支援についても国家による取り組みへの支援を基調としている。そのため、

国が定める実定法以外の法が(すなわち伝統的司法や伝統的規範)、考慮の対象から外れる

ことが多いとされた。また、民主主義や、人権主義などの国際基準との整合性を欠くこと

が多いということや、法整備支援に関わる専門家達が、多くの場合において西洋的な法制

度を基調に法案の作成を行うために、法多元主義への理解や、対象社会の慣習や伝統に関

する知識が著しく欠けているという実務上の問題も大きな理由であるという議論がされて

いる。具体的に東ティモールにおいては、UNTAET が伝統的司法を、人権への配慮がかけて

いるという理由で活用してこなかったため、法整備がおくれたと考察している。反対に、

法整備の不足を慣習的なものや、伝統的手法で埋め合わせる事例が、近年の平和構築活動

の現場において見られると報告している。世界銀行とジョージ・ワシントン大学は、同様

の調査をアフガニスタンや、リベリアでも実施しており、伝統的司法や伝統的規範と民主

主義との乖離を強調している。その一方で、2006年以降の東ティモールでみられるように、

対象となる地域住民が民主主義と伝統の関連を認識する場合などは、世界銀行が事業を実

施する上で、かかる伝統的司法の果たす役割についても少しずつ見直されるようになって

きていると議論している。   

  クマール・ナガラージは前出の世銀、ジョージ・ワシントン大学主催の会議の分科会

である「人権、法多元主義、そして紛争: 課題と可能性に関する考察(Human Rights, Legal 

Pluralism and Conflict: Challenges and Possibilities—Some Reflections)」において、

法多元主義や伝統的司法の課題を強調した(Nagaraj:2009)。ナガラージは、法多元主義が

人権主義実現への障壁となり得ること、特に女性差別の温床になっていることを強調した。

また、異議の申し立ての機会がかけることが多いことなど、非民主的な要素を課題とした。

また、個々の文化の固有性と特性に関する普遍的な平等性の認知は、普遍的な価値に基づ

いていない物を認知することを暗に求めているために、矛盾があることを議論している。

結論として、伝統的司法や伝統的規範など、実定法の枠の外にある司法についてより研究

を進めて、どの様にして、女性の権利や民族的少数派の権利の認知など、民主的な要素を

取り入れてゆくことができるのか、ということを考察する必要があるとした
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(Nagaraj:2009)。 

  ターニャ・チョプラは、前出の世銀、ジョージ・ワシントン大学が主催した会議の「セ

オリーを実施に向けて: 法多元主義にかかる事業実施について(Putting Theory into 

Practice: Programming with Respect to Legal Pluralism)」の分科会のうち、「紛争後の

社会における女性の権利と法多元主義(Women‘s Rights and Legal Pluralism in Post 

Conflict Societies)」小分科会の場において、東ティモールの伝統的司法を事例として取

り上げ、ナガラージ同様に伝統的司法において女性の権利が限定されることや、国実定法

以外の司法を支援することは長期的な視点で見ると、国作りの取り組みに負の影響がある

こと、国際的な人権の概念からの乖離、社会の特定の有力者やその利権を伸張する結果を

招いてしまうなど、課題が多いことを強調した。結論として、伝統的司法の採用について

は、社会文化的観点から十分に検証し、かかる司法制度そのものに関する理解を深め、さ

らにその制度と実定法との関連を考察し、さらにその伝統的司法が対象とする社会の力関

係を理解した上で行う必要があるとした。そして、女性の権利を保障する実効的な法多元

主義が実現するのであればこれを研究し、検証しなくては成らないとした(Chopra:2009)。 

  これらの議論は、東ティモールの伝統的司法や伝統的規範が民主的観点からすると発

展途上にあるということを議論する一方、功利的な観点からその有用性、特に実定法が確

立されるまでの間、活用できるのではないかという議論が中心であった。その一方で、こ

れらの議論が交わされていた 2006年以降の東ティモールにおいては、前近代的といわれて

いた同国の伝統的司法や伝統的規範が、インドネシア統治時代の休眠状態から目覚め、社

会の「近代化」に逆行するように復興、発展していた。 

 

１-２-４ 功利主義的視点 

2002 年の独立以降、ポルトガルの法を中心に大陸法から習い、国家が定める実定法の

再構築を進めてきたが、そのスピードが遅いことや、他に依る法的手段がないなど、法整

備が未完など、功利的な側面から、現実的に伝統的司法や伝統的規範が活用されていると

いう議論は、これまでの研究や同国に関わる開発支援の多くの関係者が主張した

(Kottak:1993)22。また、独立直後の復興期においては、経済・社会発展が途上にあるため

に、ポルトガルやインドネシアによって導入された(することを試みた)近代法から十分に

裨益できず、その他の選択が無いために伝統的規範を適用しているという社会進化論的な

説明は、一見東ティモールの状況を説明しているように見える。また、そのような議論を

説明するかのように都市部における伝統的規範実施の頻度は低くなってきている23。 

                                                   
22 コタックの“Anthropology: The Exploration of Human Diversity”, (McGraw-Hill 

Education)や、アジア財団の“A Survey of Citizen Awareness and Attitudes Regarding 

Law and Justice 2008”は、慣習法活用のプラクティカルな側面に関する住民の視点を調

査し、上述のような結論に至る調査結果を発表している。 
23 本論文でも後述するが、首都ディリ県などは、さまざまな県出身者が在住しており(各個

人は自身の出身村落の慣習法に依るため)、複数の当事者が依ることができる共有された慣
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  他方、比較的ポルトガルの影響を受け、経済的な発展をはたしたディリ県、バウカウ

県、リキサ県、エルメラ県、とポルトガルの影響を比較的受けなかったその他の県におい

て、伝統的司法や伝統的規範が同じような変化と発展を遂げて存在している理由を説明す

ることができないため、社会進化論的な説明は現状の一部だけをみた一面的結論と考えら

れる24。憲法が伝統的規範を認めていることだけでなく、独立後に東ティモール法務省の行

政官や裁判官達が、急性な研修を通じて「西洋式」の実定法を受け入れたと同時に、暗に

自然法に基づいた慣習的規範にも依り続けていたという事実である。前述したが、2000 年

以降に、国連による暫定統治の影響を受けた法制の「近代化」と並行して、伝統的司法や

伝統的規範の復興が始まっていたという事実を想起すると25、同国において近代化と比例し

て発展する伝統的司法や伝統的規範を、社会進化論的視点をもってのみ説明することは難

しい。 

さらに留意すべきは、歴史の記録についての不正確性についてである。すなわち、ポ

ルトガルが入植した当時、いわゆる「未開」と言われた同国において、執政者として作っ

た記録にみる同国の歴史は、ポルトガルの官吏やポルトガルの教育を受けた一部のリウ・

ライ(Liu Rai、小王国の王またはその子弟)や、ポルトガルから渡来したキリスト教宣教団

の関係者など、文字を書くことができる限られた者によるものであった。それは、口承を

中心とした歴史の継承や、書くという文化が無かった当時の東ティモールにおいては、書

かれた記録に残らない歴史がその主な部分であったことを意味する。記録に残らない歴史

に伝統的規範が含まれていたことは、それらの規範が現在も口承の形態をとることが多い

ことを考えると、容易に類推できる。 

ラドクリフ＝ブラウンなど文化人類学者は、「書く」という文化が無い地域において「歴

史」と認知(記憶)されている事柄は、その後の調査や憶測などに基づく物が多く含まれて

いると説いた(ラドクリフ＝ブラウン:1975)。この点を、アジア地域における例から見てい

ると、よく知られているミャンマーにおけるカレン族の「歴史」があげられるであろう。

すなわちミャンマーにおけるカレン族に関する統計や歴史を記録するという行為は、書く

という文化を持ったイギリスなどから渡ってきたキリスト教宣教師や一定の教育を受けた

入植者などが中心に行っていたため、当時口承文化を持っていたキリスト教徒以外のカレ

                                                                                                                                                     

習法がない。また、慣習法が経済的紛争を調停する機能を(一定の土地紛争を除き)持って

いないために、首都では使用されることが少なくなった。また、インターネット等へのア

クセスを通じて、特に若者を中心に慣習法に疑義を唱える者も出てきた。他方、ディリ県、

ディリ市の村落における慣習法については、継続して機能していることがインタビューか

らわかった。ディリ市出身の個人の場合は、自身が所属する村落の慣習法に依って生活し

ている。また、そのような村落においては他県同様に慣習法の発展がみられる。 
24 ウダヤナ大学のプルワディ博士によると、土地環境などの特性という意味では、東ティ

モールと一つの島を分かちあう、隣国インドネシアの西ティモールにおいても、同じよう

な慣習法の発展がある。本論文では言及しないが、今後の調査対象とする。 
25 著者が 2001年 1月に訪問したタラ・バンドゥ手続きの儀式など。2000年以降、東ティモ

ールの環境 NGOであるハブラス財団が同儀式の実施に向けて対象村落を支援した。 
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ン族に関する記録は非常に少ないということである(池田：2009)。参照できる当時の統計

の記録をみると、カレン族の大多数がキリスト教徒であったように見えるが、これはキリ

スト教会に関連のあった者に関する記録しか残っていないことが一番の理由であり、実際

には仏教徒のカレン族が同族の人口の大多数を占めているということが、今日、多くのカ

レン族の説明から窺える26。 

このミャンマーにおける例と同じように、東ティモールにおいても、ポルトガル入植

地時代の東ティモールが、大半において口承文化であったことを鑑みると、今日参照でき

る同国の「歴史」、特に慣習的規範の発展に関する記録は、キリスト教教会に関連がある者

や、ポルトガルと関わりがあった者や事由が中心となっていることが浮き彫りになる。同

国における規範について、いわゆる「歴史」が示していることとは、ポルトガルの実定法

もしくはその後執政したインドネシアの実定法が適用されてきたという少数派の事実でし

かなく、当時の実態として国民の大多数が規範として認識し、その適用を日々の生活にお

いて行ったのは、村の規範からなる伝統的規範であったという記録は、口承による「歴史」

に限られている。そしてそのことは、今日も伝統的司法や伝統的規範が尊重され、ポルト

ガル統治の時代からほぼ変わらぬ形態で実施されていることに裏付けされると考えられる

(Kottak:1993)。 

一つの社会を構成する人々の慣習や規範が変化することとは、自然(東ティモールにお

いては特にその厳しい環境)がもつ物理的なニーズを満たす目的であり、すなわち社会全体

が変化するという社会相互関連の性質ということである。東ティモールにおける伝統的司

法や伝統的規範の発展は、リア・ナイン(Lia Nain)と呼ばれる族長27を中心としたコミュニ

ティにおける人間の営みにあり、コミュニティの関心点に寄与することに価値を見出して

いる。そのため、コミュニティが存続するうえで必要な要素、つまり日々の生活の営みの

中で地域をとりまく環境や、その他のさまざまな社会状況に影響されつつ規範化されてゆ

く28。 

生活をしてゆくうえで生成される機能的集団の単位がコミュニティであるため、規範

はその集団内における人現関係の修復とその維持を目的に作られ、個々人の責任を基調と

する西洋的な手法とは異なる発展をする。そのような観点から、東ティモールにおける伝

統的規範の発展を、機能主義的視点から概観すると、個々の構成員の行動は個人の関心や

他の構成員との関係等様々な要因によって変化するが、そのコミュニティの持つ慣習の変

化は、同国独特の厳しい自然環境など、それらの「環境」に適応する必要に迫られて、生

                                                   
26 筆者の在日カレン族コミュニティリーダーS.B.T.氏とのコミュニケーションによる

(2010年 8月)。 
27 リア・ナイン(Lia Nain)とは、直訳すると「言葉の主」、「言葉の者」という意味である

が、意訳をすると司祭であろう。コミュニティにおける実際の役回りは「家長」である。 
28 東ティモールの伝統的規範を多角的に概観した。綾部恒雄・桑山敬己編「よくわかる文

化人類学」(ミネルヴァ書房)などを参照。 
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成される部分が大きいと考えられる。これは、環境が似ている東ティモール全 13県で使わ

れているタラ・バンドゥ(Tara Bandu)という伝統的規範やナヘ・ビティ(Nahe Biti)とよば

れる伝統的司法に係る枠組みが、お互いに非常に似通っている理由を説明しうる。 

東ティモールの伝統的司法や伝統的規範の主体的な実施者は、現地の言葉でウマ・ル

リック(Uma Lulik)と呼ばれる「聖なる家」を中心とした慣習的な組織を形成する「一族」

である。2002 年の同国独立後に設置された行政単位においては、村落(Sucu)や区画もしく

は集落(Aldeia)などが部分的にそれらの司法・規範の実施主体となってきた。機能主義の

観点からは、その総体維持のためにそれらの伝統的ガバナンス機構がどのように機能する

のかという相関関係が重要だといえる。つまり、伝統的司法が持つコミュニティ内の人と

人、人と動物、人と自然環境の関係の修復と維持を前提とする修復的司法の機能が高い関

連性を持っていると考えられる。今日の東ティモールの伝統的ガバナンス機構は、それら

の組織と環境の中で形成され、平和構築というプロセスの中で国際社会という外部の影響

を受けつつ発展しているととらえることができる(第三章の図 7を参照)。 

 

１-２-５ 法社会学的視点 

東ティモールにおける伝統的司法や伝統的規範の発展は、オイゲン・エールリッヒが

説いた「法発展の動因は社会にある」(エールリッヒ：1913)という説を立証していると考

えられる。1975 年以降、インドネシアの立法体系であるフクムが適用されていたところ、

2000年を前後して一時的に UNTAET法が基本法となり、それが独立後にポルトガルの法体系

から学んだものに変化した。その後も司法はポルトガル、法律学もポルトガルおよびオー

ストラリア・アメリカを中心とした西欧の形態から学んだ。行政官の能力強化は迅速に進

められたが、一部の職員は一連の変化についてゆくことができなかった。その結果、統治

者である国家当局が国連から東ティモール政府に移行した東ティモールにおいては、2002

年 5 月の独立後からしばらく行政の移行期に司法や立法に実質上の空白時間ができた。こ

れは、新生政府が機能するまで相当程度の時間を必要としたことが理由であろう。 

その一方で、東ティモールの市民社会による関わりによって、伝統的司法や伝統的規

範は 2001年初頭には復興の兆しが見え始め、その後、段階的にその実施が活発になった29。

これはまさにエールリッヒが指摘した様に、法の発展が社会に動因されており、日々の営

みが継続しているのであれば(東ティモールにおいては暫定統治機構が存在していたが)国

家がなくてもその発展は続いてゆくということを示していると考えられる。このことから

も、法整備支援を含む国際社会の支援は、かかる発展や変化が内生性であることに留意す

る必要がある。動因がかかる社会から発生するものではなく多分に外生性である場合、そ

                                                   
29 著者が参加をしたリキサ県におけるタラ・バンドゥ(Tara Bandu)の儀式は、環境 NGOハ

ブラス財団の支援によって、村人が開催をした。当時ハブラスに対する国際 NGOからの支

援は多少あったが、慣習法であるタラ・バンドゥを実施した村落には直接支援が行われて

いなかった。儀式自体は、2001年 1月に開催されたが、暫定統治機構はこの時点では土地

所有の問題や、乱伐などの環境問題に対する実効的な取り組みは行っていなかった。 
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の実効性に影響がありうるとも考えられる。そのため、東ティモールの伝統的規範が、ど

のように主に外生性の変化であるリベラル平和構築の取り組みにインパクトをもたらすこ

とができたのかという疑問が生まれる。 

 

１-３ 近代の東ティモールの略史30 

ポルトガルによる東ティモール植民地政策は、1701年に東ティモール総督府を設置し

てから、1974年の「カーネーション革命」によってもたらされたエスタ－ド・ノブォ(Estado 

Novo regime)体制の終焉まで続いた。新政権による新たな植民地政策の中で実施された解

放政策を機に、反植民地運動を展開していたティモール社会民主主義協会(ASDT)は、フレ

テリン(FRETELIN)と名称を変え、完全な独立を求めて運動を展開した。その動きに対して

東ティモール民主同盟(UDT)はクーデターをおこし、フレテリンとポルトガルのディリ政庁

の左派の追放を試みるが、フレテリンの攻撃におされ西ティモールに後退、フレテリンは

1975年に独立宣言する。 

左翼政権を恐れたインドネシアは、フレテリンを共産主義の党ととらえ、反共の立ち

位置を分かち合い、かつ、ティモール海に眠る地下資源に関心を寄せるオーストラリアや

アメリカなどの西側諸国の暗黙の了解を得て、1975 年 12月に国軍を展開して東ティモール

へ全面侵攻した。その後、1976年 7月に併合を宣言。その後、24年にわたるフレテリンと、

その武装戦線である東ティモール民族解放軍(FALINTIL)とのゲリラ戦が展開され、推定 20

万人の犠牲者がでた。1980 年代には、インドネシア化政策を実施、インドネシア教育を本

格化し、インドネシア人による入植を促進した。しかし、入植を中心としたインドネシア

化政策は、インドネシアとの文化的違い認識させるきっかけを作るという環境を生み、逆

に若者を中心とした抵抗運動や地下活動を引き起こすことになった。それにより独立運動

が加速し、デモなどが頻発するようになる。そのような潮流の中で、インドネシア軍や民

兵による人権侵害が深刻化・常態化し、虐殺が起こる。 

1999年 5月のスハルト政権崩壊と、その後発足するハビビ政権の東ティモール特別自

治案の提案を機に、ポルトガルとインドネシアの「5月合意」が実現し、特別自治案(併合

案)か独立の選択を住民投票によって東ティモール人に問うことに合意した。1999年 8月に

国連東ティモール派遣団(UNAMET)の監視の下、住民投票が実施され、78.5％が独立に投票

した。しかし、住民投票が開票された直後インドネシア軍とインドネシア併合派民兵によ

っていわゆる「騒乱」と呼ばれる暴力が体系的に行われた。この「騒乱」による暴力は、

                                                   
30 山田満の「東ティモールを知るための 50章」や、宮澤哲・宮澤尚里の「東ティモールの

和解・調停プロセスにおける慣習法の適用」 調査研究報告 法務省法務総合研究所国際

協力部を参照。 
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無差別化し、投票後の数ヶ月の間に推定 600人以上が殺害されたとされている。その間、

首都ディリの建造物の 70％以上が破壊されたとされている31。 

1999年 9月にオーストラリアのピーター・コスグローブ少将(当時)が率いる東ティモ

ール国際軍(INTERFET)が上陸し、治安回復と民兵の武装解除を実施した。翌 10月にインド

ネシア国民評議会が東ティモールの「分離」を決議、その 10日後に安全保障理事会が国連

東ティモール暫定統治機構(UNTAET)を設立し、2002年 5月の独立(独立国としての地位確認)

まで、暫定的統治の役割を担った。独立後の行政は、新生の東ティモール政府に移管され

た。独立と同時期に安全保障理事会は、国連東ティモール支援団(UNMISET)を設立、2005年

4 月の国連東ティモール事務所(UNOTIL)の設置まで活動を続ける。しかし、2006 年 4月、

独立後最大の内紛が起こった。約 700名のいわゆる「西部出身」の国軍兵士によって、処

遇の改善をもとめる要求と、その後の除隊免職処分を理由に発生した暴力が、政治的なぶ

つかり合いとつながり、市民を巻き込んだ広域暴力に発展、「4月の危機」と呼ばれる内紛

を引き起こす。その結果、首都ディリで約 7万人、東ティモール全土で 14万人以上の国内

避難民(IDP)が発生した。東ティモール政府の要請により、国際治安部隊が展開され、同時

期に安保理は国連東ティモール統合ミッション(UNMIT)の設置を決める。2008 年のラモス・

ホルタ大統領襲撃など、不安定化した社会の治安回復がその主な任務となった。その後、

治安機能や行政支援機能を段階的に終了させ、独立から 10年が経過した 2012 年に国連の

平和維持活動が終了した。 

 

                                                   
31 破壊の度合いは 80から 90％まで諸説あるが、70％というのは、比較的低い概算値であろ

う。筆者が東ティモールに初めて訪れたのは、「騒乱」から約一年が経過した 2000 年 10月

であったが、被害にあっていない建物を見つけることが珍しいくらいであった。本論文は、

山田満編の「東ティモールを知るための 50章」(明石書店)を参照した。 
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図 1: 東ティモールの地図(出典：国連広報部 2000年 1月発行) 
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第２章 「2006年 4月の危機」に関する考察 

２-１ 社会不安定化の背景 

東ティモールで 2006 年に起きた「4 月の危機」については、日本でも報道がなされて

ある程度認知されているところである。この内紛は、2002 年の独立以降、同国が経験した

最大の社会不安定化事件であった。広域に発生した暴力によって兵士 2人、非武装の警察 9

人を含む約 40人が死亡し、東部出身者(ロロサエ)と西部出身者(ロロモノ)の分裂による国

家分断の可能性まで取り沙汰され、同国の国家としての存続をも揺るがしうる事件に発展

した。この事件によって、一時期、全 13 県の合計で約 14 万人の国内避難民(IDP)が発生、

その内約 7万人は首都ディリで発生した(水野：2006)32。しかし、その危機の発端となった

原因が、当時主な報道が説明した「政治的な衝突を発端に起きた市民レベルの民族間衝突」

というものは実際に存在したか、ということをここで再考察したい。この「4月の危機」に

ついては既存の研究がいくつかあるが、主なものにアジア財団(Asia Foundation)が出版し

た同国の政治と国内治安に関する報告 “In Timor-Leste: The Politics of Internal 

Security”が挙げられる。アジア財団は東ティモールに詳しい専門家を中心に、東ティモ

ール人の研究者であるバボ・ソアレス(Babo Soares)など、現地の著名な学識者と協力して

調査を行ったため、現実に近い調査結果と分析がされていると考えられる。本論文では著

者の調査結果である一次情報に基づいて独自の分析を行う。著者の現地調査は 2006年 6月

から 8月まで行われた。暴力が継続し、国内避難民(IDP)が帰還を果たせない状況下で、攻

撃対象となった地域の内の特徴的な地区を単独調査した。住民が避難せず残っている場合

は、聞き取り調査なども行った。 

まず「2006 年 4 月の危機」において、メディアが報道したように「市民レベルの民族

間衝突」があったのであろうか。まず、「民族」であるが、ティモールの文化人類学者の分

類によるとテトゥン・テリック語の言語グループとマカサエ語など東部に由来する言語グ

ループに細分化される下位言語グループがあるとするものや、もう少し大きく分類をとっ

て、3000年から 2000年ほど前にポリネシア語族に分類される、ミクロネシア系の人々の移

動が東からあり、オーストロネシア語族に分類されるマレー系の人々の移動が西からあっ

たとするものもある33。そこに、ポルトガル人とともに東ティモールに渡来したアンゴラ人

などの奴隷との混血がディリやオクシ等から広がったという説もある。また、ポルトガル

政庁の記録には、東部地区の住民と、西部地区の住民の「性格」の違いについての記述が

あるという説明が住民に対する聞き取り調査から聞かれた。ポルトガル政庁の記録にある

                                                   
32 国連の独立調査委員会なども、この点を詳しく報告している。当時、活動を行っていた

各機関が、統計を含め報告をしているが、水野久美子の「アジア動向レポート危機の年―

―暴動とアルカティリ首相辞任」(アジア経済研究所)を参照することが出来るであろう。 
33 ウダヤナ大学の文化人類学者プルワディ博士(Dr. Purwadi)とのインタビュー(2018年 4

月 3日)。東ティモールだけではないが、隣のスンバ島など、当該の地域において建造物や、

織物の図柄パターン、身体的特徴、言語の特徴などからこの特徴が見いだせるということ

であった。筆者もこのような特性をとくに東部地区において確認している。 
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フィラク(東部出身)、カラディ(西部出身)などという名称は、ポルトガル入植者が使った

言葉の「フィラク」が「頑固な者」、「カラディ」が「従順な者」という意味であったと言

われるところからも、東部地区と西部地区と、地区ごとにある程度まとまった性格の分類

の様なものができていたことが分かる34。 

しかし、ここで使われているフィラク、カラディという分類は、性格の傾向もとにし

た一般的かつ主観的な類型であり、科学的な分析に基づいた民族的な分類では無いという

ことである。下位言語グループ説にせよ、ポリネシア系とマレー系の流れの説にせよ、そ

れが国を分断する民族性の形成に寄与した形跡が証明できていない。むしろ、国土の広さ

という意味でも物理的な限界がある島嶼国であるティモールにとっては、前近代まで一つ

の王国に近い形態でコミュニティが形成されてきていると言う説が主流である。そのため、

ティモール島の東西でそこまで大きな民族性の形成が起こったと考えるのは合理的では無

く、むしろ東ティモールという主流化したひとつの集合体の中における小グループであっ

たと考えられる35。約 14,900㎢という限られた国土であるとはいえ(外務省：発行年不明)、

地理的に険しい山岳地帯が国土面積の大部分を占めているため、国内での情報伝達に時間

がかかったことも理由となり、言語体系が細かくなっているということは特徴的であるが、

ある意味、同じく山岳地帯が約 80%を占める日本において方言の形成が進んだ時期があった

ことと似たところがあると考えられる。 

宗教的な側面からも、東部と西部で大きな違いは無い。国民の約 98%がカトリックであ

る同国では、地方を問わず宗教上の大きな違いは無い。山間部と平野部では、平均気温も

ことなり、それに伴って環境も一定程度異なるが、食文化や生活環境や文化に大きな影響

を与えるほどの違いではない。各県における伝統的規範の類似性は、実施主体である村々

が、他の主体と調整をして枠組みに整合性を持たせたということでは無い。このことを鑑

みると、同国において、文化人類学的にはオーストロネシア系言語グループとミクロネシ

ア系グループとに大まかな整理をつけることはできるが、地域(つまり西部・東部)を越え

てある程度共通の文化や慣習が存在することを示唆する(詳細については三章を参照)。つ

まり、ティモールはその国内で国民が共有するものが多く、国を分断するほどの民族的な

区分というものはそれほど顕著に存在していなかったということがわかる。それでは、人

口 200 万人のうち、17 万人以上が国内避難民となった「4 月の危機」における市民レベル

の大規模な暴力はどのように起こったのか。 

 

２-１-１  600人の東ティモール国軍兵士の除隊命令 

「2006年 4月の危機」の発端となったのは、「嘆願者達(Petitioners)」と呼ばれる 594

名36の離脱兵のちにその流れに合流した憲兵隊長アルフレッド・レナルド・アルベス(Major 

                                                   
34 フレテリン党の幹部 R.P. 氏へのインタビュー(2003 年 5月) 
35 前掲の Dr. Purwadiとのインタビュー(2017年 4月) 
36 東ティモール国軍において、この数は全兵士の半数近く(アジア経済研究所によると全体
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Alfred Reinaldo Alves)少佐(当時)率いる「反乱軍」と、それに対する東ティモール国軍

および同国警察との衝突である37。事件は、西部出身の兵隊の集団による、東部地方出身の

幕僚による同地方出身兵の優遇とその他の兵の処遇の違いを不当とし、2006 年 2 月に処遇

の是正を要求する趣旨の嘆願書をシャナナ・グスマン大統領に提出したことが発端となっ

た(United Nations:2006)。軍は要求を認めなかったが、そのことに不満をもったディリ県

メティナロ準県に赴任している西部出身の兵士からなる 594 人の兵士が、週末の帰省を機

に部隊に戻らない形で任務放棄した。軍は、それらの兵士を除隊する形で対応し、その結

果、2006年 4月 24日に除隊された兵士を支持するデモンストレーションがディリでおこっ

た。政府の対応に不満をもったデモは 4月 28日暴動に発展し、機動隊の制御を押し切って

政府庁舎に対する破壊行為を行った。治安部隊が展開しデモを抑制、この衝突で 5 人が死

亡し 40人以上が重軽傷をおった。デモは、一部暴徒化してディリ市内において破壊活動を

行ったため、この 4 月時点で、すでにディリの市民約 1 万 5 千人が暴力を逃れて避難した

(United Nations:2006)38。 

5月に入ると除隊された兵は非正規の反乱部隊となり、政府および軍に対して武力を伴

う要求を始めた。軍はこれに武力をもって対抗したため、正規軍と反乱軍の戦闘が起こり

始めた。著者による国連関係者及び軍関係者を家族に持つディリ在住住民からの聞き取り39

によると、対応した正規軍の部隊の構成は、東部出身者が指揮をとり、対応にあたった機

動部隊もやはり東部出身が中心となる形であった。この軍内部の出身地問題が、市民レベ

ルのいわゆる東部出身者と西部出身者のぶつかり合いを引き起こされたということであっ

た。政府はそれまで反乱軍の要求には対応しない姿勢をとっていたが、暴動などへの関心

から世論が高まり、5月に入ると反乱軍の主張である処遇の問題に関する調査をせざるを得

ない状況になった。軍内部での処遇がどのようであったかということについては、政府と

国連の協働チームによる調査されたが、形式的に「処遇の問題」ということ以外は詳しい

情報が得られずはっきりとしたことはわかっていない。特記すべきは、反乱軍に対峙した

国軍と警察の反応である。5月の初旬には、反乱軍に対して強硬な姿勢で対応した警察の特

殊部隊についての報道がおおくなるが、記事の多くは、警察機構には西部出身者が多く幹

                                                                                                                                                     

の 4割)であったため、そのインパクトは大きかった。 
37 国連独立調査委員会の報告に詳しい説明がある。同委員会が行った「4月の危機」の発生

原因に関する分析については議論の余地が大いに残るが、当時の状況の説明や、危機に関

連して発生した事件に関する事実確認は、同委員会の報告書に綿密かつ詳しい説明がなさ

れている。 
38 国内避難民の数については、「4 月の危機」当時、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)をは

じめ各国連機関が発表したが、特に国連事務総長の報告が参照できる。 
39 UNDPの R.S.氏、UNHCRの M.S.氏、タシ・トル村の O.B.氏などへのインタビュー(2006年

8 月)。R.S.氏および M.S.氏についてはディリ市内、O.B.氏については、ディリ市のドンボ

スコ教会の敷地内に設置された国内避難民キャンプにおいて面談を実施。R.S.氏および M.S.

氏については英語で、O.B.氏については、英語とテトゥン語を併用してインタビューした。

R.S.氏はビケケ出身で、東部出身の軍幹部について広く情報を持っていた。 
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部として所属をしているということが強調された。国軍を統括するタウ・マタン・ルアク

将軍(当時)はシャナナ・グスマン大統領がゲリラ戦において率いていたファリンティル

(FALINTIL)の主要な司令の一人でもあったため、軍部において非常に強い影響力を持つシ

ャナナと調整しながら、反乱軍との折衝を続けた。それに対して警察は、国内の治安を担

当する内務省が、その内局である警察に指示をして、フレテリン党が率いる政府の立ち位

置を守った。その立ち位置とはつまり反乱部隊の「討伐」を意味していた。反乱部隊を支

持する住民のデモや暴動は治まりを見せず、5月の中旬には約 700の家屋や建物が放火され

たか破壊され、それ以上の数の建物が破壊や略奪の対象となった。国内の治安部隊の統制

に問題が生じ、住民の暴動が一層激しさを増す中で、政府は 2006 年 5 月 25 日に国際治安

部隊の受け入れを決定し、オーストラリア、ニュージーランド、ポルトガル、マレーシア

軍が国際軍を組織し、治安維持の目的で同国に展開した。この時点で、ディリの住民約 3

万 7 千人が国内避難民となって地域の教会や、公共の建物等に避難し、加えて約 3 万 8 千

人が出身の県に帰省する形で身を寄せていた40。 

6月に入ると、シャナナ・グスマン大統領とマリ・アルカティリ首相との政治的ぶつか

り合いが一層激しくなるが41、首相の親族が関わる汚職事件の報道については、あまり触れ

ずに、警察の武力行使が暴走したことに対する引責の形でマリ・アルカティリ首相が 6 月

26 日に退陣し、当時首席大臣であったジョゼ・ラモス・ホルタ氏が代行する形でその責に

ついた。前述の通り、一般市民の理解では、反乱軍と国軍の衝突が東部と西部地区の出身

地による処遇の違いであったため、それがいわゆる出身地域による違いと「民族間」の衝

突、いわゆる「フィラク(俗語で東部出身者)」と「カラディ(俗語で西部出身者)」の衝突

を生んだというのが主な報道の解釈であった。しかし、シャナナ大統領が、「ロロサエ(テ

トゥン語で日のいずる場所の意。内紛当時、東部出身者を指して使われた言葉)」と「ロロ

モノ(テトゥン語で日の沈む場所の意。内紛当時、西部出身者を指して使われた言葉)」の

衝突についてコメントしたその翌日に、その発言を撤回し、「ロロサエ」、「ロロモノ」たる

分類は存在しないという釈明をした。その上で、当該の「危機」が民族間衝突では無い旨

を公に説明していることなどを鑑みると、政治的な配慮があったにせよ、その趣旨を裏付

                                                   
40 避難民の数の変化についても、国連は月単位で様々な統計を報告していた。しかし、政

府も国連機関も国内避難民の登録作業を実施しなかったため、公表された統計は避難民や

関係者へのインタビューや、支援対象者や配布した物資の数などをもとにした概算であっ

た。本章の情報は、前述の UNDPの R.S.氏、UNHCRの M.S.氏、タシ・トル村の O.B.氏など

へのインタビュー(2006年 8月)において提供されたものを採用。 
41 シャナナ・グスマン大統領とマリ・アルカティリ首相の政治的ぶつかり合いは、一党独

裁を目標とするマリ・アルカティリと一線を画したシャナナ・グスマンが、1987 年に新た

な政治グループとしてCNRTの前身となった CNRM(National Council of Maubere Resistance)

設立し、元来フレテリン党の武装集団であった FALINTIL を党から切り離して CNRM の武装

集団とし、マリ・アルカティリと一線を画したところから始まっている。たとえば Damien 

Kingsburyの Timor-Leste The Harsh Reality After Independence(Southeastern Asian 

Affairs)など参照。 
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ける政府公式見解の中に「地域民族間衝突」という要素が無いということが見て取れる42。

それでは、なぜ一見関連の無い反乱軍と国軍の衝突がなぜ、市民やメディアが「フィラク(も

しくはロロサエ)とカラディ(もしくはロロモノ)の衝突」と呼ぶ状態を作り出すことに繋が

ったのか。 

 

２-１-２ 暴徒化した集団の二つの類型 

暴徒化した集団の中に、大きく二つの類型が存在していたと考えられる。ひとつは、

関心事項をある程度共有しており、計画的に行動していた集団である。詳細は本論文で後

述しているが、これらの集団は放火や投石などの行為を行う目的で、暴徒と化して町をう

ねりあるいた。一部の集団は、特定の政治家の家屋や政党の事務所などを対象に放火を行

った43。それに対して、二つ目の集団は、特定の政治的関心を持つ扇動者が中心となって動

かした集団で、特徴としては、同じ集団に参加をする他者と関心を必ずしも共有しないが、

特定の対象(政府もしくは大統領)に対して何らかの不満を持っている者の集まり、もしく

は不満を持たないが、何らかの理由で扇動者と行動をともにする者の集まりであることが

観察できた。この点については、詳細を後述する。 

 

２-１-３ 政治的意識操作(マニュピレーション) 

2006 年 6 月 28 日に 2000 人程

度のデモ隊が結成され、バウカウ

県からの幹線道路で首都に来訪し

た。デモ参加者の多くは、当時の

与党であったフレテリン党から 1

日 1 ドルの日給を貰いデモに参加

をしているようであった44。これは、

デモへの参加が、独立に対して期

待を持っていた国民の不満によっ

                                                   
42 民間のレベルでは、東部出身者と西部出身者のぶつかりあいがあることを事実としてと

らえ、この課題を乗り越えるべく取り組んだ組織も少なくなかった。芸術の専門学校であ

る Arte-morisは「東と西のぶつかり合い(East-West Crush)」を解消するために芸術プロ

ジェクトを展開し、ディリ市内に国民融和をテーマとしたポスターや横断幕等を張り出し

た。 前出した Damien Kingsbury の Timor-Leste The Harsh Reality After 

Independence(Southeastern Asian Affairs)など参照。 
43 たとえば 2006年 4月 28日に発生した大規模デモの直後に民主党党首のフェルナンデ・

アラウジョ(Fernande Araujo)氏の自宅が、当時の首相であったマリ・アルカティリ(Mari 

Alkatiri)氏が雇ったとされているマフィアによって放火されたと報道された。真偽につい

ては諸説あるが、公開されていない某政府機関の情報に依れば、同氏が放火の指示を出し

た事実があるとのこと。 
44 国連開発計画(UNDP)の R.S.氏とのインタビュー 

写真 1 バウカウ県から来訪した「政府擁護派」デモ隊  

(2006 年 7月筆者撮影) 
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て引き起こされていることもあるが45、同時に独立後も生活が楽になっていないと感じてい

る国民が、現金の入手のために日給が必要であったという現実的な問題でもあった。デモ

参加者の多くは、人口と経済規模では同国第 2 位のバウカウ県出身ということがデモ参加

者への聞き取り調査でわかった。筆者が複数人のデモ参加者により詳しく話を聞いてみる

と、回答者の多くがデモの理由を説明できない、もしくはその理由を明確に説明すること

ができなかった。デモ隊参加者の中には、トラックの側面にシャナナ大統領の顔写真を掲

げ、同大統領をたたえるシュピールコールをしている者もいる中で、車列の先頭やところ

どころに交じって扇動スピーチをしているデモの関係者達は、そのスピーチから明らかに

同大統領を非難する立場をとっていることがわかった。つまり、デモ隊の参加者たち個々

の主張の間に一貫性が無く、一部相反する立場をとる者が混在していた。 

2006 年 6 月末に起こった政府庁舎裏手の議会脇の路上でおこったデモは、反乱軍への

大統領の対応が不十分だという直訴を政府に対して行う趣旨であるということであった。

デモの現場において筆者が観察したところ、200名位のデモ集団のところどころに、一定程

度の扇動技術をもっていると見られた扇動者らしき者が 10 名から 15 名程度散らばって、

周囲にいる者が特定の関心事項を持つように煽っている様子が確認できた。具体的には、

傍観に近い形で話を聞いているように見られる者にも声掛けをするなどし、それらの者が

共感を持てるような言葉を使って特定の関心事項を伸張するなど、効果的に周囲の者を扇

動していた。これらの扇動者達は、ほかのデモ参加者とは明らかに行動形態が異なってい

ただけでなく、中には

チラシなどを準備する

など計画して行動をし

ている者も見受けられ

た。 

  同じ時期に国民の

間で、汚職を強く問題

視する状況があった。

国民の生活が 2002 年

の独立以降大きく変わ

っていないのに対して、

当時の与党の特定の派

閥に属する議員や、一

部の閣僚、そして関係

                                                   
45 このことは、避難民に対するインタビューからも確認することが出来た。ここでは、UNDP

の R.S.氏、UNHCRの M.S.氏、タシ・トル村の O.B.氏などへのインタビュー回答(2006年 8

月)を参照している。他にも、IRINニュースの “Why Timor-Leste’s stability could be 

deceptive”などが参照できる。 

写真 2 放火された家屋の壁に見られるアルカティリ首相(当時)を中傷する落書き

(2006 年 7月筆者撮影) 
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のある政府高官やその親族が道路の建設や軍への武器の共有に関連した汚職に関連してい

るとの疑惑が報道された(Kingsbury：2007)46。同じ時期に、前述の反乱部隊に対する政府

の方針に反対するグループもデモを展開しており、このグループは当時のアルカティリ首

相に、退陣を求めるスタンスをとっていた。また、政府に反対する立場の学生デモも頻発

し警察と衝突し、警察の発砲により学生が死亡するところまで事態は悪化した。そもそも、

除隊となった兵士の支持から始まったデモであったが、発砲事件にまで発展させた警察の

強硬な対応と、官僚による汚職が繰り返し報道されるなか、内務大臣私設の親衛隊が、野

党であった民主党党首フェルナンデ・アラウジョ(Fernande Araujo)に対する暴力を行う事

件が発生し47、与党の強権的政治に対する学生デモは一層激しいものになったといえる48。 

これらのことを鑑みると、独立時の国民の期待と国が直面する現実の問題としては、

政治家や官僚による汚職、一般の国民の期待感と国の開発の達成度の差異という点で問題

や、不満を持った復員兵士の処遇に関する問題があった。しかし、これについてもその規

模や度合い等を鑑みると全国レベルの暴力に繋がるという説明はつかない。 

東ティモールと政党政治の関連については後述するが、同国においてそれまで政党政

治になじみの無かった村落地帯に民主主義を導入し、特定の政党による政治的なマニュピ

レーションが行われたことは、社会のひずみを作る結果になった。独立時に国民が持って

いた期待と、「4 月の危機」発生時に国が直面していた現実の差などが共鳴し、市民レベル

の広域衝突を動員したという議論が多く聞かれた。しかし、伝統的なコミュニティが確立

していた東ティモールにおいて、突如導入された政党政治とかかる政党による政治的な意

識操作(マニュピレーション)は、それだけでは社会的な不安定要因を作り出す理由として

成立しないと考えられる。当時の東ティモールのほとんどの政党が、政治的なビジョンを

明確持っていたが、その一方で組織としてのキャパシティは発展途上にあったといっても

過言では無いため、意識操作(マニュピレーション)によって一定規模の住民間衝突の原因

を作り出したとしても、大規模な不安定化は難しい。その観点から 17万人以上の住民を巻

き込んで社会を不安定化させる根本的な理由となりえるか、という点では十分な説明がつ

かない。「4 月の危機」が複合的な理由から発生したことは明確であるが、それらの問題が

                                                   
46 建設大臣と内務大臣に向けられた疑惑は、広く国民に認知されたものであった。円説大

臣の建設業界との癒着は、業界関係者からの詳細な説明が国民の間で知られるものであっ

た為、一連の政府批判にすぐに関連付けされた。前出した Damien Kingsburyの“Timor-Leste 

The Harsh Reality After Independence”(Southeastern Asian Affairs)などが参照でき

る。 
47 国連の独立調査委員会の報告にも詳しいが、上述の Damien Kingsburyなども参照できる。 
48 写真は当時のマリ・アルカティリ首相を中傷する目的で書かれた落書き。壁の中ほどに

大きな字で“ALKATILI KOMUNIS(アルカティリは共産主義48)” と読める部分がある。その

他、「Ami Lakoi Simu Tan Firaku(我々が東部出身者を再び受け入れることは無い)」や、

その他東部出身者を中傷する落書きが見て取れる。「フィラク(Firakuまたは Viraku。スペ

ルにいくつか類型がある。国名とかけて Iraqとする場合もある)」とは、東部出身者に対

する俗称。 
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中心的な要素としてあげられるのが、2000年から 2006年の約 6年の間累積した不十分な移

行期正義に関連付けられた土地所有権の問題があると考えられる。この点について、以下

に特徴的な 3つの要素の相関性を分析する。 

 

２-２ 東ティモールが直面する移行期正義にかかる課題 

東ティモールの文脈において、狭い意味での移行期正義は 1974 年から 1999 年の住民

投票までにおこった人権侵害と不正義に対する裁きであるが、独立以降のナショナリズム

の変化を鑑みれば、広い意味での移行期正義は、「独立以後の国内の治安であり、政治社会

的な安定を射程にいれたもの」であろうと早稲田大学の山田満が論じている(山田満：2015)。

2006 年 4 月の危機は複合的要素に誘引されたことは前述したが、国政を導く政治家の間で

おこった政治的な衝突と、人の移動と土地所有権の問題に根差した市民レベルの大規模な

暴力に加えて、それらを後押しした問題があった。「地域」であるコミュニティと「帰還民」

として都市部に残留した他地域出身の個人(もしくは家族)との相関関係である。 

独立闘争を率いたファリンティル(FALINTL)は構成員の約 650 人が 2002 年 5 月の独立

までの過程で、正式に国軍に統合され、社会統合への第一歩を踏み出したが、当時約 2000

人で構成されていたとされるファリンティルの内、約 1300人がそのような正規化の枠に乗

ることができなかった49。復員の過程は、国際移住機構(IOM)のファリンティル社会再統合

支援事業(Falintil Reinsertion Assistance Prorgamme もしくは省略形で FRAP)の支援を

得て行われた。しかし、軍や警察への編入を通じて正規化されなかったファリンティルの

元戦闘員や地下活動者等の闘争関与者の処遇に関する問題から、不満を持った者の中でも

リーダー的役割を果たした者を中心に、同じように不満を持った者が自然とグループ化を

始めた。それらのグループは、いわゆる武術を修練するマーシャルアーツグループの名称

で活動する暴力集団や、CPD-RDTL(Committee for the Popular Defense of the Democratic 

Republic of Timor Leste)、サグラダ・ファミグリア(Sagrada Familie)やコリマオ

(Colimau)2000、L7等、特定の元戦闘員などによってグループ化されたなどの武装集団であ

り50、2003年ごろから活動が顕著化してきた。その多くは、社会再統合の課題や住民投票時

の併合派と独立派の融和が実現していないことに起因する不満を、暴力の形で表現する者

もあった。また、国が復興のステージにあったため、行政のフォーカスが建国という大き

な目的に置かれてしまい、青年層のニーズが優先されていない状態にあった。国が満たす

ことができなかった様々なニーズを、限定的であれ、暴力的であれ、それらの反社会集団

が満たしていき、結果としそれらの集団が拡大するという結果になった。そのような集団

は、不満をもった青年たちに、ゆがんだ形で社会参加の機会提供し、何らかの訓練(多くの

                                                   
49 国連の独立調査委員会の報告書参照。その他に、James Scambary,“Anatomy of a 

conflict: The 2006-7 communal violence in East Timor”なども参照できる。 
50 前出の Damien Kingsbury の“Timor-Leste The Harsh Reality After Independence” 

(Southeastern Asian Affairs)に詳しいが、国連の独立調査委員会の報告書も参照できる。 
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場合は戦という的な訓練)と、幾ばくかの生活の糧を与え、集団に所属させることによって

帰属感さえ与えた。 

東ティモールにおけるファリンティル(FALINTIL)とインドネシア国軍もしくは「赤白

の鉄(Besi Mera Puti)」等の民兵集団の間の戦闘は主にゲリラ戦であったため、戦闘員達

は所属部隊の活動区域近隣の村落の住民達によって支えられてきた。そのため、村民たち

によく知られる存在であり、特に司令の役にあった者などは、地域のリーダー的存在でも

あった。たとえば、リキサ県に在住の元戦闘員 D(元小地区副司令)は、地元住民によく知ら

れており、ジャングル戦の生活が長かったために社会・経済活動に必要とされる能力は発

展途上であったが、2002 年の独立後もリキサ県行政府における発言力は大きい。前述の様

に、新生国軍や警察に編入され、政府機構に統合された者だけでなく、D氏の様に軍や警察

への統合を果たさなかった者や、問題を起こしている暴力的なグループの存在、その指導

者や構成員についても近隣の村落の住民はよく周知していた。さらに、1999 年の「騒乱」

に関して十分な正義がもたらされていないなどという理由でそれらの暴力的なグループと、

元併合派で、ティモール残留を支持した者の間で軋轢が存在し続けた。これらのことが一

部の住民の中に、国軍内における西部出身兵士の処遇問題とつながり、自身が所属するコ

ミュニティと関連付けられたと考えられる。 

では、移行期正義の不完全さや、反社会勢力の存在など、共産圏からの政治的影響に

対する反発など(写真 2 参照)、複合的な理由が、「4 月の危機」の発生と関連付けができた

としても、それが 14万人の国内避難民を発生させるほどの大規模な市民レベルの暴力に発

展させる理由としては十分な説明ができない。市民レベルの広域暴力を引き起こした原因

を分析するために、2000 年ごろから始まった「難民・避難民」の帰還、都市部における同

一地域出身者の集住、「2006年 4月の危機」の際に放火などの破壊活動が行われた地域の分

布や土地所有権の問題等について考察してみる。 

 

２-２-１  都市部における同一地域出身者の集住 

東ティモールでは、コミュニティが村単位で大きな家族の様な繋がりを持ち、ルリッ

クと呼ばれる「祖霊」の加護のもと、リア・ナイン(Lia Nain)と呼ばれる「家長」を中心

に深い相互関与の中で生活している。相対的にみると相互関与が非常に限定的である都市

部に移住した者が孤立感や疎外感を持ち、自然と帰属感を求める傾向が強くなった。これ

が、2002 年以降、出身地ごとに都市部のコミュニティの特定の箇所に集住化する傾向を加

速させたと言える。元来、個人の特定の際に「XX県出身の XXさん」と出身地を名前に前置

する習慣があるほど出身地は大きな意味をもっているが、異なる背景の人々によって構成

される都市部のコミュニティにおいても出身地(県)は重要な意味を持っていた。また、上

述の集住の特性とは全く別の特性であるが、新たに都市部に移住してきた家族に同伴して

きた未成年を含む一部若年層の若者の間では、帰属感を求めて上述のギャンググループや

マーシャルアーツグループ等に所属をし、事件に巻き込まれる者が出てきたことが社会問
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題化しており、慣習法などの調査を行う NGO Belun の報告書(Belun:2013)もこのことに触

れている。 

 

ディリの中でも

県外からの移住者に

ついては、一つの地

区にまとまって居住

する傾向が一部に見

られたことは上で触

れたが、具体的な例

をあげると、ディリ

の 中 心 部 に 近 い

Katedoral(大聖堂 )

の南にあたる地区に

居住する J.B.氏によ

ると、同地区に隣接

するカテドラル地区

(大聖堂、Katedoral)

の東にあたる地区にはバウカウ県出身の者が多く住んでいる傾向が見られ、カテドラル地

区の南にあたる地区には一部にラウテン県の出身者が集住している場所もあった(2004 年

当時)。また、2000年を前後して避難民の帰還が進んだ頃から、インドネシア政府が放置し

た建造物や土地に居住を始める者が出てきたが、100 軒規模の政府企業の社宅であった団地

などになると、区画ごとに違う出身県の者が集住する地区もあった。これも、ある種の帰

属感を求める行動であったと考えることができる。 

 

２-２-２  国内避難民の発生: 暴力が行われた地域的分布とその特性 

「2006 年 4 月の危機」の際、ディリ県では、ディリ市全域において暴徒による投石や

略奪等で、住宅が損壊の被害にあったが、筆者の住民に対する聞き取り調査51では、特に放

火など被害がひどかった地区として挙げられているのが、タシ・トル(Tasi Tolu)、コモロ

(Comoro)、マンレワナ(Manlewana)およびキンタルボート(Kitanlboot)の各地区であること

が分かった。これは、インドネシア政府が、東ティモールを統治していた際に、社宅等と

して使用していた地区と重なっているのが分かる。Tasi Tolu 地区に住む O.B.氏ほか、数

                                                   
51 国連開発計画(UNDP)R.S.氏、Tasi Tolu村居住の O.B.氏、Katedoraru西部地区居住の J.B.

氏へのインタビュー調査(2006年 8月)の回答から。 

写真 3 ディリ県マンレワナ地区に見られた放火された家屋(2006年 7月筆者撮影) 
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名の住民に対する聞き取り調査によると52、政府の使用地はディリ市全域に点在するが、特

に社宅等の目的で、特定の地域を広域にわたって摂取し運用したとされる地区は、以下が

一般に知られている53。 

 

 タシ・トル地区-軍関係施設、BTN国営銀行など国営企業の社宅 

 キンタルボート地区‐一般政府職員向け職員住宅(1999年以降は、いわゆるディリ

市内のスラム街とされている) 

 コモロ地区 デルタ 2区、デルタ 3区、及びデルタ 4区(Delta II, Delta III and Delta 

IV)-警察関係施設、公設市場、政府上級職員向けの職員住宅および在外公館職員住

宅  

 マンレワナ地区-一般政府職員向け職員住宅 

 

このほかにインドネシア国営放送の中継基地やラジオ局、公設市場、国軍(TNI)、国家

警察の施設などがコモロ地区(Comoro)やタシ・トル地区(Tasi Tolu)にあった。1999 年の「騒

乱」後、インドネシア政府と国軍は、東ティモールから撤収した。その際にこれらの不動

産については放置していった。それらの不動産の多くは、「騒乱」に続く市民レベルの暴力

が行われた際の攻撃対象となった、放火や投石等による破壊活動であったため、木材など

可燃資材を使った部分は焼け落ちたか略奪されていたが、コンクリートで作られた建物等

の土台や骨格などはそのまま残っていた。それらの土台や骨格に木材やトタンなどで補強

をした住居に住み込んでいる事案が 2000年の終わりごろ、つまり西ティモールから帰還民

の移動を中心に人の移動が活発になり始めた時期から多く見られた。これは、1999年の「騒

乱」で 80%以上の建物が焼けてしまったこと等が主な理由で(首藤：2007)、自宅などを一時

的に補修する手法としても使われ、当時ディリ市内全域で見られたことである。同じこと

が、タシ・トル、コモロ、マンレワナ各地区(写真)およびキンタルボート地区などにあっ

た旧インドネシア政府施設においても見られた。 

 

２-３ 暴力の地域的分布: 事例の比較 

前項で述べたディリ県内で暴力が発生した地域の分布に関連し、本節では、4つの事例

を比較し、どの様な要素が暴力発生の引き金となったのかを考察する。 

 

 事例 1: 特定の地方出身者が集住していた村の事例「ディリ市タシ・トル(Tasi 

                                                   
52 被害の大きかった地区において、Tasi Tolu村の路上等であった住民に対するインタビュ

ー。インタビューの際は、テトゥン語を中心に、英語を適宜混ぜて使用した。人道危機下

の状況であったため、名前等の身分事項の確認はできなかった。 
53 前掲のカテドラル地域在住の J.B.氏、タシ・トル在住の O.B.氏、同 S.S.A.氏などからの

情報による。 
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Tolu)地区 A村」54 

 事例 2: 東部出身者、西部出身者がともに一つの村に居住しているが、村内の

区画ごとに特定の地方出身者が分かれて住んでいた事案「ディリ市タシ・ト

ル地区 B村 

 事例 3: 首都の中心街など様々な出身者によって構成されていた地区の事例

「ディリ市レシデレ(Lecidere)地区」 

 事例 4: 東部出身者、西部出身者が混在して居住しているが、暴力の対象とな

らなかった事例「ディリ市コモロ地区ベボヌック村」 

 

２-３-１ 事例 1：「ディリ市タシ・トル地区 A村」 

特定の地方出身者

が集住していた村の事

例「ディリ市タシ・ト

ル(Tasi Tolu)地区 A村」

の事例を概観する。デ

ィリ市のタシ・トル地

区の A 村は、幹線道路

を挟んで隣接する同地

区 B 村に住んでいるエ

ルメラ県出身の住民で

ある D 氏によると、

2002年までインドネシ

アの国営企業の社宅で

あった。隣近所と壁を

共用する、いわゆる「メ

ゾネット形式」の集合住宅を中心に、各家族向けの中規模な住宅など 20軒前後の住宅によ

って構成される区画が、約 10 区画にまとまっていて、200 世帯前後が住んでいたと思われ

る地区である。2002 年の独立以降比較的安定した地区であり、平時には暴行などの事件が

あまり起こらない地区であった。ところが、「4 月の危機」の際に放火と大規模な暴力が行

われ、筆者が 2006年 7月上旬の時点で同村の状況を確認した時点では、ほぼ住民は残って

いなかった。放火され、中には全焼している住宅が散見され、それ以外のほとんどの住宅

は火が燃え移って部分的に焼失しているか全焼していた。いくつかの住宅には火が燃え移

った車も置き去りになっていた。それらの住宅の窓ガラスなどはほとんど割れていたが、

火災で割れたと思われるものと合わせて、火災の被害にあっていない住宅についても、明

                                                   
54 タシ・トル地区 A村と B村は特に暴力の度合いと住民間の衝突が著しかったため、村の

名前も匿名で記載している。 

写真 4 ディリ県タシ・トル地区 A村の幹線道路脇の家屋に見られた落書き(2006年 7

月筆者撮影) 
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らかに投石による破損が多く見られた。また、空き家になっていたほぼすべての家屋が略

奪の対象となっていた。この時点で目視確認した限り、A村の中で火災の被害にあっていな

かった住宅は 2～3割で、投石等その他の被害を含めるとほとんどの住宅が何らかの被害に

あっていた。 

被害にあった住

宅の壁には、炭化し

た材木やペンキ等を

使って落書きが数多

くされていた。筆者

が確認して、特徴的

であったのは落書き

の内容であった。こ

のように暴力が恒常

化した状況下では、

政治的なメッセージ

や、暴力的、憎悪的

な言葉が多くみられ

るが55、同村において

観察された落書きの

内容は、よくみられる

憎悪的な言葉が散見できる中、その多くは「泥棒」、「うそつき」等の落書きであった。中

には、「Uma Nee Nain Loromonu Bobonaro. Viraku Comunista (この家はボボナロ県の西部

出身が所有する。東部出身は共産主義者だ[筆者訳])」という落書きがあった。その他、「東

部出身者は泥棒」など、出身地区を特定する内容の物も多く見られた。また、幹線道路か

ら A 村へ進入する主な道路の入り口にあたる部分には、西部出身の A 村住民が書いたと思

われるメッセージ「Ami La Simu Loro Sae (我々は東部出身者を受け付けない・筆者訳)」

や「Ami Hakarak Hatun Naok Ten Husi Baukau (我々はバウカウ県出身の泥棒を片づけた

い・筆者訳)」という様な、メッセージ的な落書きが同村へ進入する者が見えるように家屋

の壁に描かれていることも確認できた(写真)。前述の O.B.氏の説明では、タシ・トル地区

A 村の住民はそのほとんどがディリ県外の出身であることが分かった。落書きからわかるこ

とは、「4 月の危機」以前に同地区に住んでいた者は東部バウカウ県出身の者が多いという

ことである56。 

                                                   
55 たとえば、1999年のバルカン有事の際に行なわれた北大西洋条約機構(NATO)による空爆

後のコソボ―マケドニア国境では、「NATOはナチスだ」という言葉や、憎悪的・政治的な言

葉が、廃墟や、公共施設の壁などに多く見られた(1999年 8月調査において筆者確認)。 
56 少数派ではあるが、中にはインタビューの対象となった O.B.氏の様に社会・経済的な理

写真 5 ディリ県タシ・トル地区 A 村の家屋に見られた東部出身者を中傷する落書き

(2006 年 7月筆者撮影) 
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２-３-２ 事例 2：「ディリ市タシ・トル地区 B村の事例」 

東部出身者、西

部出身者がともに一

つの村に居住してい

るが、村内の区画ご

とに特定の地方出身

者が分かれて住んで

いた事案「ディリ市

タシ・トル地区 B 村

の事例」を概観する。

事例 1 に対して、デ

ィリ市のタシ・トル

地区の B 村は、ディ

リの中心からみると、

前述の A 村の西側約

500 メートル離れた

場所にあり、丁度主要幹線道路をまたいだ反対側に位置する。前述のとおり同地区は、2002

年までインドネシアの国営企業の社宅であったということである。核家族向け、一軒 2 部

屋程度の平屋が 10軒程度集まる区画が、約 15区画にまとまっていて、150世帯前後が住ん

でいたと思われる地区である。B村も A村同様、常時は比較的安定した地区であり、事件が

あまり起こらない地区であったが、「4 月の危機」の際に、多くの国内避難民(IDP)が出た。

B 村では、あまり放火の事案は見られなかったが、2006 年 7月上旬にに確認した時点では、

投石を受けたと思われる窓に合板木材を張り付けている住宅が散見された。また、この時

点で目視できた住宅等への被害は比較的少なく、被害にあっていた住宅は 2～3割程度であ

った。それに対して、人影が見えない住宅の割合も 6～7割あり、被害の有無とは関係なく、

避難している様子の住宅も多かった。また、特徴的だったのは、それら人影が見えない住

宅の多くはひとつの区画にまとまっている傾向にあることだった。B村内の区画はお互いに

隣接しているが、いくつかの区画が抜け落ちるようにまとまって空き家になっていた。 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

由から居住する西部出身者もいた。 

写真 6 内紛直後、A村のほとんどの家屋が空き家の状態(2006年 7月筆者撮影) 
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空き家の多くは、窓や玄関等から侵入できないように合板木材が張り付けてあり、「こ

の家は所有者があるので立ち入らないこと」、「この家は○○○○(人名)が所有している」

などの記載がされていた。幹線道路から B 村へ進入する主な道路の入り口にあたる部分に

は、インドネシア時代のバス停の待合場所のベンチと日よけの屋根があるが、この屋根が

押し倒されて(もしくは以前から倒れていたか)幹線道路に向かって看板の様に立てられて

いた。その屋根には西部出身の B村住民が書いたであろう、ペンキで書かれた「Ami La  Simu 

Loro Sae “communista” (我々は東部出身の共産主義者を受け付けない[筆者訳])」とい

う様な政治的な落書きも確認できた(写真 7および 8)。 

 

２-３-３  事例 3：「ディリ市レシデレ地区」 

首都の中心街など

様々な出身者によって

構成されていた地区の

事例「ディリ市レシデ

レ(Lecidere)地区」の

事例を概観する。Jose 

Maria Marques 通りデ

ィリ市レシデレ地区は

政府庁舎に隣接するデ

ィリ市の中心街であり、

中央郵便局、中央銀行、

大型の店舗やホテルな

どが並ぶ区画である。

写真 8 ディリ県タシ・トル地区 B村への入り口に見られ

東部出身者を中傷する落書き(2006 年 7月筆者撮影) 

写真 7 同左遠影。同タシ・トル地区 B村への入り口に見

られ東部出身者を中傷する落書き(2006 年 7月筆者撮影) 

写真 9  ディリ市ジョゼ・マリア・マルクス通りにある与党幹部の親類宅 (2006年 7

月筆者撮影) 
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区画の特性から、国際治安部隊が早い段階で巡回を行い、比較的被害が少なかった地区で

ある。同地区にはポルトガル時代に入植者によって建てられたとされる大・中規模の邸宅

が残っている。現在、何らかの理由で廃屋になっている家屋もごくわずかあるものの、そ

れらの家屋のほとんどには、入植者の血族もしくは関わりの深い者、または家屋を譲りう

けた関係者が居住している。そのうち、いくつかの特定の家屋については「4月の危機」の

際に、この地域の放火などによって破壊された(写真)。ポルトガルとのつながりもあるた

め、対象となった家屋や建物は、政治家(または、その家族・親類)や、社会的地位のある

者など特定の所有者の物件であることが多かった。 

放火は特定の集団によって行われたが、これらの集団は放火や投石などの行為を行う

目的で、暴徒と化して攻撃の対象地区をうねりあるいた。筆者が 2006年 7月にレシデレ地

区で確認した際は、数台のオートバイに数人が相乗りをして、暴徒化した 100～200人程の

集団の 300 メートルほど先を先導するように走り、後部座席乗りをしている者が攻撃対象

の建物を特定して、その前でバイクを止め、後からくる集団に声をかけて放火するように

指示している様子が見られた。すなわち、広域暴力の結果、首都の中心部でも不規則に放

火や破壊活動が行われたように見えた事象は、特定の地域においては体系的に行われてい

たことがわかる。 

筆者は 2006年 6月から 9月まで同地区に滞在したが、その間に行った観察でも、政治

的関心対象である者が関係していたか、もしくは所有していた施設や事業を除き、公共の

施設や民間の商業施設が略奪の対象になった様子は確認できなかった。それに対して、前

述のように、他地区にある特定の対象57と一部の政府もしくは公共施設に対する破壊行為は

継続して確認できたほか、同地区から少し外れた場所にある(政府庁舎あたりから約 1キロ

南)法務省の土地所有権に関する記録を保管するアーカイブ事務所が襲撃の対象となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
57 例えばコモロ地区にあるマリ・アルカティリ元首相の親族が所有する住宅など。 
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２-３-４  事例 4：「ディリ市コモロ地区ベボヌック村」 

東部出身者、西部出身

者が混在して居住している

が、暴力の対象とならなか

った事例「ディリ市コモロ

地区ベボヌック村」の事例

を概観する。2002 年の独立

以降、平時から比較的犯罪

等が多く荒れているとされ

ている Bebonuk(ベボヌッ

ク)地区等は、西部出身者、

東部出身者が混ざって居住

しており、幹線道路を挟ん

でデルタ(Delta)地区のはす

向かいに位置する。しかし、

区画長(Chef de Aldeia)A 氏に対する聞き取り調査によると、「4 月の危機」の際に隣接す

るデルタ地区が深刻な害を被ったのに対して、ベボヌック地区は放火や投石などの害をほ

とんど被らなかった。市民レベルの暴力が一番激しいとされた 2006年 5月にベボヌック地

区内の Irmas Cemlitas 教会に一時的に身を寄せた者がいた以外、同地区の住民は国内避難

民として避難をしている者の数が著しく少なかった。聞き取り調査を行った 2006 年 7月初

旬の段階でも、状況は落ち着いているという説明があった。また、同区画長によると、同

地区の住民は比較的古くからディリに住んでいる者が多く、聞き取り調査時点に同地区に

居住していたほとんどが、1999 年の「騒乱」以前から同地区に居住している者であるとい

うことであった58。 

 

２-４ 土地紛争と帰還民の社会再統合 

2000 年に国連による暫定統治が始まったが、土地所有権に関連した問題は暫定統治機

構が取り組むべく課題の一つであった。この問題は、1)ポルトガル時代以前の小王国の時

代から続くルリック(先祖の聖霊)との合意に基づく所有権、2)ポルトガル政庁が付与した

所有権、3)インドネシア政府が付与した所有権、4)国連暫定統治機構によって認められた

所有権、5)1999 年の住民投票以降の一定期間占拠を続けたことによって主張されている占

有権、そして 6)その後(とくに 2008年以降に)東ティモール政府によって認められた所有権

など、大きく分けても 6 つの異なる主張や所有権が存在しうることが理由となり、土地の

所有者の特定が難しい事案があることなどが理由であった。上記の内、3)のインドネシア

                                                   
58 当時、ベボヌック地区は拡張が進んでいたので、同地区北側(空港側)については、他県

からの移住者を受け入れた新興区画も一部あった。 

写真 10 ディリ市コモロ地区ベボヌック村(2006年 7月 筆者撮影) 
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政府が付与した所有権については、当局の統治そのものが違法であったため、その法律行

為がすべて白紙化されている経緯があるため、ディリのように土地の占有がインドネシア

政府による認知に由来している場合、問題の解決がさらに難しくなりうる。 

2016 年に発行されたアジア財団の調査報告では、エルメラやアイナロのような地方都

市においては、土地の占有がポルトガルによる植民地時代に開始されている。ポルトガル

政庁によって付与された土地の所有権は、リウ・ライによる統治との関連もあり、複雑な

側面も持っている。他方、地方において伝統的に受け継がれてきた土地の所有権は、現在

においても継続しているということを示していると言える。反対に首都ディリではポルト

ガル政庁によって認知された土地占有者の割合が調査対象の約 20％と比較的低い割合にな

っている。さらに特記すべきは、同じくディリ在住の者の内、インドネシア統治時代に土

地の占有を始めたというが 41％にも上っていることである。これは、首都ディリにおける

土地占有が、インドネシア政府の関与などと関連しており、相対的に見れば伝統的所有権

が継続していないと言える。さらに、ディリ在住の回答者の 39％が 1999年の「騒乱」以降

に占有を始めており、21％が 2008 年以降に占有を始めている(Almeida & Wassel:2016)。

この数値は、ディリ県で 2001年に起こった数多くの土地所有関連の係争例の一つに、1999

年から 2000年に避難民たちが西ティモールから帰還した際に旧インドネシア政府の建物の

占拠した者と、インドネシアによって保障もなく不当に接取されたと主張する 1975年以前

の所有者、そして、ルリックに基づく伝統的所有権が複合して存在しうる状況を説明する

ものである。 

重複する土地所有権の解決のために 2007 年から 2012 年まで二つのフェーズに分けて

実施された「我々の土地(Ita Nia Rai Project)事業」 によって、リキサ県とマナトゥト

ゥ県の 648件の土地所有権の主張がアセスメントされ、所有権の認定がされた(Batterbury: 

2015)。同時に議会においては、土地法案が議論されていた。かかる実定法については、議

会が承認した 2012年の土地法案(Draft Land Law)をラモス・ホルタ大統領(当時)が拒否権

を発動した経緯もあり、2017年 1月現在、いまだ施行されていない59。2007年から 2012年

まで実施された「我々の土地(Ita Nia Rai Project)」事業は、アメリカ合衆国国際開発庁

が資金提供して実施された事業である60。事業の主な目的は土地の登記システムの開発と記

                                                   
59 2016年 12月の法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル(Nelinho Vital)氏への

インタビューや、アジア財団のニュースレター“Can a New Law Help Timor-Leste’s Land 

Rights Crisis?”など参照。

(http://asiafoundation.org/2017/01/18/can-new-law-help-timor-lestes-land-rights-

crisis/) 
60  ア メ リ カ 合 衆 国 国 際 開 発 庁 の Ita Nia Rai Project 広 報 ブ ロ グ ペ ー ジ

(https://blog.usaid.gov/2013/01/usaid-assists-timor-leste-in-developing-land-pol

icies-ending-conflict/)や、2009年 6月 26日付けの East Timor Law and Justice Bulletin 

“East Timor: Our Land (Ita Nia Rai) Web Site” 

(http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2009/06/east-timor-our-land-ita-n

http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2009/06/east-timor-our-land-ita-nia-rai-web.html
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録、そして、土地所有権に関する意識向上キャンペーンの実施であった。同事業は、事業

終了までに 5 万件以上の所有権を登記した。主張された土地所有権は、当該者のコミュニ

ティにおいて所有権の内容が確認され、一つの主張が他者による所有権の主張と重複して

いれば調停を行った。所有権が争われなかった案件や、調停によって、所有権が確定した

案件は、政府から所有権を示す登記書が発行された61。 

アメリカ合衆国国際開発庁は、登記システムの開発の記録を技術的に支援すると同時

に土地法の制定に向けた政府の取り組みを支援した。同事業の実施時期と土地法案策定の

タイミング(2013 年)を見ると、政府は当該事業によって確定される土地所有権を、土地法

によって法的に後ろ盾する意図を持っていたことが見て取れる。他方、先のアジア財団の

調査から類推できるのは、地方においては土地所有権の確定がスムーズということである。

これは、土地の売買があまり行われず、土地の取得が相続によって行われるのが一般的で

あるため、所有権がかなり明確であったことが理由であろう。他方、都市部においては占

有を開始した時期が比較的最近であることを鑑みると(前述の調査によれば、60％以上が

1999年以降に現在の居住地における定住を始めているという状況)、占有者の主張に基づい

て登記を進めるのは、きわめて難航すると思われる。他方、土地法によってディリにおけ

る土地所有権の確定をするのは有効ではない。それは、ディリ在住者の 40％以上を占める

者がインドネシア当局発行の土地所有権を根拠に所有権の主張をしているところ、インド

ネシア当局の法律行為が認められていないため、所有権の主張を裏付ける事由が少なく確

定が難しいと考えられる62。 

土地所有権の問題の原因は同国の歴史と独立闘争の経緯に深くかかわりがある。1999

年の住民投票に続いておこった「騒乱」において民兵等による広域に渡る暴力が行われ、

200万人ともいわれる人々が避難民となり、その多くは国境を超えてインドネシアである西

ティモールへ「難民」63として流出せざるを得ない状況になった(上杉：2006)。1999年 8月

の住民投票を前後して、民兵などによる恒常的な暴力は組織的に行われたと報告されてい

る。 

それは、多くの民兵たちがもともと住民であったため、住民の構成や事情をよく把握

しており、独立派であるか併合派であるかで、攻撃の対象を特定したと考えられる。独立

                                                                                                                                                     

ia-rai-web.html)など参照。 
61 前掲のアメリカ合衆国国際開発庁の広報ブログを参照。 
62 2016年 12月の法務省のビタル局長へのインタビューや、前掲したアジア財団のニュース

レター“Can a New Law Help Timor-Leste’s Land Rights Crisis?”など。 
63 西ティモールへの人の移動は、「1951年の難民条約」で定義されている難民には当てはま

らない人々も多く含まれたと報告されている。それは、インドネシア軍とともに移動した

民兵などが含まれていたことなどが理由である。早稲田大学の上杉は、1999年の「騒乱」

時に、西ティモールに避難した 30万人弱の「難民」を 1)インドネシア統治下に東ティモー

ルに入植したインドネシア人、2)東ティモール人でインドネシア統合派、3)民兵で暴力に

加担した者、4)「人質」として強制連行された人、5)政治信条とは別に戦火を逃れた人、

の 5類型に分けている。 

http://www.easttimorlawandjusticebulletin.com/2009/06/east-timor-our-land-ita-nia-rai-web.html
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派を対象にして始まった暴力は、住民投票の結果を経てインドネシアの撤退が明確になっ

た時点でエスカレートし、民兵らはインフラを含む、ほぼすべての建造物を破壊の対象と

した。住民らは暴行など深刻な人権侵害の被害を受け、公共施設等のインフラは破壊され、

商業施設は略奪の対象となり、民間の建物は放火された。この「騒乱」で、約 1400もの人

が殺害され深刻な人権侵害の被害者となり、前述のとおり首都ディリにあった建造物の 80%

以上が組織的に破壊されたとされているが、地方でも同じような被害があったという報告

がある。つまり、東ティモールにあった大部分の建築物が焼かれたということになる。人々

は、故郷を追われ移動を強いられた。島嶼国である上に、同国のほとんどを占める険しい

山岳地帯と限られた道路交通網が理由となって国内避難の選択が非常に限られた。一部の

住民は小型船舶等をつかって命がけでオーストラリアに避難した者もいたが、住民のほと

んどがそのような資源へのアクセスを持たず、東部の住民は安全を求めて西に移動し、西

部の住民は国境を越えて西ティモールに流出したのである。 

深刻な暴力や人権侵害を逃げて人々の流れが国境を越えて西ティモールで「難民」と

なった者は、騒乱が沈静傾向に向かった後も、すぐに帰還を決断することは無かったが、

独立への気運の高まりもあり、2000 年末ごろから段階的に東ティモールへの帰還が始まっ

た。当時、帰還民から聞き取った話によると、国連東ティモール暫定統治機構(UNTAET)の

設置64を機に帰還を決めたというのが多く場合の理由であった。難民のうちの一部、民兵等

との関連がある者等を中心にインドネシアへの継続した在留を希望した者以外は、2001 年

中ごろまでに西ティモールに避難していた 200 万人のうち、約 180 万人以上が帰還を果た

した。自力で幹線道路を利用して帰還する者や、国際移住機関(IOM)の支援を得る者など

(IOM:2001)、形態はさまざまであった。幹線道路を使って帰還を果たした市民は、生活の

立て直しのために、社会・経済活動を再開した。インドネシアの統治下では、自給自足に

近い生活をしていたため、地方における経済活動は各県の県庁所在都市等の都市部に限ら

れていた。そのため、出身の地方に帰還をすることは、生活の糧を失うことを意味してい

たため、帰還民の多くは必然的に都市部において生活し、当座の生活を立て直すための収

入を得ることを優先的な課題としていた。しかし、地方都市における限られた雇用機会は、

「騒乱」による破壊活動で失われており、交通網は寸断され、物流が途絶え、地方行政も

機能しない状況において、地方における経済活動は見込めない状態にあった。その情報は

通信網が機能していない状況であったのにも関わらず人々の間で広まった。帰還民の多く

は、すべての資産を失い、国際社会からの支援についても先行きが見えない状況で、その

後の生活をどこで営むかという判断を迫られる状況であった。東ティモール西部出身の帰

還民は、国境からさほど距離が離れていない出身県に戻る傾向にあったが、同国東部の出

身の帰還民にとっては、IOM等の国際機関からの支援を受けられる状態でなければ、国内移

                                                   
64 国連東ティモール暫定統治機構(UNTAET)は国連安保理決議 1272 号(1999 年 10 月 25 日)

で決定された。 
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動もままならない状況であったため、幹線道路を使って地方都市に戻るのではなく、出身

地への通過地点にあたる首都ディリに在留し、自身や家族を支えるために経済活動を再開

した。下述するが、西ティモールからの帰還は、ディリのタシ・トル村に用意されたトラ

ンジットセンター(帰還民の目的で設置された一時滞在施設)を経由して最終目的地まで片

道という形で実質限定されていた。トランジットセンターは、原則数日間の一次滞在の目

的で仮設された簡素な造りであったため、多くの帰還民たちは短い短時間の間に現実的な

選択をする必要があった。 

帰還民は、トランジットセンターを数日で出所し、自宅のある出身県に帰還すること

が想定されていたが、併合派からの攻撃を心配する独立派や、独立派からの報復を心配す

る併合派、また、自活の手段が見いだせないでいる者の多くが、帰還することをためらっ

た。特に、避難の過程では国際機関等からの支援が多少あったものの、帰還民は原則自立

することが前提とされていたことや、帰還後の支援が不明瞭であったこともあり、出身県

まで戻ることをためらう者が多かった。戦争や紛争などの理由による人の強制移動が発生

する現場の多くにおいてみられるように、経済活動が比較的盛んであった首都ディリなど

の都市部に集住し始めた65。フィッツパトリック(Fitzpatrick)の論文に当時の状況がまと

められている(Fitspartrick 2013)。 

  

 「(帰還の際)難民たちは、ただ単にどこへ行きたいかとだけ聞かれた。その多く

がディリと回答した。彼らは出生地や、滞在先の有無などについて質問されること

なく、ディリに連れてこられた。彼らの多くが、許される滞在期間の上限である一

日か二日ディリのトランジットセンターに身を置き、その後独自に宿舎や食料にあ

りつくためにセンターを発った。これらの帰還民の多くは、ディリにおいてのみ活

発な経済活動が行われているという理由で留まった66。(筆者訳)」 

 

地方出身者にとって、ディリに残るということは、自活のための住居と手段を見出す

必要があることを意味していた。そのような状況の中で、ディリに停滞していた帰還民の

多くは、空き家や、インドネシア政府や軍が放置した敷地と焼け残った建物を占拠して生

活を始めたのである。以前はディリ県公設の主要バスターミナルであったタシ・トルの広

大な敷地が PKO に参加をしていたオーストラリア軍宿営地として使われた例のように、放

                                                   
65 国連や国際 NGOの事業などの社会経済活動に従事する目的を持った者も多かった。 
66 フィッツパトリック(Fitzpatrick)の論文、英語の原文は：“Refugees were simply asked 
where they wanted to go -- most replied Dili -- and were simply delivered there without 
questions as to their place of origin or intended place of shelter.  Most accordingly 
spent a night or two -- the maximum allowed -- in a transit centre in Dili, and were 
then left to find their own shelter and food.  In many instances, these returnees 
remained in Dili because this was the only place that had significant economic 
activity.”   
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置された公共施設を国連が使用をしている物件も多くあった。同じくタシ・トル地区にあ

った元インドネシア国営銀行職員寮の一群や、幹線道路をまたいでその対面に位置した各

種国営企業の職員寮、そしてコモロ地区にあった上級官僚および外国領事の公邸として使

われていたデルタの住宅等などは、区画丸ごと空き家として残った地区であった。例を挙

げると、筆者が東ティモールに赴任した 2001年 1月から宿舎兼 NGO事務所として利用して

いた前述のコモロ地区デルタの物件は、当時所属していた NGO の母体であるプロテスタン

ト教会を兼ねていたため、ある程度所有権が明確であった。しかし、協会関係者が牧師を

伴って 2000年 1月に帰還した時点で、敷地内を違法占拠していたバウカウ出身の家族がい

た。協会側は、当該家族に支援金を払い退去を促した。デルタ地区の住宅は、以前、外国

領事等が使っていた物件であったということもあり、比較的近代的な作りの建物が多いた

めに使い勝手が良く、国連職員や国際 NGOが好んで、宿舎として借り上げていた。しかし、

当然ながらその借り上げしている国際職員のほとんどが住宅そのものの所有権についてよ

く理解していなかった。 

コモロ地区デルタの住宅を国連や NGO の国際職員に貸出していた者の多くは、バウカ

ウの出身者であった。当時、主流となった貸出形態は、貸し手が 1～2部屋しかないバラッ

クの様な小屋を、貸し出す「自宅」の庭に立てて住み込み、自身が住んでいた母屋を貸し

出すという手法だった。国際職員の存在によって家賃が高騰し、特にコモロ地区デルタの

物件を「管理」している者の多くが、当時のティモールの相場では高額な家賃を請求して

おり、国際 NGOに勤務する一般職員の月給が 200米ドル程度であった時期に、2DK程度の一

軒家をひと月 2000米ドル程度で貸し出していた。2000 年末当時、銀行はディリにポルトガ

ル系の BNU 銀行、およびオーストラリア系の ANZ 銀行の 2 行が営業を開始していたが、振

り込みによる支払い形態がほとんど機能していなかったことが原因で、現金での取引が主

流となった。そのため、文章化された契約もなく不明瞭な現金のやり取りによって、庭の

片隅にいる「家主」との口頭での「賃貸契約」が 2002年の独立後まで続いたということが

聞き取り調査からわかった67。 

2001 年夏ごろからディリの様々な地区で住宅に投石が行われ、さらには近隣の住民同

士の係争などが起こるようになった。コモロ地区デルタ等の居住地区においても同様の事

件は散発していたが、筆者が国際 NGO 職員として、復旧・再建事業を担っていた公設コモ

ロ市場周辺での事件は、特にメディアに取り上げられる機会が多かった。近隣の住民と建

物の占拠をめぐって暴力事件が起きるだけでなく、建設中の市場施設の破壊行為も多く報

告された。フィッツパトリックの調査もこの事象を取り上げている(Fitspatrick 2003)。 

  

 「主張によると、バウカウ周辺出身の民族がディリの空き家に移り住み、建物の

本来の所有者が、再度使用しようとすることに対して暴力的に反抗したとされる。

また報告によると、報道によく見るディリ市場周辺の暴力事件についても、同一の

                                                   
67 デルタ地区に居住していた UNDPの I.D.氏へのインタビュー(2003年 8月) 
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グループが起こした社会衝突その発生原因となっているということである。68」 

 

公設コモロ市場の復旧・再建事業は、1999 年の騒乱時に民兵等によって破壊された市

場施設を再建し、市民の生活の安定化に寄与する目的の事業であった。公設コモロ市場は

空港から政府庁舎まで続く目抜き通り(コモロ通り)沿いに設置され、2001 年当時、東ティ

モール最大規模の公設市場であった。復旧事業は一部焼け残った施設を取り払い、地面生

成をして基礎を作り直し、屋根を付けて販売業者が入所出るような施設を再建した。2000

年の初めには工事が始まったが、基礎工事が終わり、トイレや水場などの施設の工事が始

まった同年秋ごろから、上述の暴力事件が始まった。同暴力事件は、中心となるバウカウ

出身の 10 代から 20 代の若者数人によって引き起こされていた。インドネシア政府統治下

のディリで抵抗運動を支援する地下活動をしていた者や、1999 年の騒乱時にバウカウから

ディリに避難した者などを中心に、紛争が理由でバウカウ県を離れていた若者たちが公設

市場敷地内を不法占拠してバラックを建てて住み込んでいた。それらの者は、建設途中の

施設を破壊する、建設設備や資材を盗んで転売するなどの事件を起こしていた。若者たち

は、行政に対して公設市場における居住権を主張したが、その主張に後ろ盾がなかった。

この時、地域の住民や行政が直面した主な問題は、主張が認められない場合は暴力に訴え

るという不法占拠者達のスタンスであった。 

公設市場における事件についてはディリ県行政が介入したが、問題はしばらく解決の

兆しを見せなかっただけでなく、市場の近隣住民にまで被害がおよび始めた。ディリ県行

政を通じて国連文民警察の巡回を要請したが、それらの巡回は効果がほとんどなかった。

その理由は、不法占拠者達が警察の巡回時間を知っていたため、破壊・暴力を巡回時間の

合間を縫って行ったためである。焼け残った以前の市場施設の解体と地面生成に、国連平

和維持軍(UN-PKF)のバングラディッシュ工兵部隊の協力を得ていたため、日中は国連軍の

プレゼンスがあったにも関わらず、夜になると不法占拠者達によって破壊活動が行われた。

筆者が当時所属していた NGO は、事件が若者の社会・経済的ニーズに起因していることに

着眼し、事件にかかわっていた主な構成員を市場の工事現場における夜間警備として雇用

した。これによって、市場において散発していた事件はようやく落ち着きを見せた。 

暴力事件とは別に 2001年の終わりまで問題が継続したのが、市場の境界線上に住宅を

建てて生活をしている者の対応であった。数家族が市場の境界線に住宅を建てていたが、

その多くが、「騒乱」前から市場に隣接した土地に住宅を構えており、帰還後に住宅を修復、

                                                   
68 Daniel Fitzpatrickの“Land Policy in Post-Conflict Circumstances: Some Lessons from 

East Timor”(The Journal of Humanitarian Assistance)を参照。 英語原文は：“One ethnic 
group in particular, from the region around Ba(u)cau, had moved into vacant houses 
in Dili, and allegedly violently resisted attempts at reoccupation by their 
original owners.  Reportedly, it was social conflict caused by this group that 
led to much-publicized violence in and around the Dili markets.”となっている。 

 



56 

 

 

そして拡張した際に、市場の土地にずれ込んだという事案が多かったが。中には、市場の

復興開始を知った上で、保障をもくろみ敷地を意図的に拡張する意図を持った者もいたと

行政から報告された。また、そのような者は、まだ物流が滞っていたため貴重かつ高価で

あったはずのコンクリートを使って、住宅の基礎(土台)を作っている者もいた。これらの

事案については、市場の復興を行っていた NGO とディリ市が、インドネシア当時の公設市

場の境界線を行政発行の測量地図をもって再確認し、数 100 米ドルの支援金を払って立ち

退き、もしくは住居の移設をしてもらった。インドネシア統治の時代にも公設市場の管理

をしていたディリ県職員の公設市場統括ジョアキム氏が交渉にあたり、最終的に住民は行

政側の説明を受け入れて立ち退きに応じた。 

 

２-５ 「4月の危機」に関する分析 

前述のように、2001 年からディリ市のコモロ地区デルタ等で暴力事件や、住宅の破壊、

投石等が頻発するようになった。それらの暴力は一見すると、当該の住宅を借り上げてい

た国際職員に対して行われた様に見受けられた。それらの事件が頻発するようになった当

時は、他国からやってきた国際職員へのねたみ等に起因する嫌がらせであるという解釈が

主流であったが、問題は別のところにあった。当時行った聞き取り調査から見えてきたこ

とは、そのような暴力はそれらの住宅の「所有者」と近隣の住民の衝突が理由であったと

いうことである。この点に関して考慮するべくは 2000 年の終わりから 2001 年の初めに活

発になった「難民」の西ティモールからの帰還である。 

2001 年に入り、東ティモールの安定が進み、独立への道筋がはっきりとしてくると、

帰還民の数が増加した。2000 年の前半は、西ティモールからの物理的な距離が離れていた

こともあり、また、インドネシア統治の間も一部安定した地域があった東部地区の出身者

が初期の帰還を始めた。その後、国連の暫定統治も始まり、首都ディリにおいて状況が改

善の兆しが見えてきた 2000 年の後半には、初期に帰還した上述の地方出身者だけではなく、

そのほかの者も帰還をし始めた。そのような状況において、比較的後になってから帰還を

果たした者の中には、ようやく帰宅した自宅が他人に占拠されているという状況があった

わけである。1999年に避難する前に居住していた物件の所有権がはっきりとしていた者は、

その後手続きや、法律上の係争を経て所有権を復権する手立てもなくないと考えていたが、

前述のように複数の土地所有権が重複しうるが故に、不明瞭な土地所有権も多い同国の状

況や、1999年の「騒乱」によってすべてが焼かれてしまったなどの理由で、1999 年以前の

所有権を法的に証明することができ無い者が多かった。そのため、占有を一定の期間継続

して、占有権に頼るしか手立てのなかった者も多く、それらの者が依るところは、最終的

に力の行使しか選択が無かったのではないか、と住民やディリ行政区は捉えていたことが

聞き取り調査から見えてきた69。 

                                                   
69 たとえば、キンタルボート地区における A.N.氏に対するインタビュー(2003 年)。A.N.氏

は東ティモール残留を決めた元インドネシア国籍の住民。同氏の土地所有権を証明するも
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図 2: 出身地の混在割合及び居住年数と放火の関係を振り返

った 4事例 (2006年 7月現在) 

 

土地所有権の問題に関する責任は、国連の暫定統治機構の法務部内に設置された土

地・不動産課から 2002年独立以降は、東ティモール政府法務省内に設置された土地・不動

産課に移行されたが、山積した移行期正義にかかる問題の中で優先順位としては高くなか

った。そのような理由もあり、政府内ではこの問題への対応が優先されなかったが、「4 月

の危機」を機に政府はディリ県メティナロ地区に公設の団地を設置する大統領案70を含め、

いつくか住宅供給の案を検討し、解決に時間がかかるもしくは解決が難しいであろう土地

所有権の問題に対応することを始めた。 

これらのことからわ

かるのは「4月の危機」に

攻撃の対象は、大きく分

けて 2 つの類型があるこ

とである。一つ目の類型

は、前述した政府庁舎付

近のレシデレ(Lecidere)

地区の事例の様に、「4 月

の危機」の引き金となっ

た国軍および警察と反乱

軍の武力衝突に関連した

破壊活動や、政治・経済

的な関心から特定の家屋

や公共の施設が攻撃の対

象となる形のものである。

二つ目の類型はディリ市

T 地区の事例からもわか

るように、特定の地域の出身が住む地区が攻撃の対象となった形のものである。同一地域

出身者の特定地域への集住、つまり、「家」→「村落」→「県」単位の集住が、攻撃対象を

特定する一要因となり、その結果、特定の対象や特定の地区が集中的に攻撃されるという

状況を作り出したと考えられる。特記すべきは、コモロ地区ベボヌック村の事例からもわ

かるように、攻撃対象になったのは、東部(もしくは西部)出身者が集住しているまたは混

在しているかどうか、というだけでなく、特定の地域の出身者が集住しており、かつ土地

所有権の問題があるという二つの条件が重なっている場合に攻撃の対象となったことが分

                                                                                                                                                     

のが、インドネシア政府が当時発行した所有権証書しかないと考えて、隠し持って保管し

ていた。インタビューの際に、匿名扱い及び写真撮影しない前提で原本を見せていただい

た。 
70 2006年 8月の国営ラジオの放送では、ジョゼ・ラモス・ホルタ首相(当時)がメティナロ

に公設の集合住宅を設置することを検討している旨の報道があった。 

事例 2 東部出身者、西部出身者が

ともに一つの村に居住しているが、

村内の区画ごとに特定の地方出身

者が分かれて住んでいた事案「ディ

リ市 T地区 B村 

 

事例 3 首都の中心街など様々な

出身者によって構成されていた

地区の事例「ディリ市レシデレ

(Lecidere)地区」 

 

 
事例 4 東部出身者、西部出身

者が混在して居住しているが、

暴力の対象とならなかった事

例「ディリ市コモロ地区ベボヌ

ック村」 

 

事例 1 特定の地方出身

者が集住していた村の事

例「ディリ市 T 地区 A 村」 

 

混在率が高い        混在率が低い 
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かる(図 3参照)。 

 

２-６ 第 2章の結論 

これらのことが示唆するのはつまり、「2006年 4月の危機」とは、同国の西部と東部が

民族的に分かれて「民族間紛争」を展開させていたのではなく、土地所有権の問題や、元

併合派民兵からの様々な人権侵害などの、1999 年の住民投票に関連した「騒乱」時の暴力

事件等に正義がもたらされていないと住民が感じていたことであった。つまり、東ティモ

ールが新生国家として隣国の大国であるインドネシアと関係構築を大きな目的の一つとし

た「国家レベル」の平和構築を進めてゆくという観点に対して、住民レベルでの平和構築

が進んでいなかったと考えられる。独立を前後した時期から実施された「広義」の移行期

正義プログラムが不完全であったことは、事件解決のために必要とされる司法制度のさら

なる発展が必要(UNDP:2013)であるということ意味していたと考えられる。 

ポルトガル統治下またはそれ以前に育まれた社会制度は、インドネシアによる 1975年

の強制併合によって東ティモールの特有の文化・慣習の実践をきらう当局からの影響を受

けた。そのため、当局から見えないところで実施する形、いわゆる「地下化」して存続し

た。加えて、民主主義の基盤も弱かった。インドネシア政府は、それまで存在していた社

会制度に並行して村落単位共同体(Koperasi Unit Desa/KUD)等の中央集権型の村落共同体

制度を運用した。共同体制度を使って村落レベルまで及んだ中央政府による統治を行った

こと等が主な理由となって、住民主体の動き、すなわち民主主義の土台を構築することを

促すことがなかったと分析できる。その土台が十分にない状態で、かつ十分な民主主義教

育や研修の実施と住民理解の伸張を図ることなく、2002 年の独立を機に大幅に削減されつ

つあった国連ミッションからの限られた行政支援と発展途上にあった行政・司法能力を頼

りに、政党政治制度が導入された。そのような状況と特定の政治アジェンダが相互に関与

し合って起こってしまった内紛が「4月の危機」であったと考えられる。 

このことは土地所有権の問題に注視してみると明確である。本論文が取り上げた「4月

の危機」の際、暴力の対象になった地区の内、ケーススタディで取り上げたディリ市のタ

シ・トル地区、コモロ地区の共通点は、これらの地区が、インドネシア政府によって接取

された土地で、1999 年以降、不法占拠者によって使用されていた経緯があることである。

インドネシア政府が摂取する以前、もしくは、過去に何らかの形で当該の土地を正式に所

有していたものと、「4 月の危機」時に土地の所有権を主張する者が違う場合に、本来それ

らの紛争は、かかる法律をもって裁判所等、司法の判断によって解決されるべきである。

しかし、独立以降、2016 年現在においても発展途上にある同国の司法が受け付けることが

出来ているのは、ごくわずかの土地所有権の案件のみである71。ケーススタディが示すよう

に、1999 年以降、主に東部出身がディリ近郊に停滞して元政府庁舎等、当座の管理者が見

当たらなかった建物を占拠して社会経済活動した傾向があるため、それが前述した東部出

                                                   
71 2016年 12月法務省ビタル局長へのインタビュー 



59 

 

 

身の国軍幕僚による西部出身兵の冷遇のうわさに絡んだ国軍兵士の除隊問題と繋がり、市

民を巻き込んだ広域暴力に発展したと言える。つまり、このことから引き出されるのは、「4

月の危機」が、報道された様な東部と西部の各出身者による民族衝突ではなく、土地所有

権の問題が核の部分にあったということである。 

それでは、法の整備や行政および司法の整備が発展途上にある中で、土地の所有権の

様に生活に密接した問題や、1999 年の「騒乱」時に起きた広域暴力の問題などを、どのよ

うに解決することができるのであろうか。本論文は、本章に続く第三章から第五章におい

て、「4 月の危機」の再発を防ぐために、東ティモールの政府や国民がどのような手段をと

っており、そこに伝統的ガバナンスがどの様に関わりをもち、そして国際機関や二国間援

助機関がどのように協力をしているかということを考察し、分析する。 
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第３章 東ティモールにおけるガバナンス強化 

３-１ 広義の移行期正義: 国際社会からのガバナンス支援 

2006 年「4月の危機」の発生まで、成功例として取り上げられることが多かった東

ティモールにおける平和構築への取り組みであるが、「危機」の発生がそれらの取り組

みが滞っていることを表面化させた。取り組みの停滞は、複合的な理由があると考えら

れるが、その一つに「移行期正義」の実現に向けた取り組みが滞っていたころが要点の

一つであったと考えられる。東ティモールにおける「移行期正義」は、二つに大類する

ことが出来る。一つは、狭義の「移行期正義」であり、インドネシアによる強制併合と

それに続く独立闘争に関連して 1975年から 1999年までの間に発生した深刻な人権侵害

と、暴力に対して正義がもたらされるということである。二つ目は、早稲田大学の山田

の説く「東ティモールにおける広義の移行期正義」であり、すなわち「独立以後の国内

の治安」と「政治社会的な安定」の実現であろう(山田満：2015)。「国内の治安」と「社

会政治的な安定」を実現するために必要とされるのがガバナンスのキャパシティであり、

その観点から同国のフォーマルな司法改革、および治安部門改革(SSR)、すなわち警察、

国軍の改革に関連して行われた取り組みを取り上げて、本論文が着眼するインフォーマ

ルな「伝統的ガバナンス」との対比の目的で概観する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 3: 東ティモールにおける移行期正義の実現 

 

UNTAET 発足以降に東ティモールで行われた「フォーマル」なガバナンス強化の取

り組みとして、司法、警察、国軍の各部門の改革が行われた。UNMIT の独立専門委員会

が、改革の内容とその成果(2009年当時)を調査し、2009 年 10 月に発行した「司法制度

に関する包括的ニーズ調査報告書」72で詳細を報告している。報告は、法整備に関して、

国連を中心とした国際社会からの支援を得て、刑法、刑事訴訟法などをはじめ、いくつ

かの基本法が制定されたことを評価すると共に、その他の基本法の制定のできるだけ早

                                                   
72 国連が 2009年に報告した「司法制度に関する包括的ニーズ調査報告書」。英語原文の

名称は United Nations Mission in Timor-Lester報告の “Report of the Independent 

Comprehensive Needs Assessment of the Justice Sector”。 

東ティモールにおける移行期正義の実現 

 

 
狭義の移行期正義: 

1975 年から 1999

年までの間に発生

した事件に関する

正義 

広義の移行期正義 : 

「独立以後の国内

の治安」と「政治社

会的な安定」 

治安部門の改革

を通じたガバナ

ンス能力の強化

など 

真実和解受容

委員会実施の

コミュニティ

和解手続など 
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いタイミングで行うことを推奨している。また、法案作成のキャパシティを強化する必

要についても強調しており、国語であるテトゥン語における法律用語の発展に期待を寄

せている。これは、テトゥン語に法律関連用語が少ないことが主な理由である。同時に、

ポルトガルによる積極的な司法改革支援と一部の政治的な関心から、法律の分野におけ

る使用言語がポルトガル語を中心としたものなった一方で、2002 年の独立時にもう一

つの国語として制定されたポルトガル語が、十分に国民の間で理解されていないという

ことが理由であると考えられる。ポルトガル語は、インドネシアによる統治が始まった

1975年以前に教育を受けた者、もしくは 2002年の独立以降に言語を学ぶ機会があった

東ティモール人が習得しているが、1975 年から 2002 年の間にインドネシア語で教育を

受けた人口層にとっては、新たに習得をしなくてはいけない言語であった。テトゥン語

に法律関連用語が少ないこと、ポルトガル語の法律用語が市民の間で「外来語」として

汎用されていないこと73、また、ポルトガル語の法律用語に対するテトゥン語訳がない

ことなどを鑑みると、東ティモールの伝統的な社会における法発展に対するポルトガル

の影響が著しく限定的であったことが窺える。 

国際社会が関わり実施された治安部門改革(SSR)においては、リベラル平和構築の

手法をもって、国連暫定統治機構、国連警察、国連開発計画(UNDP)が司法部門および治

安部門、特にティモールの裁判所、国軍(F-FDTL)および国家警察(PNTL)が連携して 2002

年以降実施を進めて来た。これらの支援は一定の達成が見られるものの、前述した UNMIT

の包括的ニーズ調査報告書も、多くの課題が積み残されていることに触れている。また、

2005年の国連平和維持軍(PKF)撤退まで国内の安定が続いたのは必ずしもこの SSRの成

功を意味するものではなく、国連 PKF の物理的なプレゼンスであったと山田(満)も示唆

している(山田満：2015)。事実、PKF の撤退と UNOTIL のマンデート終了という国連の

プレゼンス縮小のタイミングで、独立以降 2005 年ごろまで押さえつけられて来た不満

と、大統領と首相の政治レース、そして「反乱部隊の除隊」の事件が共鳴し、結果とし

て 2006年に「4月の危機」を引き起こしてしまったと考えることができる。 

 

３-１-１ 司法改革 

国連と国際社会が実施した様々な司法改革における支援を評価する目的で、前述の

「司法分野における包括的ニーズ報告書」は、国民および司法分野改革関係者からのイ

ンタビュー回答を分析し、具体的な課題を何点か示唆している。その中心的なものに、

「限られた裁判所へのアクセス」が挙げられている。裁判官の数や、キャパシティが限

られることに関して、司法研修所の拡充の必要を示唆すると共に、裁判所が全国で 4か

所のみ設置されていることを鑑み、裁判所の数が限られることが、国民の司法へのアク

セスを限定しているもう一つの理由となっていることを強調している。解決策として、

                                                   
73 その一方で、一般市民が日々の生活の中で使用するテトゥン語は、挨拶など生活にかか

わる部分で、多分にポルトガル語を援用している(Obrigado, Bon dir など)。 
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巡回裁判所の設置案などを挙げているが、資源の限界を鑑みると当座は現実的な解決策

ではないであろう。 

包括的ニーズ調査報告書は、それらの司法の限界に触れつつ、伝統的規範などの慣

習法の活用についても示唆している。しかし、慣習法の活用に関しては、フォーマルな

司法部門が上述のように未整備であるという現状において、当座の対応をすることを目

的とした「一過性の手段」としてとらえており、制度が成熟した時点で慣習法から「正

規」の司法に移行するのが適切と説明している。大きな理由としては、「不処罰の文化

(the culture of impunity)」を伸長する結果を生み出すという懸念があるとされる。

そのため、包括的ニーズ調査報告書において示唆される今後の発展として推奨されてい

るのは、「正規」の司法への移行であり、西洋式の司法と東ティモールにおいて発展し

てきた司法のハイブリット74など、伝統的ガバナンスシステムの(実定法への統合を含

む)継続的活用を視野に入れていない。筆者はこのことが、同報告書が展開する議論の

限界であると考えている。詳しく後述するが、東ティモールの伝統的ガバナンスシステ

ム機構形成の過程において中心的であった関心点は、コミュニティ内の調和の実現と維

持であり、伝統的司法が介入すべき事件とは、調和を崩した事案であると言える。具体

的な例を挙げると、被害者の被った害の修復とコミュニティ内の調和を乱したことに対

する責任を負うことによって、当該(加害)者が、その属するコミュニティにおける「正

義」を実現する手続きの一端を担える機会をあたられることであろう。 

他方、ディリのような都市部において、伝統的なコミュニティが縮小し、その伝統

的ガバナンス機能が著しく減少しているような場合においては、ポルトガルから学んだ

司法制度の適用も必要であろう。また、国家による司法権行使という前提があるであろ

う。しかし、東ティモールのコミュニティが慣れ親しんだ慣習法など伝統的なガバナン

ス制度やその根底にあるものは、同国の文化的特性を裏付ける文化・慣習の一部であり、

国家による司法制度に部分的または全部的に採用する可能性を排除する法的(または制

                                                   
74 オークランド大学法学部ジョージ・ムスラスキスによれば、コミュニティが主体的に実

施する修復的正義など、伝統的ガバナンス機能を採用している例としては、「ネイティブ・

アメリカン、カナダ・アボリジナル(先住民)、オーストラリアのアボリジニ、ニュージー

ランド(アオテアロア：マオリ語名)のマオリおよびアフリカの原住民など」が挙げられて

いる。また、この「ハイブリット方式」が一部実現しているニュージーランドの例おいて

は「2文化併用的」アプローチがとられており、コミュニティが実施する修復的正義を実現

する「ワイタンギ審判所」の設置などを通じて、伝統的ガバナンスを正規の手続きに統合

している。山川秀道の論文紹介に詳細が詳しく説明されている。山川秀道の「論文紹介: ジ

ョージ・ムスラキス「ニュージーランドにおける修復的司法、土着の慣習、及び司法改革」」

に詳しい。ニュージーランドのある判事によると、マオリ族の慣習法を取り込んだワイタ

ンギ審判所については課題も多く、その評価は様々であるようであった。しかし、裁判所

が扱うマオリ族に関連した個別の事件について(修復的正義の観点から)意見書を付するこ

とができるなど、先進的なハイブリット方式が実現している例といえる。東ティモールに

おいても、ナヘ・ビティの判断を意見書として、正規の司法手続きが考慮するなど、ハイ

ブリットの方法はいくつも考えることができるであろう。 
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度的)理由がない以上は、伝統的ガバナンスの制度を「一過性の手段」と位置付けるこ

とには理由が無いと考えられる。さらに同報告書は、伝統的ガバナンスシステムと「正

規」の司法制度のハイブリットをはじめ、さまざまな選択肢を考慮しておらず、東ティ

モール国民にとって最も適切な制度を選択するための材料を十分に提供できなかった

と考えられる。 

 

３-１-２ 警察と検察の改革(SSR) 

検察局の機能については、国家警察と並んで、東ティモールにおける司法の中心的

な役割を果たしているという積極的評価をする一方で、検察官の数が全国で 14人(2009

年 10月当時)と限られることが、司法の限界の理由の一つになっていることを同報告書

は示唆している。他方、2004 年 5 月に国連から完全に権限移譲を受けた国家警察につ

いては、事務手続き能力や、刑法など法律の知識を深める必要と合わせて、性暴力への

対応など、特化された事件対応能力の強化が必要であろうと評価された。また、後述す

る国軍が直面していた課題とも重なるが、法による警察機構の統制とコミュニティにお

ける治安の維持の均衡の必要も包括的ニーズ調査報告書に強調された(United 

Nations：2006)。職権の適切な行使を含め、警察の能力を総合的に強化する必要が強く

認識された。2001 年に UNTAET によって設置された警察学校における研修や、国連の文

民警察による研修が国際連合東ティモール支援団(UNMISET)及び国際連合東ティモール

事務所(UNOTIL)のマンデート下で実施されてきたが、警察学校の教官や、国連の文民警

察のキャパシティも限られ、十分な研修が行われなかったという指摘がある(山田満：

2015)。 

 

３-１-３ 軍の治安部門改革(SSR) 

軍の治安部門改革(SSR)が目指すものは、軍の法による統制と安全保障の確立の均

衡であろうが、東ティモール国軍にとって課題となったのは法による統制であろう。

2006年「4月の危機」について調査をした国連人権高等弁務官事務所の特別独立調査委

員会も、一部の閣僚による超法規的な軍の統制や、軍備の民間への横流しが内紛の発生

の主要な理由の一つであったことを挙げている(United Nations:2006)。また、本論文

第 2章で取り上げている約 600人の「離脱兵」に対する手続きを踏まない除隊命令が発

出されたことなども、法による軍の統治が未完であることが理由の根底にあるとされた

(United Nations:2006)。 

国軍については、設置の段階から課題が多かったと言える。ファリンティル

(FALINTIL)戦闘員の扱いについては、東ティモールに関する安全保障理事会の決議にも

はっきりとした方針が示されず、東ティモール国際軍(INTERFET)によるファリンティル

武装解除に関する方針に対しても、シャナナ・グスマン元大統領を始め、政治のリーダ

ーや、国民から明らかな反発があった(La’o Hamutuk :2005)。その様な状況において、
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国連東ティモール暫定統治機構(UNTAET)は、国境を接するインドネシアとの関係や、西

ティモール側に移動した元併合派民兵の越境活動などを鑑み、2001 年 2 月に東ティモ

ール国軍の設置を判断しなくてはならなかった。その際、ファリンティルの元戦闘員で

あった者のうち、約 600人が国軍に採用された。これは、ファリンティル武装解除に対

する国内の反発への配慮や、武装解除・動員解除・社会復帰 (disarmament, 

demobilization, and reintegration もしくは DDR)の観点から、元戦闘員の社会復帰の

促進を期待して政治的に判断された(La’o Hamutuk :2005)。 

しかし、2001 年の国軍設立当時、メディアは「新兵採用において透明性が著しく

欠けていた」と報道し、その採用手続きは国民の批判の対象になった。その上、本論文

第 2章でも述べたが、元戦闘員の処遇はその後も課題となり、国軍によって採用されな

かった元戦闘員が、「CPD-RDLT」、「コリマオ 2000」や「サグラダ・ファミリア」な

どの反社会的組織を形成して犯罪行為を反復する結果を生んでしまった。社会復帰を果

たせず不満を持ったものは元戦闘員だけでなく、兵站を支えた地下活動者たちも同様で

あった。それらの不満分子の社会復帰問題を解決しなければ、社会化が不安定化すると

判断し、東ティモール政府は 2003年 1月に「社会安定化プログラム(Stability Program)」

を発表した。同プログラムは、8つの優先事項があったが、その優先事項 4 項に社会復

帰の促す目的の「雇用機会の創設」が取り込まれた。その政策に基づいて国連開発計画

(UNDP)は、2003 年の 4 月に「東ティモールにおける元兵士およびコミュニティのため

の復興・雇用・安定プログラム(RESPECT)」を実施するという判断に至る(本論文第 5章

参照)。 

 

３-２ 狭義の移行期正義 

前節で述べたが、東ティモールにおける「狭義の移行期正義」とは、1975 年から

1999 年までの間に発生した深刻な人権侵害と、暴力に対して正義がもたらされるとい

うことであった。しかし、強く求められた国際的な刑事裁判所の設置は、かかる国連の

予算へ国際社会からの十分な支持を得られずに実現しなかった。国際的な市民社会から

の要請や、国際社会から推奨を受けたインドネシア政府や東ティモール政府は、外交や

国民の声に配慮しつつ、臨時人権法廷や真実友好委員会の設置を決めた。他方、市民社

会を中心に正義の追及を支持する一部の政治的リーダー達とそれを後押しする国際社

会は、国際的な刑事裁判所の代替として真実和解受容委員会の設置を、その実現まで推

し進めた。 

 

３-２-１ インドネシアによる臨時人権法廷の設置 

東ティモール臨時人権法廷(Ad-Hoc Human Rights Tribunal)は国際社会からの強い

要請によって、インドネシアが法 26/2000 をもって設置した臨時法廷であり、1999 年
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の暴力75に関与した者に対して正義をもたらすことを目的としていた。2002年から 2003

年の間に 18 人の被疑者に対して、12 の裁判を行った(ITCJ:2003)。東ティモールの統

治の中心的役割を受け持った当時のディリ市長を含む地方行政官、インドネシア国軍お

よび警察の関係者など、事件の関係者を検挙、立件することを任務としていた。しかし、

2005 年の国連専門委員会の報告及び同報告を安全保障理事会議長宛て通知した事務総

長書簡(United Nations Security Council:2005)やヒューマンライツウオッチの報告に

よると、同法廷のキャパシティは「明らかに不十分(manifestly inadequate)」であっ

た(Human Rights Watch:2002)。事実、警察や国軍関係者の立件を達成するまで及んで

おらず、立件の対象となったのは、インドネシア政府ディリ県庁の下級職員として従事

した東ティモール人がそのほとんどであった。その例外が、当時東ティモールを統括し

ていた国軍司令であり、立件された 18 人のうち唯一懲役 3 年の有罪判決を受けた(當

舍:2012)。同司令の罪状は、「騒乱に関し十分に調査し、未然に防ぐ努力を怠った」と

いう表面的な内容であった。それらのことから見えてくることは、同人権法廷が、原則

としてインドネシア国軍関係者もしくは行政官などの自国民に対して当該事件の責任

を問わなかったということである(Human Rights Watch:2002)。国連の調査報告によれば、

検察官に対する違法な手段を使った捜査妨害や同国軍司令およびその関係者によって

行われた法廷の場における明らかな脅迫などが、検察官によるより適切な訴追を阻害し

たとされている(United Nations Security Council:2005)。さらに特徴的なことは、裁

判の手続きが終わる段階の 2003 年 6 月において、訴追していた検察官が、証拠不十分

という理由で被疑者であるアダム ラチマット ダミリ(Adam Rachmat Damiri)少将の

免罪を要求したという事実である(ICTJ:2003)。このことは、国軍と検察の間で何らか

のやり取りがあったことを強く示唆していると考えられる。 

 

３-２-２ 真実友好委員会とその限界 

真実友好委員会(Commission for Truth and Friendship)は、「騒乱」に関し正義を

もたらす目的で、国際的な水準を持った司法制度の導入を求めた関係者による継続的な

働きかけによって、東ティモールとインドネシアの二国間の協力により設置される機関

として 2004 年の 12 月に設置された。真実友好委員会の任務は、1999 年の住民投票直

後の「騒乱」に関する、インドネシア政府およびインドネシア国軍の関与についての調

査に限られ、1975 年から 1998年の間に行われた人権侵害については、その任務の対象

外とされた。2008 年 7 月に提出された同委員会の最終報告書は、外交的な配慮を反映

した内容となった。同報告書は、「騒乱」の主な責任は、東ティモール人によって構成

された民兵組織にあると結論付け、インドネシア国軍および同国家警察はその副次的

(collateral)な関与に対する責任があるとした(CTF:2008)。この結果から、同委員会は、

東ティモール―インドネシア間の外交関係の構築に最大の関心を持っていた東ティモ

                                                   
75 当該の法廷は 1999年の住民投票とそれに続く暴力についてのみ管轄権をもっていた 
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ール政府の立ち位置を反映しており、正義の実現には大きく寄与することが出来なかっ

たと考えられる。 

 

３-２-３ 真実和解受容委員会 

真実和解受容委員会 (英名は the Commission for Reception, Truth and 

Reconciliation in East Timor。 正式なポルトガル語名称は Comissão de Acolhimento, 

Verdade e Reconciliação de Timor Leste。省略名称は CAVR)について概説する。 

前述したように、東ティモールは独立を巡る 1999 年 8 月の住民投票を経て、イン

ドネシアによる 25 年の強制的な併合から解放され、独立の地位を回復した。しかし、

住民投票の直後に、独立を拒むグループよる広域に及ぶ暴力と破壊活動がはじまったた

め、それまで行政活動を行っていたインドネシアの公務員および入植者達は東ティモー

ルから撤退した。その後に続いた反独立派による暴力によりインフラは破壊され、行政、

司法が機能不全となり、暴力が蔓延した。インドネシアによる強制的な併合の間、25

年間で約 2 万人が人権侵害によって命を失ったとされているが、さらに住民投票直後、

約 2 カ月の間で約 1500 人が殺害された(第一章参照)。1999 年 10 月に国連安全保障理

事会決議によって設置された国連東ティモール暫定統治機構(UNTAET)は 2002 年 5 月の

同国独立まで暫定統治を行った。2001 年になると、UNTAETは UNTAET 基本法 2001/10 号

によって、真実和解受容委員会(CAVR) が設置された。 

CAVRはインドネシアによる統治が始まった 1975年から 1999年 10月までの間に発

生した事件と暴力に関する事実の調査を行う任務をもった独立機関として設置された。

1999 年の「騒乱」の際に行われた暴力や深刻な人権侵害の内、重犯罪については、国

連が設置した重犯罪部(Serious Crimes Unit)が管轄権を持っていた。それに対して、

CAVR は深刻ではあるが「重犯罪」に当たらないとされた事件に関する調査を行い、当

事者間の対話の機会を設けてコミュニティ和解を進めた。暴力にはインドネシア政府職

員や国軍の関与が疑われたが、CAVR の対象はそのほとんどが東ティモール人に限られ

ていた。聞き取りの対象は、「証人」と呼ばれ公開の聞き取りに召喚された。証人は被

害を申し立てた者から、民兵とその家族、そしてその他の自治賛成派(反独立派)であっ

た。CAVR は、7 人のティモール人委員によって構成され、国外から招聘されたスペシ

ャリストとオブザーバーによってサポートされた。国外からの支援は、資金援助から委

員会の構成や活動等に関する技術的な指導まで広範囲に渡った。本部は首都ディリにお

かれたが、活動は東ティモール全域を対象とした。CAVR の最終報告は 2005 年 10 月に

大統領に対して提出された(CAVR:2005)。 

CAVR は、コミュニティ和解手続きの実施目的で、本論文が第五章で詳しく説明す

る、ナヘ・ビティ(Nahe Biti)の改訂簡易型を採用した。市民に馴染みのある伝統的手

法であったため、手続きの実施がスムーズで、和解手続きの結果も受け入れられること

が、導入当初期待されていた。審尋を経て行った事実認定や判断については、手続きに
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おける最終意思決定者である所轄の長老委員会が行い、CAVR実施の手続きについては、

同手続きの目的で当該地区配置された専任の CAVR 統括官(Commissioner)が行った。

CAVR 統括官の管轄権は重犯罪と規定されない、いわゆる「軽易」な犯罪に限られてい

たにも関わらず、騒乱においては「暴行」や「家屋放火」など伝統的規範が規定する「暴

力」の定義を超える、または想定されていなかったようなさまざまな形態の暴力が行使

されたため、その裁量が通常のナヘ・ビティ手続きより大きくなったわけである。その

ため、各県によって事実認定や判断にある程度ばらつきがあることが、アジア財団の調

査によって指摘された(Asia Foundation:2008)。当事者として和解手続きに参加した被

害者の多くが(村落間の)判断の揺らぎを不満に感じ、不完全な正義についての不服を当

該調査の回答においても述べている(Asia Foundation:2008)。通常の伝統的手続きから

大幅に離れてしまったことが主な理由で、ナヘ・ビティの判断にも揺らぎが発生したと

考えられる。事件の内容と判断を比較調査したアジア財団の調査は、同様の事件に対す

る裁定であっても、手続きが行われた地域によってその判断や罰則に一定の差が出たと

示唆している。アジア財団の調査結果によれば、CAVR ディリ本部による監督と判断の

標準化の目的で実施された研修等は、一定程度の効果があった一方で、いくつかの事案

で強調された課題である「意思決定者による村落間の判断の相違」は、特に特定の被害

者の間で未解決の問題であると結論づけた。 

 

３-２-４ CAVR と UNTAET重犯罪課の制限的任務 

真実和解受容委員会(CAVR)の設置に際し UNTAET の担当官が持っていた当初の構想

に反し、同委員会の活動において、インドネシア政府からの協力を得ることができなか

ったため、事件や暴力に関与したとされるインドネシア国軍(TNI)やインドネシア警察

の関係者を手続きの当事者とすることが実現出来なかった。その権限が限定的であった

こともあり、前述のとおり 1999 年の事件の中で特に重犯罪に関する取り調べの責務は

CAVR に与えられることはなく、UNTAET の重犯罪課が受け持つことになった。しかし、

UNTAET 重犯罪課の活動範囲は、東ティモール国内に限られ、インドネシア国内で取り

調べを行うことはできなかった。重犯罪課が取り調べを行った事件は、その後東ティモ

ール国内の裁判所において判決を受けるため立件、起訴された。約 400 件に上る重犯罪

の内、約 300 件の事件関係者がインドネシア等の国外に滞在していたため、重犯罪課の

調査対象となることは無かったとされている(United Nations News Center:2004)。す

なわち、市民や国際社会が期待したようなインドネシア国軍や警察などの責任を追及す

ることは、CAVR、UNTAET 重犯罪課ともに実現できなかった。 

 

３-２-５ 望まれていた CAVR の準国際司法的役割 

真実和解受容委員会(CAVR)は、UNTAET の深い関与をもって設置された。CAVR の骨

組みを見れば、制度を想起した UNTAET 関係者達が、CAVR 構想を想起する以前に国連が
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設置した特別法廷を念頭に制度設計したことがわかる。その一方で、同じアジアで設置

されたカンボジア特別法廷では国軍関係者を立件することができたが、CAVR がインド

ネシア国軍の関係者を立件する機能を持たせることにはいくつものハードルがあった。

インドネシア国軍関係者の責任を追及できない数ある理由の内、一番主流と考えられる

のは、東ティモールにとって、経済的にも軍事的にも強力なインドネシアに対する外交

的な配慮であった。産業が未発達であり、ティモール海の天然ガスの埋蔵量も限定的で

あるため、経済的に発展途上にある東ティモールは、隣国インドネシアに大幅に頼らざ

るを得ないことがわかっていた。その上、インドネシア領西ティモールと陸続きの国境

があるため、国防上の観点からも、インドネシアとの関係構築は最優先事項であった。

そのため、独立当時の東ティモールにとって、インドネシア国軍の関係者を立件するこ

とは、見送るという判断をせざるを得なかった。このことは、当時の政治的リーダー達

の言動から見て取ることができた。加えて、国際社会からの圧力にも関わらず、インド

ネシア政府は、同国軍のダミリ少将(ランクは当時)を始め、国軍や警察関係者の事件に

関する責任追及をすることに強い抵抗感を持っていたため、その外交力を使って効果的

に東ティモールに働きかけた。  

他方、国際司法制度の導入について国際社会がとった立ち位置も、また消極的であ

った。これは、主にそのような機関の設置にかなりの資源が必要ということが理由であ

ったとされる。真実和解受容委員会の制度の原案を想起する際、同委員会が国境をまた

いで人道に対する罪を裁く先例的な機関となりうるこということで、CAVR 設置を支援

していた各国は、法的な側面を十分に考慮して検討を進めた。しかし結果としては、独

自の外交的関心をもつ東ティモールは、インドネシアの持っていた社会・経済的関心と、

自国民が期待する正義を早期に実現することへの関心の間に立たされた。結果として当

該制度を国内で設置し、ローカルの文脈で CAVR を運用するという判断に至ることにな

った。そのような運用は既に機能していた UNTAET の重犯罪課が所轄する重犯罪以外の

事案を受け持つという構想であったため、機関の枠組み自体が比較的シンプルであり、

さらに設置から運用までにかかる時間も比較的短期間であったという利点もあった。そ

の様な背景もあり、CAVR は、村落調停を行うにあたって、伝統的司法を採用すること

を検討した。 

 

３-２-６ 伝統的司法(村落調停)制度の採用 

真実和解受容委員会が申し受ける事件は、委員会の名前が示す通り、真実の受容を

もってコミュニティの和解を目的としていたため、事件当事者間の関係修復を主眼に、

刑法上の罰は不適用とした村落調停の形式をとった。委員会はこれまで大規模な「暴力」

を経験したいくつかの国を訪問し、暴力の結果と、その後の和解のために設けられた制

度などを調査研究し、東ティモールに適していると思われる手法を構築するために準備

を進めた。結果として、真実和解受容委員会は、かかる事件の効率的かつ効果的な調停
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の目的をもって本論文で説明するナヘ・ビティ(Nahe Biti)を簡略化し、国民和解促進

の手法として採用した。手続きとしては、前述の通り、CAVR が重犯罪の中でもその犯

罪性が低いと思われる事件と判断し、司法長官によって裁判所外調停が相当と認められ

た事件について、当該地区を担当する調停委員(commissioner)を通じて、事件当事者が

居住する村の村長などの酋長にナヘ・ビティによる手続きによる調停の目的で照会した。

調停制度の運用は、村長や、リウ・ライ(Liu Rai)76、またはリア・ナイン(Lia Nain)

の権限の元、主に村の長老委員会(Commisaun de Katuas)によって実施された。ナヘ・

ビティは、ポルトガルによる植民地支配やインドネシアによる統治を経て(東ティモー

ル独自の文化事業と見なされ、関連活動が当局によって制限されたため、地下化してい

たが)、2005年以降の復興期を迎えた。本論文第五章および添付資料に詳しく説明する

が、ナへ・ビティは全 13 県で実施の形態が原則非常に似通っている。真実和解受容委

員会が実施したヒアリングとかかる調停は記録がまとめられ、大統領に 2005 年に報告

された。 

 

３-２-７ 伝統的司法を導入することによる利点 

国連の暫定統治の下、東ティモールのコミュニティによる社会インフラの再構築を

支え、民主化を促す目的で UNTAET 基本法が導入された。同基本法は、その内容から、

ヨーロッパなどで受け入れられている民主主義の考え方を反映しているが、基本法がと

りいれた原理・原則または基準になじみの無い東ティモール国民に受け入れられるかと

いう課題があった。例として、森林伐採に関する規定を振り返えってみるとこの点が浮

き彫りになる。制限の対象となっている森林の伐採にかかる規定があるが、違反者に課

せられる科料は、数千ドルにも上るものであった。国連開発計画(UNDP)によると世界の

「最貧国」の一つである東ティモールの国民に、そのような科料を支払うキャパシティ

が無いのは、同法を想起した担当も承知であったことは推測される。では、抑止力とし

て高い科料を示すことが有効か、という点であるが、これについては当時の東ティモー

ルの国民の意識が想起者の想定通りであったとは言い難い。むしろ、当時の国民にとっ

て、生活の立て直しが最優先事項であったことは明確だと言える。建造物のほとんどが、

1999 年の騒乱で焼かれた状態であったので、自宅の再建の目的で材木等の建材の入手

が重要であっただけでなく、財産を失った者がほとんどであったため、できるだけ経済

的な負担がかからない形で再建を進める必要があった。 

前述ような状況において、基本法が制定した不法伐採に対する科料が、当時の国民

                                                   
76 リウ・ライは行政機構の一部ではないため、調停制度の運用にかかわることができたリ

ウ・ライは、正式に村長として選出されている者であった。伝統的な首長であるリウ・ラ

イは、村長選挙においてもその影響力をもち、村長として正式に選出されることが多かっ

た。村人にとってリウ・ライの権威は絶対であり、村長制度はあくまでそれを行政機構に

取り込むための手続きととらえられることが、特に地方においてよく見られたようであっ

た。 
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の意思決定の過程に対してどのようなインパクトを持っていたかは自明のことであろ

う。新生東ティモール政府は、UNTAET が構築した基本法のいくつかを受け継いだが、

森林資源の管理については、本章において触れたタラ・バンドゥ(Tara Bandu)の採用を、

農林水産省が中心となり積極的な検討を行った。そうすることによって、中央政府の関

与は最小限の状態で、村落のリーダーシップのもと、有効に森林管理ができると判断し

たと考えられる。また、法の実施についても省の負担は最小限におさえ、比較的高い遵

守率を保つことができると農林水産省は確信していたと言える77。 

このことは、村落調停についても言えることであった。前述の真実和解受容委員会

(CAVR)は、国民の正義がもたらされることへのニーズと、迅速な復興への対応の傷害と

なる国民感情の問題をできるだけ迅速に解決する目的をもって、ナヘ・ビティ(Nahe 

Biti)伝統的司法制度の簡略版を和解プロセスの手法として導入することを決定した。

それは、ナヘ・ビティが村落単位で実施される住民になじみ深い制度であるが、比較的

全県においてその手法や運用の形態が似ていたため、国家として制度を採用することに

一定程度の正当性を持たすことが出来ることも同調停手法を導入するという判断を支

えた。また、制度の実施が村長を中心に既存のコミュテニィによるため、中央の実施監

督機構(すなわち CAVR の本部機能であるが)を除く、大掛かりな新機構を設置する必要

がなかったため、比較的早い短期間で実施をすることができたことも理由となっていた。

また、1999 年の「騒乱」時の事件を村人たちの多くが目撃していたことや、同じ集落

に住んでいる者が事件に関与していたため、関係者の背景事項が良く分かっていたこと

などもナヘ・ビティ調停の判断が村民に支持されるであろうと CAVR が確信する理由と

なっていた。同じ理由で、審判を行う長老委員会も、村人達の中に十分な数の証人を確

保することができ、また、現場において残された証拠を見ることができた78。判断に基

づき、長老委員会は、コミュニティ・サービス等(村落における共有林や共有地の清掃、

教会・公民館など、教会や村が所有する建造物の補修など)の懲罰を事件における加害

者に対して課し、または害の修復の目的で慰謝料としての金品の差出を求めることがで

きた。通常、そのような過料もしくは慰謝料は、物品(牛、ヤギ等の家畜、または金銀

製品や装飾など)によって支払うこともできたということや、村人達にとっては多大な

負担ではあるものの、支払うことができる程度の金額や内容になっていたため、執行が

現実的であった。同国の村落地域における生活レベルに照らし合わせて、懲罰や科料の

執行が現実的であったことも、ナヘ・ビティによる村落調停の実効性を下支えしていた

と言える。 

同時に、刑務所の運営に係る経費や刑務所施設改修の問題も、当時の東ティモール
                                                   
77 農林水産省林野局長に対するインタビュー(2013年 7月) 
78 この点については RESPECT 事業において小規模事業を実施したムロ村においても同じこ

とがいえる(詳細は第六章参照)。つまり、村長が 1999 年の「騒乱」において暴力に加担し

た者に関する情報を持っていたことが実効的なナヘ・ビティ(Nahe Biti)の実施につながっ

たと、同村が実施した RESPECT事業の元担当職員である N.G.氏はコメントしている。 
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政府にとって大きな財政上の負担であっただけでなく、各種の社会問題の原因となって

いた。独立後の東ティモールにおいて、不十分な監視・管理体制が理由となって頻発し

ていた脱獄などや、刑務所内でおこっていた暴力は国民から問題視されていた。そもそ

も、修復的正義の性質を持ったナへ・ビティは、その概念が村人の間で浸透していた。

さらに、裁判所を通じた正規の司法制度に比べて、その現実性に裏付けられた罰の執行

能力と、コストパフォーマンスの高さから、ナヘ・ビティ伝統司法の効力は中央政府に

も認知されていたところであった。広域暴力によって首都を含む主な都市が破壊された

状態にあり、特に人材・資金の観点から資源が限られていた当時の東ティモール政府に

とってこのことは重要な要素であった。 

さらに、東ティモール全土において言えることではあったが、特に地方における警

察機構については、その規模が限られていたために、与えられた機能を果たすに必要な

資源が限られていた。そこで、検討されたのがタラ・バンドゥ(Tara Bandu)の活用であ

ったと思われる。2006 年まで主流とされた自然資源の管理を主眼に捉えた「人と自然」

の関係を司る規範の構成に留まらず、暴力や放火、その他の犯罪(窃盗など)など村落内

の「人と人」の関係を司る規範一般について定め、それらの規範に村落単位で効果的に

強制力を持たせることができた。多くのタラ・バンドゥには、一定の強制力とモニタリ

ング(監督をもって、執行を実現する)のキャパシティ(カブレハン79と呼ばれるグループ

が規則の遵守を監督している80)もある。そのため、これまで自然資源の管理(人間と自

然の関係管理)が中心となっていたタラ・バンドゥであったが、特に 2006 年以降に制定

されたタラ・バンドゥ(Tara Bandu)については特に、村落内の秩序(人間と人間の関係)

を守ることに関連した規定が組み込まれるようになった。このことは、2006 年に発生

した「4月の危機」を鑑み、村落単位でその再発リスクを最小限抑えるための自然な発

展であったと考えられる。 

2006 年 10 月に発行された国連の特別独立調査委員会の報告は、真実和解受容委員

会(CAVR)がナヘ・ビティ(Nehe Biti)をコミュニティ和解のための手法として採用した

ことに積極的な関心を示す一方で、2006 年「4月の危機」の際の暴力に関連した者にナ

ヘ・ビティを適用することはできない、との考えを示した。これは、不処罰の文化

(culture of impunity)を伸張させてしまう危険を孕んでいるということからであった。 

筆者はこの結論に対して別の観点を持っている。平和構築の観点から「4月の危機」

を捉えて、そこに伝統的ガバナンスを適用する上で考慮すべきは、犯罪の行為者や、そ

の行為の性質であり、対象や犯罪行為の内容によって適用する規範を検討することが出

来ると考えている。具体的には、軍や警察など国家機関の関係者は(国家もしくは地方)

                                                   
79 カブレハンについては、タラ・バンドゥを実施するすべての村落で設置されているか否

か、ということは確認できていない。しかし、多くの地域でカブレハンが設置されている

と筆者は聞き取っている。 
80 カブレハンについては写真 14も参照 
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公務員としての行為とかかる犯罪行為の関連があるため、実定法の文脈で判断すること

が出来るであろうし、村落における小規模の衝突については和解の文脈でとらえて CAVR

同様ナヘ・ビティを採用することが出来ると考えられる。これは、法の発展がかかる環

境やその構成員によって大きく影響を受けることを考えると、公務員の属性は国(また

は県)レベルの職務環境であり、その属性、すなわち実定法の文脈でその行為の適法、

違法性が判断される必要があるということである。他方、村落における小規模の衝突は、

当該人の通常の活動が村落環境に限られる場合特に、その者の行為はその村落環境に影

響されているため、村落和解の文脈でとらえることが適切ということである。すなわち、

東ティモールの文脈において適用される規範に実効性を持たせるには、事件の当該人が

属するコミュニティや、その者がおかれた環境によって行動様式が変わることを考慮し

なくてはならないということである。 

そのような観点から、1999 年 10月までの行為は伝統的ガバナンスで良いが、それ

以降は実定法で対応というような、時間軸による区分は説明がつかない。「4 月の危機」

のような内紛についても、対象や行為(重犯罪については実定法によって裁かれるとい

う前提があるとすると)の内容によっては、伝統的ガバナンス機構で正義をもたらし、

一刻も早いコミュニティの回復を目指すのが、東ティモールにおける平和構築へ真に寄

与するということを意味すると考える。 

 

３-２-８ コミュニティ和解と「4月の危機」との関連性 

真実和解受容委員会(CAVR)は前述の通り、全国においてナヘ・ビティ(Nahe Biti)

を適用してコミュニティ和解を進め、聞き取りを行い、和解を進め、その結果を 2005

年 12月に大統領に対して報告書を提出した。では、その約 4ヶ月後の 2006 年 4月に「危

機」が起きてしまったということは、CAVR 実施の村落調停が機能しなかったことを示

しているという見方もできる。では、実際機能しなかったのであろうか。さらに、この

ことは本論文の命題である「伝統的司法が平和構築において果たす役割」がほとんどな

いということを裏付けるのであろうか。 

アジア財団が CAVR 実施の村落調停の効果をアセスメントした際の報告書があり、

そこには CAVR実施のナヘ・ビティ(前述のとおり、厳密には伝統的なナヘ・ビティでは

なく、その簡略版であるが)の効果について、多くの課題や疑問点が報告されている

(Asia Foundation:2013)。課題の一つに挙げられるのが、裁定を受けた者の中に不満を

持っている者がいることがある。全国民を対象にしていたにも関わらず、各県に 2人と

いうごく限られた数の CAVR 委員の監督のもと、短期間で同国全 13県において実施され

た大規模な手続き(正規のナヘ・ビティと比べると簡略化されているとはいえ)であった

ため、限界があることは自明であった。前述のように、アジア財団が実施した同手続き

に関する調査における所見をみると、参加者の一部が当該和解手続きの成果に不満を抱

えていることが記録されている。特に、真実を語らない者に対して対処のすべがなかっ
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た、甚大な被害に対して相応の害の修復措置(慰謝)がなかった、もしくは著しく慰謝が

不十分だったなどの回答があった。虚偽の陳述が横行していたという報告が事実であれ

ば、和解手続きそのもの存在意義をも揺るがしうる問題である(Asia Foundation:2013)。

また、聞き取りを行う主体(村長や、リア・ナインなど)が持つ政治的な関心が、和解プ

ロセスに影響を及ぼしたというコメントも報告されている(Asia Foundation:2013)。こ

れらの報告から、CAVR 実施のナヘ・ビティ(簡略形式)が、手続きとして不完全さを多

く残していたことがわかるが、果たしてナヘ・ビティを通じて和解が実現していなかっ

たのであろうか。そして、そのことが「4月の危機」を引き起こしてしまったのであろ

うか。 

CAVR 実施の和解手続きが、実効性を持っていたか否か、という議論については本

論文第二章で取り上げた二点、そして本節で取り上げるもう一つ別の点を考慮する必要

があると言える。一つ目は「4月の危機」の被害にあった地区の分布、二点目は、現場

に残された証拠から導くことができる「騒乱」を引き起こした真因、三点目は CAVR 実

施のナヘ・ビティ手続きに対する信頼とその裁定に対するコンプライアンスである。 

前章で述べた通り、「4 月の危機」の際に被害にあった地区の分布である。「危機」

の際に暴力の対象になった地区と、2006 年以前まで一般的に治安が悪いと言われる地

区や、元併合派が居住していると言われる地区が重なっていないことを考えると、独立

に関連した暴力や 1999年の「騒乱」との関連が希薄であることが分かる。CAVR の手続

きを通じて和解を目指した事件は、元併合派と独立派のぶつかり合いに関連していたの

で、暴力の発生地区も、各派の居住区に深く関連していた。ところが、「4 月の危機」

において暴力の対象となってしまった地区は、各派の居住区とは関係なく、第 2章で分

析したように土地の所有権の問題があった地域との関わりが大きかった。 

二つ目の観点は、「4 月の危機」の際に暴力の対象となった物件や遺留品等が示す

事柄である。第二章で詳しく述べたが、筆者は「危機」の際に破壊の対象となった地域

を調査した際、攻撃の対象となった家屋等に残された落書き等を分析した。そこから見

えてくるのは、不完全な「広義の平和構築」の課題である「4月の危機」と土地の問題

と、復員兵士の不満や、元併合派の扱いなど政治的なぶつかり合い81との関連であり、

そこにあくまで副次的に「狭義の平和構築」の問題、すなわち独立に関連した暴力や、

1999年の「騒乱」に関連付けられる未解決の問題がある。 

三つ目の観点は、CAVR実施が実施した簡略形式のナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続き

にの判断に対するコンプライアンスである。CAVR 実施のナヘ・ビティの判断に不満を

持つ者がいるという報告はあるが、その結果をもって報復をしたという報告はほとんど

見当たらないということだ。かつ、「4 月の危機」の際に衝突した地域住民に関する報

告をみると、(暴力を行う側も、被害を受けた側も)お互いが顔見知りもしくは、暴力が

発生するまでは共生していた隣人であることを明確に認識していた。もちろんナヘ・ビ

                                                   
81 それらの一部は、狭義の移行期正義に関連した事情である。 
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ティの結果に不満を持っている者が一部いたことは事実であり、「4 月の危機」の際に

行動を起こした者がいたという可能性はある。しかし、それはナヘ・ビティの判断に従

わないということではなく、「危機」の際の暴力行動を起こすにいたったいくつかの要

因(土地問題など)がある中の一要因として、あくまで副次的に、コミュニティ和解の手

続きへの不満があったと考えられる。このことは、国内避難民(IDP)キャンプ内で避難

民に対して行った著者の聞き取り調査から82分かった。この点からも、CAVR実施のコミ

ュニティ和解と手続きと「4月の危機」の直接的な関連性を示す要素は限られる。 

上記 3つの点を振り返えると、CAVR が実施したコミュニティ和解の手続きと「4月

の危機」発生の関連性は非常に限定的であると考えられる。 

 

３-２-９ 第 3章の結論 

本章では、インフォーマルな手続きである「伝統的ガバナンス手法」との比較の目

的で、東ティモールにおけるフォーマルなガバナンス強化の取り組みについて振りかえ

り、広義と狭義の 2 つの形態の移行期正義に関する取り組みについて概観した。「広義

の移行期正義」の文脈では、治安部門改革(SSR)に関する取り組みについて振り返り、

狭義の移行期正義の文脈では、インドネシアによる臨時人権法廷、真実友好委員会、真

実和解受容委員会(CAVR)の任務とその成果を振り返った。 

治安部門改革、すなわち司法、警察、国軍の各部門の改革については、一定程度の

達成を果たしつつも、共通の課題を抱えていたと考えられる。すなわち、東ティモール

人(またはコミュニティ)によるかかわりが限定的であったということである。ポルトガ

ル手動の司法部門改革、国連文民警察主導の警察機構の改革、英国キングスカレッジな

どの推奨に基づいた国連の判断による国軍の設置と FALINTIL 武装解除など、東ティモ

ール人の主体的かかわりが限られるということが言える。国連または、国際社会の取り

組みは、必要とされた目標に向かっていたことは、それらの取り組みが一定の成果をも

たらしていることからわかるが、そのような取り組みに関する経験が非常に限られた東

ティモール人の十分な理解と、合意を得る必要があった。東ティモールの国政リーダー

や、広域にわたるコミュニティとの協議が限定的であったことが東ティモール人の主体

的なかかわりを伸長できなかった理由であろう。 

臨時人権法廷、真実友好委員会、真実和解受容委員会による正義の実現についてい

える共通の課題は、隣国インドネシアに対する外交的配慮が正義の実現を阻んだという

ことである。東ティモールの国政のリーダー達による政治的配慮が主に国外に向いてお

り、国民の意見が十分に反映されなかったということについては、国連の報告書に詳し

い。すなわち、治安部門改革についても、また、「狭義の移行期正義」の実現であって

も、フォーマルな平和構築の取り組みに、十分な国民の理解と合意を得ることが出来な

かったことが理由となり、国民の有機的な参加が実現しなかったことが、フォーマルな

                                                   
82 タシ・トル村に居住する O.B.氏へのインタビュー(2013年 8月) 
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取り組みの成果を限定的にしてしまった問題の根底にあるといえる。 
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第４章 東ティモール社会と伝統的ガバナンス83 

４-１ 概要と背景 

本章では、東ティモール共和国における伝統的司法と伝統的規範の実施例84を捉えつつ、

まず初めに同国における伝統的司法と伝統的規範とはどのように捉えることができるかを、

日本や欧州における施行・実施例等にふれつつ考察する。 

前述の通り、本論文が採用する「伝統的規範」の定義は、加藤の「ひとつの社会にお

いて社会生活を営む上で慣行的に行われる行為の反復が『慣習』として認識されるように

なり、その認識が継続する時間の経過の中で、その慣習が『規則』としての性質を帯び、

その結果として規範を形成したもの」である(加藤：1992)。東ティモールの文脈で「慣習」

をとらえれば、「リア・ナイン(Lia Nain)の手前、○○○ということはできない」など、コ

ミュニティにおける人間関係などが影響する形で行為の反復がある程度の一貫性を持つよ

うになり、内生的に特定の行動を制御するものであろう。その段階では、行為の反復を定

義する客観性や具体性が限定的である。風習や習わしなどがいわゆる「法」が持つ外生的

な影響力、すなわち拘束力や強制力を持つに至っていない段階である。その時点において

「慣習」は、「法」または「規範」と認識される段階には至っていないが、共同体の権威者

などによって公の場においてその慣習に言及がなされるなど、それら行為の反復が当該社

会における構成員の行動や利害関係を規制する目的で広く適用される段階において、これ

が「規則」となる。そして、その「規則」が強制され、拘束力を持つようになり、当該構

成員によって「法」あるいは「規範」であるという確信を持たれることによって、「慣習法」

や「伝統的規範」は形成される(加藤：1992)。古典的な慣習法や伝統的規範は不文律であ

ることが多い。この傾向は時間の経過とともに変化をしてきたため、地域背景や文化によ

って違いはあるものの近代では成文化される場合もみられるようになった。ヨーロッパに

始まる国家の「近代化」は、中世から続いた宗主や首領等が治める藩領や小国家が集まっ

た状態は、権威が統合される状態に移行し、中央集権化が進んだ。その後、時を経て民主

化が進むと、その過程において、封建的な制度と深く関わりのある伝統的規範を排除する

動きが出てきた。その動きは、度合いに差があるものの、第二次世界大戦を前後して独立

を果たした旧植民地の各国においても、(その過程や程度はまちまちであるが)民主化のう

ねりの中で同じような変化がもたらされた。その一方で、慣習的規範が近代法と統合・融

合する事例や、国家によって承認された慣習法が実定法に成文化される例も見られる。日

本においても封建的社会が長く続いたが、その間に形成された慣習的規範が今日も一部残

っている85。それらは民法 92 条及び法の適用に関する通則法 3 条によって国家承認されて

                                                   
83 第四章は宮澤哲・宮澤尚里の「東ティモールの和解・調停プロセスにおける慣習法の適

用」調査研究報告(法務省法務総合研究所国際協力部)の内容を本論文の主旨に合わせて一

部改訂したものである。 
84 実定法に規定された慣習法(伝統的規範)では無いので、本論文では、慣習法の「施行」

とせず、あえて慣習法の「実施」と表現している。 
85 例えば入会権など。 
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いる。また、前述のとおり、慣習法が近代の比較的早い段階で実定法によって排除が進ん

だヨーロッパにおいても、たとえばスイスにおいては慣習的規範がスイス民法 1条 A項の 2

によって承認されている86。独立後の東ティモールにおいても、慣習法や伝統的規範の成文

化が進んだ。そして、それらの慣習(法)は憲法によって国家承認されているが、その一方

で伝統的規範がコミュニティによって積極的に実施されており生活に密接に関係している

のにも関わらず、取り組みは進んでいるものの、まだ実定法との関係が確立していない部

分がほとんどということである。この点について次項でこの関係について考察する。 

 

４-２ 東ティモールの実定法と伝統的司法・伝統的規範の相関関係 

まず、国家による伝統的規範の承認の有無であるが、この点について法的な観点から

見てみる。2002 年独立時の東ティモール共和国憲法は伝統的規範について第 2 条第 4 項に

「国は、憲法又は特に慣習法について規定するいかなる法令の規定に反しない規範や慣習

を承認し、かつ尊重する87(The State shall recognize and value the norms and customs 

of East Timor that are not contrary to the Constitution and to any legislation dealing 

specifically with customary law)」と定めている。 

慣習と憲法との関連については、前述の通り成文化されているわけであるが、それで

は「慣習法について規定するいかなる法令」との関連はどうであろうか。現在政府が策定

を目指し議論を進めている法案に、「伝統的司法に関する法律案(Lei sobre Justiça 

Tradicional)」がある。次節ではこの「伝統的司法に関する法律案」について概要を見て

ゆく。 

 

４-３ 「伝統的司法に関する法律案」 

「伝統的司法に関する法律案(Lei sobre Justiça Tradicional)」は、2018年 2月現在、

まだ草案であり88、国会で議論されている段階であるが、以下にその概要を紹介する(付表

1)。特記すべきは、同法案が伝統的司法の法律効果に特化して規定しており、慣習法もし

くは伝統的司法を明示的に定義してない点である。 

 

４-３-１ 法律(案)の目的 

当該法律案の目的は以下のように定められている。「憲法第 2条第 4項の定めるところ

に従って、慣習上の規範および慣行を承認することにより、我が国はこの法律を以って地

域社会に根付いており、その慣行及び慣習を意味する伝統的司法の制度と、裁判所から構

                                                   
86 スイス民法

(http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html)参照 
87 筆者訳 
88 2017年の組閣において、東ティモール慣習法の第一人者であるバボ・ソアレスが法務大

臣の責から退いたことも、慣習法にかかる法の制定に向けた取り組みが緩やかになったこ

とが理由であろうと筆者は分析している。 

http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
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成される公式司法の制度との間に、連結を確立することを目的としている。89」つまり、本

法案は国民に広く使われている伝統的な紛争解決の方法について、「伝統的な方法により得

られた合意に与えるべき法律効果を規律し、当該合意が履行されない場合において裁判紛

争解決に訴える方法を明示」している90。 

 

４-３-２ 村長の責任 

2009年に国会において承認された「ローカルの首長及びその選挙に関する法(03/2009)」

の 10 条 1 段 a 項は村長の村落における平和と調和の伸長に対する責任を定めている(MoJ 

RDTL:2009)91。この責務を実施する手段として、伝統的司法に関する法案が想起しているの

が、村長(Chefe de Sucu)が実施する伝統的紛争解決である。まず、記録と報告に関して、

「(紛争解決の伝統的な方法による)手続き中に得られた合意を書面により記録し、または、

当該合意を関係当局に書簡で送付」することなど、紛争解決の伝統的な方法の手続を監督

する機関として重要な役割を与えている。従って、これにより「スコ (村)の長が伝統的司

法と公式司法の連結点となる。92」と定めている。これまで伝統的な紛争解決の方法では、

書面による記録はされなかったことが多く、口頭による合意がなされており、さらに、識

字率が低い(59.8％ 2010 年)ことなどを鑑みると93、いくつかの課題に直面することが予期

される。 

課題の一つ目は、伝統的司法に関する法案は、国が認める村長が伝統的司法の実施主

体ととらえているが、実際は村長が全ての伝統的紛争解決には関わっていない点である。

元来、東ティモールの村落は、司祭リア・ナイン94を中心とする一族を基盤とした社会構成

が中心であるため、その一族が所属するウマ・ルリック(Uma Lulik、日本語訳は「聖なる

家」)でリア・ナインもしくはリア・ナインを内包する(またはその機能を支える)長老会

                                                   
89 付表 1の東ティモール法務省から提供を受けた 2015 年 5月時点の法案「伝統司法に関す

る法律(Lei sobre Justiça Tradicional)」(ポルトガル語原案)を参照した(同法案の和訳

は日本政府法務省法務総合研究所の非公式文書のため完全非公開) 
90 同上 
91 東ティモール政府法務省(MoJ RDTL)の議会立法シリーズ、法 03/2009“Community 

Leaderships and Their Election” を参照した。 
92 同上 
93 UNESCOの「Education for All 2015 National Review: Timor-Leste」を参照。データは

2010年現在。国勢調査を元にした 10歳以上の国民の(男女の平均)識字率。 

他にも、より詳しいデータは、世銀のデータをまとめた knoema社のワールド・データ・ア

トラスなども参照できる。同データによると東ティモールの成人の平均識字率 2001年は

37.6％、2007年は 50.6％、2010年は 58.3％、2015 年は 64.1％ 

http://jp.knoema.com/atlas/%E6%9D%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%A

B/topics/%E6%95%99%E8%82%B2/%E8%AD%98%E5%AD%97%E8%83%BD%E5%8A%9B/%E6%88%90%E4%BA

%BA%E3%81%AE%E8%AD%98%E5%AD%97%E7%8E%87(accessed on 30 January 2018) 
94 リア・ナインは行政機構の一部では無く、国が正式に認める統治者でもない。 

http://jp.knoema.com/atlas/%E6%9D%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB/topics/%E6%95%99%E8%82%B2/%E8%AD%98%E5%AD%97%E8%83%BD%E5%8A%9B/%E6%88%90%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%AD%98%E5%AD%97%E7%8E%87（accessed
http://jp.knoema.com/atlas/%E6%9D%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB/topics/%E6%95%99%E8%82%B2/%E8%AD%98%E5%AD%97%E8%83%BD%E5%8A%9B/%E6%88%90%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%AD%98%E5%AD%97%E7%8E%87（accessed
http://jp.knoema.com/atlas/%E6%9D%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AB/topics/%E6%95%99%E8%82%B2/%E8%AD%98%E5%AD%97%E8%83%BD%E5%8A%9B/%E6%88%90%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%AD%98%E5%AD%97%E7%8E%87（accessed
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(Katuas/Catuas)が中心となり紛争解決をする場合が多い95。係争が異なる一族同士が関わ

るなど、比較的規模が大きい場合は、村長や村の下の行政区分にあたる集落長(Chefe de 

Aldeia)も仲裁にあたることもあるが、特に地方における実施現場においては、伝統的な手

法に則り原則リア・ナインが実施主体となることが多い。本論文 3 章で詳細について説明

しているが、そのような伝統的司法の現場における村長の立場は主に監督者であり、手続

きに参加をして意見を述べる、もしくは裁定の結果に(当該村落の社会通念を鑑みて)特段

の問題が無いか判断する等の役割を担うことが多い。 

先の法案は、比較的紛争当事者の規模が大きい伝統的司法手続に関して、村長の関わ

りを第 6条の第一項で以下のように定めている。 

 

「伝統的司法制度により得られた合意を登記するためには、スコ(村)の長が公式

に当該紛争手続に関与していなければならない。スコの長の任務は紛争解決の方

法を決定し、又は、強制することではなく、解決手続において当事者及び当事者

が呼び出した参加者を支援することである。伝統的司法の方法により得られた合

意に、スコの長がこの規定に従って関与していない場合においては、この法律に

規定する効果が付与されない。96」 

 

つまり、村長が関わっていない多くの伝統的紛争解決による合意については、本法律が関

与しないという理解にな97る。それでは、本法律が指す伝統的紛争解決は、何を指すのか、

という定義に関する疑問も残る。法務省によると、実際の運用ではリア・ナインが主体的

に実施し、そこに村長が参加をし「承認」をすることによって(手続きには参加せずに事後

承認ということもある)、手続きの正当性を担保するということであった98。ひとつの村落

がリア・ナインを中心に単独で実施する村落調停の扱いがどのようになるかについて、今

後継続した調査が必要となる。 

 

４-３-３ 合意の登記 

合意の登記については、第 7条で以下のように定められている。 

「伝統的司法により得られた合意は、スコ(村)の長が書面によりこれを記録する。 

2 登記合意には、その旨の供述をスコの長が書面により記録し当事者が署名することによ

り作成され、当事者が伝統的司法手続への参加及びその結果の承認に対する同意を表示す

                                                   
95 カトゥアス(Katuas/Catuas)は、長老(会)と訳しているが、厳密にはカトゥアスという言

葉には、首長、賢者など、さまざまな訳があり、一般的に伝統的リーダーを指しているこ

とが多い。また、場合によっては、リア・ナイン一個人を指していることもある。 
96 同上、第 6条第一項 
97 詳しくは、図 8「東ティモール 13件における伝統的司法の実施形態」を参照。 
98 2016年 12月の法務省ビタル局長へのインタビュー 
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る、紛争のすべての当事者の同意書を添付しなければならない。99」 

登記された合意については、裁判所または検察庁に送付される。裁判長又は検察庁の

責務は第 9条 3項に、次のように定められている。 

 

「検察庁又は裁判長は、刑事訴訟法 216 条第 3 項の規定に従って、当該合意の伝

統的司法に関する法律への適合性審査という重要な役割を果たす。この当局には、

①第 2 条の定めるところに従って、法律の適用範囲に含まれる事項に関する合意

であるかどうかを確認すること、②第 7 条第 2 項の定めるところに従って、合意

の登記に添付されなければならない当事者の同意書の有無を確認すること、及び

③第 11 条が定める限界が尊重されているかどうかを確認することの責務がある。

100」 

 

裁判所及び検察庁は、合意が第 11条の規定に適合しているか否かを審査する権限を持

っている。第 11 条は、以下の基本的人権の保護について定めている。「伝統的司法手続に

より得られた合意に、当事者の基本的人権を侵害し、又は、当事者の自由を制裁的に制限

する規定を含めてはならない。101」 

 

４-３-４ 女性の権利 

女性の権利を保護するために、第 6条で以下の項目を定めている。 

「一人以上の者が女性である紛争において、スコ(村)の長は優先的に女性の参加を提案す

ることができる102。」 

伝統的紛争解決の手続きにおいて、地域によっては女性の参加が認められない場合も

あり、女性の権利の問題について、これまでも指摘されることがあった。アジア財団が複

数年にわたって行った「法と正義に関する調査」によると、2004年の調査回答者の 25％が

伝統的規範(Lisan)の手続きにおいて、女性が発言することに抵抗を持っていた。これが、

2008年調査では、回答者の 58％が抵抗を持っていると回答している。2013年実施の調査で

は、この率が 36％まで下がっているが、2004年の 25％に比べると高い数値であることがわ

かる(Asia Foundation:2013)。このような状況を法務省も把握しているため103、本項目によ

り「女性の利害が十分に考慮されないという課題の克服を目指している」ことが明記され

ている。女性の権利の実際については後の節でも議論する。 

 

                                                   
99 同上, 第 7条 
100 同上, 第 9条 3項 
101 同上, 第 11条 
102 同上, 第 6条 
103 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル氏へのインタビュー(2017 年 2月) 
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４-４ 「コミュニティの首長及びその選挙に関する法」 

前述した、2009年 7月施行の「コミュニティの首長及びその選挙に関する法」(Community 

Leaderships and Their Election、2009/03)は、村長(Cefe de Sucu)とその下の階層に位

置する集落長(Cefe de Aldeia)の権限を定めている(MoJ RDTL:2009)104。村長の責任がおよ

ぶ領域として平和の維持に関する活動や、集落(Aldeia)をまたがる紛争の調停、つまりナ

ヘ・ビティ(Nahe Biti)等の審判・調停を行うことを業務の一部として定められている105。

また、当該領域における自然資源を含む社会資源の維持管理に資する活動や、そのために

必要とされる行動規範、つまりタラ・バンドゥ(Tara Bandu)の制定等も含まれると解釈で

きる。その他、村長の責任として定められている点として特記すべきは、家庭内暴力の削

減と防止、起きてしまった事件の審判・調停である。家庭内暴力は東ティモールの刑法に

よって定められている犯罪であり、司法が裁くべく事件であることが明示的に定められて

いるが、その防止と調停は「コミュニティの首長及びその選挙に関する法」によって、村

長の責任とされている。事件が発生した場合、当事者に対して(伝統的司法に依らず)訴訟

を起こすべきか否かをアドバイスすることについても、同法はそれを村長の裁量の範囲と

していることも特記できる。また、UNDP への聞き取り調査によると、提訴された事件が、

本来刑法に基づいて判断されるべきところ、一部の裁判所によって村長による審判と調停

に差し戻されるということがたびたび報告されているという106。これは、事件の内容によっ

て、事件の内容をよく把握している村長による村落調停による解決が合理的と裁判所が判

断した結果であるということであったが、それと同時に(裁判所の)未決件の件数が膨大な

数であることを鑑みると、効率性の観点からも適切であると判断されたと考えられている。

他方、集落長の業務としては、村長がその領域において持っている責任と同様の責任を、(集

落長の責任が及ぶ)その担当領域の集落において持つことを定めている。また、紛争の調停

に関しては、村長の責務が、原則として集落をまたがる紛争をその責任の対象としている

のに対して、集落長の責務は、その責任が及ぶ対象の集落内の紛争のみを対象としている。 

                                                   
104 東ティモール政府法務省(MoJ RDTL)の議会立法シリーズ、法 03/2009“Community 

Leaderships and Their Election” を参照した。 
105 ナヘ・ビティ(Nahe Biti)調停と「村落調停」は、ボボナロ県マリアナ準県などでは、同

一の手続きを指しているようだが、アイレウ県ファダブロコ準県など、一部の県において

は、別の手続きを意味しているようで、手続きも使い分けされているようである。ファダ

ブロコ準県では、「村落調停」が意味するものは、第一次審であるナヘ・ビティによる判断

にふふくがある場合において、上位審である村落調停にゆだねるということである。コミ

ュニティによって揺らぎがあるであろうが、インタビューの回答者によれば(マリアナ準県

出身の J.S.氏)、マリアナ準県では、リア・ナインによる判断に対する信頼は強く、村長の

役割はナヘ・ビティにおけるオブザーバーに限られるという。 
106 社会連帯省平和構築課長以下 2名、および UNDPの平和構築事業担当へのインタビュー

(2013年 8月)。2009年 11月に報告された国連による司法分野における包括的独立ニーズ

調査によると、反対に、タラ・バンドゥの裁定では事件を解決することができずに(当事者

全部または一部が結果を受け入れることがでないなど)、村落における裁定を経て、改めて

裁判所に事件が提起される案件があると報告されている(第三章参照)。 
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これらの例に見られるように、伝統的規範の実施を前提とした法律の実施がある場合、

相関性に関して分析がなされる必要がある。また、「ローカルの首長に関する法律」を根拠

とした家庭内暴力の審判・調停における村長の責務と役割のように、刑法と伝統的規範に

おいて所掌する領域の区分が異なる(重なる)という状況が起こりうる。事件の当事者や、

審判を行う者の裁量など俗人的な要素によってその区分107に相違が出てくることを最小限

にし、公平性を保つために実定法との管轄区分と相関関係は明確にする必要がある。その

ような、観点からも、伝統的規範について定める法が制定されることは伝統的規範の実効

的な実施を考える上で必要不可欠である。村落単位の規範を定めるタラ・バンドゥは、農

林水産物の収穫時期や特定の植物の採取についてなど、地域特有の規範を定めていること

もあり、ある側面では日本の地方自治体が制定し実施する条例のような機能を持つ、また

は持ちうる。実定法において、刑法との区分を明確にすることを目指しているが、ナヘ・

ビティは原則、対象となる事件の性質を問わず、対象村落におけるすべての事件の審判・

調停の手続きとして実施されうる。これらの要点や、その性質を鑑みると、地方自治体を

所轄する官庁もしくは司法を含む、法務を担当する法務省などが、伝統的規範についても

調査し実定法において定義することが相当であると考えられる108。さらに、現在慣習法を定

義するいくつかの法案が議論されている事を鑑みれば、関連した各国家法の間を調整する

役割を担う主務官庁が指定されることが必要であると思われる。大統領府に設置されてい

る文化・伝統の担当調査官が、文化的視点から詳細な伝統的規範の調査をしているが、実

定法との整合性をはかる機能は持たされていない。 

閣議に設置された司法改革委員会 (Legislative and Justice Sector Reform 

Commission)は、司法改革に向けて勧告をしてゆく機能を持っており、刑法、民法の改革と

合わせて伝統的規範の法制化についても関心を持っている。しかし、その機能は勧告をす

るにとどまり、省庁横断的に制定と実施の監督をするものではない。また、一部の官僚か

らは観光省文化・芸術庁において、伝統的規範全般の統括を行っているとの説明もあった

が、同部署についても法的側面からの視点ではなく、伝統や文化背景との関連性から観光

資源としての伝統的規範という捉え方が強いと理解ができたため、実定法との相関関係を

さだめるという観点からは関連性があまりないと考えられる。本章後段において、当該司

法改革委員会を内閣の観点から監督するアッジオ・ペレイラ首席大臣の伝統的司法に対す

る立ち位置について詳しく考察する。 

 

                                                   
107 例えば、当事者の定義が例として挙げられる。司法が個人を裨益者としているのに対し

て、伝統的司法は、かかる行為者の家族を当事者とすることもある。 
108 日本では、衆参両院の法制局や調査局(室)、国会図書館立法考査局、内閣法制局などが

立法手続きにおいて、関連あるその他の国家法との整合性をはかる。政策研究大学院の蒔

田純によれば、アメリカ、英国、ドイツにおいても名称や、区分に多少の違いはあるが、

議会や議会図書館付きの立法調査機関があるという意味で似たような制度がある。

http://www.grips.ac.jp/r-center/wp-content/uploads/09-09.pdf 

http://www.grips.ac.jp/r-center/wp-content/uploads/09-09.pdf


83 

 

 

４-５ 「天然資源の伝統的手法を用いた維持管理に関する法案」 

農林水産省林野局が作成を進める(2013 年 7 月現在)「天然資源のタラ・バンドゥ慣習

法を用いた維持管理に関する法案 (Laws regarding Tara Bandu for Management of 

Environmental Resource)」は、同省が所轄する天然資源の管理の目的で、村落単位で実施

するタラ・バンドゥ(Tara Bandu)を実定法の中で定めてゆくという目的の法律である。同

法の特徴的な点は、村落内の規範も包括的に定めるタラ・バンドゥについて、農林水産省

が法を起案している点である。すなわち同省の所轄事案である天然資源の維持管理と合わ

せて、通常タラ・バンドゥが定めている内容で、天然資源管理とは関連性が少ない、むし

ろ刑法との関連が深い、暴力や紛争に関する条文についてもその効力がおよぶことである。

農林水産省林野局長に対する聞き取り調査では、同法が村行政の運営や、村民の協調など

は、天然資源の維持は深くかかわりがあるという解釈であることが分かった。この考え方

は、後述する「ローカルの首長に関する法」にも読み取れる。同法は、ローカルの首長の

天然資源の維持管理に対する責任と、暴力や紛争解決などの責任をその他の活動と合わせ

て、列挙している。これらのことは、共同体の生存のために、天然資源の管理が大変重要

な要素であり、村民の営みのすべてに関わりを持っていると同国の国民が実感していると

いうことの表れであろう。 

 

４-６ その他の伝統的規範に関する法案 

また、農林水産省林野局が策定を目指す法案とは別に、環境庁が策定を進める伝統的

規範一般(自然資源の管理を中心的にとらえているがその他の側面も規定している)を規定

する法案、「タラ・バンドゥに関する通則法(Law for Tara Bandu)」も特筆するべきである

が、同法案は環境庁顧問(Advisor for State Secretariat for Environment)を務めるデメ

トリオ・デ・カルバリオ氏(Demetrio De Carvalho)が草稿作成を進めている109。同法案は作

成初期過程にあるが(2013 年 7 月現在)、趣旨としては、全国で運用されている伝統的規範

の枠組みを大枠で規定することを目的としている。同法案は、タラ・バンドゥの実施の枠

組みなどを成文化し、違反の際の罰則等についても一定の制限を設けることなどを始め、

刑法などの実定法との関連についても規定することを目指している。その前提で、タラ・

バンドゥを国家による承認を経て、一定程度の強行規定とすることを前提としている。2013

年 7月の時点で同草稿は 2014年ごろ閣議に提出する工程で作業が進められているというこ

とであったが、2016年 12月の農水省再訪問の際には、法案の完成にはまだ時間がかかると

いうことであった。個別具体的にどのように関係が定められるかと言う点について、個別

具体の伝統的規範と実定法の関係について次節で考察する。 

特記すべきは、村落単位の規範を定めるタラ・バンドゥや伝統的司法であるナヘ・ビ

ティ、その他の伝統的手続きの扱いや、その法的地位を定める法律がまだない。たとえば

                                                   
109 デメトリオ・デ・カルバリオ(Demetrio De Carvalho)へのインタビュー(2013 年 7月) 
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慣習に「法律と同一の効力」を認めている、日本の「法の適用に関する通則法」第 3条110に

あたる法律がないことである。Carvalho 氏が中心となって進める環境庁草稿の法案につい

ても、農林水産省の定める物と同様、自然資源の維持管理がその中心的な関心となってい

る(2016 年 1 月現在)。また、一部の官僚からは観光省文化・芸術庁において、伝統的規範

全般の統括を行っているとの説明もあったが、同部についても、法的側面からの視点では

なく、伝統や文化背景との関連性から観光資源としての伝統的規範という捉え方が強いた

め、実定法との相関関係をさだめるという観点からは関連性があまりないと考えられる。 

 

４-７ 司法制度改革委員会の伝統的司法に関する見方について 

東ティモール第 6 次立憲政府によって設置された司法制度改革委員会(Legislative 

Reform and Justice Sector Commission)は東ティモールにおいて司法へのアクセスが限ら

れる中で、包括的な司法改革向けたアドバイス、法の施行状態の評価、各種法律間の調和

の大きく 3つの任務を負っている111。同委員会の司法改革に向けたアドバイスをする任務を、

法務省の観点から見てみると、「課題を指摘する、しかし、どのように改善したら良いかそ

の改善案に関するアドバイスが少ない」というコメントが聞かれた。また、法務省職員に

よれば、同委員会は、東ティモールの慣習法や伝統的規範について情報を集めているとい

うことであるが、収集された情報が法務省と十分に共有されていないということであった

(2017 年 2 月現在)112。その結果、法務省は同委員会とは別に独自に情報収集することを余

儀なくされている。同委員会は、多くのポルトガル人法曹もしくは専門家によって構成さ

れており、法務省職員によれば、それらの専門家のティモールに関する関心は明らかに低

く、東ティモールに関する文化背景的な知識も無いということであった。ましてや慣習や

慣習法に対する理解は全くと言っていいほど無く、ポルトガルの法制度を東ティモールに

紹介することに注力をしているという。メディアにおいても、シャナナ・グスマン氏が同

委員会に対して後ろ向きのコメントをしているのは113、そのようなポルトガル法至上主義に

対する不満の表れであろう。シャナナ・グスマン氏は国民向けのメッセージにおいて、は

っきりと東ティモール文化と慣習を常に強調してきた。 

 

４-８ 東ティモール政治リーダーの伝統的規範に対するアプローチ 

本節では、東ティモール民主共和国の国政のリーダー達、そして国民はどのように伝

統的規範を捉えていたのかを分析する。 

2002年に「独立」した 21世紀最初の東ティモール民主共和国の、いわゆる「モザンビ

ーク派閥(クラン)」と呼ばれた当時の国政リーダー達は、1975 年から 1999 年まで約 25 年

                                                   
110 日本の「法の適用に関する通則法」e-Gov法令検索(総務省)を参照した 
111 東ティモール政府の司法制度改革委員会に関するプレスリリースを参照した

(http://timor-leste.gov.tl/?p=14252&lang=en) 
112 法務省のビタル局長へのインタビュー(2017年 2月)。 
113 同上 

http://timor-leste.gov.tl/?p=14252&lang=en
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間続いたインドネシアによる統治の間、ポルトガル語圏の各国に留学や亡命などの形で滞

在をした。そして、エシュタード・ノヴォ体制の終焉を迎えた当時のポルトガルと、社会

的主義のイデオロギーに後押しされて独立を果たしたモザンビークなどの元ポルトガル植

民地において、いわゆる「ポルトガル式の社会民主主義」を学んだ114。他方、同国独立時に

大統領として着任した(当時)シャナナ・グスマンは、「モザンビーク・クラン」に属する政

治家達の様にポルトガル語圏の各国に滞在することなく、東ティモールの地においてゲリ

ラ戦を率いて独立戦争を戦った。シャナナは 1992年に、インドネシア軍にとらわれジャカ

ルタ近郊の刑務所に銃器不法所持などの罪で収監されるが、1998 年にティモール抵抗民族

評議会(Conselho Nacional de Resistência Timorense。省略形で CNRT)の議長に就任、1999

年の住民投票ののち、同年 10月に釈放されて帰国をはたし、民衆とともに「新生国家」と

しての東ティモール民主共和国建国に取り組む。 

建国に向けての努力が尽くされる中、大多数の「モザンビーク派閥」を中心とした政

界リーダー達と、シャナナ大統領(当時)のぶつかり合いは、2000 年以降、時を追うごとに

対立115が激しくなっていった。カリスマ的なリーダーであるシャナナ大統領を、露骨に政治

から排除することは、「モザンビーク派閥」に属する国政リーダー達にとっても政治的にタ

ブーであった。しかし、この政治的レースが最終的には 2006年の内紛(第二章参照)を引き

起こす大きな要因の一つであったと考えられる116。ポルトガルの社会民主主義や、国連が採

用したヨーロッパ式の民主主義を学んだリーダー達を中心に構成されていたフレテリン

(FRETELIN)党にとって、新生民主主義国家としての東ティモールにおける伝統的規範の復

興は、中央政府による統治の力を弱めて伝統的な小王国の王である「リウ・ライ」を中心

とした封建的なコミュニティの存在を伸張する結果となることを意味し、それは民主主義

の考えにそぐわない制度化のとしてとらえられた。そして、それらの慣習的規範は、国民

の民主化教育を通じて排除すべき要素であった。 

それに対してシャナナ大統領(当時)は、国内向けのメッセージと国外向けのメッセー

ジの内容をうまく使い分けた。国内に向けたメッセージでは、東ティモールの特性を大事

にし、伝統や慣習、そして同国古来の文化を尊重するポリシーを前面に打ち出した。他方、

                                                   
114 いわゆる「カーネーション革命」呼ばれる、1974年から約 2年続いた国軍運動(Movimento 

das Forças Armadas)によってもたらされた「エシュタード・ノボ体制」の終わりと、その

後に実施された産業の国有化、農地改革などの社会主義的政策。 
115 1980年代までフレテリンに所属していたシャナナは村落を回って支援をつのった。村落

において人々の生活の実態に直面をしてきた。その後、フレテリンを脱退し反対派として

台頭するが、シャナナは常に国民の意識を肌身で感じる立場にあった。大統領就任後もこ

のスタイルが変わることがなく、2002年の独立以降も勢力的に山深い村落を訪れては(筆者

も数次同行)村人の声に耳を傾け、その上でスピーチをすることが多かった。また、シャナ

ナ大統領は航空機に乗ると、常に窓から地上を食い入るように見つめ、国造りに思いをは

せているように見えた。 
116 閣僚や政府の要職を務める構成員の構成をみると2016年12月現在もこの政治レースは

継続していることが伺える。 
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国際会議の席におけるスピーチや、新聞記事など国際社会に露出しうるメディアにおいて

は、後述のとおり伝統的規範を魔術師による呪いと並べて過去の産物とした。それらの記

事の内容を、同氏が地方の村落を訪問した際に国民に投げかけていたメッセージの内容と

比べると、一国の元首として、対外的にメッセージを発信する際は、国際社会や隣国に配

慮をしつつも、対内的には東ティモールの慣習とその特性を核とした建国を目指していた

ことは明確であった。 

そのような中、2006 年の内紛が発生した。この内紛の発生は、一見「ハイブリット」

に観られる「西洋」と「アジア」の融合型アプローチが、東ティモールにおいて実現しな

いことを示しているようにも見える。東ティモール建国において見られた、ポルトガル色

が強く社会主義的イデオロギーと国連型の民主主義に影響されたフレテリン党(FRETILIN)

を中心としたヨーロッパ型のアプローチと、シャナナ大統領(当時)が唱えた文化・伝統を

重んじる東ティモール的(アジア)のアプローチの違いを117、国民はどのよう捉え、国際社会

はどのように受け止めていたのであろうか。国際社会の支援が伝統的規範にも向けられつ

つある今日において、これらのことを考察することは、事業の実効性を考える上で、非常

に関連性があると考えられる。復興開発のフェーズに移行した東ティモール民主共和国の

国政リーダー達、そして国民は伝統や慣習をどのように捉えているのか、ということを、

スピーチやインタビューに対する回答などから分析する。その分析によって、東ティモー

ルにおける伝統的司法や伝統的規範どのように国民によってとらえられており、そしてそ

れらの発展と国際社会の関わりがどのような意味合いを持っているのか、ということにつ

いてより深い考察することができる。 

前述のとおり東ティモールは、国際社会が認めない強制的な併合を経て、四半世紀に

及ぶ暴力と人権侵害が続いた。そして 1999 年のいわゆる「騒乱」と呼ばれる紛争を経て、

インドネシアによる統治が終わり、2002 年 5 月に「独立(国としての地位の回復)」を果た

した。しかし、前述のとおりこれまで紛争が起こった国の内、44%－50％の国や地域におい

て、弱体化した行政インフラなどが理由で 5 年以内に紛争が再発していると言われており

(星野：2010)、東ティモールにおいても独立からわずか 4年で国内避難民約 14万人を発生

させる内紛が発生した(第二章参照)。2002 年以前の紛争はインドネシアによる執政への抵

抗と「独立」を目的としていた。それに対して、2006 年の内紛は、独立派と併合派の不十

分な調和など 2002年の独立以降行われていた「狭義」の移行期正義(transitional justice)

の停滞と、国内の治安や、未決の土地問題など政治社会的な不安定要素など「広義」の移

行期正義が未完であったことなど、国内の問題に起因するものであった(Collier:2003)。

アンゴラなどの旧ポルトガル植民地を含め、イデオロギーを根拠とした独立を果たした多

くの第二次大戦後の独立国とは異なり、国民国家として東ティモールの「独立」を正当化

                                                   
117 この政治的立ち位置の際がその後、CNRTの設立とシャナナの議長着任という結果につな

がり、フレテリンと、それに対する CNRTおよび野党連合というティモール政治の二極化に

つながった。 
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するのは、「民族的・文化的特性」であり、その大義の大きな重力を国民も国政のリーダー

達も共感していたと考えられる。 

前述のとおり、新生独立国としての東ティモールの国政のリーダー達の多くは、国民

に向けたメッセージと、国際社会へのメッセージを明確に区別していたと言える。彼らは、

国際社会に対してメッセージを発信する際には、国家法を排他的に適用する法集権主義

(legal centralism)を中核においた政治的立ち位置をとってきたが、国民を対象にした講

話や国内における取り組みにおいては、法集権主義にそれほど厳格ではなく、その領域内

における多元性を寛容に受け入れる法多元主義(legal pluralism)的な立ち位置とっている。

そのことが独立後に同国がとった多くの政治・行政判断に反映されている。最も明示的な

例が、憲法による慣習や習俗の認知とその保護であるが、そのほかにも 2003年以降に CAVR

のよって全国規模で実施された村落調停(Community Reconciliation Program/CRP)におい

て、伝統的規範の一つであるナヘ・ビティによる村落調停手続きを採用したことも挙げら

れる(第三章参照)。 

2002 年の独立以降、国際機関の協力を得て同国は植民地時代に導入されたポルトガル

の法や、近代のポルトガル法に習い、実定法の再構築を進めてきた。しかし、そのスピー

ドが遅いことや、法整備が未完などプラクティカルな側面から伝統的規範が活用されてい

るという議論は、一見、当時復興開発期にあった 2002年以降 2006年の「4月の危機」まで

の東ティモールに当てはまるように見える。他方、そのように社会進化論的な視点で見る

ことは注意が必要であろう。つまり、経済発展が途上にあるため社会が発展しておらず、

ポルトガルによる約 250 年にわたる植民地時代に(ディリ政庁とその管轄地域において)導

入された法律などではなく、その他の選択が無いために伝統的規範を適用しているという

説明になるからである。この点について、ラドクリフ＝ブラウンが疑問視した「歴史の記

録についての正確性」が、東ティモールにおいてもよく当てはまる点を強調すべきであろ

う(ラドクリフ＝ブラウン:1975)。つまり、ポルトガルによる植民地時代に入植者達が、い

わゆる「未開」と呼んだ同国において執政をした。記録になっている歴史とは、ポルトガ

ルの官吏やポルトガルの教育を受けた一部のリウ・ライ(Liu Rai)、つまり小王国の王また

はその子弟、ポルトガルから渡来したキリスト教宣教団の関係者など、書くことができる

ごく限られた者による行為であった。書くという文化が無かった同国においては、口承を

中心とした歴史の継承や、書かれた記録に残らない歴史があった。そのことを鑑みると、

今日参照できる同国の「歴史」はキリスト教教会に関連がある者や、ポルトガルと関わり

があった者や事由が中心となっていることが浮き彫りになる。同国における、いわゆる「歴

史」が示している社会発展に関する事由は、ポルトガルの実定法もしくはその後執政した

インドネシアの実定法が適用されてきたという少数派の事実でしかないと考えられる。他

方、多数派の「事実」とは伝統に依った日々の営みであり、当時から実態として国民の大

多数が規範として認識しその適用を日々の生活において適用したのは、タラ・バンドゥ

(Tara Bandu)など村の規範であった。それらの記録が口承による「歴史」に限られている
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ため、外部者による記録が行われるには、聞き取りやタラ・バンドゥやナヘ・ビティの実

施現場における参与観察を通じて把握し行く必要があったのである。しかし、そのような

記録が存在しているか否かは、本論文の調査では定かではない。 

 

そのような背景を土台とし、次項では、国政のリーダーの内、具体的に大統領、首相、

首席大臣の伝統的規範に対するアプローチについて考察する。 

 

４-８-１ 国政リーダーの伝統的規範に対するアプローチ 

本節では、国政のリーダーの内、具体的に大統領、首相、首席大臣の伝統的規範に対

するアプローチについて考察し、政治的な観点を分析する。2003 年 6 月にシャナナ・グス

マン大統領(当時)がアジア財団主催の東ティモールにおける慣習的な和解手続きと移行期

正義・慣習法に関する国際会議の基調講演の際に、大統領の東ティモールにおける伝統的

規範に関する視点を表明した(下記)。国際社会に向けた大統領のメッセージは、同氏の伝

統的規範に対して中立的ともとれる立ち位置を表現し、同時にそれらが特性として持って

いる負の側面についても取り上げている。つまり、伝統的規範の積極的な側面に注視し、

伝統的規範を活用することは否定せず、同時に十分に配慮しなくてはいけない一面につい

て国民の注意喚起を促すという形になっている。このスピーチにおいて大統領がとった立

場は、前述した近代のヨーロッパ諸国に見られる「民主的」視点に沿っていることが関心

深い。 

 

「伝統的規範または伝統的な法律は、社会の進化におけるひとつの段階を表し、

通常、社会的や宗教的な(非形式的な宗教)の両側面における封建的な関係と比例

する。それらの側面は政治的、経済的なものと組み合わされており、そこにカー

ストという別の要素が加えられ、社会の底辺にいる者や、奴隷や魔術を使う者な

どは、通常その権利を否定される118」 

 

東ティモールにおける慣習的規範、特にその「強制力」が持っている負の側面につい

ては、詳しく後述するが、リウ・ライ(Liu Rai)と呼ばれる藩王、領主、または小王国の王

とその「民」の封建的な関係が、大きな関連性を持っている。民主主義国家として 2002年

に国家としてのスタートを切った同国としては、民主主義の考えと相容れない、特に地方

                                                   
118 筆者訳。英語原文のニュアンスに関連があるため、英語原文も合わせて掲載する: 

“Common or traditional laws also represent the stage of evolution of a society and 

usually correspond to societies based on feudal relationships both in the social and 

religious (non-formal religions) aspects; both aspects are combined with the 

political and economic ones and add to another which refers to castes as the lower 

echelons of society, slaves and those who practice witchcraft and whom are usually 

denied rights” 
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の農村部や山間部の村々に残る封建的な関係を整理する必要に迫られていたことは、シャ

ナナ・グスマン大統領の立ち位置からも見てとれる。ただ、このメッセージは国際会議で

発信され、国外の主体を対象としたメッセージであることに留意する必要がある。これら

の点は、筆者が 2013年 7月に行ったアッジオ・ペレイラ首席大臣(当時)への聞き取りでも

示されたので詳細を次に示す。ペレイラ大臣は前述の司法改革委員会を内閣の立ち位置か

ら監督する大臣でもある。首席大臣は東ティモールにおける民主主義の発展という観点か

ら、納税者としての国民と法治国家との間の関係構築の必要性、そして個人主義と(個人の)

所有権の関連性を強調した。首席大臣は、次のように述べた。 

 

「・・・我々の税制は彼ら(国民)の理解を得られていない。国を造り、慣習法に

基づく拡大家族を(社会の)最小単位としてとらえるこれまでの考えを変え、個人

主義の考えを受け入れるために国民のメンタリティーを変えてゆくという大きな

課題がある。(中略)国が発達するためには個人の所有権の考えが必要となってく

る。それは、その考えが国家の存在意義を正当化するからである。個人の所有物

という考えが浸透すれば、個人主義の考えも広がり、個人主義の視点から見た国

家の存在とその発展という見方ができるようになる119」     

 

国家としての発展のため、同国においてリウ・ライを中心に発展してきた封建的社会

から視点を変え、拡大家族を最小単位とする社会構成から離脱することで、個人の所有権

と個人主義を基調とした近代的民主国家を形成するということである。一見すると、伝統

的規範の継続的活用を含む、伝統に根を深くした活動から離脱することを進めるように見

える視点ともよめるが、では、政府は伝統的規範に否定的な立場をとっているのであろう

か、というとそうではない。政府の伝統的規範に対する積極的な立場は継続的であり、2013

年 5月 24日付けのディアリオ・ナショナル(Diario Nacional)紙(朝刊)は、タウ・マタン・

ルアク(Tau Matan Ruak)大統領(当時)が伝統的規範の復興を提案したとし、関連してジャ

シント・ロケ(Jacinto Rocke)国会議員が、「慣習法は伝統的に先祖達が紛争解決の手段と

して使ってきた手法であり、重要である。近年では裁判所が村落における紛争解決を優先

して管轄権を行使しない事案もある」とコメントしたとしている120。 

                                                   
119 首席大臣へのインタビュー(2013年 8月)。筆者訳。英語原文のニュアンスに関連がある

ため、筆者がそのまま文字起こしした記録英語原文も合わせて掲載する: “…our tax 

system does not reach them. So when we build a State and transform people’s mentality 

to accept the individual as the unit, not the communal family as the unit from the 

customary law, you have a serious challenge here. … But for the State to develop, 

you need this concept of private property. Because that is the concept of justifying 

the existence of a state. So, once you have private property, then you have 

individualism, and individualistic approach to existence and development” 
120 筆者訳。2013年 5月 25日付け“President proposes reactivation of traditional law 

in Timor-Leste”, East Timor Law and Justice Bulletinを参照 
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ルアク大統領のこの考えは、前述のペレイラ首席大臣に対して行った聞き取りの中に

も強調されていた。同首席大臣は伝統的規範に関する慎重な意見を述べたが、その一方で

東ティモールの文化や慣習に対しては積極的な立場をとった。同様に、ペレイラ首席大臣

は独立の精神にさかのぼり、マルキスト主義や社会主義体制の様なイデオロギーを基調と

していた他のポルトガル植民地における独立闘争とは異なり、東ティモール独立の根拠と

なった独特の伝統や文化の重要性にふれ、その視点から「国民国家」として慣習や伝統的

規範などを尊重する不可避性を説いた。この点について首席大臣は以下のように述べた。 

 

「(東ティモールの伝統)それは国民国家の成り立ちとしての意識を形成する媒体

となった。ティモールが、ある国における一地域、もしくは特定の民族総体を構

成する一小民族ではなく、一つの国民国家として単一性を持っているということ、

そのことが 24年の闘争の中で形成された共通のアイデンティティーである。その

ことは必然的に我々の伝統や文化に重要性を見出したのである。そのことは、イ

ンドネシアによる占領に立ち向かう原動力を引き出したのである。それは、アン

ゴラやモザンビークに見られたマルキスト主義や社会主義思想などのイデオロギ

ーを基調とした反植民地・反帝国主義運動とは異なる。このことは、我々が自身

をどのように自覚しているかということ、・・・ そして我が国家が文化と歴史

と慣習によって形成されているということを参照する上で非常に重要である。こ

れらのことは今も継続していることであり、そこで慣習法が関連してくるのであ

る121」 

  

また、筆者がシャナナ大統領に同行して行った同国各地における UNDP が実施した

RESPECT事業(詳細は第六章参照)の視察の際にも、同大統領の慣習と伝統的規範への支持は

良く見て取れた。同大統領は、同事業視察において行った、ほぼすべての訪問において、

伝統的な手法によって接受され(写真12および13)コミュニケーションについても同様の形

式でとっていたことが特記できる。また、ディリ県タシ・トル地区において実施されたタ

ラ・バンドゥ(Tara Bandu)手続き実施の際も(写真 11)、シャナナ大統領はそのスピーチの

中で国造りの過程におけるコミュニティの主体的な役割と伝統的規範の重要性について触

                                                   
121 首席大臣へのインタビューを筆者がそのまま文字起こしした記録英語原文：“…It 

catalyzed the sense of nationhood; the oneness of Timorese; as one nation as opposed 

to different regions or ethnic groups; so the common identity evolved during the 24 

years of struggle. And that inheritably valued our traditions and cultures. Because 

it became the sense of identity that trigger the power to resist the Indonesian 

occupation. Not the Marxist ideologies or communist/socialist ideologies like in 

Angora or Mozambique that they had this ideological angle to justify the anti-colonial 

anti-imperial struggle. So this is very important reference because … the nation 

is about culture, history, tradition and the way we see ourselves. This is ongoing, 

and this is where the customary law comes in” 
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れている。国外の主体も含めた不特定多数を対象としたメディアに向けた上述のメッセー

ジと、コミュニティを対象としたメッセージとは、ニュアンスに大きな相違があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、歴代の大統領が、同国における伝統的規範が封建的社会を反映してきたこと

や、手続きが民主的では無いなど負の側面に触れつつも、法の支配の確立を進めてゆく中

で、伝統的規範を中心とした伝統的ガバナンス機構を活用しうる事を示し、憲法や実定法

に、伝統的規範を定義してゆくという考えを明示した。 

 

４-９ 東ティモールとインドネシアの伝統的規範の比較 

東ティモールの伝統的規範と、隣国インドネシアの伝統的規範の発展との比較におい

て、いくつかの共通点と相違点が見受けられた。共通点としては、伝統や慣習を民族固有

の特徴として国が保護をする大義がある状況である。インドネシアにおいては、オランダ

からの独立時において、元来、個別の小王国であった島嶼で成り立つインドネシアを国と

して一つにまとめる必要があった。そのため、言語(バハサ・インドネシア)だけでなく、

写真 12 リキサ県においてオイスカ実

施の事業を視察時に伝統的な織物(タイ

ス)謹呈により接受されたシャナナ元大

統領 (筆者撮影 2004年) 

写真 13 マナトゥトゥ県ソイバダ準県

で伝統的な形式で接受されるシャナナ元

大統領(筆者撮影 2003年) 

写真 11 ディリ県タシ・トル地区において

実施されたタラ・バンドゥ慣習法実施の儀

式に参加したシャナナ元大統領(筆者撮影 

2004年) 
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アダット(Adat)と呼ばれる慣習・慣習法が保護され伸長された。インドネシアの「アダッ

ト」は国家レベルの伝統・慣習であり、各島に存在する多くの「下位の伝統・慣習122」の集

合体であると位置づけられた。スハルト政権下において「インドネシア民族」の統合強化

の目的で、アダットを民族固有の特徴として復興を進めたため、慣習法の「法」の側面が

最小化され、伝統・慣習・文化としての側面が色濃くなった(高野：2015)123。しかし、島嶼

国インドネシアを構成する各島に存在する様々な民族は、国家によってインドネシアの国

民という枠で統合されるのではなく、同国を構成する各島のコミュニティが自発的にイン

ドネシアとしての伝統や慣習の共通点を認識して、統合してゆくというプロセスが必要で

あった。その為、「アダット」の復興と「下位の伝統・慣習」との統合は、政治的・文化的

な配慮をもって実施されたが、課題も多かったことが見て取れる。 

1975 年から 1999 年までの間、強制的な併合によって東ティモールのコミュニティは、

国家によってインドネシアの国民という枠で統合された。しかし、インドネシアのその他

の島のコミュニティとの間に、伝統や慣習の共通点を見出すことができなかった。インド

ネシアとは、別の文化的特性をもった東ティモールにおいても、インドネシアからの独立

(の地位の確認)以降、東ティモール人として民族の固有性を土台とする政策が本流にあり、

政治のリーダー達もそれらを強調し続けている124。「2006 年 4 月の危機」と 2008 年の大統

領、首相襲撃事件以降、同国東部と西部地区分断の危機を回避する一つの手法として、東

ティモールとして国内で共有される固有の文化を強調してきた125。つまり、東ティモールを

構成する各コミュニティが自発的に伝統や慣習の共有点を見出すような環境を作ることに

焦点を移した。それらの理由も政府から伝統的規範を実施する村落に対する支援を本格化

させることを後押ししたと考えられる。本論文の主な着眼点ではないが、他国の事例との

比較も「独立の大義」と伝統的ガバナンスとの関連を考える上で参照点になる。 

インドネシアのバリ島は、東ティモールから航空機で約 1時間 40分ほどの距離にあり、

自然環境も似ている部分が多い。さらに、バリの慣習法は現在も活発に実施されており、

東ティモールの慣習法実施状態の比較対象として取り上げることができる。これは、バリ

社会がコミュニティを基調としていることだけでなく、ヒンズー教(インドネシアで主流と

されているイスラム教に対して)を基調とした個別の文化を持っているため、その特性を尊

                                                   
122 多くの場合、各島に一つ、もしくはそれ以上存在していた固有のアダットを指す 
123 スハルト大統領(当時)政権下のポリシーでは、保護の対象が当初主に慣習法であったが、

時間の流れとともに対象が広域になり(政治的な判断でもあったようだが)、それが慣習法

に限らず広く慣習を対象とするようになった。高野さやか(2015)「ポスト・スハルト期イ

ンドネシアの法と社会」など。 
124 本論文第 3章参照 
125 前掲した大統領の記者発表(2006 年 4 月)で西部地区「ロロモノ(日が落ちる地域の者)」

と東部地区「ロロサエ(日が昇る地域の者)」という表現を使ったが、その翌日に、「東ティ

モールにいわゆる東部地区も西部地区も存在していない」という声明を出した。これは、

東ティモールとして固有の文化背景を共有しているということを強調する目的であったこ

とが伺える。 
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重することが政治的にも必要であった。バリのヒンズー教徒のような個別の小グループを

内包する「インドネシア民族」としての大民族性を形成してゆくという構想からも重要で

あったことが理由であろう。 

東ティモールとインドネシア・バリの慣習法の相違点としては、大きく二つあげるこ

とができるが、一つ目は政府と伝統的規範の具体的なかかわりの点があげられる。バリの

慣習法であるアウィッグ・アウィッグ(Awig-awig)は、「バンジャール」と呼ばれる集落や

「デサ」と呼ばれる村落、そして農業従事者による灌漑施設管理共同体のような「スバッ

ク」など、各行政単位や共同体において設置されている。原則アウィッグ・アウィッグは、

かかる集合体の構成員の行動を規定するもので、共同体の性質やその趣旨によって内容に

特徴がある。それらの慣習法が公式に認知されるためには、原則、地方行政である州政府

による審査の目的でアウィッグ・アウィッグを(バリ語で書かれている場合は、インドネシ

ア語126に訳して)提出する必要がある。州政府の審査を経て、正式な認知の後、アウィッグ・

アウィッグは規範として有効化される127。州政府は、実定法との関連からアウィッグ・アウ

ィッグを精査した上で認知してゆく。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4: バリのアウィッグ・アウィッグと実定法の関係 

 

バリのアウィッグ・アウィッグとは反対に、紛争後の東ティモールにおいては、実定

法の整備が現在も「進行形」である上、すでに施行されている法との関連も精査が進んで

いない。伝統的規範や司法を定義し、実定法におけるそれら伝統的ガバナンス機構の位置

づけを明示的にする「伝統的司法に関する法案」や、伝統的手法を使った自然資源の管理

などにみられる個別の法律など、実定法との関連付けに向けた取り組みが現在(2018年 2月

時点)128取られている。取り組みは積極的な評価ができる一方で、実現までまだかなり時間

が必要と思われる。そのため、実定法との関連が希薄であり、政府からの認知も非常に限

られている。伝統的司法や伝統的規範と実定法との関連を具体的に定義していないことが

多いため、政府の公式な見解は、規範強制の責任を唯一国が持っているという位置づけに

                                                   
126 これは一部のアウィッグ・アウィッグがバリ語で書かれているため 
127 しかし、政府の認知によって「二重罰の禁止」などの原則が、確立されているわけでは

なく、主に国権にかかわる問題などがある場合などに指導されるようである。 
128 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル氏への聞き取り調査(2018 年 2月名古

屋にて) 
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戻ってしまっている。広義の法整備の観点から法務省が政府としての立ち位置を確定する

準備を進めているが、現状所轄の行政庁もないため、実定法と伝統的規範と関連付けの取

り組みも、さらには関係する省庁間の調整も進まない。 

二点目の相違点としては、国際社会の介入である。紛争後の東ティモールでは、国際

社会からの援助が継続していた。伝統的規範の復興についても、国際社会の支援を得た事

業の中で行われているものがあった。内生性の法発展を促す手法をとった事業については、

持続可能な伝統的規範発展を果たすことができていることが分かった。反対に東ティモー

ルに対する法整備のための支援など、オーストラリアなどの周辺国に加え、ポルトガルな

どのヨーロッパ諸国からなる国際社会の「西洋型」支援を受けた多くの事業は、多くの場

合、外部からの影響が主な理由となって社会に変化をもたらした。その理由もあり、一定

の社会変化に対して十分に住民の理解を得られない場合があった。法整備支援による法発

展についても、持続性を持っておらず実効性も限られる場合が多い。それに対して、イン

ドネシアにおける伝統的規範発展は、国際社会がかかわるものが少なく129、原則、コミュニ

ティが主体的に実施するものであるため非常に内生的である。伝統的な手法のため、住民

の理解も十分であり(一部においては実定法よりも深く理解をしている場合があるようで

あり)、その持続性も一定の実効性もある。 

 

４-１０ 東ティモールの村落構成 

東ティモールにおける一族は、多くの場合においてリア・ナイン(Lia Nain)を族長と

する父系拡大親族から構成される130。その一族は、その先祖の霊が宿るとされる「聖なる家」

であるウマ・ルリック(Uma Lulik)を一つ持つ。一般的に、子供は結婚すると独立して家を

持ち、自身の家族と生活する。家系の上では、女性は婚出して夫の家の構成員になる131。婚

出した女性は実家の構成員ではなくなるが、婚出をもって実家のウマ・ルリックとのつな

がりを失うことはない。 原則、嫡出子は父方のウマ・ルリックに属する(場合によっては、

母方の場合もある132)。実家で冠婚葬祭などウマ・ルリックにかかる儀礼がある場合、妻は

実家のために金品の提供などをつうじて貢献する必要があるため、夫にはそれを支える義

務が発生する。逆に婚家のウマ・ルリックにかかる儀礼がある場合、妻は実家に必要な財

産の拠出を求める。婚姻によって接合した二つの一族が、かかる夫妻を媒体にして関わり

合い、相互扶助の関係を築き保ってゆくという社会的通念を、フェト・サン・ウマ・マネ

                                                   
129 タバナン県ジャティルイ村の事例にみられるように、UNESCOが文化遺産認定などをも

って間接的にトリ、ヒタ、カラナなどの伝統的価値観に基づいた慣習の復興に寄与した例

はある。 
130 環境庁アドバイザーのデメトリオ氏や元社会連帯庁復員兵士部元副部長(名称は 2004年

当時)であるベロニカ氏へのインタビューによると、近年女性のリア・ナインも指名されて

いるということであった(2016年 12月)。 
131 夫が婚出して、女性の家の構成員になることもある(前述のデメトリオ氏へのインタビュ

ー) 
132 詳細は第 5章 3－9を参照 
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(Feto San Uma Mane)といい、後述する 3つの代表的な東ティモールの伝統的ガバナンス機

構の一つとされている。 

ただし、東ティモールにおいては、一部の地域において母系社会もあり、その場合は

男女の立場が異なる。母系社会として代表的な地域は、ビケケ県(Viqueque), マナトゥト

ゥ県(Manatutu), アイナロ県(Ainaro)であり、その他の地域は父系社会であるが、その特

徴の強い地域としてロスパロス県(Lospalos), バウカウ県(Baucau), アイレウ県(Aileu)

が挙げられる133。母系社会においては女性のリア・ナインも選出されているとのことである。 

リア・ナインは直訳すると「言葉の者」という意味だが、意訳をすると司祭である。

その機能は、一族の長としての役割である。族長であるリア・ナインの選出は、一族によ

って世襲制を取る形態もあれば、協議合意制による選出形態もあり、選出方法はまちまち

である。必ずしも、年齢のいった経験者ということではなく、一族の歴史的背景や、かか

る物語に通じている者であれば、比較的年齢が若い者でも、リア・ナインを務めることが

できる。リア・ナインは長老衆などに支えられる。長老衆は、多くの場合、一族が居住す

る地域やその構成員の歴史的背景について精通しているため、相続や不動産の所有権、昔

起こった特定の事案や事件について、必要に応じて説明をする。リア・ナインは族長とし

て様々な役割を担うが、一族のウマ・ルリックの保全を主管し、それに関連して伝統的規

範の実施主体でもある。伝統的規範の実施にかかる責務は広域にわたり、その代表的な例

としては、本論文が取り上げているナヘ・ビティ手続きの判事(または調停者)としての役

割がある。 

東ティモールでは、祖霊の加護の元に生活しているという祖霊信仰の習慣がある。前

述のウマ・ルリックは、かかる一族の祖霊が宿っているとされているため、最も神聖とさ

れている。村落の規範を定める伝統的規範は、それらの信仰と密接に結びつくことにより

正当性を持ち、その重要性が村の構成員によって確認される。例えば、村落規範であるタ

ラ・バンドゥを守らない者については、「毒蛇にかまれて死ぬ」など、祖霊から超自然的に

もたらされる罰を受けると信じる者が少なくない。つまり、伝統的規範の強制力はこの祖

霊信仰の背景によって有効化されているといえる。さらに、伝統的規範を元にされる判断

や実施される規範は、その物理的な実施者であるリア・ナインによるものではなく、祖霊

とリア・ナインと当事者の間で取り決められたもという認識である。そのため、村落の構

成員の意識の中における伝統的規範の地位は、実定法のそれより強く認識され、かつ尊重

されていることがほとんどである。そのような社会環境において、伝統的規範も祖霊信仰

を擁護・促進する宗教的機能を持っており、リサン(Lisan)134と呼ばれる伝統的ガバナンス

機構と祖霊信仰135が東ティモールの社会文化的特徴を形作っているということが伺える。口

                                                   
133 環境庁アドバイザーのデメトリオ氏へのインタビュー(2016年 12月 30日) 
134 リサン(Lisan)とはインドネシア語で同じスペル及び発音で「口承」を意味する言葉があ

るが、テトゥン語では、これが慣習法という意味を持っている。 
135 統計上は、東ティモール人口の約 98％がカトリック教徒となっているが、多くの場合(特
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語の表現において慣習を「ティモールの文化 (Kultura Timor)」とすることが多いという

こともこのことを裏付けている。一部の都市型生活をしている者や若者の中には、この祖

霊信仰の意識が低下した者もおり、その結果、伝統的規範に対する意識も薄れていること

が本論文の聞き取り調査から分かった(第 5 章参照)。他方、地方で生活をする多くの若者

の間では、インターネット等を通じた情報へのアクセスが著しく向上した今日においても、

祖霊信仰を行っていることも分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

に地方において)、祖霊信仰とキリスト教信仰が共存している。 
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第５章 東ティモールの伝統的司法と伝統的規範136 

５-１ 東ティモールの伝統的規範概要 

口承文化ということもあり所説はあるが、これまでの聞き取り調査から東ティモール

の代表的な伝統的ガバナンス機構であるリサン(Lisan)は大きく分けて 3つあることが分か

った137。一点目は、村落内における裁定や調停などを担い、伝統的司法とも呼ばれるナヘ・

ビティ(Nahe Biti)、二点目は、村落における規範であるタラ・バンドゥ(Tara Bandu)、三

点目は、親族の相互扶助の関係を規定するフェト・サン・ウマ・マネ(Feto San Uma Mane)

である。本論文は、このうちナヘ・ビティについて中心的に考察するが、その関連性から

タラ・バンドゥについても予備的考察を行う。 

伝統的ガバナンス(Lisan)の実施主体は上記三つの主な伝統的規範のうち、どれを実施

するかによって変わる(地域によっても多少の差異がある)。タラ・バンドゥが主に村長

(Cefe de Sucu)によって主導されるのに対して、ナヘ・ビティはかかる事件の規模や当事

者などに応じて実施主体が変わりうる。前述した「伝統的司法に関する法案」は(2017年 2

月時点)、ナヘ・ビティは村長が実施主体とされている。しかし、実際の運用上はリア・ナ

イン(Lia Nain)が主な実施主体である138。ナヘ・ビティが扱う主に 5つの類型の事案のうち、

土地所有権紛争については、村落をまたがることや、かかる土地が広域に渡りうることな

どの理由から、村長や準県(Sub-district)の首長などが主導することもある139。実際にナ

                                                   
136 第五章は宮澤哲・宮澤尚里の「東ティモールの和解・調停プロセスにおける慣習法の適

用」調査研究報告(法務省法務総合研究所国際協力部)の内容を本論文の主旨に合わせて一

部改訂したものである。 
137 これらの代表的な慣習法の他に、東ティモールの特定の地域で実施される慣習がある。

その例としてブナック(Bunak)という従妹婚があげられる。法務省国家法律諮問立法局長ネ

リーニョ・ビタル氏によると、これらは、エルメラ、アイナロ、ロスパロス、及びビケケ

県の東部(ワットカラバウ[Watucarbau]準県、及びワットゥラリ[Watulari]準県)で現在も

実施されている慣習である。ブナックは、一族の財や、血統、家族間関係を一定の範囲で

保持するための手段として捉えられており、ブナック規定を尊重しない婚姻関係(例えば恋

愛婚など)は、親族やコミュニティに認められないとされており、ある意味で一定の強制力

を持っているといえる。ブナックはトゥア・ナンガ(Tua Nanga)という慣習的な許嫁制度と

深い関連があるとみられる。トゥア・ナンガは婚姻によって家(ウマ・ルリック)を出た女

系の子供が、自身の出産する男子の嫡出子に対して、家(ウマ・ルリック)にのこる男系の

子供がもうける女子の嫡出子が許嫁となる慣習であり、これは本人が幼少のころに本人の

意思とは別に親族が決定をする。すなわち、トゥア・ナンガはブナック実施のための手段

であると考えられる。生物学的見地から懸念があるため、近親婚を刑法違反とする法務省

案に対して、リウ・ライ会議(the Council of Liu Rai)が 2017年 5月初旬に、法務省案は

ブナックの実施を阻むとして、正式に反対声明を出した。(注: 図 7に記載したコバリマ県

のブナック語及びブナック語を使用する下位語群とは同語別意) 
138 法務省のビタル局長へのインタビュー(2017年 2月)。リア・ナインのナヘ・ビティにお

ける主導的役割についても法務省は承知しており、法案を改定し村長の役割を実施主体か

ら、監督的役割を含む表記にすることを検討している。 
139 付表 4のディリ県クリスト・レイ準県ビダウ・サンタナ地区所在の 7つの村において横

断的に制定するタラ・バンドゥ慣習法案など参照 
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ヘ・ビティの運用を補佐しているアイレウ県の村落役員は、リア・ナインのナヘ・ビティ

における主導的役割を強調しており、そこに村長が形式的に参加をしてナヘ・ビティによ

る判断を「認知」している運用になっていると説明した。しかし、説明からは、村長によ

って具体的な役割が担われていることは見受けられなかった。フェト・サン・ウマ・マネ

については、主導的な役割を、リア・ナインもしくは父親、叔父など成人男性の親族が担

っている。 

東ティモールの伝統的規範は全 13県において、その形態に類似性が認められることは

本章第 3節 19項に詳細を述べるが さらに、実定法との対比の上でも、刑事事件と民事事

件を明確に区別しない点や、不動産と動産の所有権に関する独特の概念があることなど140、

共通する特徴があると言える。また、人と人、コミュニティと人の間の関係維持を主眼に

とらえているため、伝統的司法が修復的正義としての機能も強く持っていることも特徴と

して取り上げられる。また、そのことが理由で、私法と公法が混成しているような形態に

なっていることも特徴として挙げられる。 

  

 

 

図 5: 東ティモールの代表的な伝統的ガバナンス 

 

５-２ タラ・バンドゥ(Tara Bandu)伝統的規範について 

まず、3つの伝統的ガバナンス機構の内、コミュニティにおいて最も汎用されていると

いえるタラ・バンドゥについて概説する。タラ・バンドゥとは、東ティモールの特に村落

部において実施されている伝統的規範の代表例であり、対象地区(原則、村落単位であるが、

タラ・バンドゥの中には、村落境を超える物で、準県や県を対象にした大規模な物、また

は湖や山、森などの自然物を効力の対象とすることや、場合によっては区画など村より小

                                                   
140 土地の所有権に対し、そこに生えているヤシの所有権、ヤシの実に対する所有権、空間

の所有権など、一つの土地に対して重層的に所有権が発生しうることや、不動産である土

地への権利と、動産であるヤシの実やヤシの木への権利とが、並列していることなどが特

徴として取り上げることができる。比較の対象として、例えば日本の民法で定義されてい

る動産、不動産の概念と比較すると、大きく異なる。 

 

 

 

                    
東ティモールの伝統的

ガバナンス機構 

伝統的司法 ナヘ・ビティ 

伝統的規範 タラ・バンドゥ 

親族間の相互扶助 フェト・

サン・ウマ・マネ 

 土地所有権紛争 

 損害を伴う事件 

 結婚と離婚 

 相続 

 その他の係争 
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さい単位での実施もある)に属する人々の行動規範を定める。タラ・バンドゥ手続きはナ

ヘ・ビティ(Nahe Biti)調停と同様、その詳細において各県ごとに内容が多少異なるが、筆

者の調査では、国内全 13県の間で、それほど大きな違いは見られなかった。特性として挙

げられるのが、公開実施される儀式との関連である。タラ・バンドゥによる取り決め・関

連事項は、公開儀式にて発表するが、儀式は主にウマ・ルリック(Uma Lulik)で実施するな

ど、そこに宿る一族の先祖(の魂)の霊前で実施をすることにより、規則の強制力を強めた

り、遵守に向けたインセンティブとして働くなど、規定の拘束力をより一層強めたりする。

タラ・バンドゥによる行動規範を定める際、タラ(Tara、直訳すると「ものを掛ける」の意)、

バンドゥ(Bandu、直訳すると「禁ずる」の意)とは、「物を掛けて特定の行為を禁ずること

を告示する」ことによって対象となる村人の行動規範を定める手続きである(写真 19参照)。 

タラ・バンドゥ手続きの特徴的な点として挙げられるのは、実施主体とその対象の相

互関係の多様性である。本論文が採用した加藤の慣習法の定義がそうであるように、一般

的な伝統的規範は個人とその個人

が属するコミュニティ(ティモー

ルの場合は村落)の関係を司ると

捉えられる。しかし、特記すべき

は、東ティモール人がタラ・バン

ドゥについて説明する際に、「人と

人、人と動物、人と自然環境の関

係」141を司る機能と説明する。東

ティモール人の文化、生活や環境、

主産業としての農耕をはじめとす

る様々な社会活動が、自然環境と

密接に関係していることが理由で

あると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
141 東ティモール社会では、広く一般に知られている。文献で、この事を取り上げているの

は、たとえばデメトリオの “Local Knowledge of Timor Leste”など。 

写真 14 アイレウ県ファダブロコ村でみられたタラ・バンドゥ(Tara 

Bandu) モニュメントの一例。  カブレハンもしくはカブレハ

(Kablehan/Kabuleha)と呼ばれる、規範遵守をモニターするグループの

チェックポイント(定点観測)を示す (筆者撮影 2013年 7月) 
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写真 15 アイレウ県で見られたウマ・ルリック(Uma Lulik)の一

例。ウマ・ルリックの前にタラ・バンドゥ(Tara Bandu)のモミュ

メント(十字架のような形をした建立物)が見られる。形態から判

断する限り、比較的近年に作られた物(2013 年 7月筆者撮影) 

写真 16 ラウテン県で見られたウマ・ルリック(Uma 

Lulik)の一例。東ティモールの様々なモチーフに使

われる古典的な形状のウマ・ルリック(2002 年 7月筆

者撮影) 

 

 

 

 

 

同伝統的規範は、農耕物に限らず対象地区のすべての自然資源に関し収穫の時期や、

収穫量等などを取り決めるが、さらに特記すべきは、必ずしもすべての自然資源を人の所

有財産との見方をせず、自然や動物をひとつの対象と捉え、人間と自然との相関関係を意

識して伝統的規範を制定しているということである。これは、同国に浸透した哲学的思考、

つまり人間を自然の一部と捉えることを強く反映しているものであると考えられる。日本

や欧米諸国において所有権は、自然資源が人間の所有物であるという暗黙の前提で、人の

財産に係る利害関係を司るという視点を持って行動を規制する。それに対して、人間と自

然を対等に捉えて相関関係を規制するタラ・バンドゥは、この点で特徴的であると言える。 

ポルトガルの法体系に学んだ東ティモールにおける近代的な実定法と同国の伝統的規

範を比較すると、ポルトガルと東ティモールは国の成立経過が大きく異なり、法の形成過

程も大きく異なる。近年における伝統的規範の変化についてはくわしく後述するが、タラ・

バンドゥは自然環境の変遷と村民の関心を反映して変化してきた。元来の伝統的規範が定

めてきた内容とその範囲は、東ティモールの人々のニーズを満たすべき、農水産にかかる

事項など村落内の自然資源管理に関するものが中心であった。これは、人々が限られた資

源と厳しい自然環境の中でこれまで自給自足に近い生活をしてきたことが主な理由だと考

えられる。東ティモールにあるほとんどの地域の規範が同じ様な傾向にあることから、多

少の降雨量の違いこそあれ、同国全域が限られた自然資源の管理の問題に直面していたこ
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とがうかがえる(Carvalho:2011)。 

タラ・バンドゥは村落レベルの強行規範として見ることができる。ポルトガル統治の

時代から、伝統的にリウ・ライ(Liu Rai)による「正当化された暴力」や族長であるリア・

ナイン(Lia Nain)の有形的な強制力(Tilman:2012)、そして後述するナヘ・ビティ(Nahe 

Biti)伝統的司法の制度における祖霊や長老(会)からの暗示的な強制力が効果的であった

ため、同一コミュニティにおける人間関係は、小王国もしくは村が実効的に統治していた

ことがうかがえる。伝統的なタラ・バンドゥは、「暴行」や「家屋放火」など物理的な暴力

や個人間の衝突についてある程度、規定しているものの内容の大部分が自然資源の管理に

フォーカスをしてきた。他方、コミュニティの総体としての関心事項である「自活」には、

自然資源の有効活用が必須であった。乱伐、乱獲などを防ぎ、自然資源を管理することの

重要性142と同時に、当時の東ティモールの社会では自然資源が人々の財産であったので、そ

の適正な管理が必然的に人々の優先的関

心であったことが分かる。 

2000 年に始まった国連による暫定統

治を通じて、発展した技術が同国にももた

らされはじめ、同国内の他地域や諸外国と

の情報交換やコミュニケーションがより

活発にできるようになると、人々の生活様

式や考え方の多様化が村落地域において

も進んだ。その結果、村落部でも社会の変

化に伴い、異なる人々の関心や利害関係を

規律するする必要が発生し、それまで「人

と自然の関わりを規律」143することに重点

を置いていたタラ・バンドゥは、近年、「人

と人とのかかわりを規律」する機能を強化

することを求められてきた。さらに、いわ

ゆる刑法が司る物理的な暴力や放火、その

他、個人間の衝突等の事件についてタラ・

バンドゥに規定される傾向がみられるよ

うになったのは、主に、「2006 年 4 月の危

                                                   
142 タラ・バンドゥの実施状況し、自然資源管理の最前線で活動したのが「カブレハ(カブレ

ハン)」である。これはテトゥン語圏における名称であるが、同様の機能を持った機構が存

在する地域はほかにもある。写真 14も参照。 
143 「人と自然環境(人と森林、人と動物)の関係を規律する」という捉え方は、東ティモー

ル社会では一般的であるが、2013年 8月のデメトリオ氏のインタビューの中でも聞き取っ

た。。 

写真 17 ラウテン県で見られたウマ・ルリック(Uma Lulik)の

一例。右隣の一般的な家屋と比べると、屋根の一番高いところ

にある飾りが特徴的である。ラウテン県出身のジョアオ・ボス

コ(Joao Bosco)氏によれば、この屋根飾りでウマ・ルリックを

識別することができ、また、それらは通常ラウテン地域に根付

く精霊をイメージしていることが多いという。敬虔なカトリッ

クが多く、キリスト教と地霊信仰が共存しているという(2002

年 7月筆者撮影) 
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写真 18 アイレウ県で見られた特徴的な

タラ・バンドゥモニュメントの一例。フォー

クのような形をしている。(2013 年 7 月筆者

撮影) 

 

機」以降のことであり144、近年の傾向であると考えられる。そういう意味で、同国の伝統的

規範は国の変化を反映した新たな展開をしているということが言える。 

 

５-２-１  タラ・バンドゥの実施のその影響 

タラ・バンドゥ(Tara Bandu)の手続きは、東ティモール全 13県で概ね同様の扱いにな

っている。タラ・バンドゥによる行動規範を定める際、まずは、リア・ナイン(Lia Nain)

または村長(Chefe de Sucu)など、所轄の首長による霊祭が執り行われる。ウマ・ルリック

(Uma Lulik、聖なる家)において、リア・ナイン等から問題とされる特定の行為について説

明があり、その後、行動規範について説明がある。取り上げられる問題点は、多岐にわた

るが、農林水産にかかる問題の場合は、通常、発情期・産卵期などに狩猟や漁などを行う

ことによる生態系への影響や、成長前の植物伐採などに関連していることが多い。暴力、

窃盗、放火の禁止など、刑事事件として扱われるような一般的な行動規範については、特

定の事件が起きてしまった際に、その後類似の行為を禁ずるというような形で、規定が定

められることもある。 

行動規範を規定するモニュメントをウマ・ルリックの付近や(写真 15参照)、かかる規

制が関連する場所等に(写真 18など参照)立てて、規制される行為に関連した物品などがそ

のモニュメントに掛けられる。中心となるモニュメ

ントは多くの場合、十字架の様な形をした木である

ことが多いが、フォークの様な形態の物も散見され

た。後述するが、核のモニュメントに付帯される物

として衛星版モニュメント(村落の実施モニター担

当が見回るチェックポイントの印)である場合は、

日本で言うところの洗濯物干しの小さな物の様な

形をしている場合もある(写真 14参照)。たとえば、

特定の期間(漁にかかわる場合などは、通常、魚の

産卵期などに関連していることが多いため、規制の

期間が限られていることが多い)、ある湖における

漁を禁ずる場合は、当該湖のほとりに一か所、もし

くは、湖が大きい場合などは複数個所にモニュメン

トを立て、そのモニュメントに魚の骨などを掛けて、

漁を禁ずることを告示する(写真 18 の 6 参照)。場

合によっては、動物の骨を掛けたモニュメントを森

の入り口に立てて、当該の森における狩猟を一定期

間禁ずることなどもある。暴力や窃盗を禁ずるなど、

一般的な村人の行動規範を定めるものについては、ウマ・ルリック付近に恒久的なモニュ

                                                   
144 2016年 12月の法務省ビタル局長へのインタビュー 
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メントを立てて、規定を告示することもある。当該の行動規制を村落内の規定として有効

化するために、リア・ナイン(Lia Nain)によるお祈りがあり、先祖の霊が、ウマ・ルリッ

クに呼び戻され、それらの霊の加護のもと、霊祭が行われる。最後に、牛や、ヤギなどの

生贄が捧げさる。霊祭にかかる時間は半日程度であるが、生贄として捧げられた動物は、

霊祭の後に通常行われる晩餐会で村人たちに食される。霊祭の目的で村人が寄贈するトゥ

ア(Tua、ココナッツで作られた地元の醸造酒。どぶろくのようなもの)も、晩餐の席で村人

が飲用する。霊祭の後の晩餐会は夜まで続くことが多いため、一日がかりのイベントとな

ることが多い。 

以下、タラ・バンドゥの目的で設置されたモニュメントの例をいくつか写真で紹介す

る。 
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写真 19 タラ・バンドゥ(Tara Bandu) モニュメントの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)アイレウ県で見られたタラ・バン

ドゥモニュメントの一例。近代的な

様式の物。恒久的に使用する目的で

あることが、表面加工や、彫り物を

施していることなどからわかる

(2013年 7月筆者撮影) 

(2)アイレウ県で見られたタラ・バン

ドゥモニュメントの一例。近代的様

式の物。恒久的に使用する目的であ

ることが、塗料を使用していること

や、彫り物を施していることなどか

らわかる(2013年 7月筆者撮影) 

(3)アイレウ県で見られたタラ・バン

ドゥモニュメントの一例。代表的な

形体の物。古典的なものはこのよう

に十字架の様になっているものが多

い。(2013年 7月筆者撮影) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4) ディリ県タシ・トル地区で実施

されたタラ・バンドゥで使われたモ

ミュメント。本体は十字架の様にな

っている(2004年 3月 筆者撮影) 

(5) タラ・バンドゥ霊祭の際に生け

贄から採取する血液。儀式の最後に

ヤシ酒のトゥア(Tua)などと合わせ

てリア・ナインや村長が摂取するこ

とが多い。(2004年 3月筆者撮影) 

(6) アイレウ県の湖畔で使われてい

たタラ・バンドゥモニュメント農林

水産両用の目的で使用されていた。

(2013年 8月筆者撮影) 
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５-２-２ 若い世代とタラ・バンドゥ手続き 

タラ・バンドゥ(Tara Bandu)は、元来限られた資源を村落もしくは地域内で活用し、

そこに生活する者が生存してゆくための手段として用いられた。故に、その効力の対象と

する村民や地域の住民は、その規範に従う義務と同時にその保護や恩恵にあずかる権利が

発生した。リウ・ライ(Liu Rai)の封建的な強い政治力が働くものの、食料や機会が限られ

ていたために、農水産物は共存の目的で分配された。つまり、伝統的規範は村落や地域が

生き残るために、植生を含むその環境や他村・地域との関係等に深くかかわりながら、そ

の効力の対象となる村民や地域の住民が限定的であれ広く参加をする形で形成されてきた。

まさに、エールリッヒの説いた「法発展の動因は社会にある」ということを具現化した事

象であろう。しかし、2002 年の独立以降に進んだ都市型住民の増加によって、この構造が

時を経て崩れつつあるという状況が 2013年夏の聞き取り調査で確認された。 

この構造の変化を示すコメントを、2013 年 8 月の聞き取り調査の際に聞くことが出来

た。面会したディリに定住しているバウカウ県出身の 30代の高等教育を受けた女性のコメ

ントである： 

 

「(ディリの)私の住んでいる村では、マンゴーの収穫にかかるタラ・バンドゥがある。

これによって、マンゴーが熟れていないので体に悪いという理由で、私の地域では収

穫ができない時期が長い。私の家の庭に生えているマンゴーの熟れ具合について、私

は熟れていると思うのに、その果実の収穫を村長がコントロールするということが私

にはよくわからない。だから常居している(ディリ市内の)村においてタラ・バンドゥ

は実施されているようだが、わたしにとってはこの伝統的規範の存在は複雑だ145」 

 

特に他県からの移住者が増えた都市部では、地域で権威とされてきたウマ・ルリック

(Uma Lulik)に属する者が少数派に転じる傾向があり、その結果、ウマ・ルリックの権威も

薄れ、必然的に各種の伝統的規範、特にタラ・バンドゥの実施が行われなくなってきた146。

また、行われたとしても、そこに居住する者の行動を拘束する強制力が薄れたということ

が言える。逆に、転出者があっても転入者が少ない地方は、タラ・バンドゥの実施にはむ

しろ活発に行われ、その強制力も維持できていることが聞き取り調査からわかった。 

合わせて、都市部における行政区分の広さや、生活様式や人々の趣向などの多様化が、

これまでの村落が持っていた比較的シンプルな伝統的ガバナンス機構が持っている機能の

限度を越えてしまったということも理由となっている。また、ある伝統的規範が地域に属

するコミュニティに対する強制力をもっていたとしても、外部の者がその法を遵守しない、

特に社会が不安定化したような状況においてそのような法から外れる行為をすることがあ

                                                   
145 マリアナ県出身の F.S.氏に対するインタビュー(2013年 7月) 
146 ボボナロ県 J.S.氏、ビケケ県 R.S.氏、マリアナ県出身の F.S.氏に対するインタビュー

など(3件ともに 2013年 7月) 
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ることも聞き取り調査からわかった(後述する 6章 2節 3項のディリ市タシ・トル村でのタ

ラ・バンドゥ実施の例に見られる)。 

 

５-３ ナヘ・ビティ(Nahe Biti)伝統的司法の手続きについて 

５-３-１ ナヘ・ビティの概要 

本論文では、2001 年から継続的収集した関連の情報と、2016 年 12 月の調査で訪問し

た、主にアイレウ県パスティ村の事例及びディリ県ディリ市における聞き取り調査によっ

て得られた情報を基に、ナヘ・ビティの手続きについて説明する。これまでの調査から、

ナヘ・ビティの手続きの流れは、東ティモール全 13 県においてそれほど大きな違いはない

ものの、地域によって細部が異なることが分かっている147。下記におけるナヘ・ビティの説

明は、パスティ村における実施の形態を基にしている。 

一般的にナヘ・ビティは大きく分けて 5 つの事項を取り扱う。土地所有権に関する紛

争、損害を伴う事件(放火、窃盗、暴力や家庭内暴力など)、結婚と離婚、相続、そしてそ

の他村落内、もしくは村落の利害に関係する係争である148。 

ナヘ・ビティとは、テトゥン語であるが、直訳すると「絨毯(ビティ)を広げる(ナヘ)」

という意味がある。文字通り、大きな絨毯を広げて手続きを行うところにこの名称は由来

する。ウマ・ルリック(Uma Lulik、聖なる家)への帰属関係からなる拡大父系親族149の関係

にあるもの、または、村や部落などの集合体において、2者以上の主体が関係する案件や事

件が発生した場合に、その関係者間の利害関係の調停や、その関係修復をする目的で、事

実の確認を行い、その上で裁定を行う手続きである。手続きは、通常、当事者または被害

者(加害者の場合もあるようである)が、リア・ナイン(Lia Nain)または集合体の長老委員

会などに申し立てを行い、同委員会は聞き取りおよび審判を行う目的で、対象事件の関係

者及びその家長(もしくは家長の役割を担う親類)のすべてを招聘する。その際、村人など

集合体の構成員の全参加もしくはその各家長の参加が求められることが多いが、この点に

ついては、事件の内容や地域ごとに多少差異があり、地域によっては、事件の関係者のみ

招聘することもある。招聘に応じない者はこれまでほとんどいないと言われるが、従わな

い場合は、先祖の霊による呪いがかかるといわれており、所属の集合体から孤立され、コ

ミュニティから除外されるとされている。つまりここでも、コミュニティが前述の「聖な

る家(ウマ・ルリック)」を中心に形成されていることに高い関連性がある。この「呪い」

や「村落社会から追放されることに対する恐れ」が強制力をもたらしているが、日本の感

覚でこれに近いものが「村八分」であろう。 

ナヘ・ビティ伝統的司法の手続きは、ウマ・ルリックで実施される。これは、同国の

                                                   
147 東ティモールには、小言語グループが存在するため、名称などは多少異なるが、流れや、

その後の被害者に対する「害の回復」の流れなどは、類似する点が多い。 
148 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル氏へのインタビュー(2016 年 12月 30

日、ディリ) 
149 第 4章 9節で概説した通り、一部、母系拡大親族を記帳とする地域がある。 
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国民の多くが、地霊・精霊と並んで、とくに先祖の霊の加護を信じているため、同手続き

が先祖の霊の面前で実施されることを意味している。調停手続きが先祖による「加護」の

対象であるという解釈によって、その正当性を高めているからである。証言や証拠の確認、

事実認定、そして合意事項を、ウマ・ルリックに宿る祖霊、すなわち一族の先祖(の魂)の

眼前で実施をすることにより、証人が真実を語る動機として働き、調停等の合意の拘束力

をより一層強める。 

召喚された事件の関係者は、集合体の構成員とともにウマ・ルリックに一同会して長

老委員会の聞き取りを受けるが、暴行事件などは、物理的な暴力への発展を避けるため、

審尋は関係者を個別に分けて行うこともある。姦通罪などは、関係者が一度に聞き取りの

対象となることもある。聞き取りは、上述のとおり絨毯の上で行われることが一般的であ

り150、長老委員会を中心に対面に座るように関係者が列になって座り、その列の前にウマ・

ルリックに帰属する銀食器を上下逆さまに複数枚並べる(図 5)。地域や使用言語によって、

内容が異なるようだが、聞き取りと関係者の主張は、集合体の中で認知される隠語を使っ

て行われることが多い。 

ビケケ県で実施されているナヘ・ビティの例では、未婚の男女が関係を持った場合を

例として以下のような供述があるという。ある男性と意思に反して関係をもたされた女性

が属する家族の家長が、「お宅の牛が、柵を壊してわが方の裏庭に入ってきて草花を食べて

しまった」というように主張をし、それに対して男性が属する家族の家長が「どのような

草花か」151や「草花は裏庭のどのあたりに咲いていたのか」と質問を返すような流れになる。

関係者の主張、長老委員会からの質問、お互いの主張や問答を、座った絨毯(ビティ)に並

べた金や銀の食器を一枚ずつ上向きに返しながら続けてゆく。銀食器等の代わりに、リア・

ナインがつけている金や銀の胸当(皿の様な形をしている)を回すこともある(写真 17 およ

び 18)。事実の認定は、リア・ナインが関係者のみを呼んで、双方の主張を確認することが

多いということであったが、事件の内容によっては、長老会およびコミュニティ公開の審

尋を行い、公の席において主張をする機会を設ける場合もあるようだ。事実認定と加害者

と被害者の調停内容が長老会によって確定され(Juramentu)、当事者によって受け入れられ

る。調停が実を結んだ時点で、審尋の最後に事件関係者の双方がトゥアと呼ばれるココナ

ッツ等で作った酒を準備し、リア・ナインによって構成される長老会に提供する。最後に

                                                   
150 UNDPの R.S. 氏などに対するインタビュー(2013 年 8 月、ディリ)によると、近年では、

名称だけが残り、絨毯などを使用しないより軽易な形で進めることもあるといわれている

ようであるが、多くの場合は伝統的な流れを重んじているようである。 
151 前述のように、地域によってひとつの言葉にかかる意味がが異なるようだが、例えばア

イレウ県やビケケ県では、「どのような草花か」という質問は「どれくらい手塩をかけて育

てたのか」という意味合いをもっている。婚前交渉のある女性は婚約をするということに

なった際に、花婿側から支払われる結納金に影響がある。そのため、女性側の家族は慰謝

料の度合いをこのやり取りによって決める。後述する婚約時のナヘ・ビティにも同様の質

問が花婿側の家族からあるが、これも同様に手間のかけ具合によって花婿側の家族から支

払われる結納金の金額が決まってくる。  
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写真 20 マナトゥトゥ県、ソイバダ準県のリア・ナインがつけてい

る金の胸当。正式な儀式の際に着用される(筆者撮影 2004年) 

 

写真 21 左にある写真 22 の胸当の拡大写

真。ナヘ・ビティの際に金や銀の食器と並ん

で祖霊召喚の儀式に使用することがある。

(筆者撮影 2004年) 

酒を飲み交わすフイ・トゥア(Fui Tua)の儀式を持って和解が現実化する152。最後に手続き

の正式な完了を意味するルルン・ビティ(Lulun Biti. 直訳すると絨毯をまくという意)を

行う。それによって関係者たちは、審尋を見守ったとされる先祖の霊を、祭祀であるリア・

ナインの助けを借りて俗世から天界に送り返すとされている。通常、同審尋は一日かけて

行うが、事件の深刻さによっては一日以上かかる事案もある。 

隠語を使った間接的なコミュニケーションは、いくつかの理由があるように考えられ

る。ひとつには、審尋が公開で行われるために、プライバシーの尊重の観点から隠語が使

われるということである。また、日々の紛争がきっかけとなって、それがコミュニティに

とって致命的な事件に発展することを避けるためである。その理由としては、土地が比較

的やせており、日々の生活を支えるところに主眼がおかれ、(武力を伴う如何にかかわらず)

紛争に費やす程に社会資源に余裕がない。また、地理的に限られた島国である東ティモー

ルにおいて、複数のコミュニティが事件を巡って正面衝突することによって、結果、一つ

の当事者コミュニティが追いやられ決定的に破滅する可能性があることから、絶対的な衝

突を避けるための知恵だと考えられる。こうして、ナヘ・ビティ手続きの修復的正義とし

ての機能が強められていったと筆者は分析している。 

 

 

 

                                                   
152 地域によって、リア・ナインがフイ・トゥアの一部にならない場合もある。その場合は、

当事者のみが飲酒する。 
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５-３-２ ナヘ・ビティ伝統的司法の手続きについて 

東ティモールの伝統的ガバナンス機構の多くが復興の兆しを見せた 2006 年ごろまで、

ほとんどの伝統的手続きがそれまで通り口承の形態をとっており、リア・ナイン(Lia Nain)

と長老衆の記憶に依っていた。伝統的司法の実施主体は、司祭であるリア・ナインである。

ナヘ・ビティ(Nahe Biti)は、原則、年齢や性別などにかかわらず、「聖なる家」であるウ

マ・ルリック(Uma Lulik)に属するすべての村民が対象である。反対に、特定のウマ・ルリ

ックの管轄の外の者(一族の部外者)は、事件をウマ・ルリックに付する権利がない。一つ

以上のウマ・ルリックが関わる事件、つまり複数のコミュニティ間の係争については、村

落単位の係争としてとらえられるので、村落事務所(Sucu Office)に持ち込まれることもあ

る。複数のコミュニティが関わる係争だけでなく、(コミュニティの)外部の者がかかわる

事案・事件など、ナヘ・ビティをもって解決できない事件についても、村落事務所に持ち

込まれることがある。それらの村落事務所において取り上げる議題の策定は、集落長(chefe 

de aldeia)の提案によるので、未解決の事件についてリア・ナインは、集落長を通じて村

落事務所に照会することになる。また、原則としてナヘ・ビティの裁定が受け入れられな

いことはないが、まれ受け入れられないこともあり、その場合は警察への通報を通じて正

規の司法手続きに乗せる。家庭内暴力については、ナヘ・ビティ手続きを介さずに、家庭

内で結論に至ることが多いのに対して、その他の性及びジェンダーを理由とした暴力

(SGBV)は国の刑事手続きに乗ることが多い。性暴行については、警察通報を経て、刑事手

続きに乗せるのが原則である。けんかなど、軽犯罪は家族間で解決することが多いが、深

刻さによってはナヘ・ビティを実施することもある。通常、調停手続きは一日で終わるが、

内容が複雑な場合、複数日かかることもある。損害を伴う事件(下記、第一項)及び結婚(同、

第二項)に関するナヘ・ビティ手続きの流れを下記、手順ごとに説明する。 

 

５-３-３ ナヘ・ビティによる損害を伴う事件の調停手続きの流れ 

ナヘ・ビティによる損害を伴う事件(けんか、暴行、窃盗や器物破損など)の調停手続

きの流れを、アイレウ県ファダブロコ準州の手続きを事例に概観する。 

 

1） 問題が(通常被害者によって)リア・ナイン(司祭)に相談される。ナヘ・ビティ手続きを

行うかどうかの判断がある。 

 

2） ナヘ・ビティ(Nahe Biti)を行う場合、集落長がその日程をリア・ナインと調整しつつ

決定し、関係者の招集をする 

 

3） ナヘ・ビティ手続きの当日の朝、リア・ナインが一人で「聖なる家」ウマ・ルリックに

入り、カーペット(Biti)を広げて準備し、ヤシ科の植物の実で、酩酊作用のあるビンロ

ウ(Bua)などを準備し、銀食器等、「聖なる器」をウマ・ルリックの保管場所からカーペ
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ットに移し、お祈りをして先祖の霊を召喚する。お祈りは通常 5分程度。このカーペッ

トを広げる(Nahe)作業から、「ナヘ(『広げる』の意)・ビティ(『カーペット』の意)」

の名称があると考えられる。カーペットの大きさは地域によって異なるが、アイレウ県

では横 1メートル、縦 80センチ程度の大きさを使うのが一般的という説明があったが、

もっと大きなカーペットを使う地域もあるようである(図 6参照)。 

 

 

 

当事者だけでナヘ・ビティを行う場合に  当事者の家族が同席する場合に 

ウマ・ルリック内で座る位置   ウマ・ルリック内で座る位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6: ナヘ・ビティにおける当事者と主催側の席次 

 

4） 関係者(被害者と加害者)がウマ・ルリックに入るように促される。(被害者、加害者ど

ちらが先に入るなどの順番は決まっていない)。 

 

5） 関係者がウマ・ルリックにはいったら聖なる器を関係者の間で回す(アイレウ県では通

常は一回りのみ。ビケケ県など地域によっては、複数回回す地域もある153)。これは先

祖の霊の手続きへの立ち合いを確認する作業である。銀食器等の代わりに、リア・ナイ

ンがつけている銀の胸当(皿の様な形をしている)を回すこともある。伝統的なかごに入

れられたコショウ科のキンマの樹の若葉が参加者に間で回される。各参加者はビンロウ

とキンマの葉を各自一枚とって口にふくめ、かごを次の者に回してゆく。 

 

6） 一連の事前儀礼がすんだら、リア・ナインは被害者に対して自身の主張を話するよう促

す 

                                                   
153 ビケケ県出身の R.S 氏へのインタビューなど(2013 年 7月) 

加害者 被害者 

 

聖なる家の入り口 

リア・ナイン 

ビティカーペット 

 

聖なる家の入り口 

リア・ナイン 

加害者 被害者 

長老衆 

加害者と

その家族 

被害者と

その家族 

ビ ン ロ ウ

が 入 っ た

かご 

村長 
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7） 被害者による主張の後、加害者の陳述を聞く(被害者、加害者、ともに陳述は通常一回

のみ) 

 

8） その後、リア・ナインが必要に応じて被害者、加害者に対して質問をする(その際に、

比喩などを使った間接的なコミュニケーションはしない。また、被害者、加害者は質問

に答えることだけ許されており、再陳述をする機会は与えられない) 

 

9） 当事者への質問が終わると、リア・ナインと長老委員会による協議が行われる 

 

10） 最終的にリア・ナインによって判断が言い渡される。賠償の内容や、贖罪の過料154、

害の回復(盗んだものを返すなど)の具体的な内容などはこの時点で言い渡される 

 

11） 判断に合意が得られたら、ジュラメントゥ(Juramentu)とよばれる合意の確定と再

犯しない約束を結ぶ。そしてフイ・トゥア(Fui Tua)を行う。フイ・トゥアは、一つの

カップから加害者と被害者が地酒を分け合って飲んで、先祖の霊の加護の元、お互いを

受け入れるシム・マル(Simu Maru)という意識の表現として大変重要な意味を持ってい

る。この意識がナヘ・ビティの効力の基礎の一つを形成しているといわれる。事件に関

する裁定や、申し立てに対する判断の内容が家族や親類など、当事者以外にもかかる場

合、当事者の後に関係者の一族もこの酒を飲むことがあるが、原則リア・ナイン(司祭)

は飲まない 

 

12） リア・ナインが再びお祈りして(関係者と共に)、聖なる器を定位置にもどす。こ

の際のお祈りは、土着の信仰が強い場合は、それにそって、キリスト教の影響が強い場

合は、教会のお祈りをこの場で行う。そして、カーペットを巻いてしまう。この行為を

ルゥルゥン・ビティといって(ルゥルゥンは「巻く」、ビティは「カーペット」の意味)、

カーペットを巻くことによって手続きの終わりを意味する 

 

13） 加害者は、贖罪のために動物(豚、ヤギなど)の生贄をコミュニティに差し出す。

肉は調理して晩餐に使い、骨はウマ・ルリックに残しておく 

 

14） 賠償のために、被害者に金品、動物などをさしだす(内容や、数量についてはナヘ・

                                                   
154 手続きの内容は民事調停に近いが、刑事手続きのような側面もあるため、コミュニティ

によっては、被害者への賠償と合わせて過料が科せられることがある。過料は伝統的規範

であるタラ・バンドゥに規定されていることが多い(過料はコミュニティに対して支払われ

る)。 
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ビティで言い渡される) 

 

15） 村人を呼んで晩餐会を行う 

 

上記は、損害を伴う事件の内、けんか、暴行、窃盗や器物破損などに関するナヘ・ビ

ティ手続きについて描写したものである。性暴力とは多少ことなるが、東ティモールにお

いて嫌厭される婚前交渉や未成年者間の性交渉については、それが起きた場合かかる家族

が責任を問われる。多くの場合、ナヘ・ビティによって調停を行うが、その際の手続きの

流れについては、暴行などを裁く手続きと大きく変わりがないが、一部変則的な実施がさ

れる。具体的には、上記のステップの 6及び 7、つまり被害者と加害者の供述が、当事者本

人ではなく、その家族によって行われる。また、その供述は、比喩を使って行われる。    

前述した様に、「お宅の長男がうちの娘と関係をもった」ということを、当事者やナヘ・ビ

ティ参加者の感情面などに影響がありうることを説明・表現する場合は、間接的な表現に

なるようである。意思疎通を可能にするために、その際に使われる比喩は、ナヘ・ビティ

手続きにおいて、通用されているものを使う。ナヘ・ビティ手続きを通じて、調停する場

合、かつ当該人達に結婚の意思がない場合、男性の家族は女性の家族に対して、多大な額

の賠償金を支払う必要があることが多い。これは、婚前交渉の記録によって当該女性の婚

約金や結婚条件が著しく影響を受けることが理由となっている。 

暴力を伴う係争の場合は、動物の生贄が求められる。暴力の加害者は生贄の動物の血

を飲み、2度と同じ過ちを犯さないことを約束する。この約束を破った場合、加害者は死亡

するか、病気で苦しむと信仰されている。 

手続きは地域により手続きには多少の違いがある。通常、リア・ナインはフゥイ・ト

ゥアにおいて酒を摂取することがないということは前述のとおりであるが、アイレウ県セ

ロイ村におけるナヘ・ビティの儀式では、話し合いの後のフイ・トゥアにおいて、リア・

ナインと紛争に関わる両者の 3 者で象徴的に酒(Tua)が交わされる155。リア・ナインの酒の

コップは、紛争両者の上にはじめは置かれるが、話合いの後はリア・ナインのコップは紛

争両者の真ん中に置かれ、話合いによる解決がなされたことを示す(図 7 参照)。そして、

酒を同時に飲むことにより、和解されたことが象徴的に示される。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
155 NGOであるベルン(NGO Belun)所属のビセンテ・ダス・ネベス(Mr. Vicente Das Neves)

氏へのインタビュー(2013 年 7月 22日アイレウにて) 
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図 7: 紛争解決におけるリア・ナインの象徴的役割156 

 

 

 

 

                                                   
156 宮澤哲・宮澤尚里の「東ティモールの和解・調停プロセスにおける慣習法の適用」 調

査研究報告 法務省法務総合研究所国際協力部からの抜粋 

 

紛争が解決された象徴として

リア・ナインのグラスが中央に

置かれる 

写真 22 神なる家(UmaLulik)、(アイレウ県、2013

年 7月) 
写真 23 神なる家(UmaLulik)の屋根部の装飾。地域

によっては、この部分に生贄の骨が飾られる場合があ

る。(ラメシウ、2013年 7月 20日) 

リア・ナインの調停者としての立

場を具現して、グラスが当事者の

グラスの上に置かれる 
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５-３-４ ナヘ・ビティ手続きの特徴(分析) 

実定法上、刑事事件は司法機関によって裁かれる。理屈の上では、村民もそのような

理解をしているため(聞き取りをすると明確にこのような回答が返ってくる)、筆者のよう

な外部の人間が村落の構成員に聞き取りをすると、特に村のリーダーたちは実定法の優位

を明確に説明する。すなわち、実定法が司る上位の社会領域と、伝統的規範が司る下位の

社会領域があるという認識を人々は持っている。しかし実際は、暴行など本来刑事手続き

に乗る事案であっても、村落内の秩序を回復するという目的で伝統的規範を用い、秩序を

乱したものを罰して、被害を受けた者へ害の回復をしている(例えば、程度にもよるが暴行

をしたものは、被害者に羊一頭を差し出す、もしくは村落委員会に 50 ドル払う、など)。

村落を一つの共同体ととらえ、その内の秩序回復と構成員の間の関係修復することによっ

て、慣習に違反した行為が実定法上は刑事事件であっても、結果として調停や修復的正義

をもって解決を目指すという結論になっている。伝統的司法による調停や修復的正義は、

リア・ナインや村の長老など、集落の権威あるものによって実施され、加害者と被害者の

双方が納得することが多い。ゆえに、修復的司法としての機能、すなわち害の修復と村落

内の社会秩序の回復が実効的に行われることが多い。つまり、現実的には実定法の社会領

域と伝統的規範の社会領域は交わりあい、共存し、非体系的に補完しあっている。主権国

家である東ティモールは、政府が唯一正当化された暴力を保持するという立場をとる。そ

のような前提があるため、村落調停で刑事事件の解決をするということは、村落における

封建的な権力を認めることになるので、政府にとって受け入れられるものではない。それ

を村民も十分承知している。そのため、伝統的規範の実施主体である村落共同体は、刑事

罰については国が実施、刑事事件の民事調停は伝統的司法をもって村落が実施、という整

理を付ける。また、村落が伝統的規範の実施において国際機関から支援を受ける場合、女

性差別など「非民主的」と指摘される要素については、これを排除しようしているという

姿勢を見せるという意志が働いているのがわかる。 

 

５-３-５ 結婚(婚約)と婚家からの離脱、そして相続 

ナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続きは、結婚にかかる手続きや、離婚や夫の他界などによ

っておこる婚家からの離脱、そして相続にかかる事案に関しても実施されることがある。 

結婚そのものは、東ティモールの伝統的な結婚式、もしくはカトリック形式の結婚式

が主流である。ここでナヘ・ビティが関与するのは、厳密には結婚に至るまでの手続きで

あり、つまり婚約の手続きである。 

 

５-３-６ 婚約に関するナヘ・ビティ手続きの流れ 

婚約に関するナヘ・ビティ手続きは、ながれとしては本節 5 項記載の手続きと類似し

ている。以下は、ボボナロ県マリアナ準県出身者(ディリ県在住)の実施しした手続きを事
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例として描写する157。婚約に関するナヘ・ビティは東ティモール 13 県において大枠で変わ

らないが、結納金に関する取り決めが厳密なラウテン(またはロスパロス)県を始め、地域

によって手続きの詳細は異なる。 

 

1） 婚意があることが(通常男性側の叔父によって)リア・ナイン(司祭)に相談される 

 

2） 男性側の叔父と、女性側の叔父が、ナヘ・ビティの日程をリア・ナインと調整しつつ決

定し、関係者の招集をする 

 

3） ナヘ・ビティ手続きの当日の朝、リア・ナインが一人で「聖なる家」ウマ・ルリックに

入り、カーペット(Biti)を広げて準備し、ビンロウ(Bua)などを準備し、「聖なる器」を

カーペットに移し、お祈りをして先祖の霊を召喚する 

 

4） 婚約しようとしている男女の一族に対して、ウマ・ルリックに入るように促される 

 

5） 関係者がウマ・ルリックにはいったら聖なる器を関係者の間で回す(通常は一回りのみ。

地域によっては、複数回回す地域もある)。伝統的なかごに入れられたコショウ科のキ

ンマの樹の若葉が参加者に間で回される。各参加者はビンロウとキンマの葉(最近では、

これがたばこということもある)を各自一枚とって口に含み、かごを回してゆく 

 

6） 一連の事前儀礼がすんだら、対象となる男女が結婚を前提とした交際をしていることが

告げられ、その上で、結納金にあたるベ・マナス(直訳すると「熱い水」の意味。妊婦

が破水した時に出てくる体液を象徴する)158を決める。女性の一族が、娘をどれだけ苦

労して育てたのか、ということ、そしてどんなに素晴らしい娘なのか、ということを主

張する。比喩を使って表現をすることが多いが、直接的な表現をすることもある。伝統

的な手続きの場合、女性の同席は認められているが、自発的に話すことは認められてい

ない(リア・ナインもしくは長老衆から質問された際に答えることは認められる) 

 

7） 女性側の家族の主張に対して、男性側の家族から結納金(品)の額(量)の提示がある。婿

家族の女性も自発的に話すことは認められていない 

 

8） 通常、結納金の額が一度で決まることはなく、上記 6と 7を何度か繰り返して、金額の

                                                   
157 2016年 12月 30日にディリで筆者も本儀式に参加する機会を得た。 
158 結納金が「破水」という呼ばれているのは、結婚の対象となる女性を出産する際に、そ

の母親が受けた痛みに対する感謝と敬意を、金品などをもって表すという意味。ボボナロ

県、マリアナ準県出身 J.S.氏インタビュー(2016年 12月) 
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折り合いをつけてゆく。しかし、すぐに折り合いがつかないことも少なくなく、場合に

よっては、この箇所の手続きだけで数か月かかる場合もある 

 

9） 合意に達した場合、長老衆の意見も聞きつつ、リア・ナインが結婚の合意を認知する。

事件とは違い、ジュラメントゥ(Juramentu)やフイ・トゥア(Fui Tua)は原則ない 

 

10） リア・ナインが再びお祈りして(関係者と共に)、聖なる器を定位置にもどす。こ

の際のお祈りは、土着の信仰が強い場合は、それにそって、キリスト教の影響が強い場

合は、教会のお祈りをこの場で行う。そして、カーペットを巻いてしまう。カーペット

を巻く事によって手続きの終わりを表現する 

 

11） 男性側の一族は、婚約の手続きの「土産」として動物(豚、ヤギなど)を持参して

いることが多いので、肉は調理して、晩餐に使い、骨はウマ・ルリックに残しておく。

この過程は「ハモス・ダラン(Hamos Dalan、直訳すると『道[筋]をきれいにする』とい

う意味になるが、この場合の意味は『関係の[再]構築』である)」と呼ばれ、タイス(伝

統的な織物)・ヤギなどの家畜が持参されることが多い 

 

12） 男女の一族関係者及び村人を呼んで晩餐会を行う 

 

以下の写真は、ボボナロ県マリアナ準県におけるナヘ・ビティの慣習にのっとった婚

約式である。花嫁、花婿共にディリに住所があるため(花婿は仕事の関係で一時的にイギリ

ス在住)、ナヘ・ビティはウマ・ルリックではなくディリの花嫁の自宅で行われた。筆者は

2016年 12月にこの手続きに参加する機会を得た。 

その場では、金額等の交渉は一切なく、手続きにかかる時間も数時間程度である(晩餐

を含めると一夕かかる)。男性の叔父と女性の叔父のみ、話をする。その双方に補佐役とし

て、一族の男性や、長老的役割を持つ者が数名ついていて、それらのアドバイスを受けつ

つ話を進めてゆく。時に、主役である叔父は、一語ずつゆっくりと発音し、その間に耳元

で長老が考慮すべき点をささやくこともある。下記に掲載している写真は、筆者が 2016年

12 月に参加をした「交際の認知」の目的のナヘ・ビティ手続きの様子である。 

男性の姉から女性に金のネックレスがつけられ、この金のネックレスにより婚約中で

あることを示す。その他、多くの贈答品が渡された。これらの贈答品には、たばこやウィ

スキー等が含まれる。この贈答品は前述した「土産」であり、結納品とは別のものである。

この点は手続き中も女性側の叔父から男性の叔父に対しても確認がなされた。女性の叔父

から男性の叔父にはタイス(伝統的な織物)が贈答された。このタイスは親族により、男性

の首にかけられ、儀式の間このタイスをまとったままであった。 
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写真 25 ナヘ・ビティ婚約式での男性の側から「土産」として送られた贈答品(ウィスキー、たばこ等、日常で消費さ

れるものが多い。写真には写っていないが、この他に羊が一頭贈られた。(2016年 12月 30日、ディリ) 

写真 24 婚約のためのナヘ・ビティ儀式の様子。花嫁の自宅。奥の男性は花嫁の叔父で、一族を代表している。

手前のカーキ色のシャツを着た男性が花婿側の「義兄(実際は、非常に遠い親戚)」で、一族を代表している。

共に、周りに座る相談役と協議しつつ、一文一語、注意深く話を進めてゆく。その際は、間接的な表現が使わ

れた。(2016年 12月 30日、ディリ) 
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写真 26 儀式が始まる前に参加者の間でまわされるビンロウとたばこ。ティモールの伝統的な籠に入れられ

る。(2016年 12月 30日、ディリ) 
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写真 27 キンマの葉の上に置かれているビンロウ。 

これに石灰をかける。参加者全員が口にふくむことが 

求められる。噛むと酩酊作用があるとのこと。 

近年は形式だけの場合もある 

(2016年 12月 30日、ディリ) 

 

 

写真 28 店頭で販売されている 

ビンロウ(2016年 12月 30日、 

ディリ) 

 

 

写真 29 ビンロウとともに口にふくむキンマの葉は丸く並べられ

て販売されていることが多い(2016 年 12月 30日、ディリ) 
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写真 31 婚約が受け入れられると女性側の叔父から男性にタイスが首にかけられる(2016年 12月 30日、ディリ) 

 

写真 30 男性の叔母から女性に婚約の印の金のネックレスがかけられる(2016年 12月 30日、ディリ) 
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写真 33 儀式後には家の庭で親類同士により晩餐会が行われる。花嫁の一族が準備。(2016年 12月 30 日、ディリ) 

 

５-３-７ 離婚や夫の他界などによっておこる婚家からの離脱と相続 

離婚の場合、女性は婚家から離脱をすることになる。夫が若くして他界した場合など

は、女性は婚家から離脱をするか婚家に残るか判断を、夫が他界した日から数えて 14日以

内にする必要がある。これは、婚家からの離脱が、その後の相続や結納金の返納(婚家から

の離脱の際は、結納金の一部返納を求められる)などにも影響するためでもあり、その観点

写真 32 比喩などを使って間接的なコミュニケーションが取られる。一族を代表して話をする叔父(カーキ色

のシャツの男性)と親類(黒いシャツの男性)が、女性方の一族に伝える内容を相談している様子(2016年 12 月 30

日、ディリ) 
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からもナヘ・ビティ手続きが必要とされる。また、嫡出子は父方のウマ・ルリックに属す

るが、その母は婚家からの離脱を決める場合、嫡出子についても身分事項の扱いを決めな

くてはいけない。通常、女児は婚出して一族を離れるために、相続の観点から大きな争点

とはならない。しかし、男児の場合は、相続権を維持する場合が多いので、婚家が手放さ

ないことが多い(父系拡大親族を「一族」の基礎単位とする地域において)。それらの利害

関係の調停を、ナヘ・ビティを通じて行う。結納金との関係では、故配偶者が結納金の全

額の支払いをしていなかったら159、妻と嫡出子は妻の実家のウマ・ルリックに属することに

なる。もし、故配偶者が結納金の全額を支払い済みの場合、父方のウマ・ルリックに属す

る。 

 

５-３-８ 婚約に関するナヘ・ビティ手続きの特徴 

婚約に関するナヘ・ビティ手続きがその他のナヘ・ビティ手続きと大きく異なる点は、

手続きの重点が結納金の内容に関する交渉におかれている点である。ゆえに、一族間の交

渉の部分に多く時間がかかる。早ければ、手続き全体が一日で終了するが、話がまとまら

ない場合は 1 か月から中には数か月かかることも珍しくない。また、金額が合意されない

場合、または、親族の出席が調整できない場合、本人たちの意思とは別に結婚は実現しな

い。あるマリアナ準県出身の男性は婚前交渉に時間がかかり、親族の出席も調整ができず、

出会いから結婚までに 10 年ほどの年月を要したという160。最終的に合意される金額の平均

は地域によって大幅に異なるが、多くの場合、牛、羊などの家畜数頭161と金銀食器や装飾品

など、金額にして合計 5000 米ドル程度である。特に結納金が多い県として知られるロスパ

ロス県では、多くの場合牛 77頭が要求されることがよく知られている。 

これは婚約のナヘ・ビティに限ることではないが、都市部などにおいては特に自宅で

ナヘ・ビティを行うこともある。結婚が、かかる二つの一族間の結合のきっかけとなるた

め、近年はどちらかの家にもう一方の一族が訪問してナヘ・ビティを行うことも多くなっ

てきたということであった162。 

多くの場合、結納金を決めるナヘ・ビティの前に、結婚を前提とした交際を認知する

ナヘ・ビティがある(前述。写真 21－30参照)。これは、男性の側の一族が、交際する女性

側の自宅を訪問して、男性の叔父が、女性の叔父に、当該男女の交際を認知してもらうナ

ヘ・ビティ手続きであるが、比喩を使って間接的な表現を使って関係認知をおこなう。結

婚の意思を表たすために比喩表現が使われる。その一例をあげると、「あなたの庭に咲いて

いる花を摘みたい」という表現は、「甥がお宅のお嬢さんと結婚したいという意思を持って

いる」ということを意味して使用する。 

                                                   
159 これは結納金が分割で支払われることもあるため。 
160 ボボナロ県、マリアナ準県出身 J.S.氏インタビュー(2016年 12月) 
161 2016年 12月の時点で、成牛一頭約 1000米ドルという値段であった 
162 前掲の J.S.氏インタビュー(2016年 12月) 
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５-３-９ 土地の所有権にかかる係争調停 

東ティモールにおいては、土地の所有権がいくつもの階層がある。大きな類型だけを

とらえても、1)伝統的所有権、2)ポルトガル政庁によって付与された所有権、3)インドネ

シア政府によって付与された所有権、4)UNTAETによって認められた所有権、そして 5)独立

後に東ティモール政府によって付与された所有権の 5つに区分することができる。 

伝統的所有権は、先祖から受け継いできた慣習的な所有権に内包される、私人の土地

所有権と共同体(村落)が使用する目的でコミュニティが伝統的に所有する共有地である。

後者は日本の入会(いりあい)に類似している部分がある。 

ポルトガル統治時代にディリ政庁から受けた土地の所有権、もしくは租借による登記

もある。これによって小王国の王であるリウ・ライ(Liu Rai)が所有権もしくは租借権を主

張することがある。また、同時期にリウ・ライが私人に与えた所有権も存在する。そこに

1975年以降に付与されたインドネシア統治時代の所有権がある。 

インドネシア時代の所有権については、インドネシア統治そのものを東ティモール政

府が認知していないため、法律上は同政府による行為は無効化されており、よってインド

ネシア時代の所有権は原則正当性を失っている。他方、ポルトガル時代に発行された土地

所有権が、1991 年の土地法(法 18/1991 号)によってインドネシア土地法に統合された経緯

があるので、ポルトガル政府発行の所有権とインドネシア政府発行の所有権が重複する場

合もある(Lopes:2008)。 

そして国連暫定統治機構(UNTAET)および東ティモール移行期行政機構(ETTA)によって

認められた土地の所有権、そして 2002年以降、独立後の東ティモール政府によって付与さ

れた所有権がある(米国国際開発庁の支援による登記事業と土地所有権の正規化手続きに

ついて本項に後述)。それらの所有権に加えて、登記が存在しない、または不正規(もしく

は非合法)ではあるが一定の期間占有してきたことをもって所有者であるという主張など

が存在している。 

これらの所有権は複雑に交わり存在してきたが、独立と民主化が進む中で、私人の土

地所有権についても、確定する必要が出てきた。村落内における私人間の土地の所有権に

かかる係争においては、多くの場合、ナヘ・ビティ手続きが適用され、村落調停によって

紛争が解決されることが多かった。これは、リア・ナインと長老委員会の大きな機能であ

る「組織としての記憶(organizational memory)」、すなわち村落における出来事に関する

記憶の継承をたよりに、土地の境界線や特定の土地の譲渡や売買の経緯を再確認し、その

上で所有権の確定をするからである。私人間や、村落内における土地所有に関連した調停

においては、ナヘ・ビティはその機能を果たすようであるが、土地所有権の紛争が、いく

つかの村落にまたがる場合や、法人を巻き込む様な紛争では、ナヘ・ビティの特徴が十分

に生かされないため、村落調停ではなく、事件を法廷に持ち込むことも多くなってきた。 

土地の所有権にかかる係争調停の際には、法務省の登記不動産課(Land and Property 
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Unit)の職員が仲裁者として立ち会うこともある。ある意味で村落調停と法のハイブリット

である、土地・不動産・登記庁(Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços 

Cadastrais)が協力・仲介する調停である。土地・不動産課(Land Property Unit) の不動

産登記事務所(National Cadaster Service)が土地に関するデータを持っており、そのデー

タを参照しつつ土地紛争の調停に立ち会う。 

これは、特定の村落における関心を共有しない他の共同体の出身者を巻き込んだ村落

間事案や、法人などが関わる場合などにおいて、中立な第三者の介入によって、より潤滑

な事件の解決を図ることができるというものである。UNTAET や東ティモール暫定政府

(ETTA)の統治時代からこの手法は採用されており、法廷による解決よりも経済負担も軽く、

効率的に紛争解決をするなど、一定の成果をもたらしている(Fitzpatrick:2008)。つまり、

裁判外紛争処理(ADR)である。 

土地所有権の認定手続きは、国際機関や二国間援助機関からの支援を受けて実施が進

んだ。2007年 10月から 2012年 9月までの 5年間、アメリカ合衆国国際開発庁もしくは USAID

が土地・不動産・登記庁と実施した「イタ・ニャ・ライ(Ita Nia Rai)事業(直訳すると「私

たちの土地」の意味)」によって、政府による土地法の法整備支援と、私人および法人によ

る所有地の登記を進めた。特定の土地の所有を主張する者からききとりを行い、登記を行

った。一つの土地を複数の所有者が権利主張することによって起こりうる紛争を回避する

ために、特定の所有権に異議の申し立てができるよう、登記の内容は 30日公開された。そ

の上で、土地の所有権を認める証書の発行の手続きに進んだ。この際にも、所有権の紛争

があった場合、土地・不動産・登記庁による裁判外紛争処理(ADR)が行われた。 

前述のイタ・ニャ・ライ(Ita Nia Rai)事業以降の土地の紛争に関しては、境界線に関

する紛争が多い163。境界線については、石や竹等で印がつけられることが多く、境界線の扱

いは伝統的規範で定められている地域が多い。その一方で、前述のようにポルトガル時代

やインドネシア時代に発行されている土地所有に関する証書等の上でも、所有権が重層的

になっていることがあるため、同じ土地でも主張する者が異なり係争となりえる。さらに、

異なる統治機構が発行する証書の形式も様々で、真正の証書を特定する作業にも時間と資

源が必要となる。 

土地の上に存在する植物についても所有権が異なることもありしばしば係争となる。

例えば、ある土地にチークが植えてあり、その土地の所有者とチークを育てている者が異

なる場合、誰がそのチークを所有するのか、という議論になる。ポルトガル時代には、リ

ウ・ライがポルトガル行政官からチーク材の苗をもらい植えたが、そのチークから落ちた

種が育った場合、他の者の所有の土地でも、自分のチークだと主張していたこともあった。

法務省高官の見解では、そのような場合、「種の持ち主かつ管理者」がチークの所有者であ

ると判断するということだった。つまり、実際にチークを育てている者が土地の所有権に

関わらずチーク自体の所有者である。しかし、かかる法整備は現在進められている段階で

                                                   
163 2016年 12月の法務省ビタル局長へのインタビュー 
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あり、イタ・ニャ・ライ事業の成果を土台として、今後法と制度を確立してゆくというこ

とであった。土地所有権に関する法はまだ国会で議論が長年続いているところであり、法

的にはまだはっきりとしていない164。 

また、過去の各証書や書簡を根拠に土地所有権が主張、議論されることもある。第二

次世界大戦時に東ティモールに在住していたポルトガル人は、戦火が激しくなった際にオ

ーストラリアに逃げた者もいたが、その際に、リウ・ライの支援を得て逃亡する者がいた。

そのようなポルトガル人からリウ・ライに対して礼状が出された。そういった手紙の内容

は、「支援に対する感謝状 (Certification letter of help)」など、土地所有には関連の

ない書簡であることが多い165。しかし、小国の王であるリウ・ライがその手紙を今も持ち出

し、土地所有権の手紙であると主張することがある。しかし、実際には土地の所有権の付

与について記載がないものが殆どである。また、謝礼として不動産の供与について書いて

いる書簡も見つかっているようだが、軽易に書かれた文書であるために境界線については

書いてない物が殆どであり、裁判所で証拠として扱ったとしても主張を裏付ける証拠とし

ては、考慮されない可能性が高い。よって、このような主張の事例は、村長と話し合いを

持つ方が良いと農林省の職員はアドバイスを出している166。 

 

５-３-１０ 加害者に対する罰や被害者が被った害の修復 

事件が理由で損害をおった経緯がある者に対する害の修復は、害の起因となった行為

者がその事実を認めた場合、長老の判断で害の行為者を罰することによって行われる。行

為者に科せられる罰の形態と分類は、村ごとに多少の違いがあるが、鳥瞰すると全 13県に

おいて概ね共通している。大きな分類としては、下記の罰がある。 

 

1) 暴力: 通常は罰金刑が科せられるが、罰金は害を被った者に対して支払われるので、む

しろ慰謝料に近い(罰金の一部が村に寄与されることも多い)。加害者に課せられる罰金

刑は罪の度合いにもよるが、牛や貴金属などが一般的である。加えてタイス(高価とさ

れる伝統的な織物)を被害者に対して引き渡す事案が多い。 

2) 性暴力: 罰については、細分化され、複雑に構成されている。事件に関連する双方の家

族が主張するものを調停役の長老委員会が聞き取り、リア・ナインと協議の上、最終的

な判断をする。 

3) 窃盗: 盗品の返還もしくは同等程度の金品の引き渡し、および先祖への償いの目的で生

贄をささげる。この生贄は、ナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続きが終わった後の晩餐で、

                                                   
164 2013年 7月現在。法務省ビタル法制局長へのインタビュー(2013年 7月) 
165 ボボナロ県、マリアナ準県の J.N.氏へのインタビュー。リア・ナインである叔父とリウ・

ライとのやり取りの記憶をもとに、土地の所有権の主張に影響がありうるために、匿名を

条件に情報提供があった(2017年 12月)。 
166 マリオ・ヌネス氏(Mr. Mario Nunes)農林省幹部へのインタビュー(2016 年 12 月 28 日、

ディリ) 
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コミュニティの構成員が食する。 

 

他方、そこから派生する罪の認定と害の修復、つまり罰則の度合い等に一定程度の差があ

ることが見受けられる。これはつまり、二つの別の村でおかされた同じ種類の犯罪に対し

て二つの違う度合いの罰が与えられうるということになる。この点は、特記すべき点であ

る。罰の種別やその量は、県、準県、村落などの行政単位や、行為の質と害の度合いによ

って変化する。 

現在、伝統的規範の成文化が進んでいるが、アイレウ県ファダブロコ村では、2011 年

8 月 3日に村落規範(Village Regulation)が「施行」されており、その規範の中で罰則の度

合いについても規定されている167。村落規範の署名者は村長(兼村落委員会代表)及び集落長

であり、そして、農林水産省森林局長代理、アイレウ県知事、ラメシウ準県長の 3 者の署

名により是認されている。 

当該村落規範は、犯罪のレベルに応じて(大きく「深刻な犯罪」と「軽犯罪」に区別さ

れている)、制裁の内容とレベルが規定されている。深刻な犯罪の例としては、暴力、性暴

力、不法伐採、家畜の窃盗、脅迫、深刻な中傷、黒魔術の使用などが挙げられている168。深

刻な犯罪の当事者に対する罰則として、損害に伴う補償、罰金、ルルン・ビティ(Lulun Biti)

で必要とされる物資の提供が求められる。罰金のレベルは、集落レベルでの話し合いによ

る解決の場合は US$50、村レベルでの話し合いによる解決の場合は US$80を支払う。東ティ

モールにおいて有価物と認識されている水牛、米、たばこ、酒(Tua：地元で作られたココ

ナッツの発酵酒)、ビンロウ(Buahomal：Betel nut)、を罰として提供しなければならない。

これらの罰則に従わない場合は、警察に受け渡される。 

軽犯罪としては、農作物や鳥の窃盗、農産物への損害、野生動物の捕獲等が挙げられ

ている。軽犯罪を犯した者に対する罰則としては、重犯罪の場合と種類はほぼ同じだが、

数量や度合いが異なる。集落レベルでの話し合いによる解決の場合は US$25、村レベルでは

US$40を支払う。また、有価物による罰則として、水牛の代わりに豚となっており、罪の重

さにより動物の種類が変わる。罪のレベルが軽い方から、「1．鳥、2．豚または山羊、3．

水牛」と科料が変わる。この罰を受け入れない、または事情により受け入れられない場合

は、社会奉仕活動に従事することが求められる。軽犯罪を 3 度再犯した場合には、警察に

受け渡される。 

  

５-３-１１ ナヘ・ビティの法的性質と村民による認知 

伝統的司法であるナヘ・ビティ(Nahe Biti)が、民事手続きと刑事手続きと双方の特徴

                                                   
167 付表 3のファダブロコ村落規定(Village Regulation of Suco Fadabloco)を参照(論文審

査委員会以外は非公開) 
168 前述したが、東ティモールにおいてこれらの犯罪は本来刑法で裁かれるべきであるが、

地域によって伝統的ガバナンス機構を積極的に適用している。 
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を合わせ持っていることは前述した。本節では、同手続きの村落民事訴訟手続きのような

性質について概説する。民事手続きとしてのタラ・バンドゥ実施の場合も、軽犯罪を裁く

ときと同様に、タラ・バンドゥ伝統的規範を法源としている。近年にある村で制定された

タラ・バンドゥ実施の例では、特定の事案にかかる規範の制定に先立ち、その時点で係争

中であった事件をナヘ・ビティによって解決し、当該ナヘ・ビティによる裁定を「判例」

のように扱った。かかるタラ・バンドゥの正当性とする事案も少なくないということであ

った。それらの事件は刑法によって裁かれるべく殺人などに関連した重犯罪であったので、

裁判所が管轄権を行使して加害者を同国の刑法に基づき裁いたが、村人にとっての問題は

被害者支援の不足と、加害者からの「逆恨み」等、応酬による暴力の継続であった。この

逆恨みの多くは、裁判所における正式な裁定にあまりなじみのない村人が、当局の介入に

より事件が「正規化」されることでおこる感情の衝突である。裁判所による判断が発布さ

れ、刑が確定されたとしても、改めてナヘ・ビティが実施されることも多い。ナヘ・ビテ

ィを適用することで、この逆恨みを最小限にし、双方の和解を促進できると考えられてい

る。前述した社会連帯省が実施する事業にその例がある。コミュニティにおける公共の福

祉や利害に影響がありうるために規範を定めて不法行為に罰則をつけているタラ・バンド

ゥが強行規範であることに対して、任意規範、すなわち公の秩序に関しない規定について

当事者間で紛争解決する場合、ナヘ・ビティを適用するという整理をつけることもできる。

その場合、コミュニティに生きる者にとって重要である自出のコミュニティリーダーから

の指導など、ナヘ・ビティにおける合意には相当程度の強制力があると考えられる。 

また、強制力という意味では、東ティモールおける伝統的規範の多くが、「先祖」の存

在に大きく依っているところも関心深い。ナヘ・ビティ(Nahe Biti)については、審判や調

停が、村民の面前で実施され、村民の審判の結果に対する認知が、拘束力となっている。

前述のとおり、手続きがウマルリック(聖なる家)で行われ、手続きには「先祖」が呼び戻

され、村民とかかる先祖すべての面前で審判が行われるため、事件の関係者は、共生する

村民とその先祖から審判の結果を受け入れ実施することを監督されていることになる。同

様に、タラ・バンドゥ(Tara Bandu)についても、村の定めの制定は定められた儀式を通じ

て、村民の面前でおこなうが、「先祖」を呼び戻し、その面前で儀式を行うことによって、

先祖の認知をも受ける。「先祖」による定めの認知は、村民が定めに従う動機付けとしての

要素として働いている。 

 

５-３-１２ ナヘ・ビティ手続きと文化・慣習 

インドネシア統治下において、司法制度へのアクセスする者が少なかったことは、イ

ンドネシア政府に対する不信感という点から理解できる。しかし、インドネシア当局から

の圧力があり、伝統や慣習の実施は規制の対象となってきたことを鑑みれば、不信感の点

のみをもって、伝統的司法であるナヘ・ビティ(Nahe Biti)が村落社会の中で受け入れられ

る手続きとして発展した経緯は説明できない。伝統的司法の発展には文化・慣習の観点か
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ら複合的な理由が挙げられる。 

ひとつには、問題の正規化に対する人々の抵抗感があげられる。一族の長男等が家長

となり、その者を中心に形成される「一族」が形成される。東ティモールにおける「一族」

は、コミュニティを形成し、原則、村落単位程度の地理的範囲で共生している。“ウマ・ル

リック(聖なる家)を象徴としてとらえ、相互扶助に基づく支援とウマ・ルリックとリア・

ナイン(Lia Nain、祭祀継承者)が司る正義でコミュニティの運営がされている。リア・ナ

インの管轄権外にある正義に判断をゆだねることになじみが無いため、村人たちはコミュ

ニティ内でおこった「お家事情」を実定法に基づいて設置された裁判所によって裁かれる

ことに抵抗がある。このような概念は、かつての日本が持っていたような「家」の概念に

近い。かつて日本において「家」が社会を構成する最小ユニットととらえる慣習が主流で

あったころに類似した問題があった。それは、「家」の中の問題を外に出すことを嫌う慣習

で、強行法規によって裁かれるので無い以外、裁判沙汰を嫌う傾向があった。 

東ティモールにおいても、国土の多くを占める山岳地帯と発展途上にある交通網は、

首都ディリへの行き来を難しくした。ポルトガル統治下の同国では、インフラの未整備や

地理的条件が都市部と村落間の往来を制限してきたが、インドネシア統治下においては当

局による移動の制限が、人の移動を一層限定した。人の移動が限られたことにより、村落

単位のコミュニティは一層堅固な物になり、「コミュニティ」や「家」をひとつの社会ユニ

ットととらえる慣習が、さらに固定化されたと考えられる。現在もこの慣習が残っており、

地理的に限られた範囲で婚姻関係が進み、一つのコミュニティの中における親類関係が広

範囲になるにつれて、コミュニティ単位で、ひとつ(もしくは数個)の「家」と見ていると

ころがある169。このことが、リア・ナイン(Lia Nain) を一族の長として選任し、ウマ・ル

リック(Uma Lulik)170を共有する父系(母系)拡大親族を持ってコミュニティを形成する形態

を東ティモールにおいて一般化させた。 

下記の三件の社会連帯省が支援した事件(本論文の第六章で事例研究として取り上げ

ている)を概観すると、コミュニティの「お家事情」を首都の裁判所という「日の」元にさ

らし、正規化するということに対する関係者(特に加害者)の感情的抵抗が見える171。故に、

裁判を起こしたが、問題を正規化したことへの「復讐」という結果を導いてしまった。こ

                                                   
169 合わせて注釈 137記載のブナックについても参照 
170 ウマ・ルリックは、地域によって「ウマ・リサン(Uma Lisan)」、インドネシア語を混ぜ

た表現では「ウマ・アダット(Uma Adat)」など、さまざまな呼称がある 
171 アジア財団が 2008年に出版した“A Survey of Citizen Awareness and Attitudes 

Regarding Law and Justice 2008”の調査結果は、東ティモールの人々が民事調停など裁

判所を介した紛争調停に抵抗感を持っていることを示唆している。関心深いのは、同調査

の添付資料(APPENDIX 3: Survey Questionnaire)にあるアンケート用紙とその回答である。

質問 16(How comfortable are you with resolving problems through the Courts? )など、

いくつか関連の質問がみられるが、回答のほとんどが「わからない」もしくは「無回答」

という回答である点であり、これは明らかに、問題を正規化することへの感情的抵抗を示

していると考えられる。 
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れらの事件は、三件すべて殺人や放火などの重犯罪事件であった。当該事案三件に共通し

ていた概要は以下である。裁判所は、これらすべての件について正式に判断した上で、刑

の確定をした。しかし、コミュニティは刑の確定によって問題解決したとは感じておらず、

非常に不安定な状況が継続したと考えていた。ボボナロ県の例では、ある村においていわ

ゆる「格闘技グループ」と自称する集団の構成員が民家に放火をし、法廷において有罪判

決を受けるという事案があった。村人達は司法によって裁定がなされたその事実が、格闘

技グループからの「復讐」の原因となってしまい、村の治安が悪化し、村全体が不利益を

被ることを恐れた。そのため、ナヘ・ビティ・ボートを行うことによって当事者間(放火を

行った者と、民家の所有者)の調停を行い、その上でタラ・バンドゥによって、調停の内容

を法制化し「強制」することが必要だと考えた。そこで村人達は、社会連帯省と UNDPから

支援を得てナヘ・ビティを実施し、村の治安の安定化をはかった。実施から約一年が経っ

たが、聞き取り調査を行った時点(2013 年 7 月)では、同地区における「復習」的暴力が行

われたという経緯はないと報告されている172。オエクシ県、エルメラ県における他の実施例

も、同じように殺人や、複数件の殺人・傷害事件が関連する重い犯罪であったが、当該の

村人たちは、ボボナロ県で使われた手法と同じような手法をもって、村の治安の安定化に

成功している。 

それでは、このことは国家による強制力が機能していないということであろうか。ボ

ボナロ県においては、警察も機能しており、国家による強制力が及んでいないということ

はない。一般のティモール人に対する聞き取り調査からも、法廷による裁定は時間がかか

るという意見が強いものの、殺人や婦女暴行などの重犯罪については法廷に持ち込む必要

があると考えている。このことからも、司法に対する信頼が一定程度あるということが分

かる。正式に法廷が下した判断とは別に、再び村において伝統的司法を用いた民事手続き

を行い、内生性の紛争解決手続きを実施した。社会連帯省支援の 3 事件においては、長老

委員会が、事件にかかわる主体間の和解と村の治安の安定を維持する手段として、伝統的

司法を活用した。これを刑が確定した刑事事件としてとらえるとすると、一事不再理の考

え方から、この扱いは加害者が国と村から二重の罰を受けることになるため、まさに「二

重(罰)の危機」が危惧される。他方、日本でも見られるが、刑事事件としては確定してい

るので、コミュニティとしては民事訴訟で害の修復などの整理をつける以外に選択がなく

なる、という観点からナヘ・ビティを採用しているという整理もつけることができる。と

はいえ、村落からも罰を与えられることがあることを鑑みると、厳密な意味での民事手続

きではなく、近代国家が採用している手続論的には「二重罰」という不正義の一面を残し

ている。 

先進国となった多くの国でも、第二次世界大戦後の復興期において、都市部などでお

こったギャングなどが関わる組織犯罪などが、司法による裁定がなされたことなどを理由

とした「復讐」関連の事件に発展することが頻発したことはよく知られていることである。

                                                   
172 社会連帯省平和構築課長以下 2名、および UNDPの平和構築事業担当へのインタビュー 
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上記三件の社会連帯省が支援した事案の特徴は、東ティモールにおける事件などは、伝統

的司法によって「お家事情」が解決するという点にある。本論文第六章の事例研究でくわ

しく述べるが、特にこれまで独立闘争に関わってきた元戦闘員やゲリラ戦法を支援する地

下活動に関わってきた若者が、警察や軍の機構に採用されなかった場合、目的を失った物

がグループ化してマーシャルアーツ(武術等、格闘技グループ)の名を借りた犯罪組織によ

りどころを求めた。そのようなグループは社会や行政に対して不満を抱えるだけでなく、

その不満から犯罪関わることが多くなった。加害者がそのようにグループ化した主体であ

る事件は、村の治安維持の不安要素になりうることや、いわゆるスティト・キャパシティ(国

家の統治執行能力)が発展途上にあるため、司法や警察機構などに対する村民の信頼が不十

分であること、同時に、インドネシア時代に行政から受けた抑圧等の記憶から司法に対す

る不信も手伝って、加害者からの応酬に歯止めがかからなくなりうることを鑑み、村の治

安維持の視点からナヘ・ビティ調停の必要性が再認識された。 

 

５-３-１３ 県、準県、教会などで実施されるナヘ・ビティ 

ナヘ・ビティ(Nahe Biti)が村落単位で実施されるのに対して、県(District)、準県

(Sub-district)または、カトリック教会が実施する調停がある。ある意味で、ナヘ・ビテ

ィの「上位審」という機能を持っていると一般的にはとらえられているようであるが、そ

れは人々の意識の中での関係であり、そこに法律や政策などで整理された関係はなく、成

文化もされていない。教会実施の調停は、ナヘ・ビティの「上位審」的な機能の他に、県、

準県、教区など広域を対象にした調停についても実施されることがある。実施主体が教会

であるか、県(または準県、教区など)であるかとは別に、広域で実施される調停や和解手

続きは、ナヘ・ビティ・ボート(Nahe Biti Bo’ot)と呼ばれることがある。「ボート」とは

テトゥン語で「大きい」という意味があり、名称通り、大規模な調停を意味する。1999 年

の「騒乱」時の暴力に関する CAVR実施の和解手続きが、その代表例である。 

2016 年 6 月にエルメラ県で、教会が新しく開設される儀式が開催された際に、ナヘ・

ビティも併せて実施された。本ナヘ・ビティの目的は、1999 年の騒乱時に反独立派と独立

派の間に行われた暴力について話し合い、今も尚、インドネシアの西ティモールのアタン

ブアから戻ることができていない東ティモール人も呼び、和解を促すという趣旨であった。

当該ナヘ・ビティではリア・ナイン、教会関係者も関わり、対立してきた人々の間での和

解を促進できるよう話合いを持った。このナヘ・ビティを実施することにより、アタンブ

アからも東ティモール人が帰還し、伴にコミュニティで住めるようになったという173。 

 

５-３-１４ 伝統的司法審判者の能力、判断の妥当性等 

東ティモールの連立与党、および最大野党としてのフレテリン党(FRETELIN)が共に、

伝統的規範を尊重するという立ち位置を表明している。その上、村落レベルにおける制度

                                                   
173 マリオ・ヌネス氏(Mr. Mario Nunes)、農林省幹部へのインタビュー(2016年 12月 28日) 
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への信頼も確立しており、その実効性についても村民から認知されていることがこれまで

の分析で分かった。では、前述した大統領のスピーチに見られるような実定法と共存する

ことの問題点などは無いのだろうか。問題点があるとするとはたしてどのような問題であ

るのか。シャナナ・グスマン大統領(当時)は前述のアジア財団主催の東ティモールの首都

ディリにおける「慣習的な和解手続きと移行期正義・慣習法に関する国際会議」において、

さらに下記のように述べている。 

 

「・・・現代社会の法律は、はるかに複雑であり、それらは普遍的特性である価

値観に対して、個別に同化してゆく過程をもって進化してきた。現代の成文化さ

れた法律は、世界的かつ恒久的な価値観をその正当性の根拠とするが、それに対

して慣習法は、依然として独特の動力を維持しているとはいえ、不文律であるた

めにその表現は決議としての正当性を欠くものであるだけでなく、語り手の解釈

に従って変更されうる。・・・(著者訳)174」 

 

大統領がここでふれている普遍的価値観と法の関係は、民主主義社会に生きる者にと

って理にかなっているということは先に取り上げたヨーロッパの例からも明確である。し

かし、このような考えが長く続いた小国家間の戦争など様々な過程を経て「進化」し、形

成されたヨーロッパの法律と、太平洋の島嶼国における小王国達が国内の統治と「外敵」

を排除する目的で作り上げてきた規則や法律は、全く別の進化を遂げている。 

むろん、ここで言わんとすることは、「近代法」が「世界的かつ恒久的な価値観をその

正当性の根拠とする」という点であろうが、ここで議論されていないことは、はたしてそ

のような近代法的手法、もしくはヨーロッパの手法が果たして東ティモールにおいて国民

に理解され、受け入れられるのかという点である。東ティモールの人々は、独立時にそれ

らを受け入れるという前提で独立を選択し、国づくりを進めてきたのか、また、選挙を通

じて国政を委ねた国を率いるリーダーたちを選んだ時、このような「近代法」の導入を国

民が自覚していたか、ということについては疑問が残る。では、そのような新しい考え方

を導入するに当たって、国民の理解を深めるための投資をしたのかという疑問も持ちあが

ってくる。はたして、国民はそのような変化を求めていたのであろうか。それとも、国民

の関心は国の「開発」にだけ向いていたのだろうか。 

例えば、東ティモールが少なからず影響を受けてきた隣国インドネシアにおいても、

オランダ渡来以前から存在したアダット(慣習法)と、オランダの植民地時代に適用が試み

られた本国法のレヒト(recht)、日本による統治を経てオランダから独立をしたインドネシ

アが制定した国家法であるフクム(Hukum)が存在していた。植民地時代レヒトは、インドネ

シアの人々にほとんど受け入れられず、適用はほとんどオランダからの入植者にかぎられ、

他方インドネシアの人々はアダットに依って生活をしていた(高野：2015)。その際、レヒ

                                                   
174 原文はテトゥン語だが、公式英語対訳を筆者が訳した 
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トとアダットは並行して存在し対象によって適用が変わった。フクムは、司法の近代化を

目指したインドネシアがオランダ法であるレヒトから学んで構築した国家法である。慣習

法であるアダットは、フクムから乖離しており、その制定においてほとんど取り込まれず、

実定法であるフクムと慣習法であるアダットの相関関係は大統領のアプローチによって大

きく影響を受けてきた。また、その関係は多分に操作され、政治的な関与が色濃いと理解

できる。フクムは、マクロ的な国の発展に寄与してきた一方で、一般市民の日々の生活に

十分に寄与する発展を果たしておらず、今日においても通常の生活においてインドネシア

国民はアダットに依っており、必要に迫られてフクムを適用していると見受けられる(高

野：2015)。高野が取り上げるインドネシアの事例では、法を近代化しゆく手法が受け入れ

られるまでに、長い時間がかかっているということがわかる。では、はたして法の近代化

手法が東ティモールにおいて国民に理解され、受け入れられるのかという点は注視するべ

き点である。すなわち、東ティモールの国民は、「法の近代化」について十分に理解をし、

その導入を自覚していたのかという問いである。 

 

５-３-１５ 不文律である伝統的規範 

また、上述の大統領発言の中にある「語り手の解釈によって変更されうる」にみられ

る判断の揺らぎに関する課題もある。本節で後述するが、同国全 13県において実施されて

いる伝統的規範のうち、ナヘ・ビティ(Nahe Biti)やタラ・バンドゥ(Tara Bandu)などの手

続きは、実施の形態が全国で類似している。このことは、ボロニスワフ・マリノフスキら

の機能主義的視座をもって概観すれば、自然環境が全 13 県において似ているので、「自然

がもつ物理的なニーズを満たす目的」をもって「社会全体が変化するという社会相互関連

の性質」をもって伝統的規範が形成されてきたということができる。そうであれば、島内

すべての地域において、伝統的規範が類似の進化をしてきた理由が明確に説明できる。す

なわち、東ティモールにおけるタラ・バンドゥの実施は、共同体の生存の目的で実施され

たと考えられる。タラ・バンドゥは、農産物等の自然資源の管理をその目的の一つにして

いたことは前述した通りである。その目的に加えて村落間の環境が大きく異ならないため、

それぞれの手続きの間に大きな違いが生まれなかった。同国が熱帯気候地帯に位置し、果

実や野菜などの収穫については気候の大きな変化がない限り見込める一方で、土壌はそれ

ほど肥沃ではなく不安定な降水量と限られた牧畜の機会など、同国内の各地方に散らばる

コミュニティが直面する課題など、似ていることが多かった。宗教的、民族的相違につい

ても、国民の約 98%がカトリック教徒であり、民族についても、わずかな印僑と福建省から

きた少数の華僑をのぞいた大多数が(オーストロネシア語族に属する)マレー系もしくは

(ポリネシア語族に属する)メラネシア系で、その他少数のポルトガルもしくはポルトガル

によって連れてこられたアフリカ人とマレー系もしくはメラネシア系の混血という類型に
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おおまかな分類ができる175。オーストロネシア語族に内包される小言語グループとしての分

類はできるが、下位語群に属するグループ間で西部のオーストロネシア語族か東部(リキサ、

バウカウ、ビケケの 3 県)のポリネシア語族かという点は民族的な相違ではある。しかし、

前近代における慣習的な違いは、主に環境からの影響によるところが多く、この民族的な

相違点からくる影響はあまり見受けられない176。村落間での環境の違いは、高低差などから

来る植生変化の影響による収穫物の違いと、収穫できる動植物の違いを除くと、小言語族

で区分される使用言語の違いと、収穫物の違いからくる食習慣の違いが主である。環境が

コミュニティとその慣習の形成に与える影響と、社会や文化形成との深い関係は、東ティ

モールという島国において村落間の環境の類似性が、慣習や関連の手続きの類似性を誘発

するという結果を生んだという結論に導かれる。 

この地政的な影響は、同時にそれらの村落が一つのコミュニティとして高い完結性を

持つ要因ともなった。村落単位で実施されている伝統的規範や関連の手続きが発達し、ま

た、今日も信頼を得ている理由となっている。植民地時代の村落(スコ、Sucu)の前身であ

るリウ・ライ(Liu Rai)を中心とした小王国は、ポルトガルの統治が始まる以前から存在し

ており、長い歴史の中でコミュニティにおける慣習の形成においてその根底の部分を形成

してきた。当時宗主国であったポルトガルからの影響もある。ポルトガルは、リウ・ライ

の権威を借りてその影響力を保持した。各小王国を統治していたリウ・ライ(またはその子

弟)がディリのポルトガル総督と持っていた関係や、同国語で学んだ法律を含む行政に関す

る知識は、タラ・バンドゥやナヘ・ビティのその後の変化に影響をもたらしたことも、伝

統的規範の発展を考える上で考慮しなくてはならない。険しい地形がもたらした地方と首

都ディリとの隔たりは、伝統的規範の形成に関してポルトガルが、当時どの程度の影響を

村落レベルにおいて持っていたか、ということを決定した要素の一つであると考えられて

いる。険しい地形などが理由となった移動の制限は、方言の発達等を見ると一見、情報の

伝達に著しい影響を及ぼしたとも見受けられる一方で、長い年月をかけて変化する言語や

方言の変化と 250年の植民地政策では、かかる時間の規模が違うということが言える。 

 

５-３-１６ 若い世代とナヘ・ビティ 

加えて、一般に「現代化」による若い世代の「コミュニティばなれ」と呼ばれる現象も

伝統的規範の実施を考える上で重要である。自身のコミュニティから離れて、都市部に居

住する若い世代などが、帰属感を求めてマーシャルアーツのグループ等へ入団し、暴力事

                                                   
175 この点については、ウダヤナ大学の Dr. Puruwadi(文化人類学)の説明では、専門的な調

査を進めることによって、違いが明らかになる可能性を示唆していた。筆者も、その点に

ついては同じ認識を持っているが、本論文の目的では慣習の違いなどは、一般的な視点か

ら分析している。 
176 慣習や伝統以外の部分で、筆者が確認した相違点は少なくない。例えば建築様式や、伝

統的織物である「タイス」の柄、織り方など、生活様式に関するものや、人々の性格の傾

向や性格に関する違いなどである。 
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件などに関与する事例については前述した。2002年の独立までは、前述した地政的理由や、

インドネシア当局による移動の規制や、同国軍の駐屯などが理由で、若い世代を含む村落

間の人の動きはあまり活発に見られなかった。また、国民の多くが、「国家独立」という一

つの目的を共有していたということもあり、連帯感の強さが影響して帰属感の充足度を後

押ししていた。しかし、インドネシア国軍が撤退し、商業的移動手段が提供され始めてか

ら、村落間の人の動きは特に若い世代を中心に活性化した。特に、社会経済活動が比較的

活発であったディリやバウカウ、スアイなど地域の主要都市へ仕事や教育の機会を求めて

移動する者が顕著に増加した。とはいえ、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が実施した

東ティモールの慣習に関する調査(Carvalho：2011)にも説明されているとおり、リウ・ラ

イ(Liu Rai)や村長を中心とした村落社会は、その構成員が物理的にその管轄権を越えた地

域に移動したとしても、構成員と村落の精神的なつながりは維持されてきた。リア・ナイ

ン(Lia Nain)の一家は村落に留まることについて使命感をもって受け止め、その構成員は

一族が執り行う儀式への参加など、必要があるごとに自身が帰属するウマ・ルリック(Uma 

Lulik)「聖なる家」に里帰りする。例えば、ウマ・ルリックの修復など資源が必要な場合

は、物理的に村落を離れていても経済的貢献をするか、一時帰省をして修復作業に加わる。

つまり、村落における慣習的な強制力が働いていた。それが、主要都市等に移住する者が

増え、社会経済活動の活性化が進んだころから、様相が少しずつ変化してきた。 

それまで一時滞在的にディリに居を構えていた者の社会経済活動への参加が進み、長

期的に滞在するようになると、それまで維持してきた村落との精神的な繋がりが希薄にな

ってきた。経済的な貢献を継続する事案は多いが、日常的に自出のウマ・ルリック(Uma 

Lulik)の保護を受けるということがなくなるだけでなく、他の住民との争いごと等の仲介

などについても、争いの規模にもよるが、ウマ・ルリック(Uma Lulik)による「保護」とリ

ア・ナイン(Lia Nain)の仲介を受ける機会が希薄になった。これらの例に当てはまらず、

移住したにも関わらず、ウマ・ルリックの「保護」を受けることが比較的容易といわれる

のは、婚姻による移住者である。それらの者は、ウマ・ルリック間の結合から派生する「保

護」の対象となる。前述したように、婚姻関係はフェトニャン(Feto Nian) 、英語では「Women 

giver」)と呼ばれる嫁の一族のウマ・ルリックと、嫁いだ(とその結果として行う移住)先

の一族のウマ・ルリックとの正式な関連性をもたらす。それに対して純粋に社会経済活動

へ参加することのみを理由に移住した者は、居を構える地区のウマ・ルリックに属するこ

とは原則ない(つまり、物理的に他県に居を構えていたともしても、自出の県にあり「本家」

が管理するウマ・ルリックの保護下にあるため)。つまり、都市に移住するものが増えるに

つれて、都市型住民の間にウマ・ルリックの保護を「受けない(もしくは受けることができ

ない)者」が増えるという状況が起きた。 

 

５-３-１７ ナヘ・ビティの 13県における実施形態の概要比較 

前述のとおり、ナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続きの実施形態は、東ティモール全 13 県
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において似通っている。歴史的には、南下してきたオーストロネシア語族と、西に移動し

たポリネシア語族が、同国付近で交じり合ったと考えられ、ポリネシア語族の影響が強い

とされる東の県(ラウテン、ビケケ、バウカウ三県)とオーストロネシア語族の影響が強い

とされる西の県(アイナロ、ディリ、リキサ、アイレウ、コバリマ、エルメラ、マヌファヒ、

マナトゥトゥ、ボボナロ、オクシの 10 県)では、使用言語の違いに特徴があるということ

は言える。しかし、前述の通り、各県における自然環境が似ていることや、島国であり全

13 県の地理的距離がそれほど離れていないために、時間の経過とともに社会的環境が似て

きたことに理由があると考えられる。手続きの類似性を示す目的で、東ティモール全 13県

における実施形態の比較(手続きの差異、各件における判断のゆらぎ、「害の修復のための

行為」の妥当性と県ごとの差異)のために、以下、某国際機関が実施した非公開調査(付表

5)の抄訳を筆者が表にまとめたものを掲載する。なお、当該機関による調査自体が非公開

であるため、付表 5の原本は論文審査委員会以外非公開とする。 
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表 2: 東ティモール 13県における伝統司法の実施形態177 

県 準県(使用言語

別 下位語群) 

手続きの名称 実施主体 主な特徴 特記事項(罰の内容など) 

アイナロ

県 

Hatudo 準 県

(Bunac 下位語

群) 

LO’E 

BIT/BORA 

( 『カーペッ

トを広げる』

の意) 

 

CATUAS LIA 

NA’IN 

調停の場合、直接的な衝突の避

けるために当事者の聞き取りは

個別に行う形式。聞き取りは村

民に対して公開。手続きは一日

程度かかる。結審後、酒を飲み

交わす“FUI TUA”で判断が確定

する。 

軽犯罪に対する懲罰の科料の形態は二

種 類 。 比 較 的 軽 い の も が “BUAT 

LIMA”(価値ある物 5 つ差し出す)、少

し重い罪が “BUAT SANULU”. (価値あ

る物 10つ差し出す) 

Maubisse, 

Hatubuilico 及

び Ainaro 準県

(Mambae 下位語

群) 

ディリ県

(首都) 

TETUN 下位語群

他 

“NAHE BITI 

( 『カーペッ

トを広げる』

の意) 

 LULUN 

BITI”( カ ー

ペ ッ ト を 巻

く) 

 

Assembleia dos 

CATUAS 

調停の場合、関係者の主訴を聞

き取る目的で双方を招聘。村民

参加の公開型審尋。判断のあと、

長老達からの訓示が、加害者に

対して言い渡される。 

金食器 BELAK MEANに限らず金製のブレ

スレットや、ネックレスも科料として

考慮される。また、伝統的な織物であ

る TAISも対象として考慮される。 

バウカウ TETUN, GALOLE NAHE BITI JUDICIAL 調停は事件の関係者が直接審尋 窃盗は盗んだ物を返却すること、およ

                                                   
177 付表 5 の調査結果の抄訳を表にまとめたもの 
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県 および WAIMUA 

下位語群 

 COUNCILインドネ

シアによって設

置された準県、村

落、準村落レベル

の司法機関。長老

会と伝統的リー

ダーによって構

成されるが、形式

上は選挙制。水源

や灌漑を巡る水

の争いは、 CABO 

BE と呼ばれる伝

統的水源管理者

が調停し、解決し

ない場合、前述の

委員会に照会 

に参加をするのではなく、当事

者を代弁する形で、血族単位で

当事者となる。当事者の聞き取

りは個別に行う形式。聞き取り

は村民に対して公開。JUDICIAL 

COUNCIL による判断は宗教上の

理由と村落単位の慣習の両方を

考慮して、行われる。 

び晩餐を実施(費用負担は一部)。暴行

の場合、村落における晩餐の実施の目

的で山羊を一匹差し出す。同県では、

伝統的に、暴行が水源や灌漑を巡る水

の争いのことが多いが、その場は、CABO 

BEと呼ばれる伝統的水源管理者が調停

し、解決しない場合、前述の委員会に

照会する。淫行については、当事者の

一方が既婚でかつ妊娠した場合は、男

性側が牛を一頭、女性側が豚を一頭相

手方の親族に差し出す。出産した場合

は、男性側が、当該の子どもが成人す

るまで養育する旨、一筆したためる。 

 Macassae 下 位

語群 

(元データに

記載なし) 

  窃盗は TARA BANDO手続きにかけられ、

罪が確定した場合は、盗んだ金額に応

じて牛や山羊を村に対して差し出し晩

餐を行う。TARA BANDOを行うことによ

り、窃盗が認められないことが村人に

よって再確認される。暴行の場合、話

し合いを経て和解し、一つの杯から酒
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を飲み合って友好を再構築することを

約束する。性暴力の場合、暴力の度合

いによるが、被害者の女性の家族に対

して加害者が、豚や牛などの家畜を差

し出す。さらに、贖罪晩餐を開催し、

その席にも家畜を差し出す。 

リキサ県 Tocodede 下 位

語群 

(元データに

記載なし) 

CATUAS UMA FYKUN 関係者の主訴を聞き取る目的で

関係者を招聘。村民参加の公開

型審尋。 

窃盗は盗んだ物を返却すること、およ

び豚、牛などの家畜をコミュニティに

差し出す。さらに奉仕活動をする。性

暴力の場合は、被害者の女性に対して

家畜を差し出し、さらに、BELAC MEAN 

金食器もしくは “BELAK MUTIN 銀食器

を差し出す。被害者が妊娠した場合、

出産した子どもの養育費も払う。暴行

などの場合、暴力の度合いによるが、

Taisと呼ばれる伝統的な織物と、豚や

牛などの家畜を差し出す。 

Mambae 下位語

群 

(元データに

記載なし) 

 アイナロ県等と同じ下位語群に

類するので、手法は同型 

 

アイレウ

県 

Aileu, 

Lequidoe, 

Remexio および 

Laulara 準 県

NAHE BITI  アイナロ県等と同じ下位語群に

類するので、手法は同型 
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(MAMBAE 下位語

群) 

コバリマ

県 

 

Fatumean 及 び

Fohorem(一部の

み)準県 (TETUN 

TERIC 下 位 語

群) 

NAHE BITI “CATUAS LIA 

NA’IN” 

調停の場合、関係者の主訴を聞

き取る目的で双方を招聘。村民

参加の公開型審尋。 

責任があると判断された主体が小王国

の「皇族」である場合は TATE MATA NO 

MATAK と呼ばれる害の修復(科料)の責

任が発生する。一般人が対象の場合は

TATE BIASAと呼ばれる。 

Fatululic, 

Maucatar, 

fohorem(一部の

み)、および 

 Tilomar準県 

(Bunac 下位語

群) 

(元データに

記載なし) 

“MATAS/MOMEN 

LALGOMO” 

調停の場合、関係者の主訴を聞

き取る目的で双方を招聘。村民

参加の公開型審尋。 

暴行等の場合は、科料(現金及び家畜な

どの物品)の支払い、性暴力は TAIS と

呼ばれる伝統的織物 4 反、銀食器 4 器

(未遂は半分の量)、窃盗は盗んだ物を

返却すること、および豚、牛などの家

畜をコミュニティに差し出して晩餐を

実施。過失致死の場合、加害者は家畜

等を差し出して、被害者の葬式の目的

で式典を行う GUBUL GEBE’EL/TIMIR 

ULUN 及び金食器を差し出す BELAK 

MEANの二つの罰が科せられる 

エルメラ

県 

Quemac 下位語

群 

BITI NABAN(カ

ーペットを広

げる )で手続

きを開始、結

審 の 後 LULU 

 調停の場合、真実を聞き取る目

的で、当事者の聞き取りは個別

に行う形式。聞き取りは村民に

対して公開。 

窃盗の場合、大きく二種類の懲罰があ

る。常習性の無い場合は、長老からの

訓示と指導を受ける。常習性がある場

合、自身の行為を反省していることを

発声しつつ、盗んだ物品をもって村落
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BITI( カ ー ペ

ットを巻く )

をもって確定 

内を巡り歩く。その後、盗んだ物品を

所有者に返却し、金の食器 BELAC MEAN、

伝統的な織物 TAIS もしくは現金を被

害者に差し出す。暴行の場合は、織物

TAIS、もしくは金食器 BELAC MEAN もし

くは現金を被害者に差し出す。性暴力

の場合は、馬、牛、豚、山羊などの家

畜を差し出す。合わせて現金もしくは、

伝統的に価値があると言われる物品を

被害者に差し出す。 

Mambae 下位語

群 

(元データに

記載なし) 

 アイナロ県等と同じ下位語群に

類するので、手法は同型 

 

マヌファ

ヒ県 

Fatubelihu, お

よび Alas 準県

(TETUN 下位語

群) 

“NAHE BITI 

(カーペット

を 広 げ る ) 

LULUN 

BITI”( カ ー

ペ ッ ト を 巻

く) 

Assembleia dos 

CATUAS 

調停の場合、関係者の主訴を聞

き取る目的で双方を招聘。村民

参加の公開型審尋。判断のあと、

長老達からの訓示が、加害者に

対して言い渡される。事件に関

する事実認定は LIA TETUK ONA NO 

LIA TOK ONAと呼ばれる。また、

長老委員会の判断は、 HANAI 

MESAK, SERBI MESAK と言われ、

聞き入れ、従い、服さなければ

いけないと言い伝えられてい

金食器 BELAK MEANに限らず金製のブレ

スレットや、ネックレスも科料として

考慮される。また、伝統的な織物であ

る TAISも対象として考慮される。 
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る。 

Same お よ び 

Turiscai 準 県

(Mambae 下位語

群) 

(元データに

記載なし) 

Turiscai 準県に

おいては、カトリ

ック教会が伝統

的調停に積極的

に関与してきた

歴史がある。 

アイナロ県と同じ下位語群に類

するので、手法は同型 

 

マナトゥ

トゥ県 

Manatuto, 

Laclo and 

Laleia 準 県

(Galole 下位語

群) 

(元データに

記載なし) 

Assembly of 

traditional 

judge: 

 

暴 行 の 場 合 、

HUHUN LIDUNと呼

ばれる一族の家

長が審判する。窃

盗についても、

HUHUN LIDUNが審

判する。 

手続きはコミュニティの単位で

実施。調停は事件の関係者が直

接審尋に参加をするのではな

く、当事者を代弁する形で、

AHIMATAN と呼ばれる血族単位、

もしくは準村単位の集団が当事

者となる。審判の結果も、

AHIMATANを通じて通達される。 

暴行の加害者は、食肉、米、及び酒を

コミュニティに差し出し、結審の後の

村民を呼んで実施する晩餐会に提供す

る。(伝統的な)酒を交わして審判の内

容を確定とする。窃盗は公共財の窃盗

のばあいは、タラ・バンドゥの手続き

の中で罰せられる。個人の資材を盗ん

だ場合は、盗んだもの、もしくは相当

金額の物を返却の上、HUHUN LIDUN に

対して、同じ罪を犯さないことを宣誓

することが科せられる。性犯罪の場合、

被害者の家族との調停内容によって、

賠償額が決定する。淫行の場合は、関

係者が既婚の場合、淫行相手の配偶者

に対しても賠償金の支払いが義務づけ

られる。 
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Laclubar 

(Idate 下位語

群) 

LOHER 

BITI”( カ ー

ペットを広げ

る ) 及 び 

“LULU 

BITI( カ ー ペ

ットを巻く) 

“MATUAN/HAHANA

’IN”伝統的な

リーダー 

 暴行の場合、その理由の如何に関わら

ず、傷害を負わせた側に伝統的な織物

及び現金による賠償義務が発生する。

窃盗の場合、盗んだものの返却と、奉

仕活動が科せられる。性暴力の場合、

牛などの家畜や現金および“Ulu Suku 

Mean”と呼ばれる金製の髪飾りを賠償

金として被害者に差し出す。 

Soibada and 

Natarbora/Bari

que 準県 

(Tetun 下位語

群) 

“NAHE BITI 

(カーペット

を広げる)、及

び  LULUN 

BITI”( カ ー

ペ ッ ト を 巻

く) 

Traditional 

leaders 

 加害者は性暴力の場合、牛、豚などの

家畜及び現金を被害者の家族に差し出

す。さらに、手続き後に村人に対して

晩餐会を提供する。窃盗の場合、盗ん

だ物を返却し、同じ罪を繰り返さない

ことを伝統的なリーダーと手続きに参

加した村人達の面前で宣誓する。暴行

の場合、慰謝料を払い、同じ罪を繰り

返さないことを伝統的なリーダーと手

続きに参加した村人達の面前で宣誓す

る。さらに、手続き後に村人に対して

晩餐会を提供する。 

ビケケ県  NAHE BITI Traditional 

leaders 

女性が事件を恥じて家出をした

場合、血族は村落の支援を得て、

女性を探す。この際の支援を

窃盗の場合、盗んだ物を(同等のもの)

返却し、さらに MAIRA と呼ばれる贖罪

のための晩餐会を開く。その目的で、
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LORO FERA ULUN/FATUK TANE AIN

と呼ぶ。ビケケ県においては、

カトリック教会が性暴力の調停

に積極的に関わってきた。 

豚、山羊、牛などの家畜を差し出す。

暴行については、加害者が牛、豚など

の家畜を被害者の家族に差し出す。友

好関係の回復の印として、被害者側は、

TAISを加害者側に送り、謝罪の受領を

明示する。DVの場合、それが離婚とい

う結果に導かれる場合、女性側が家族

としての蓄えなどに対する所有権を失

う。子どもがいる場合、子どもが成人

するまでどちらの親と同居するかは子

ども自身が決定する。性暴力の場合、

被害者である女性の家族に自主的に犯

した罪について説明し、謝罪する義務

がある。それを怠った場合、罰が重く

なる。加害者側の男性は、牛などの家

畜を提供し、贖罪のための晩餐を実施

する。 

ボボナロ

県 

Quemac 下位語

群 

審判の開始は

“NAPA 

BITSI”(カー

ペットを広げ

る )によって

示される。 

“ CATUAS UMA 

FUKUN” 

調停の場合、関係者の主訴を聞

き取る目的で双方を招聘。カー

ペットの両端に事件の当事者が

座り、真ん中に審判役の長老会

の構成員が座る。村民参加の公

開型審尋。 

喧嘩など双方が暴行をはたらいた場

合、かかる事件の両当事者が米、酒、

等を提供して、調停後に村人を対象に

晩餐会を開く。さらに、村に対して科

料として 5 万ルピア支払う。窃盗の場

合、50Ｋｇ程度の大きさの山羊、米、
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結審のあと、

確定した際に

LULU BITSI(カ

ーペットを巻

く )という儀

式を行う 

酒を被害者に対して差し出す。山羊の

角は、山羊が食された後、村の象徴的

な木につるされ、犯罪がおこったとい

う記憶を一定の期間村人に対して示

す。性犯罪の場合、被害者の女性に対

して牛 2 頭、金食器 2 器を差し出す。

妊娠している場合、出産後にさらに牛

2頭、金食器 2器差し出す。 

Becais 下位語

群 

(元データに記

載なし) 

Liu Rai (小王国

の王)及び任命さ

れる判事である

Ain liman/Siro 

laca bere bau”

が手続き開始を

宣言。手続き自体

は、TAI NULA と

呼ばれる慣習法

上の判事が実施 

 罪の内容によるが、通常は、科料、訓

示、もしくは体罰などが罰として科せ

られる。 

Bunac下位語群 (元データに記

載なし) 

 コバリマ県と同じ下位語群に類

するので、手法は同型 

 

ラウテン

県 

Fatuluco 下 位

語群 

(元データに記

載なし) 

NAWARANA 長老委

員会 

血族間の関係を村長するため、

調停についても、当事者が属す

る血族を事件の主体として調停

暴行の場合、Nawarana仲介による話し

合いを経て和解し、一つの杯から酒を

飲み合って友好を再構築することを約
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を進める。 束する。当事者には、Nawaranaから訓

示が与えられる。傷害致死の場合で、

加害者側が罪を認めた場合、伝統的な

金のイヤリングを差し出す(故人の魂

が宿るとされる)。さらに、毎年 FO’ O 

HAN MATEBIANと呼ばれる贖いの集いを

実施する。実施しない場合、被害者の

霊にとりつかれるとされる。DVの場合

で、配偶者が実家に戻ってしまった場

合、暴力再発しないことを約束した上

で、家を出てしまった配偶者は、豚を

一匹生け贄として差し出した上、TAIS

という伝統的な織物を差し出すことに

よって、家族のつながりを再確認する。

帰宅する配偶者を受け入れる側は、牛

を一頭生け贄として調理し、配偶者の

帰宅を受け入れることを示す。窃盗の

場合は、盗んだ物を返却した上、家畜

を生け贄にし、TAIS を差し出し、

Nawarana を招いて贖罪晩餐を実施す

る。性暴力の場合は、伝統的なネック

レスと、牛を生け贄として晩餐会に差

し出す。被害者側の女性は許しの印と
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して伝統的な織物であるタイスを加害

者側に提供する。 

オクシ県 Baequeno 下 位

語群 

(元データに

記載なし) 

Assembly of 

Eldest  

オクシ県全県において同様の手

法が使われており、地域によっ

て手法の違いはあまり見られな

い。ナエル(NAEL)と呼ばれる血

族の単位のグループで調停が実

施される。 

窃盗の場合、盗んだ物を返却した上、

家畜などの食肉を提供し、米、酒など

を差し出して長老委員会(Assembly of 

Eldest)を招いて贖罪晩餐を実施する。

暴行の場合も同様。性犯罪については、

七つの条項として成文化された規範が

古くから同地域に伝わっている。  
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５-３-１８ ナヘ・ビティ実施形態に関する分析 

近年、ナヘ・ビティ(Nahe Biti)の実施形態は変化しつつある。聞き取り調査において

東ティモール法務省のネリーニョ・ビタル(Nelinho Vital)国家法律諮問立法局長は、伝統

的司法や伝統的規範の課題に注視して指摘しつつ、その機能は実定法を補完する限定的な

役割と位置づけた。これは、法を司る法務省としては、当然とらなくてはならない立場で

あろう。しかし、特記すべきは、ナヘ・ビティが非民主的とされる特性、特に手続きにお

ける女性の発言権に関し、内生性の変化がみられることを法務省も認識している点である。 

社会的に評価されている独立闘争を戦った元女性ゲリラ幹部に聞き取り調査をしたと

ころ、地域によるが、近年、女性が発言することができる手続きがみられるようになった

ということである178。また、リア・ナインについても、伝統的に男性によって務められてき

た役職であるが、これを女性が務める例がみられるようになってきたということも聞くこ

とができた179。このような例は、同元幹部の地域に限らず、いくつかの地域でみられる傾向

であるという説明があった。この点は、手続きの民主性を高める関連性の高い要素でもあ

るため、今後詳しい調査を行う必要がある。前出の法務省の幹部の意見では、伝統司法は

国民が広く知っているシステムであり、村落コミュニティにおいて迅速に対応ができ、コ

ミュニティ間で調和をもたらす効果的なシステムである180。シャナナ元大統領も、伝統的紛

争解決の活用を推進しているとのことである。そこで、政府の役割としては、このような

民主化の動きを一層加速させた上で、伝統的司法の運用のためにより地域の組織に役割を

与えること、そして、政府として伝統司法のシステムをより認識することに関する重要性

が述べられた181。東ティモールにおいて法制度の急速な「近代化」が進められるにつれ、伝

統的司法についてその価値への認識が弱まっている傾向にある。伝統的司法の発展は社会

の変化に動因され常に変化している。そのため、伝統的司法に関する法律が必要であると

考えられる。 

もう一つの点が、東ティモールの伝統的司法の修復的司法としての機能である。法多

元主義的政策の実施や、個人主義を基調とした民主主義社会と、それに対してコミュニテ

ィを基調とした伝統的社会の二つの社会領域の重複があるために、実定法と伝統的規範の

双方で裁かれるように見える。一見、一事不再理の原則から疑問が生じる点ではあるが、

当該ケーススタディから、伝統的司法はコミュニティ内(もしくは異なるコミュニティ間)

の人間関係を修復することを主旨としており、被告に対して罰を与えることを目的として

いるわけではないことがわかる。ほかの事案では、事実上の民事訴訟のように、伝統的司

                                                   
178 元社会連帯庁復員兵士部元副部長(名称は 2004年当時)ベロニカ氏への、ディリでのイン

タビュー(2016年 12月 30日) 
179 他方、法務省ビタル局長によれば、そのような例はごく稀であるということであった。 
180 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル氏への聞き取り調査(2016 年 12月 30

日、ディリ) 
181 同上 
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法は当事者の利害関係を調停していることもある。また、調停の結果、村落内において反

社会的行為を行ったということで、罰則的な科料に処されることもある(本論文第 4 章)。

しかし、そのような科料についても、コミュニティと個人の間の関係修復を目的としてお

り、科料もコミュニティに還元され、罪を犯したものが再びコミュニティに受け入れられ

る環境を整えることを促している。留意すべきは、東ティモールの伝統的司法の形式は 13

県においてそれほど変わりはないようだが(図 7 参照)、運用形態は地域の環境や事情に即

して特徴がある。修復的司法としての性格を持った伝統的司法が、個人主義を基調とした

「近代的」法制度を、東ティモールのコミュニティの形態により即した形にするポテンシ

ャルを持っていると考えられる。 

実施形態に関して、プラクティカルな観点からもう一点述べると、伝統司法が提供す

ることができる「司法へのアクセス」であろう。東ティモールの裁判所の課題として、ア

クセスの難しさがある。同国地方裁判所の所在はディリ、バウカウ、スアイ、オイクセ各

県に一つ、全国で 4 箇所と非常に限られている。さらに法曹の数が限られるなど、法曹キ

ャパシティが著しく不足しているという点である。2016 年現在、弁護士の数は 200 人以下

であり、そのうち公設弁護士(Public lawer)は 50 人程度、私設弁護士(Private lawer)が

150人程度である。検事の数はさらに限られており、32人程度とのことである182。これらの

状況から、裁判所に事案を訴えても、所要年数が 2 年から 5 年も要してしまうという問題

がある。さらに、言語の問題がある。裁判所ではポルトガル語が使われるため、国民の多

くは理解することができないという実質的課題もある。それに対して、村落で実施される

伝統的司法は、コミュニティに「司法へのアクセス」を国民に対して効率的に提供するこ

とが出来ているのである。正義の実現が求められ、司法へのアクセスに関するニーズがひ

っ迫する中、伝統的司法は国民に対して解決策を提供し、ガバナンス機能の強化に寄与し

ている。 

 

５-３-１９  ナヘ・ビティ伝統的司法を適用する上での課題 

村落単位で組織する長老委員会が伝統的司法を実施することに関連した課題として挙

げられているのが、判断の質である。同様の事件を扱った二つの村落の判断を見比べてみ

ると、それほど大きな差ではないが、判断に一定程度の違いがあることが取り上げられて

いる(Asia Foundation：2008)。これは、東ティモール国内で、基準化された判断指標が無

いことが理由で、村落ごとに判断の質や内容に一定程度の揺らぎがあることが課題であっ

た。もちろん、東ティモールにおいては、一定の範囲で、倫理観が共有されているため、

判断にそれ程大きな揺らぎがあるわけでないものの、国レベルで指標が設定されていない

                                                   
182 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル氏への聞き取り調査(2016 年 12月 30

日、ディリ)。2004年に設置された法律研修センターで法曹育成が進められているが、言葉

の問題(ポルトガル語)もあって、卒業する者の数は限られる(江藤：2012)。 
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ことは、村落間で(場合によっては、同一村落の別の裁定者による)判断の揺らぎが生まれ

る理由となっている。 

このことから考えられるのは、コミュニティの発展と時間の経過に伴い、裁判所によ

る手続きとの関係を正規化することが、必然的に求められるということである。その際、

司法権に関する住民教育を進め、その内容を明確化する必要がある。この点について、特

に刑の確定においては、提訴する権利が無くなるという前提があることや、一事不再理の

原則も導入して、伝統的司法が確定的な判断をすることできるような制度構築が重要であ

る。 

紛争後の地域において、資源の欠如は正義の実現において大きな足かせになることが

多い。その一方で、特に村落地域において、当事者間の紛争を解決し、コミュニティ融和

を促進する目的で村落調停等の伝統的司法を用いるということは、事件の現場に近いとい

うことから有効である。これは、東ティモールの人々が、裁判所をさける傾向にあること

や、伝統的司法に寄せる信頼などに裏付けられる。また、事件が複雑化した場合に正規の

司法制度によって判断されるべく犯罪の事案を迅速に特定する上でも、有効であると言え

る。その一方で、村落間で判断に揺らぎ最小限にするために判断を基準化することや、手

続きの民主化を支える目的でそれらの伝統的規範を成文化してゆくことなどが必要である。  

 

５-３-２０ ナヘ・ビティに関する考察  

インドネシア国軍が駐屯していた間、伝統的規範を含む東ティモール特有の文化や歴

史に由来した活動が規制されていたことは、伝統的規範の休眠化もしくはその地下化を加

速させた。インドネシアの国権が比較的浸透していなかった山岳部や、都市部から離れた

一部の村落では、伝統的規範の実施を含む、村落における慣習等の活動が地下化して実施

されていた。ナヘ・ビティ(Nahe Biti)やタラ・バンドゥ(Tara Bandu)など同国の伝統的規

範が、村落間において多くの共通性を持って形成されたことや村落間においてその執行は

罰則の度合いにある程度の差異があることはわかる。しかし、特徴的なのは、一般的に言

われている伝統的規範の発展形態、つまり近代化とともにその関連性が低くなるものとは

相反し、同国の伝統的規範は都市部を除き、独立後に進化を遂げてきたことである。東テ

ィモールの民主主義国家としての独立と、法治国家としてのスタートは、Sucu(村落)と呼

ばれる村落社会を中心とした伝統的規範の積極的な実施とは一見相容れない関係にあると

いうことはシャナナ大統領のスピーチからもわかる。しかし、「2006 年 4 月の危機」など、

いくつかの事件を経験した同国が、不完全な移行期正義や、西洋型の法制度適用の難しさ、

実定法の整備の遅れなどの課題を乗り越え、村落単位で調和と安定を目的として伝統的司

法や伝統的規範を適用してきた経緯がある。それらの経験に基づいて、村落間におけるニ

ーズに合わせて同国の伝統的司法や伝統的規範は変化を続けてきた。それでは、一見相容

れない二つの要素はともに発展することは無いのであろうか。 
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民主主義国家としての発展と伝統的規範の発展は、東ティモールにおいて共存してき

ただけでなく、相関関係にあり特徴的であるとい言える。これは、前出のアッジオ・ペレ

イラ首席大臣の聞き取り調査にも聞けるように、東ティモール独立の精神に同国特有の文

化背景があることが理由になっているだけでなく、移行期正義が不十分である状況におい

て、ある意味必要に迫られていたことも挙げられる。これまでの検証で、政府の伝統的規

範に対する立ち位置についてはある程度統一されつつあることが分かる。 

実施における課題としては、上述の村落間における強制規範の項目や、罰則等の度合

いがあげられる。また、上述した人の流れが活発化したことが理由の一つとなって起こっ

た現代都市社会における住民の副分類化や、他県から移住してきたために、コミュニティ

がウマ・ルリック(Uma Lulik)中心に形成されているという観点から、村落において帰属性

の無い(またはその意識の少ない)対象に対する強制力の維持、また、審判が関わる手続き

においてはその判断の村落間の揺らぎという課題がある。また、政治的な課題としては、

封建的社会を背景に形成された伝統的規範を民主主義国家として立国された東ティモール

においてどのように正当化し、そして実定法によって承認してゆくか、という問題もある。 

国連の暫定統治から同国政府の設置とその後まで続いた移行期正義等の時期を経て、

村落における伝統的規範は、増える裁判所の未決件数と総事件数という同国が直面した課

題、つまり実定法に基づいた司法へのアクセスが限られていたという課題に実質的に取り

組むべく、村落単位で活用された。裁判所が扱う事案は、いわゆる「通常」の案件である

のに対して、「騒乱」に関連した事件、および独立後に発生した事件の内、重犯罪とされる

事案については、国連の重犯罪課(Serious Crimes Unit)に対応をゆだねるとしていた。し

かし、裁判所までの地理的な隔たりが、司法へのアクセス限定し、その結果として軽犯罪

を越える範囲の犯罪をも、ナヘ・ビティの対象とする状況を作り出した。これまでのナヘ・

ビティが扱っていた軽犯罪とは異なる事件を扱う中で、全体的な手続き等に大きな変化は

なかったが、その規定は改訂され、処罰が細分化され、複雑化し、また科料等についても

厳罰化して定められるようになった。外部者である筆者がリキサ、アイレウ、ディリで行

った聞き取り調査でも、処罰や科料の度合いにかなりの揺らぎを見て取れることができた

が、当事者である住民はそれを切実に感じ取り始めていた183。そこで必要とされてきている

のが、伝統的規範の基準化を定める実定法の設置であるわけである。 

 

５-４ 第 5章の結論 

東ティモールの伝統的司法や伝統的規範は、ポルトガルによる植民地化が始まるはる

か前 450 年以上も前から実施されてきたとされている(Asia Foundation：2008)。しかし、

今日まで歴史上のいくつかの側面で休眠化が強いられた。たとえば、インドネシア国軍が

                                                   
183 2013年 7月リキサ、アイレウ、ディリ各県で訪問した村で行ったインタビュー調査。集

会に集まった村人に対するランダムなインタビューを実施した(各村 5 人、計 15名程度)。 
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同国に駐屯していた間、伝統的司法や伝統的規範を含む東ティモール特有の文化や歴史に

由来した活動が規制されていたが、このことは伝統的司法や伝統的規範の休眠化184もしくは

その地下化を加速させた。それまで権威とされてきた小王国の国王であるリウ・ライ(Liu 

Rai)による統治や伝統的司法や伝統的規範に代わる形で、インドネシアの司法機関と実定

法が強制力を持ち、刑罰の執行は当局が行い、インドネシア国家警察と国軍が治安を担当

した(聞き取り調査に対する回答の中には、インドネシア統治の間は、警察や軍隊が刑罰の

執行を行っていたという回答もあった)。インドネシア政府の国家としての権威は、都市部

だけではなく、事実上地方を管理する媒体としての機能も兼ね備えていた村落単位共同体

(Koperasi Unit Desa/KUD)等を通じて、深く地方まで浸透した。その結果、多くの村落に

おいて、伝統的司法や伝統的規範や文化的活動などが制限され休眠化した。他方、インド

ネシアの国権が比較的浸透していなかった山岳部や、都市部から離れた一部の村落では、

伝統的規範の実施を含む、村落における慣習等の活動が地下化して実施されていた185。 

ナヘ・ビティ(Nahe Biti)やタラ・バンドゥ(Tara Bandu)など同国の伝統的司法や伝統

的規範が、村落間において多くの共通性を持って形成されたことや村落間においてその執

行は罰則の度合いにある程度の差異があることはわかる。しかし、特徴的なのは、一般的

に言われている伝統的司法や伝統的規範の発展形態、つまり近代化とともにその関連性が

低くなるものとは相反し、同国の伝統的司法や伝統的規範は都市部を除き、そろって独立

後に目立って進化を遂げてきたことである。これは、ティモール島という共通の生活環境

において、コミュニティの直面する現実が似通っているため、それらのコミュニティの慣

習が形成される過程やその成果物である伝統的司法や伝統的規範についても、似た性質を

もつものになったと考えられる。そのことはエールリッヒが説く、「法発展の動因は社会に

ある」ということを裏付けしている。 

東ティモールの民主主義国家としての独立と、法治国家としてのスタートは、スコ

(Sucu)と呼ばれる封建的な村落社会を中心とした伝統的規範の積極的な実施とは一見相容

れない関係にあるということはシャナナ大統領のスピーチからもわかる。しかし、第二章

で取り上げている「2006 年 4 月の危機」など、いくつかの事件を経験した同国が、不完全

な移行期正義や、実定法の整備の遅れなどの課題を乗り越え、村落単位で調和と安定を目

的として伝統的司法や伝統的規範を適用してきた経緯がある。つまり、実定法が機能して

いない状態で、内生性の規範が尊重されてきたということである。 

さらに、インドネシア占領期に、「司法」 が正義のための手段と認識されたことはな」

かったため、司法は抑圧の象徴であり現地社会の人々の信頼に値しなかったと考えられて

いた。他方、伝統的手法は、インドネシア時代に抑圧され休眠していたとはいえ、継続し

て現地社会の規範として捉えられていた。また、西洋的なガバナンスの観点からは、課題

                                                   
184 前掲のリキサ、アイレウ、ディリ各県でのインタビュー調査（2013年 7月） 
185 同上 
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もあるが、現地社会においては正義のための手段と捉えられていた。つまり、政府による

法整備が進んでいないことや、法曹経験者の不足というような問題以前に、司法に対する

信頼感の観点から伝統的司法が実定法に対して優位にあったと言える。そのような状況に

おいて、中央政府が実定法を策定する間も、伝統的規範は変化を続けていた。ある意味で、

中央政府による統治と、村落単位のコミュニティによる規範形成と、二極化が進んだ。そ

れでは、一見相容れない二つの要素はともに発展することは無いのであろうか。 

これらの事から見えてくるのは、東シティモールの民主主義国家としての発展と、伝

統的司法や伝統的規範の発展は、東ティモールに同時進行的に進んできただけでなく、相

関関係にあることが特徴的である。これは、首席大臣の聞き取り調査にも聞けるように、

東ティモール独立の精神に同国特有の文化背景があることが理由になっているということ

がわかる 

実施における課題としては、上述の村落間における強制規範の項目や、罰則等の度合

い、また、上述した人の流れが活発化したことが理由の一つのなって起こった現代社会の

副分類化や、他県から移住してきた帰属性の無い(またはその意識の無い)対象に対する強

制力の維持、また、審判が関わる手続きにおいてはその判断の村落間の揺らぎという問題

を乗り越えることがある。ナヘ・ビティが、伝統的司法の性質を持っていると、「修復」の

対象となるコミュニティの存在が重要になってくるが、そういった基礎が揺らいでいる。

政治的な課題としては、封建的社会の基調に形成された伝統的規範を民主主義国家として

立国された東ティモールにおいてどのように正当化し、そして実定法によって承認してゆ

くべきか、という問題も取り組む必要がある。そのような観点から伝統的司法に必要とさ

れているのは民主化であると同時に、国家による伝統的司法に対する信頼を得て行くこと

であろう。 

国連の暫定統治から同国政府の設置とその後まで続いた移行期を経て、村落レベルに

おける伝統的司法や伝統的規範は、増える裁判所の未決件数と総事件数という同国が直面

した実務処理上の課題、つまり実定法に基づいた「司法へのアクセス」が限られていたと

いう課題に実質的に取り組むべく、村落単位で活用された。国連実施の移行期正義と独立

後の政府による司法は、重犯罪の事案を国連の重犯罪課(Serious Crimes Unit)にゆだねる

としていた。しかし、司法への限られたアクセスや、ディリまでの地理的な隔たりが、軽

犯罪を越える範囲の犯罪をも、ナヘ・ビティの対象とする様な状況を作り出した。これま

でのナヘ・ビティが扱っていた軽犯罪とは異なる事件を扱う中で、社会資源が限られてい

たこともあり、全体的な手続き等に大きな変化はなかったが、その規定は改訂され、処罰

が細分化され、複雑化し、また科料等について定められるようになった。筆者がリキサ、

アイレウ、ディリで行った 2013年 7月の聞き取り調査でも、同様の案件にたいする処罰や

科料の度合いの揺らぎは見て取れるところであったが、住民はそれを切実に感じ取り始め

ていた。そこで必要とされてきているのが、伝統的司法や伝統的規範の基準化の基礎とな
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る実定法の設置である。 

これまでの検証で、政府の伝統的司法や伝統的規範に対する立ち位置についてはある

程度統一されつつあることが分かる。では、政策実施に向けた各省の足並みはそろってい

るのだろうか。東ティモール政府各省の関係者との聞き取り調査から明確になったことは、

タラ・バンドゥやナヘ・ビティなどの伝統的司法や伝統的規範を実定法の中で承認してゆ

くことについて、UNDP を中心に国際機関からの支援は継続しているものの、省庁間の調整

がないことが見て取れた。また、大統領のスピーチや憲法との関連からも、ビジョンは見

られるものの、それらを法制化し、実施に向けた連携に向けて具体的な戦略が見えない。

その一例として、2009年に UNDPが発表した「慣習法と伝統的司法に関する協議手続きに関

する最終報告書(Final Executive Report of the Consultation Process on Customary Law 

and Local Justice)」に基づいて法務省主導で起案されたナヘ・ビティに関する法案は省

内で受け入れに至らなかったことが上げられる(平石：2013)。なお、2017 年 3 月現在、当

該法案は法務省において継続して改訂が続けられている。 

前述したタラ・バンドゥ慣習法に関する法令(Law for Tara Bandu) 慣習法に関する法

令については、法案の草稿作成を行っている農林水産省をのぞく、直接関係のない省庁(社

会連帯省など)はタラ・バンドゥに対する積極的な姿勢があるかないかに関わらず承知して

いなかった。このことから、省庁間の伝統的規範に関する関わりが連絡調整されていない

という課題を指摘することができる。そのために、日本で言うところに「法の適用に関す

る通則法」に当たる伝統的規範の適用に関する直接法が必要なのである。そのような法の

設置は、主務官庁の特定も必要となるであろう。日本の実績を参照しつつ、本論文第七章

で政策提言をする。 

直面する現実に対応するためにコミュニティが受け入れてきた行為規範である「生け

る法」が、国際機関の支援を得つつ民主化を進め、策定が進む実定法との整合性を高める

ことができれば、将来的に自治体レベルの規範として正規化することも現実的であろう。

つまり、伝統的規範を日本でいうところの条例という形式に変化させてゆくということで

ある。この点について、次章第六章で議論する。 
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第６章 国際機関からの支援と伝統的規範の相関関係 

６-１ 概要と背景 

国民の保護に関する責任は、本来独立を果たした東ティモール国家にあり、東ティモ

ール政府は国際機関と協力をして国民の生存・生活・尊厳に対する脅威を取り除くために

平和の構築を進めてきた。それは社会、経済、法律、文化的な側面を持った多面的なプロ

セスである以上、コミュニティの主体的な参加の度合いが目的の達成を図る指標の一つと

して大きな意味を持っている。しかし、前述のとおり 25年続いた独立闘争で疲弊した国家

や国民は(上東：2003)、平和の構築と復興の多くの部分を国際機関など外部の主体にその

多くの部分を委ねてきた。では、国家の機能が限定されるなかで、「人間の安全保障」の実

現に向けた取り組みに、ハイブリッドなアプローチを用いた国家の主体的な関わりはない

のであろうか。また、そのようなアプローチのとる上で、コミュニティの主体的な参加は

ないのであろうか。コミュニティの参加がないのであればどのような理由か、そして参加

があるのであれば、どのような条件が整う必要があるのか。本章では、コミュニティの主

体的な関わりによって実施される伝統的ガバナンスによる社会秩序の回復やコミュニティ

和解手続きの実施による生活・生存・尊厳の保護と、それらの取り組みに対する国際社会

からの支援を検証する。 

東ティモールにおいて国際機関によって実施された平和構築事業を再検証するため、

平和構築のプロセスにおけるコミュニティの主体的な関わりが有機的に行われたのか、そ

してそのプロセスに伝統的ガバナンスは寄与したのであろうか、ということを再考して、

2002年の独立以降行われてきた平和構築への取り組みと、2006年 4月の危機以降見られる

伝統的ガバナンス復興の動きと関連し分析する。事例研究は、国連機関の支援による事業 2

件と、二国間援助機関の支援によるもの 1件を検証する。 

 

６-２ 国際機関等による事業 

国連による暫定統治下に実施された、国際機関等による事業実施の根拠等は、国連暫

定統治機構の制定する規定、暫定法、特別法、または閣議決定等に準拠していた。また、

人材や社会インフラ等の資源不足の観点から、事業の実施等は既存の制度や機構等を使わ

ず、新たな機構を導入するケース等も多かった。その例の一つに、世界銀行が実施したコ

ミュニティ・エンパワーメントと地方ガバナンス・プログラム(Community Empowerment and 

Local Governance Project :以下 CEP)がある。CEP は、事業の管理主体である CEP 運営委

員会を独自に首都に設置し、各県レベルでは県毎に CEP 県運営委員会を設置して事業の管

理運営を行った。規範も国際基準や原則を十分に反映した形になっており、ドナーや国際

社会にとって受け入れることができる管理形態を導入した。その一方で、当該事業が準拠

する原則や規範、事業の施行規則等も、既存の封建的な村落単位の規範には関連性を見出

していなかった。事業の実施を通じて、封建制度の象徴であった伝統的なリーダーである
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リア・ナイン(Lia Nain)やリウ・ライ(Liu Rai)の権威を排除した。その代わりに、民主的

な選挙186によって選ばれた村長と区長のリーダーシップの元で事業が実施される制度を構

築した。これは国連暫定統治機構が新たに構築した村落単位の行政区分を後押しする形で

施行していったのである。つまり、事業実施の段階では、既存していた村落単位の慣習的

な統治機構と、CEP事業実施の目的で設置された管理機構の二つの機構が併存した。事業の

村落単位管理体制についても、まず、封建的な制度から切り離す目的で、リウ・ライが事

業へ関わることを最小限にし、公平な選挙で選出された村長がリーダーシップをとること

が求められた。また、それまで村落内の決定事項については、長老委員会委員などの高齢

の男性がその主体となって行ってきた。その一方、男女共同参画の観点から CEP の管理委

員会は男女の委員就任率を平等にすることを目指し、それまでの村落におけるリーダーシ

ップ機構から事業実施委員会を切り離したのである。CEP事業を始め、国連やその他の国際

機関が実施する多くの事業が、そのような形でそれまでの慣習的な制度から距離を置いた

のであった(World Bank:2006)。 

ところが、CEPを始め多くの事業がその運営や、事業実施後の持続性などにおいて多く

の課題に直面することになった。事業が実施され資金の流れがある間は、事業管理基準を

満たすコンプライアンスを確保することがより現実的になるが、事業資金が終わると事業

成果の持続が難しくなったのである。持続性の欠如は、対象となった村落のオーナーシッ

プがないことが原因の一つであると言われた。オーナーシップの不足は、コミュニティが

新たな制度や規範などを理解するための時間を設けずに急速に導入し、かつ、必要があれ

ばそれまで維持してきた既存の「悪しき」規範や慣習を短期間でやめることを条件とする

事業実施の形態が、多くのコミュニティにとって受け入れがたいものであったことが理由

だと見られる187。他方、そのような潮流のなかでも、2006 年の紛争再発まで国際機関から

の支援と伝統的ガバナンスに接点がなかったわけではない。本章でケーススタディとして

取り上げる RESPECT 事業等、国連機関等が実施する事業のいくつかの中に、緩やかではあ

るが 2002年の同国独立時に既存の制度や規範など東ティモールの社会資源に着眼をする事

業もあったのである188。 

                                                   
186 実際には、リウ・ライなどの伝統的な権威者の影響力が強い地域においては、様々な形

態で、選挙の結果に反映された。その結果、伝統的な権威者がそのまま村長になるケース

も多く見られたとされている。 
187 ビケケ県で CEP事業に参加をした R.S.氏へのインタビューによると(2013年 7月)、比較

的高齢の男性によって構成されてきた村のリーダーシップを批判的にとらえ、女性や青年

の役員会への参加の即時実行などを求めた事案等の例がある。そのほかにも、それまでの

慣習を否定し、すぐに変化を求めることが資金提供の条件になることが多かった。筆者も

これらの点を伸張することは民主主義の観点から重要であることは同意しているが、段階

を踏まえず、数か月というあまりにも短い期間にこのような変化を村落地帯にもたらすこ

とは、事業成果に影響があると考えている。 
188 2004年から事務総長特別代表として東ティモールに着任した長谷川祐弘代表は、特にこ
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しかし、主だった国際機関がその後、伝統的ガバナンスや既存の規範を取り込んで各々

の事業の実施をするように変化していったのは、「2006年 4月の危機」の後のことであった。

国際社会の関与のさなか内紛が再発し、「平和構築の成功例」に疑義がつけられ始めたこと

によって、事業を実施する国際社会は解決策を模索した。その際、1999 年以降、継続して

伝統的規範の高い関連性を主張し、それらを事業実施に取り組んだ現地の NGO や一部の政

府職員との関わりを通じて、平和構築と伝統的ガバナンスの相互補完の可能性が検討され

たのであった。 

本章では、独立以降 16 年という長期的な視点をもって、平和構築189の過程における国

際社会の支援と東ティモールの伝統的ガバナンスの関係の変化について考察する目的で、

三つの国際社会によって実施された事業実施例を考察する。一つ目は、「危機」発生前の期

間に実施された事業例を考察する目的で、UNDP(国連開発計画)が東ティモールで 2003年か

ら実施した「東ティモールにおける元兵士およびコミュニティのための復興・雇用・安定

プログラム (Recovery, Employment and Stability Programme for Ex-Combatants and 

Communities in Timor-Leste ：RESPECT 事業)」の実施(国連開発計画:2003)と伝統的ガバ

ナンスとの関わりをケーススタディとして分析する。また、「危機」後の期間に実施された

事業例として、UNDP が社会連帯相(MSS)と実施している「平和構築プロジェクト」、および

JICA(事業担当・日本工営)が農林水産省(MAFF)と実施した「タラ・バンドゥ慣習法を使っ

た森林管理事業(名称確認)」の二事業について振り返り分析する。「タラ・バンドゥ慣習法

を使った森林管理事業」は一見、平和構築との関連が少ないように見えるが、主に自然資

源の管理の目的で使われているタラ・バンドゥが、2006 年の危機以降、積極的に村の一般

的規範を定めており、平和の構築に寄与する要素を多く含んでいる事から、事例として取

り上げる。 

 

６-３ RESPECT 事業の実施 

RESPECT 事業とは、正式な事業名称である Reintegration and Stability Program for 

Excombatant in Timor Leste、の頭文字をとった通称名である。RESPECT事業は元兵士およ

                                                                                                                                                     

の点に着眼しており、同アドミニストレーションにおいて実施された事業の多くは、既存

の機構に着眼し、事業の持続可能性を最大限に捉えた形態の事業が多かった。具体的な例

として、担当職員が東ティモールの言語であるテトゥン語や、公用語であったポルトガル

語、または、対象住民が広く使用していたインドネシア語などを解することや、地元の文

化背景に明るいことなどを条件としていたことや、いわゆる「ローカライゼーション」と

呼ばれる地元職員を積極的に事業管理職員として採用するなどの取り組みからも見て取れ

る。 
189 東ティモールは 2006 年の内紛、2008年の大統領襲撃と、不安定な時期が継続したが、

民主化も進み、平和構築のフェーズから「平和の定着」のフェーズに移行してきたともい

えるであろう。本章が取り上げる事業の一部はそれらのフェーズをまたいで継続実施され

たものもある。 
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び地域住民、若年層の失業者や寡婦を含む社会的弱者のための雇用機会創出や職業訓練を

提供することを目的として、国連開発計画(UNDP)および東ティモール政府によって東ティ

モール全域(全 13 県)で 2003 年 5 月から 2 年間実施された事業である。同事業は日本政府

から供与された 4億 6500万円とその他の政府や機関からの支援を受けて実施され、事業の

一部を除き主要事業は 2005 年 4月に終了した。 

前述のとおり、東ティモール民族解放軍(ファリンティル)の一部が、2000 年 9 月に設

立が決定された東ティモール国防軍に統合され、また一部は、国連東ティモール暫定行政

機構(UNTAET)によって警察機構に統合された。正規軍、警察への登用は試験方式をとった

が、採用手順が未整備だったということも手伝って、正規軍にも警察にも統合されなかっ

た一部の元戦闘員達の中に不満が生まれた。RESPECT 事業は、いわゆる「貧困」と、それに

合わさった前述の「不満」の二重要因により、元兵士が再動員されないように雇用機会を

創生し、元兵士や社会的弱者の社会再統合への支援を行った。 

 

６-３-１ 安定化プログラム(Stability Programme) 

政府は 2003 年 1 月に「安定化プログラム(Stability Programme)」を発表し、社会を

安定させるために政府の取り組みとして、「ガバナンス機能の向上」、「法と秩序」、「コミュ

ニティ・サービスの充実」、そして「雇用機会の創生」が優先的に取り組む課題であるとし

た190。その課題に取り組むべく、国連が支援し RESPECT 事業を開始した。いわゆる「貧困」

と、前述した国民の期待と現実のギャップから来る「不満」の二重要因により、元戦闘員

が再動員されないように政府や地域住民が独自に立案、実施を行う小規模復興事業を実施

することにより雇用機会を創生し、元戦闘員や社会的弱者の社会再統合への支援を行った。

RESPECT事業は、前述の政策や同国のリーダー達の考え方に呼応すると同時に、元戦闘員た

ちを地域社会に再統合するために、受け皿となる地域社会の支援の必要性に答えるという

実利的な理由で地域住民を広く事業対象者としてとらえた。事業目的であった元戦闘員の

社会再統合という課題と、その受け皿となるコミュニティの再構築という視点は課題を残

した。元戦闘員を受け入れる「コミュニティ」の一部を構成していた元併合派との関係で

ある。 

 

６-３-２ 元戦闘員の社会再統合に関する課題 

1975年にインドネシアが東ティモールの統治を始めてから 25年の間、行政は同国の職

員が行っていた。ディリに勤務する州レベルの職員から地方に勤務する県レベルの職員に

至るまで、管理職の多くが派遣されたインドネシア人職員によって占められていた。また、

東ティモールに展開をしていた企業の多くが国営企業もしくは、政府との関連性が強い企

                                                   
190 2003年 1月に東ティモール政府は「社会安定化事業(Stability Programme)」を発表し

た。詳しくは第 4章 2節参照  



 

 

158 

 

 

業であり、村落単位組合(Koperasi Unit Desa：KUD)などの組合等、企業や社会組織の経営

者や役員等の幹部達もまた、インドネシアから派遣されていた。すなわち、行政と社会・

経済分野双方における中心的な部分がインドネシアから派遣された同国における高度な教

育を受けた者や特定の職業経験を持った者によって賄われていたと言える(山田満：2006)。

1999 年の住民投票と、それに続いた「騒乱」の際の人の移動、すなわちインドネシアの国

家公務員や同国の企業家たちの「引き上げ」でもあった。そして、それらの人の流出は、

インドネシア統治下で行われてきた行政サービスや、企業の社会・経済活動が全面的に止

まるという結果に繋がった。紛争が終結し、始まった国づくりの中心的な役割を果たすこ

とになったのは、独立闘争を率いた独立戦線のファリンティル(FALINTIL、Forças Armadas 

da Libertação Nacional de Timor-Leste)の幹部たちとインドネシア統治下で現場の担当

官として任務に就いた数少ないティモール人であった。 

2002年の独立とその前後の国づくりのプロセスの中心に立ったのは、「働き盛りの年代」

に類する元戦闘員達であった。これらの元兵士たちは、ある程度の年齢に達した時点でフ

ェリンティルに入隊し、青年期を通して 1999年の住民投票の直前までゲリラとして戦った。

インドネシア国軍は、対ゲリラ戦略の実現と兵站の確保の目的で幹線道路を整備してティ

モール全域に検問と主要個所に宿営地を設置し、人の動きを統制、監視した191。そのため、

ファリンティルの宿営地は山深い場所に設けられたことが多く、戦闘員たちはひとたび山

に入ると何ヶ月も村落に下りてこなかった。戦闘員達はそのような環境で何年も過ごして

きたという背景があり、職業能力や事務管理能力を養う機会などが限られた。 

このようなゲリラ戦に従事する戦闘員達を支援していたのは、町や村落にいた若者達

だった。若者たちは民兵やインドネシア国軍の目を縫って地下活動に従事し、食料・資金

の調達等、ゲリラ戦の兵站を支えていた。地下活動を行う間は日常生活も制約されたので

就学・就職も難しく、戦闘に従事していた戦闘員と同様に、独立後の社会に再統合するた

めに必要とされた職業能力を習得する機会などが限られていた。寡婦達の多くは戦う夫や

息子を支えるために自宅で農業を営む傍ら、家族を養うという形で独立闘争に参加してい

たが、戦闘によって夫や子供を奪われた者も多かった。また、子供がいる場合は定職が無

いにもかかわらず養育の責までもその肩にのしかっていたので、生活が困窮していた。加

えて時より求められるファリンティル(FALINTIL)への兵站支援も、生活が苦しい者につい

ては重荷になることがあった192。すなわち、東ティモールの国民のほとんどが独立闘争を戦

                                                   
191 村人によるインドネシア統治時代の話から筆者分析。2000年 10月。東ティモールは曲

がりくねった道が多いが、 大きな曲がり角や峠を越えたところには通常、 部隊の検問が

張られていたので、 県をまたいで移動する民間人に対して理由の無い暴行など検問所の兵

士から嫌がらせを受けたなど。地理的戦略から、 山の斜面を切り削って道路を設置してい

ることが多いが、 その山の斜面側から幹線道路を見下ろす位置に部隊が展開して人の動き

を監視していること等についても話があった。 
192 村人によるインドネシア統治時代の話から筆者分析。2000年 10月。 
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ったということである。 

そのような背景は、シャナナ元大統領が各所で行った演説の中にも聞ける。大統領は、

「独立に向けて戦ったのは戦闘員達だけではなかった」という立場をとり、「戦いは全国民

が担ったものであった」という考え方を明確に示した。同時に、「国の再建に尽くすのもや

はり全国民であり、行政や国連が何かをしてくれるのを待つのではなく、国民一人ひとり

がショベルや鍬を持って地域のために働くことで、より豊かな生活を確保できる」と説い

た193。 

 

６-３-３  事業実施にかかる行政サポートと既存の社会インフラの活用と持続性 

RESPECT という事業名は、冒頭のような正式名称の頭文字を取ったものであった。「敬

意」というこの命名には「雇用を通じた自己充足によって自尊心(Self-respect)の回復を

伸張する」、そして「協働を通じて復員兵士や(元併合派を含む)地域住民がお互いに敬意を

表する (respect each other)」といったようなメッセージがこめられていた。その精神は

「尊厳を確保するための能力強化」という事業実施戦略にも反映されていた。当時、東テ

ィモールで復興開発、人道支援に携わる実務者達の間では、同国における復興開発を「ゼ

ロからのスタート」と呼ぶことがあったが、RESPECT ではこれに同調せず、あえて「1から

のスタート」つまり、そこに存在する人、物、文化などを尊重し、それらの能力強化と権

限委譲を通じてサポートするというスタンスであった。つまり「エンパワーメント」であ

る。RESPECT 事業がエンパワーメントのためにとった実施手法とは「上意下達型(Top-down)」

と「下意上達型(Bottom-up)」の融合アプローチである。事業は政府省庁が直接企画・立案

するものと、国際 NGO等が企画・立案したものを担当省庁が主管する約 20件の「中規模事

業」と、地域住民が企画・立案する 200 件以上の「小規模事業」の 2 種類の小型事業から

成り立っていた。中規模事業は、国家開発に関連した各省庁の政府高官によって構成され

る RESPECT 事業管理委員会(PWC)において国家開発計画(National Development Plan)に照

らし合わせて審議・検討され、認可を受けて実施された。それに対して小規模事業は、地

方自治体の開発担当官、村長、区画長、リア・ナイン(Lia Nain)等によって構成され、各

県の知事が統括する RESPECT 事業県委員会 (DRC)によって県開発計画 (District 

Development Plan)に照らし合わせて実施が検討された。 

同事業の県委員会から認可を受けて事業を実施する地域住民は、事業実施の透明性や

アカウンタビリティーを確保する責任がある。地域住民は事業管理・運営にある程度の経

験を有するものもいたが、インドネシア時代に東ティモールで実施された地方公共事業は、

体系的に資金の流れが不明瞭になることが多かった。このため、同じ当事者による事業管

理・運営は問題を起こす引き金になることが危惧された。RESPECT事業にとって住民に資金

                                                   
193 このようなスピーチは各所で聞かれたが、たとえば 2003年に大統領のオイクシ県公式視

察の際にも聞かれた(筆者同行)。 
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を提供し、事業管理の責任を地元住民に渡すことは容易であるが、事業実施者の管理能力

が限られる場合、住民が求めている成果が達成できないことが問題になる。そこで RESPECT

事業は、事業を実施する各県の地元住民に対して、同種の開発支援事業では他に例をみな

い程に時間と手間をかけて事業管理トレーニングを繰り返し行った。そのようにして事業

実施をするための基本的な能力の強化を行った。また、前述の様に予算が一度事業実施機

関の手を離れてしまうと使途は不透明になりがちで、不正がおこった場合のコントロール

なども難しくなるので、会計管理にかかるキャパシティを重要事項とした。 

事業が地元住民によって提案される企画を審査、実施してゆくのは一見、一般的に事

業実施に必要な事前のニーズ調査と問題分析のステップを飛び越えているように見える。

しかし、政府と UNDPの間で合意された RESPECTの事業大綱は、政府の国家開発計画および

MDGに沿っており(上意下達)、その枠組みの中で住民が自分たちのニーズ調査を行い、問題

を分析し事業を形作って行くことを重視した(下意上達)。上述の RESPECT 事業県委員会が

それらの事業計画を審査し、実施の可否を判断した。それらのステップを飛び越えている

わけではないのである。RESPECT事業は、国際機関と政府と市民社会が協力して人々の能力

強化を図り、元兵士を中心により広い範囲で政府および地域住民の参加を促進した。この

ような「上意下達(Top-down)と下意上達(Bottom-up)」融合型の事業企画・立案手法は、紛

争の影響で人材不足が国づくりの過程で障壁となる中で、慣習法の活用を含め、既存の社

会制度や慣習を生かしたため、能力強化に重視した復興開発の現場において重要な役割を

果たした194。 

 

６-３-４  世界銀行による「コミュニティ・エンパワーメントと地方ガバナンス・

プロジェクト(CEP)」事業との比較 

RESPECT 事業に先んじて実施の開始がされ、その後、継続事業(第二次、第三次事業)

が実施された世界銀行の「コミュニティ・エンパワーメントと地方ガバナンス・プロジェ

クト」は、事業の対象がコミュニティ全般と広く取られていた195。枠組みとしては、RESPECT

事業におけるいわゆる「小規模事業」と同事業は実施形態が類似していたが、特記すべき

相違点は二点あった。 

一つは事業対象である。事業実施当時は復員兵士の定義が定まっていないという世界

銀行のポリシーから、元戦闘員を事業の対象とは明記していない(World Bank:2000)。恩給

制度をはじめとする社会福祉制度とかかる法律の構築など、必要とされた復員兵士関連事

業の実施に関連するため、元戦闘員を事業の対象とする前提として、政府による復員兵士

の定義の確定と対象の確定が必要であるという理由からであった。それに対して UNDPのポ

リシーは、かかる社会福祉制度の設置に関連して、政府による定義の確定と制度及び法律

                                                   
194 東ティモールを知るための 50章 
195 CEPについては、本章第 2節参照 
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の構築が必要とされることは理解できるが、同時に社会問題となっていた元戦闘員の問題

に即時に取り組まなくては国の存亡にかかわるため、復員兵士の定義と社会福祉制度の構

築とは別に、元戦闘員を対象に事業を早急に実施することが必要であるというものであっ

た。さらに、事業の実施は既にある社会資源を使って実施することによりコミュニティの

能力強化を図ることを目指した。また、誰が元戦闘員であったかということは、前述した

理由から村長、長老、リア・ナインを始め、村民が熟知していたため、定義をせずとも村

会議の中で対象を決めることが有効であるというポリシーであった196。つまり、既存の社会

資源と制度の活用である。 

二つ目の相違点として挙げられるのは、事業管理形態である。共同体のエンパワーメ

ントと地方ガバナンス・プロジェクト事業(CEP)は、同事業が新たに各村に設置した村落開

発会議を通じて事業管理を行った。同村落開発会議の評価されている点としては、たとえ

ば男女のより平等な社会参加や、封建的であった村落社会のさらなる民主化など、当時の

東ティモールが直面していたとされる問題を、資源を費やして新制度を作ることによって

取り組んだことであった。具体的な例としては、村落開発会議の構成である。同会議の構

成においては、社会参加が進んでいないとされている女性や、若者の代表が同会議に参加

できるように役員のポストが確保されていた。さらに、役員の選考は選挙制をとり、慣習

や世襲の有力者が、公正な手続きを踏まずに役員として着任しないような制度を導入した。

特定の者が、長老会議のアドバイスなど、いわゆる「村意」によって役職に就くことが無

いよう制度設計した(井上：2013)。さらに、人材や社会資源やインフラストラクチャーが

著しく不足している環境で、迅速かつ効率的に事業実施をするため、事業実施のために使

用する自己完結的な社会インフラストラクチャーを構築し、迅速な事業実施を実現した。 

 

６-３-５ RESPECT 事業にみる国際機関による事業実施と伝統的規範の相乗効果 

事業実施の「下意上達(Bottom-up)」型のアプローチに関連するのが、事業対象者達が

主体的に実施した伝統司法であるナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続きであった。ナヘ・ビティ

は対峙関係にあった住民間の和解を目的とし、コミュニティが主体的に進める和解を促す

伝統的ガバナンス上の手続きである。事業の名称に込められたメッセージである「協働を

通じて復員兵士や地域住民がお互いに敬意を表する」というコンセプトが、事業の対象と

していた「地域住民」の中には、1999 年に国内外に避難せず、もしくは避難したがその後

帰還を果たし、事業実施期間に常居所に戻ることができていた併合派も含まれていた。同

事業実施における大きな課題の一つに、元併合派を含む地域住民と、復員を果たしたが紛

争下においては対峙関係にあった元兵士の協働をどのように実現するかという問題があっ

た。 

地域住民、特に元兵士が中心となって実施された小規模事業のいくつかは、村落内の

                                                   
196 元副事業マネジャーR.S.氏とのインタビュー(2013 年 7月) 
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治安問題が日々の生活に直接のインパクトを持っていることもあり、コミュテニィにおけ

る共生と融和を優先課題とする傾向があった。事業の実施を機に、元併合派との和解を果

たすことを試みたのである。本稿で取り上げうるケーススタディであるムロ村の道路補修

事業は(下記事例 1)、村落における元兵士と元併合派の融和は、村落単位の安定化に大きく

寄与するという趣旨から、ナヘ・ビティ手続きを経て村人と融和を果たす前提で、対象者

を事業に取り込んだ事例である。 

地方自治体と NGO や町会等が協働して実施をした小規模事業に比べると、中央政府に

よる中規模事業は、その意思決定が「上意下達」で実施され、中央省庁の施策に直接関連

していた。本稿で取り上げるタシ・トル村のケーススタディがその代表例である。タシ・

トル村のケースは、環境保全のタラ・バンドゥ(Tara Bandu)を実施し、事業の持続性を図

った。当該事案はその対象となる地域に、元併合派が帰還を果たしていたということが当

時認識されていたが、コミュニティ和解(ナヘ・ビティ)の手続きは取らず、元併合派と独

立派が事業実施において協働しなかった事例である(下記事例 2)。 

 

６-３-６  事例 1: ムロ村の道路補修の事業 

ナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続きを経て、衝突していた主体間の融和が一定程度実現した

後に事業実施をした事例を概観する。当該事業の実施地区アイナロ県ムロ村においては、

西ティモールに避難していた者や、東ティモール国内で避難をしていた者が 2000 年ごろか

ら段階的に帰還を始めた。復員兵士や地下活動家が村落に帰還を果たした際に課題となっ

たのが、それまで対立していた併合派との融和であった。事実上の住民登録となった選挙

者登録が始まる 2001年には帰還が本格的となるが、2002年の東ティモール独立時に向けた

様々な課題に取り組む中で、当時はコミュニティ融和の実施に関する具体的な戦略が立て

られていなかった。帰還が始まった当初は、暴力や深刻な人権侵害の記憶や恐怖から、帰

還を希望していてもそれを果

たせないでいる者が多かった。

帰還を後押しするために、国

連難民高等弁務官事務所

(UNHCR)は主要な帰還中継ポ

イントや、主要都市等にセー

フ・ハウス(Safe House) と呼

ばれる保護シェルターを用意

して、帰還民が完全な帰還を

果たす前に、出身の村や自宅

がどのような状況になってい

るのかを、一時帰還して確認

写真 34 ムロ村の道路補修事業を指揮したアウガスタ村長(当時)の自宅

(2013年 7月筆者撮影) 
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できるようにした。そのような取り組みによって帰還は少しずつ進んでいった、帰還が進

んだ段階で次なる課題となったのは、帰還した独立派と村落に残留を決めた併合派(もしく

はその反対)との融和であった。 

アイナロ県ムロ村の道路補修事業は、大雨の影響から土砂崩れになり一部が崩落して

使用できない状況にあった隣接するエルメラ県とアイナロ県のムロ村一帯を結ぶ唯一の無

舗装道路の修復事業であった。RESPECT事業が出資をしてアイナロ県行政の監督の元、地域

の元兵士や地下活動をしていた青年を補修事業で一時的に雇用することになった。国連開

発計画の同事業担当職員は、事業実施に先立ち 2003 年に筆者を現場に案内する際に、補修

の対象となっている当該道路から 300メートルほどのところにある一軒の家屋を指さして、

「あの家には元併合派が住んでいます。このまま事業を進めることになると、おそらく何

らかの問題が起きます」と説明した。その後、かかる元併合派の家長が補修事業への参加

を希望している旨の説明が同職員からあった。同職員は「元戦闘員や地下活動を行ってい

た青年などの雇用が事業の趣旨である RESPECT 事業を通じて、元併合派を雇用することは

事業の目的とは相容れない」としつつも、「現場と同家族が住む家屋の距離が近いことから、

併合派と独立派の融和を果たすことができなければ今後継続して衝突の理由になる」と執

行部の説得を試みた。事業によって道路が修復され、多くの村人が裨益することと、事業

の持続性などを考えると、当該事業をキャンセルするか、融和を経て当該の元併合派を事

業で雇用してゆくかという選択であるということであった。当時の担当者の説明では、同

村アウグスタ村長(当時)の意見は、「雇用を通じた社会安定化プログラムとしての RESPECT

事業の目的はわかるが、村落における独立派と元併合派の融和は、元兵士の社会再統合を

考えると、村落単位の安定化に大きく寄与する」というものであった197。RESPECT事業の担

当は、長い調整と検討の上、専門家の現場訪問等も交えて村人の意見を聞き取り、最終的

に元併合派の家族がナヘ・ビティ手続きを経て村人と融和を果たす前提で、同家族を事業

に取り込むという判断に至った。 

当時このアプローチに疑義を唱える声も少なくなかったが、UNDP は、RESPECT 事業が

このような手続きを経ることで、コミュニティにおける真の融和を促進しうることを優先

した。当初事業で対象として想定されていなかった併合派の参加は、事業単位で個別に判

断するということになり、ムロ村の事業においては対象としてとらえる判断に至った。当

時の RESPECT担当職員198のインタビューによると、当該の問題は政治的な配慮が必要であっ

たため、UNDP と東ティモールの間で高官レベルの協議が行われた。その協議の結果、この

元併合派を対象とする判断がされた199。このことは、融和と復興を重んじたシャナナ大統領

                                                   
197 元 RESPECT職員 N.G.氏とのインタビュー。ムロ村の事業担当をしていた。(2013 年 7月 

ディリ県) 
198 同上 
199 2013年の調査では、当時の村長であるアウガスタ氏へのインタビューは体調不良で就寝

されており実現しなかった。 
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(当時)をはじめとする政府首脳部のアプローチが色濃く反映されていた。結果、ナヘ・ビ

ティが実施され、当該家族(その家長)は事業に参加をした。事業実施の間、衝突や暴力は

報告されなかったが、独立派のグループにおいて活動する精神的な負担から200、事業が進む

につれて当該元併合派の参加の頻度が少なくなっていたという報告もあった。前出の担当

者によると、RESPECT 事業が実施された 2004 年から 10 年が経過した 2013 年の調査の時点

でも、この元併合派家族は継続して同じ家屋に居住しており、かつ同家族が関与する形の

暴力や衝突は起こっていないということであった。暴力や衝突が再発しなかったことは、

さまざまな理由があると考えられるが、このことによって、ナヘ・ビティ手続きと事業へ

の共同参加が、コミュニティ融和の実現に一定の貢献をしたと言える。 

 

６-３-７ 事例 2: タシ・トル村の植林事業 

次に、ナヘ・ビティ(Nahe Biti)手続きを経ずに、衝突していた主体間の協働が実現し

なかった事例としてタシ・トル村の植林事業に関連したタラ・バンドゥ(Tara Bandu)の実

施を振り返る。 

同事業は、ディリにおける伝統的ガバナンス機構に対する住民の姿勢を表しているひ

とつの例と言える。同事業は農林水産省所轄の中規模事業と位置付けられ、中央政府によ

って管理されていた。日本の開発コンサルタントである国際開発センター(IDCJ)が実質上

の事業実施を担い、国内外から評価された事業である。タラ・バンドゥの儀式には、権威

ある村長だけでなく、シャナナ大統領(当時)とアルカティリ首相(当時)および農林水産大

臣、国連から長谷川事務総長特別代表(当時)の参加があった。農林水産省の積極的な関与

のもと、植林の対象となる地区の特定と、樹木の選定など、事業のスコープが確定された。

特記すべきは、当該事業の直接的な受益者(事業に雇用される者)の特定は、地元コミュニ

ティの関心の対象となり、数々の草案が検討されたが反対意見も多く、最終的な合意に至

るまで難航したということであった。事業の対象は、タシ・トル地域の住民に元併合派は

ほとんどいなかったため、独立紛争に寄与した者が対象となっていた。同地区には、地下

活動を通じて積極的に独立紛争に関与した者が多かったと同時に、バウカウ県を中心に東

部出身の者で、かつインドネシア政府によって放棄された建造物などを正当な権利なく占

拠している者が多かった。つまり、正当な土地所有権をもった地域住民と独立紛争に寄与

した他県出身者が、互いに事業参加の権利を争っていた。このことが対象者の特定を難航

させた理由の一つとなった。 

 

                                                   
200 元 RESPECT職員 N.G.氏とのインタビュー。同氏によると、元併合派の者に対して、口頭

で責任の追及をするような言動あったという噂は耳にしているということであった。 
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そのような状況に加え、経済復興が実現していなかった当時の東ティモールにおいて、

樹木は重要な燃料や建材であり、人口が急激に増加した首都ディリ近郊では、乱伐、盗伐

が横行していた。事業を持続可能にするため、国際開発センターや UNDPの事業管理者達は、

大統領、首相を始め、主要なリーダーが集まりタラ・バンドゥの儀式を実施することによ

って、一定程度の安定がもたらせることを期待した。では、タラ・バンドゥによる規範は

遵守されたのであろうか。 

 

 

写真 35 ディリ県タシ・トル地区において実施されたタラ・バンドゥ(Tara Bandu)儀式の様子。UNDPが日本のコン

サルタントである国際開発センターと共同で支援した農林水産省の事業。メガフォンを持っているのが、実施主体の

村長。シャナナ大統領(当時)、マリ・アルカティリ首相(当時)他、農林水産大臣など主要なリーダー達が参列した(2004

年筆者撮影) 
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写真 36  ディリ県タシ・トル地区において実施されたタラ・バンドゥ儀式の様子。UNDP が日本の NGO である国際開

発センターと共同で支援した農林水産省の事業。実施主体の村長を激励するシャナナ大統領(当時)。その右がマリ・

アルカティリ首相(当時)および農林水大臣 (2004年筆者撮影) 

 

前述の通り、独立以降、2006 年 2 月にティモール海の天然ガス歳入があるまで(La’o 

Hamutuk:2008)201、同国の経済はひっ迫し、国民の日用品、特に燃料へのアクセスは著しく

限られ202、乱伐、盗伐が特に横行していた。それにも関わらず、タシ・トル地域の森林は地

域住民の管理によって安定を保っていたのである。しかし、このタシ・トル地域の森林は

                                                   
201 ティモール海の天然ガス歳入については、人権 NGOのラオ・ハムトゥック(La’o Hamutuk)

が詳しい(https://www.laohamutuk.org/Oil/LNG/Report.htm)。関連した記事をシリーズで

出版している(https://www.laohamutuk.org/Oil/OilIndex.html#OilBackground)。石油・

天然ガスリビュー(https://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/5/5015/201311_021a.pdf)な

ども参照。 
202 インドネシア統治時代は国策によって、主に調理に使われる白灯油(ケロチン)の販売に

政府補助金がついて、安価に販売がされていた。独立後は、この白灯油の供給が著しく少

なくなったため、代替燃料として使われたのが、ディリ県郊外の森林において乱伐された

薪材であった。薪材は調理に欠かせないため、2000 年以降、住民が集中したディリ近郊の

森林において乱伐が横行した。 



 

 

167 

 

 

2006 年の「4 月の危機」の際に、放火の対象となってしまった。では果たしてタラ・バン

ドゥが機能しなかったのか。 

放火の主な理由として挙げられるのが、前述の土地所有の問題である。タシ・トル地

区は、西部地区出身者が土地所有権を主張している土地を、1999 年以降占有していたバウ

カウ県など東部出身者の多かったことが特徴である。それらの土地所有権の問題が依然解

決されていなかった。1999 年の「騒乱」時に暴力に関与したか否かとは別の問題であるが、

土地問題に関するナヘ・ビティの実施が無かったため、問題は継続していたということが

住民に対するインタビューから理解できた203。タラ・バンドゥで平時の規範は守ることがで

きたが、2006 年 4 月の危機のように街全体で一端暴力が始まるとコミュニティ意識が希薄

になりつつあるディリ県において、タラ・バンドゥの規範の効果が限定的になってしまう

という結果をひきおこしたと分析できる。 

 

６-４ 社会連帯省(MSS)が実施した「平和構築事業」  

社会連帯省(MSS、Ministry of Social Solidarity)の平和構築課は国連開発計画(UNDP)

の支援を得て、東ティモール全 13 県を対象に平和構築事業を 2012 年から行っている。同

課はコミュニティ対話班(Komunidade Dialogue/Community Dialogue Unit)、コミュニティ

和解活動班(Aktividate Recoson Kommunidade (ARK)/Community Reconciliation Activities 

Unit)、およびモニタリング・評価に関するコミュニティ研修班(Komunidate Trnamentu、

Moniotring and Evaluation/Training、Monitoring and Evauation Unit)の 3班からなる。

同課は、「2006年 4月の危機」が不十分な移行期正義や、国民の期待と現実のギャップ、そ

してコミュニティ和解が進んでいないことを主な理由として発生してしまったことや、東

ティモールが、紛争後の復興期を経て、次なるフェーズへ移行していることに鑑み、コミ

ュニティ和解と融和の促進を通じた平和構築を重要視している204。同課は特に、紛争を経て

2002年に独立を果たしが 2006年 4月にふたたび国内での紛争を経験した同国が、復興期か

ら次のステージに移行する前に、コミュニティ融和が実現されることが必須であるとの考

えから設置された。 

 対話のプロセスは大きく二つの類型がある。いわゆる小規模対話のセッションであ

るナヘ・ビティ(Nahe Biti) と大規模対話のセッションであるナヘ・ビティ・ボート

(Dialogue Bo’ot/Nahe Biti Bo’ot)である。二つのセッションの手続きの流れにそれほ

どの違いはないが、裁定に関わるものが異なる。大規模セッションの場合、国や県レベル

の職員が参加をすることもある。それに対して小規模セッションの場合は、原則村落レベ

ルの関係者の参加が見込まれている205。小規模セッションと大規模セッションの関係は、大

                                                   
203 2013年 8月タシ・トル(Tasi Tolu)村におけるインタビュー 
204 2013年 8月 UNDP東ティモール事務所及び社会連帯省に対するインタビュー 
205 同上 
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きく分けて二つあり、一つは一次審査での判断に異議がある場合もしくは上位の審査機関

としての機能である。一次審査の判断で、争っている複数の主体が合意に至ることができ

た場合、一次審査で確定となるが(通常は合意に至ることが多い)、合意に至らなかった場

合は、上位審であるナヘ・ビティ・ボートに移行する。多くの場合、ナヘ・ビティ・ボー

トの判断はタラ・バンドゥに依拠するが、裁判所の判例のように、ナヘ・ビティ・ボート

の判断をタラ・バンドゥによって正規化する場合や、今日では、その判断を法規化するこ

ともみられる206。 

もう一つは事件の規模が大きい場合である。事件の影響が広範囲にわたる場合など特

定の理由が明確にある場合など、コミュニティのリーダーたちの判断で、大規模セッショ

ンナヘ・ビティ・ボートを実施することがある。UNDP および MSS は、判断プロセス全体を

支援するが、特に、ナヘ・ビティをナヘ・ビティ・ボートのレベルまで持ってゆくか、否

かについてのコミュニティによる検討も技術的な側面から支援している207。 

 

６-４-１  MSS事業実施に関連した「ナヘ・ビティ(Nahe Biti)」の実施 

東ティモール国民が、衝突していた主体間の融和を促進する目的で、正規の司法制度

では無くナヘ・ビティやタラ・バンドゥ等の伝統的ガバナンスに依る理由としては、同国

の実定法が広く国民の間で理解されていないことがある。これは、国民の約 80％が国語と

定められているポルトガル語を理解できていないため、司法に実効的なアクセスがないこ

とに起因しているとされている。東ティモールは 2002年の独立時に、ポルトガル語を国語

と制定した。国造りの過程における使用言語はポルトガル語となり、実定法や告示等はす

べて同語で行われることになった。しかし、同課の説明では、ポルトガルによる植民地時

代後に生まれた若者や村落地域を中心に、国民がポルトガル語で読み書きできない状況に

おいて、同語で書かれている実定法が十分に周知されていないことや司法へのアクセスの

難しさは、2013 年 7 月の段階でも大きな課題であり、今後国民教育へ一層注力することの

重要性が強調された。そのような状況から、正規の司法手続きに関する国民の意識を高め、

新司法制度に関する必要な教育を施すことが難しかった。そのような背景もあり、プラク

ティカルな観点からもタラ・バンドゥや、ナヘ・ビティ・ボート等の既存の慣習的な準司

法手続きが、紛争解決の主要な手段としてとらえられている。国民は、実定法について十

分な理解をしていないが、他方、主に村の構成員によって策定されたタラ・バンドゥが定

めている規定については、よく理解をしていると報告されている。結果として、タラ・バ

ンドゥが通常、実定法の規定の範囲内で策定されているということもあり、タラ・バンド

ゥが定める規定に反する行動をとらない限り、(実定)法を犯すことがないという状況があ

                                                   
206 2013年 8月社会連帯省和解課 課長に対するインタビュー 
207 MSSによると、2013 年 7月までに、MSSのアドバイスによって、「上位審」であるナヘ・

ビティ・ボートへ案件送致を決定した村落が実際に数件あった。 
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る。 

社会連帯省によると、殺人、放火等の「深刻な」犯罪は、実定法である刑法で裁かれ

るのであり伝統司法では裁けない。これは、法治国家である同国政府としては当然の見解

であるが、これまでの村民に対するインタビューや、タラ・バンドゥ実施をコミュニティ

レベルで支援してきた NGO の見解では、インドネシア統治以前はほとんどの地域において、

また 2013年調査時においても、いくつかの村落もしくは県・準県では、重犯罪についても

定めるタラ・バンドゥがあるとされている(Belun:2013)。これは、コミュニティの結びつ

きが今日以上に強かった当時の東ティモールにおいて、いわゆる「深刻な」犯罪の発生が

比較的少なかったことや、コミュニティの物理的限界(国で言うところの国境)が比較的狭

かったことや、リウ・ライやリア・ナイン等のコミュニティの首長の統治力が通常強く、

犯罪に対する関与も深かったことが理解できる。しかし、東ティモールでは、そのような

理由に加えてもう一つの側面がある。これは、問題を公にすることを好まない同国の文化

背景によって、コミュニティが事件を司法の手続きに乗せることを避けようとすることで

ある。例をあげると、事件を裁判所にゆだねることによって、問題を公にしたことに対す

る報復などの問題である。例えば、いわゆるマーシャルアーツの名を借りた暴力集団が事

件にかかわっている場合など、特に集団の構成員が多い場合等、事件を公にした者(つまり

原告)に対する報復が行われることがある。報復は、個人に対して行われることもあるが、

かかる原告の親類にまで影響が及ぶことがある。つまり、ウマ・ルリック(聖なる家)を共

有する「一族」に影響が出うる。また、裁判に先んじて、村の長老委員会等が相談にのっ

ており、裁判にすることを「容認」した場合は、村全体が報復の対象になったケースが報

告されている208。つまり、個人とウマ・ルリック(聖なる家)を共有する「一族」の繋がりの

強さが、被害を広域化させる要因の一つになってしまっている。 

復興期にある同国においては、設置されたばかりの警察が発展途上にある中で、司法

による被害者もしくは証人の保護機能は課題であり、裁判をおこすことによる報復のリス

クは重大であった209。保護機能の脆弱性も理由の一つであるが、地方における警察機構の規

模にも課題があった。筆者の調査では、特に地方における警察機構は限定的で、県庁所在

地には一定規模の警察署があったが、村落地帯においては、いくつかの村を担当する駐在

の警察官が自宅をもって駐在所としながら勤務する様なケースも多々あった。人口が一定

程度ある村落においても、数人の警察官が非常に小規模な交番に勤務をしている程度であ

った。そのような状況で、数十人規模のマーシャルアーツグループが警察の駐在所を襲撃

した場合、その結果起こる惨状は推測できるので、事件の規模や深刻さによっては、警察

も積極的な介入をするようなことができなかった。2002 年の独立以降、いわゆるマーシャ

ルアーツグループ間の抗争や、村落に対するマーシャルアーツグループによる一方的な攻

                                                   
208 2013年 8月社会連帯省和解課 課長に対するインタビュー 
209 同上 
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撃などが継続して散発したことを見ても、このことが分かる(旭：2012)。 

東ティモールの人々は、「2006年 4月の危機」を機に、刑法上の問題とは別に、二者間の

関心事項の衝突や、被害者と加害者の間に起こりうる民事紛争の解決を十分にできない場

合に、どのような結果に結びつきうるのかを経験した。実定法の整備が発展途上にあるだ

けでなく、裁判所の機能が構築過程にあり、かつ首都ディリを外れると警察機能の整備も

十分に進んでいない状況において、正義がもたらされない危険を認識した。 

 

６-４-２  和解プロセスの文章化の促進と刑事事件に関る司法との連携 

東ティモール政府は、「犯罪は、実定法で裁かれる」との見解を表明しているが、今日の

「深刻な」犯罪の裁定には、タラ・バンドゥの関与も認められる。タラ・バンドゥが重犯

罪の抑制に働きかける新たな形の関与があるように見受けられる。その例として、社会連

帯省と UNDPが支援をし、平和構築の目的で実施されたナヘ・ビティおよびタラ・バンドゥ

の 3事例がある。それらは、1) オイクセ県の県境(国境でもある)に位置するナクトゥカ村

(Nakutuka)の案件、 2)ボボナロ県のアタバエ(Atabae)村で実施された案件、そして 3)エ

ルメラ県、サモ・レテン村 (Samo Reten)の案件である。これら 3 件の Tara Bandu 制定は

すべて放火や殺人などの「深刻な」犯罪が関与している案件であった。これら 3 件の刑事

事件は、すべて法廷で裁かれ、懲役刑が科せられた。しかし、村民は、裁判所の判断とは

別に、有罪判決を受けた加害者(達)や、それらの者が所属するマーシャルアーツのグルー

プ等のメンバーが、コミュニティに戻ってきた後の報復等を心配した。 そのため、裁判後

にナヘ・ビティ・ボートによる調停を行い、タラ・バンドゥによってその判断を規範化し

たのである。裁判所において民事訴訟を起こした場合、相当程度の時間がかかるが、これ

らのコミュニティにおける伝統司法を使って判断される場合、手続きを終えるまでに 2 日

もしくは 3 日程度しかかからないと言われている。その際、村の住民を交えて、かかる民

事訴訟を裁判所において起こすのか、それとも村において起こすのかを判断するとされて

いるが、事件が明らかに重犯罪であると村落委員会(構成員: 村長、区画長、女性グループ

の代表、青年グループの代表、リア・ナイン、及び長老)が判断した場合については、村民

の関わりの有無にかかわらず、裁判所に提訴する。 

インドネシアによる統治が終わるまで、タラ・バンドゥは、自然資源管理、村落間の

境界線にかかる問題、男女間の不適切な関係の 3 つの点を司ることを主な目的とした規範

であると多くの村落で認識されていた。さらに、1999 年から 2001年の間は、国家の再構築

が全てを優先したため、規範の必要は後回しとなった。タラ・バンドゥが村落における社

会規範としてその機能を果たすのは、特に 2006年 4月の危機以降の国民の国民融和への意

識の高まりであった210。タラ・バンドゥは、近年の伝統的規範制定の事例や、村社会の環境

の変化等を反映し、生活のあらゆる側面に関与するように制度化されてきている。また、

                                                   
210 2013年 8月社会連帯省和解課 課長に対するインタビュー 



 

 

171 

 

 

口述伝承の規範を遵守しないものが増えていていることや、新しい世代との対話を通じて、

口述のみの規範ではその目的を果たすことができないであろうことを村落の伝統的リーダ

ー達は認識していた。ポルトガル植民地時代は、リウ・ライ等地域のリーダーだけが読み

書きをするという状況にあったが、インドネシア統治以降はより多くの国民が一定程度の

教育を受けることができたので、読み書きができる者が増えた。両親が読めなくても、子

供の世代が成文化された国が定める社会規範を理解して、両親や同じ村落で生活する者に

対して説明をすることができる状況を迎えた。社会規範に対する理解を基調として、伝統

的規範の振興を図ろうとする主体的な動きがあったため、一部の政府高官は、この一連の

流れを政府主導のものとして捉える傾向があった。他方、UNDP は、この展開は政府の力が

及ばないコミュニティに内生した流れであるととらえていた211。 

社会連帯省は明確に口述規範を認めない立ち位置を取っている。これは、ポルトガル

植民地時代に、リウ・ライ等地域のリーダーとその家族だけが読み書きをすることができ、

規範の内容をコミュニティのメンバーに対して伝える、そしてそれを使ってポルトガルに

よる統治を補強する形で小王国内の統治をするというガバナンススタイルが主流だった。

つまり、封建社会におけるコミュニティのメンバーにとって、リウ・ライの言葉が絶対だ

ったのである。反対に、規範も罰則も書かれていないため、罪を犯した者が科料を課され

ても、収入が不十分なため支払うことができないというリウ・ライに対する直訴で、その

罰則から免除されることが事実上可能であった。それらの課題に加えて、近年は人の移動

が活発になり、都市部へ移動する者が多い中、村落で罪を犯した者が都市部に逃げ込む事

例などが発生した。 そのような中で、ディリのような都市が、新たな人口の流入に対して、

具体的に強制力をもって伝統的規範を施行する手段を持つことができなくなってきた。そ

これらの課題を鑑みて、伝統的規範の正当性を補強するために、規範を成文化する必要性

があることが村落の中でも強く認識され始めた。 

社会連帯省はこのような状況を鑑み、ティモール国内全 261 村のすべての村において

伝統的規範が成文化される方向で進めてゆく方針を持っている。他方、資源は限られてい

るため、資金的な支援の対象となる村落は限定され、伝統的規範の制定と実施の能力があ

る村落の内、政府の支援を明確に求めた村落のみ、その支援の対象とするということであ

る212。 

 

６-４-３  支援の過程 

UNDP と社会連帯省の協力を通じて支援を受ける伝統的規範制定の流れはいくつか類型

があるため、ここでは主流なプロセスについて概説する。まず 1)村落の長老会や村落委員

会などガバナンスを行う主体が、かかる紛争もしくは問題点を特定し、2)村落委員会が社

                                                   
211 同上 
212 2013年 8月社会連帯省和解課 課長に対するインタビュー 
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会連帯省に支援を要請し、支援内容の確定の目的で社会連帯省が村落委員会にアプローチ

し、3)支援の可否を確認、4)そしてナヘ・ビティを行う。5)その上で、ナヘ・ビティの判

断をジュラメントゥ(Juramentu)と呼ばれる「裁定を最終化し事件関係者が共有」する儀式

を行う。「最終化」された判断が村落の公益にかかる場合、6)その後、タラ・バンドゥを実

施し213、ナヘ・ビティの判断を規範化する。UNDP が同省と協力して支援するケースについ

ては、民主化の目的で(女性の参加の機会を担保すること、規範の成文化など)いくつかの

条件があり、それらを満たす必要がある。国際機関が関与する上で、その役割がより大き

い手続きは、前述のステップ 3)であり、その他のステップについては社会連帯省が主導で

行う。条件を満たしている事業は、その公平性、効率性を鑑みた上で、平和構築の促進と

いう事業目的に即しているか否かを判断される。その様にして対象事業に対する支援の意

義を主張する社会連帯省と、国際社会の関心事項である民主化の促進や人権を基調とした

事業実施形態の伸長などを主張する UNDPが、両視点から提案される事業内容をレビューし、

支援の可否を判断する制度になっている。 

 

６-４-４  「平和構築事業」における国際機関の支援と伝統的規範の相関性 

支援対象となる事業の特定と許認可手続きの内容を社会連帯省が主導で行うことは、

UNDP にとって不可欠であった。対象国である東ティモール政府の事業に関するオーナーシ

ップは、UNDPにとって前提であろう。より実効的な開発支援を行うことを目的とする UNDP

としては、対象国に関する知識が不十分であるという課題を緩和する必要もあったのであ

る。さらに、伝統的ガバナンスなど既存の制度を使って事業目的を達成するというアプロ

ーチは、住民の理解を得やすいため、実施が効果的、効率的に行われることが見込まれ、

限られた資源を使って効率よく支援を行うという観点からも関連性が高いと判断したと見

られる。 

他方、社会連帯省としては、民主化の更なる促進を実現することにより効果が見込ま

れる協力形態であろう。リウ・ライやリア・ナインなど特定のグループや個人が規範実施

のための強制力を行使することを前提としている慣習を実定法に準拠したものに発展させ

てゆくという政府の関心点により沿ったアプローチになる。つまり、コミュニティの酋長

やリーダー達は、村落における規範を擁護し「実施の促進」を図る役割を担っており、規

範を「執行」する唯一の責任は政府が持つという立ち位置にある。社会連帯省が事業を主

体的に実施するには起因する理由があり、その文脈において、UNDP の関わりは、社会が変

化する上の、あくまで外的要因と位置づけられるであろう。事実、UNDP の事業に対する関

わり方は、資金的な協力に加え、事業を実施する上で民主化を進めるべくアドバイスをす

ることや、リスク管理など事業管理を中心に間接的かつ限定的な関わりであった。 

                                                   
213 付表 2の社会連帯省提供の「リキサ県ティバール村において制定されたタラ・バンドゥ

慣習法(テトゥン語原文)」など参照 
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それらの観点から、当該事業が円滑に実施されている背景には、東ティモールの文化・

慣習を尊重し、社会連帯省を実質的に事業実施主とすることができた UNDPの戦略的な関与

がある。この事業を通じて UNDPと社会連帯省は、東ティモールにおける伝統的ガバナンス

機構を使った平和構築への貢献と、伝統的規範の段階的な民主化に一定の達成をもたらし

ている。 

 

６-５ 農林水産省(MAFF)および JICAによる天然資源管理事業  

６-５-１  「タラ・バンドゥを使った森林管理事業」の概要 

独立行政法人国際協力機構(JICA)は日本公営と協働し、アイレウ(Aileu)県ラメシウ

(Remexio)準県ファダブロコ(Fadabloco)村において、タラ・バンドゥ実施に対する支援事

業を行っている。事業は 2011年から開始し、一義的な目的は伝統的規範を使ったコミュニ

ティによる資源管理であるが、タラ・バンドゥは一般的に村落における一般的な規範を定

める機能も兼ね合わせて持っている(もしくは機能上持つことができる)。そのため、結果

的に村落内における一般的な規範作りについても関与した。東ティモール政府内の主務官

庁は農林水産省(MAFF)内の林野部(Forestry Department)である。事業の基本的なデザイン

は林野部が JICA/日本工営と協議し策定した(JICA：2010)。 

当該事業の実施主体はファダブロコ村の住民であり、支援事業を実施する JICA/日本工

営は、村民を主体的事業実施主体の一つと位置付け、その努力を横から支えるアプローチ

を取った。事業開始時に想定されていた成果は、タラ・バンドゥを使った資源管理であり、

その過程で、手続きの民主化を図ることであった。その観点から、タラ・バンドゥの成文

化や、男女の平等参画などが求められる成果として設定されていた。事業の企画立案・管

理において日本工営は農林水産省林野部と協働し、同省の事業監督者としての関わりを支

援した。同省が施行したタラ・バンドゥを使った森林管理に関する省令をベースに、対象

となる村落において施行するタラ・バンドゥにおいても、同省が承認し実施する形態をと

った。 

 

６-５-２ タラ・バンドゥの民主化支援 

本事業の特性として特記すべきは、伝統的規範の近代化との関連性である。タラ・バ

ンドゥ施行に関する支援を行う前提として、同法の近代化が課題であった。具体的には、

規範の透明性を高めるためにそれらを成文化すること、女性や青年の参加を促す目的で、

女性、青年代表の定例会参加に向けた条件づけなど、が近代化支援の具体策として取り入

れられた。その結果、同事業が支援するアイレウ県ファダブロコ村では、タラ・バンドゥ

実施にかかる定期のモニタリング会合が実施されている。 

2013年 7月 24に筆者らも定期会合に参加する機会を得た。この定期会合には、まだ数

は少ないが、女性(写真 38。当該会合には、役員として 2名の女性代表が参加をしていた)。
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そして青年 2名(うち一名が女性)の参加が決められていた。この規定は、JICA/日本工営の

提案をもって村落委員会が決めたことであるが、女性委員会の代表と青年団の代表たちは、

自出の組織の意見を述べていた。これらの点は、女性や若者の社会参加機会の創造など、

既存の伝統的規範が持っていた課題に対して効果的な解決策を提供する目的をもって事業

設計がされていたことを示す。 

また、定期会合では、一組の若者が「不適切」な男女関係を持ったことに関するナヘ・

ビティ裁定がどうであったかという報告があった。また、裁定に基づき「不適切」の内容

を定めたタラ・バンドゥがどのような内容で、裁定後に、どのように遵守されているかの

経過を青年代表が説明した。ナヘ・ビティ裁定は、科料にあたる生贄の差出と、当該男女

の関係を「正規化(つまり婚姻関係を結ぶ)」することによって紛争が「解決」したという

整理になっていた。さらに、その後、関係の「正規化」のための手続きが順調に進んでい

ることなどが報告された。問題の「解決」手法の実施において、男女双方の意見がどれだ

け十分に反映されているかという点は十分留意されなくてはいけないが214、透明性をもった

タラ・バンドゥの実施と言う観点からは評価できる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                   
214 例えばマレーシアにおいて婦女暴行事件における加害者と被害者が「結婚」することで

「問題」が解決するという扱いなどは、女性の権利を守るという観点からは、課題が多い

が、本件は関係する当事者同士が合意に基づく(両親・親族等の合意がない)ものであるた

め、当該村落の会議においては「正規化」は一つのソリューションでありうると考えられ

ている。AFPBB通信 (http://www.afpbb.com/articles/-/3096385) 

写真 37 アイレウ県ファダブロコ村にて

タラ・バンドゥ(Tara Bandu)事業会合に

おいて挨拶をする機会を頂戴した。

(2013 年 7月) 

 

http://www.afpbb.com/articles/-/3096385
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６-５-３ 中央政府および実定法との関連 

当該会合には、農林水産省のディリ本省の職員も参加をしていた。会合への参加は、

同省が JICA/日本工営と協力して支援する事業のモニタリングの目的であった。同職員は、

当該タラ・バンドゥと実定法との関係や、省令などの規則に著しく違反するものを除き、

規範としての性質を精査するための技術的関心ということではないと説明した。特徴的な

のは、農水省の職員も同地域となじみが深い者が担当しており、この村落のタラ・バンド

ゥ文化によく精通していると思われる点であった。 

 

６-５-４  成文化による透明性の向上 

政治のリーダー達も常にコメントしているが、伝統的規範の実施において、その成文

化が課題であった。そのため JICA/日本工営の支援でも、タラ・バンドゥの成文化が積極的

に進められた。これば、既存のタラ・バンドゥの内容と、村民協議を経て反映させる変更

点等を公開協議の上、成文化し、村落内に掲示板を設置してそこに告示するという手法を

取った。文章化されたタラ・バンドゥは、詳細について定められているが、掲示板には容

量が多いこともあり、大項目だけが記載されている。政府(農林水産省)と JICAの共同事業

のため、掲示板には政府の紋章も入れられていた(写真 39)。 

JICA/日本工営の支援で、タラ・バンドゥの成文化が進められた(付表 1)。これば、既

存のタラ・バンドゥの内容と、村民協議を経て反映させる変更点等を、公開の場で協議し

後に成文化し、村落内に掲示板を設置してそこに告示するという手法を取った。特徴的で

あるのが、公開協議の場において JICA/日本工営の職員が発言するのではなく、成文化の推

奨は公開協議前に実施された村長やリア・ナイン(Lia Nain)などと対話を通じて成文化の

メリットに理解を得たという点である。そのため、公開協議の場において JICA/日本工営が

発言することはなく、あくまでコミュニティ内における意見形成が行われた215。そのような

公開協議を経て設置された掲示板は当該の村落内の幹線道路から村落の公民館にあたるよ

                                                   
215 2013年 7月日本工営東ティモール事務所所長へのインタビューなど。 

写真 38 アイレウ県ファダブロコ村にて

タラ・バンドゥ(Tara Bandu)会合におい

て報告をする青年代表。向かって左手が

農林水産省の職員。女性代表から右手に

向かって村の各グループの代表者が続

いている。(2013年 7月) 
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うな集会所に向かう道すがらだけでも、3～4 箇所において確認できた。住民によると、村

落内にある事業対象地区の各所に設置されているということであった。文章化されたタ

ラ・バンドゥは、詳細について定められているが、その容量が多いこともあり、掲示板に

は大項目だけが記載されている。政府(農林水産省)と JICA の共同事業ということもあり、

掲示板には政府の紋章も入れられていた(写真 39)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該村のタラ・バンドゥは JICA/日本工営の支援を得て、成文化されている。公用語で

あるポルトガル語とテトゥン語が正本で、英語訳が準備されている。内容も、詳細にわた

っており、罰則も規定している。さらに、典型的なタラ・バンドゥ・シンボルの活用、掲

示板の活用等、公示の目的で様々な取り組みがされている。 

 

６-５-５ 女性、青年の参加を通じた民主化 

前出のアイレウ県において当該事業から裨益する対象村落は、タラ・バンドゥのモニ

タリング会合を月に一度開催することを決めていた。参加も、意見の発表についても、女

性及び青年らの参加が推進されていることがわかった。また、公開の会合にすることによ

って(よって筆者の参加も許可された)、手続きの透明性も向上している。今後の発展とし

ては、女性の参加率をより引き上げてゆくことであろう。傍聴側の参加者は、女性が多数

を占めていたこともあり、女性のさらなる参加は会合の関連性を一層高めるであろう。 

 

６-５-６ 政府職員の参加 

前述のタラ・バンドゥ会合には、アイレウ県のファダブロコ村になじみのある農林水

写真 39 アイレウ県ファダブロコ村のタラ・バンドゥ(Tara 

Bandu)告示。容量が限られているので、大項目だけが記載さ

れている。政府の紋章が(写真の看板上部の黒と赤のロゴ)入

れられていることも特記すべき点であろう。この写真は、看

板の左側に典型的なタラ・バンドゥのシンボル(木に採取禁止

の対象となる動植物、物品などを掛けておくもの)が合わせて

設置されている(左の写真の赤丸の中)。このような看板が、

村の中の数か所で見られたが、看板のみと言う箇所がほとん

どで、タラ・バンドゥのシンボルもあわせて設置してあるも

のはまれであった。(2013年 7月筆者撮影) 
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産省職員が会合に参加する。そのため、当該地区のかかる地域において下位語群に分類さ

れる「地元で使用されている言語」が理解できるだけでなく、当該村落において実施され

るタラ・バンドゥについても理解のある者が会議のモニタリングをすることで、さらに効

果的になっている。また、農林水産省の職員が精通する省令などの観点から技術的なアド

バイスをしていることも、関連性が高い。他方、伝統的ガバナンスの実施について定義す

る法律が未整備であるため、実定法との関連(たとえば、暴行に関する規定であれば、刑法

など)からのアドバイスは体系的に行われていない。今後の課題としては、実定法との関連

をより確立してゆくことがあげられる。 

「伝統的司法に関する法律案(Lei sobre Justiça Tradicional)」について、法務省は

省内の合意を形成することができず、2018 年 2 月の時点で法案の策定は進められている者

の、具体的な法制化への道筋は見えていない。実際、伝統的司法や伝統的規範の村落によ

る運用を支援している社会連帯省も同様、ナヘ・ビティ実施に関する法案の策定には至っ

ていない。農林水産省においても、タラ・バンドゥ伝統的規範支援が実施されているが、

省関係者のコメントから理解できたことは、閣議への提出はまだ現実的ではないというと

いうことである216。 

法務省は、法の施行に関する法律の起案について責務があるが、他省庁との連絡調整

機能はその責務にない。社会連帯省についても、農林水産省についても、省庁間の法案の

起案に関して連絡調整する役割を果たす機関の存在に関しては、回答が不明瞭であった。

さらに、両省ともに、伝統的規範の成文化が必要と言う点では意見が一致していたが、そ

の内容と実定法との整合性の確認などに関する手法等については、明確な回答が得られな

かった。農林水産省 、社会連帯省ともに、タラ・バンドゥの支援を考える際に、それは一

つの規範が、環境保全など農林水産省所轄の分野と、社会連帯省所轄の分野にわたる内容

が横断的に網羅されているという回答であった。農林水産省の回答に、様々な要素を一つ

の規範にまとめる目的をもって、農林水産省主導で、タラ・バンドゥ「慣習法に関する法

令(“Law for Tara Bandu”) 」を策定しているという回答も聞かれたが、本法令はアイデ

アベースであり、詳細については、2017 年 2 月の段階で未定であった217。他方、社会連帯

省によるコメントは、慣習法に関する法令(“law for Tara Bandu”, もしくは“law for 

Nahe Biti”)にあたるもの設置は、観光省文化芸術庁がその責務を担うであろうとのコメ

ントが聞かれた218。  

これらのことが示唆するのは、東ティモール政府において、法整備を担当できる専門

家の数が非常に限られていることが理由の一つとして挙げられる。さらに、伝統的司法や

伝統的規範の実定法との関連付けなどを担う法制担当部局が設置されていないことも理由

                                                   
216 本論文第 3章 3節を参照 
217 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル(Nelinho Vital)氏へのインタビュー

(2017年 2月)。 
218 本論文第 3章 6節を参照 
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として挙げられるであろう。法案の作成のみならず、省庁間の連絡調整をどのように行っ

ていくかが、切迫した課題である。前述の司法改革委員会(Legislative and Justice Sector 

Reform Commission)が、伝統的規範の法制化についても関心を持っていることは述べたが、

委員会の機能が政府への勧告を述べるにとどまっているため、省庁横断的に制定と実施の

監督をするものではない219。 

 

６-５-７ 「2006 年 4月の危機」以降のナヘ・ビティ及びタラ・バンドゥの変遷 

2006年以降、「4月の危機」の再発を危惧する声が大きくなり、政府や市民社会には対

策に向けた機運が高まった。そのことは、東ティモール独立後の移行期正義問題にも関わ

り、その後の司法制度の発展も誘発した。同時に、復興開発の観点からも、暴力再発の連

鎖を食い止める事が課題となった。すなわち、建国のプロセスの中で、復興開発は最重要

課題とひとつであったが、発展途上にあった司法制度と、移行期正義の実施に費やせる資

源の限界が、2002 年に独立したばかりの同国の復興開発においても足かせとなったのであ

る。前項でもふれたが、産業が限られる東ティモールにおいて、海外からの投資の誘致や

観光産業開発などは、取り組むべく急務であった。しかし、社会を不安定にする暴力の要

因が引き続き存在し、かつ、法整備が未完成であるが故、土地問題や、商事紛争の解決手

続きの未整備など、複合的理由によって国際企業の関心を呼び寄せられない状況があった。

そのため、社会の安定化は課題であり、政府は限られた資源を効率的に活用することに関

心を持っていた。手続きの流れとしては、村落が抱える課題を特定し、1)未解決の係争が

あればナヘ・ビティを使って調停し、2)その後関連した事象についてタラ・バンドゥを実

施して規範を定め、3)カブレハンもしくはカブレハ(Kablehan/Kabuleha)が施行をモニタリ

ングし、実効的に施行してゆくというアプローチであった。政府はこれを積極的に支持す

る方向に舵を切った。国際社会も東ティモール政府のアプローチの変化に合わせて支援の

形態を変化させていったのである。一見相容れない民主主義の考えと伝統的ガバナンスの

復興へ、国際社会からの支援にも様々な工夫が見られた。 

 

６-５-８ 持続可能な天然資源管理能力向上プロジェクトに関する分析と考察 

タラ・バンドゥ定期会合に参加することによって見えてきたことは、前述したが JICA/

日本工営が事業設計の上でとったのは、村落の主体性をできる限り促進するアプローチで

あった。これまでも、国際社会や支援側が“推奨(Recommendation)”し、それを受けた受

益コミュニティが“承認(Confirm)”することをもって「対象コミュニティ主体型」と整理

して実施する形式は多くとられた手法である。しかし実態は、受益者がドナーである支援

側の「意見」を聞いてほぼそのまま実施という現実が多くのケースで当てはまるのではな

いか。その一方で、本事業を通じた JICA/日本工営の支援は、受益コミュニティの文化背景

                                                   
219 本論文第 3章 4節を参照 
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を尊重し、伝統的手法を十分に理解した上で、その改善点を提案し、コミュニティの理解

が得られれば実施するというものであった。そして、改善点に関する対策の実施(たとえば

タラ・バンドゥの成文化に対する技術的な支援など)についても支援をするというアプロー

チが特徴的である。前出の会合においても、日本工営は村落の代表と供に座るのではなく、

会場外から見守るなど、その前面にでるのではなく、あくまで後方支援をするというスタ

ンスが明確に見えた。つまり、機能主義的な視座をもってとらえれば、村落社会が必要に

応じて変化するその過程を支援することに活動のフォーカスを置き、変化をもたらす主体

としての役割を最小限にしていたと理解できる。 

 

６-６ 国際機関の支援と伝統的ガバナンス機構の変化に関する分析と考察 

UNDPおよび社会連帯省実施事業のケーススタディでは、伝統的規範を政府および UNDP

が支援することによって、コミュニティ参加を経て和解が進み、伝統的規範の成文化など

を通じて、手続きの民主化も進んだことがわかった。また、JICA/日本工営の支援事例では、

伝統的規範支援が女性や青年層の参加を促進しただけでなく、手続きの標準化を視野にい

れて政府の参加を促した。RESPECT事業のケーススタディでは、伝統的ガバナンス実施がコ

ミュニティ和解を促進するだけでなく、事業の成果を効果的かつ持続可能にする上で不可

欠な要素となった。また、近年コミュニティの事業参加が促進されつつあるとは言え、国

際社会が支援する平和構築のプロセスにおいて対象コミュニティの参加は形式的になり、

さらに伝統的手法ともなると、採用は嫌厭されがちである。しかし、これらの事業では、

伝統的ガバナンスを実施することによってコミュニティの主体的な参加を促すことができ

たことが明らかとなった。 

調査の結果わかったことは、国際社会が支援をした平和構築事業の内、世界銀行実施

のコミュニティ・エンパワーメント事業のように既存の行政機構とパラレルの事業実施機

関を設置した場合は、国際社会の支援と既存の制度の二極化が進み、結果、事業の持続性

は、限定的なものになったことである。それに対して伝統的ガバナンスを用いてコミュニ

ティの主体性を促した事業については、平和の構築に寄与しただけでなく、建設的な関与

をもって伝統的規範や伝統司法の民主化にも貢献したことが分かった。すなわち、伝統的

ガバナンス機構の採用が、東ティモールの村落というより小さな諸集団の慣習と、国際社

会というより大きな集団に固有の諸規範の一つである基本的人権の考えが、「調和」し「融

合」するための一ステップということを意味していた。本稿が取り上げた事例研究におけ

る具体的な例としては、伝統的ガバナンスの適用における女性や青年層、社会の様々な主

体の有機的な参加による公平性の向上や、規範の成文化や会議体による伝統的規範の適用

状況の定期的な確認などによる透明性の向上などが上げられる。また、支援する国際機関

による担当省庁との調整によって、実定法との関連性も意識され始めたのである。 
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東ティモール法務省が指摘しているように、伝統的司法や伝統的規範が、共同体ベー

スの権利を強調する傾向は見て取れる。その一方で、事例研究ではこの共同体ベースの権

利を否定せず、その発展を促す過程の中で民主化の要素を加えつつ、支援をした事例を取

り上げた。伝統的規範の民主化を促進するというニーズにドナー側がどのように取り組む

のかということが、支援の持続性を考える上で主要な課題である。たとえば、当時 UNTAET

が導入した司法制度は、個人の権利を基調としたが、前述した様に伝統的社会においては

「司法の独立」という観念が低く、ウマ・ルリックを中心とした共同体ベースの和解方式

を優先した220。同じように、東ティモールの伝統的規範に、個人の権利を強調しない傾向が

あることは、リキサ県における JICA事業の対象者からの聞き取り調査回答の中からも見え

てきた221。このことは、共同体として判断者であるリア・ナインの裁定に対して異議の申し

立てをする制度がない点を上げても明示的である(裁判所に提訴できることになっている

が、実際にそのような案件はなく、そのような手続きの存在は形骸化していると言える222)。

これは、今日確立された「ガバナンス」構想、すなわち適切に機能する公的機関があり、

かかる国民が公正な裁判に頼ることができる状況の確保という目標と、国際協力における

現地社会の「主体性」尊重という原則の矛盾である。その意味で、司法制度の構築は、伝

統的司法を形式的に司法制度の中に取り込んで、体裁を整えれば済む問題ではない。持続

可能な平和の構築と秩序の実現、そしてそれを支える「法の支配」は、たとえその形式を

整えることができたとしても、その運用において、外部(国連や国際社会)から導入した理念

形態が現地社会に浸透するのは容易でないということが、RESPECT事業の事例研究に見られ

るように明らかである。 

UNDP および社会連帯省実施のケーススタディでは、伝統的司法を支援することによっ

て、コミュニティ参加の上の和解が進み、手続きの民主化も進んだことがわかった。また、

JICA の支援実例では、伝統的司法の支援が女性や青年層の参加を促進しただけでなく、伝

統的司法の成文化などを通じて手続きの基準化を視野にいれて、さらに政府の参加を促し

た。RESPECT事業のケーススタディでは、伝統的司法実施が村落調停を促進し、また、事業

の成果を持続可能な形にする上で不可欠な要素となった。また、近年コミュニティの事業

参加が促進されつつあるとは言え、国際社会が支援する平和構築の過程においてコミュニ

ティは、疎外されがちであるが、伝統的規範を実施することによってコミュニティの主体

的な参加を促すことができたことが明らかとなった。 

調査の結果わかったことは、村落社会の必要に応じて慣習法や伝統的規範が内生的に

変化するその過程を支援し、変化をもたらす主体としての役割を最小限にすることによっ

て、コミュニティ主体の平和構築を進めることができるということである。この手法を用

                                                   
220 本論文第 3章を参照 
221 本論文第 4章を参照 
222 UNDPの R.S氏へのインタビュー(2004年 2月) 
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いるには、文化的感受性の高さ(Cultural Sensitivity)と支援対象となるコミュニティに

関する十分な知識や言語能力が必要とされるため、支援主体にも多大なキャパシティが求

められる。本論文で取り上げた世界銀行実施のコミュニティ・エンパワーメント事業のよ

うに既存の行政機構とパラレルの事業実施機構を設置する場合、既存の制度の二極化が進

んだ。パラレルの事業実施機構を設置したことで、事業の立ち上げや実施のスピードは速

く、ドナーに対する説明責任も十分に果たせる結果になった。その一方で、事業資金の提

供が終了するともに、実施機関は解体されフォローアップもなくなるということになった。

事業成果の持続性が限定的なものになった。 

それに対して既存の機構、すなわち地方行政機構を活用して実施した RESPECT 事業な

どは、事業資金の提供が終了した後も、自治体が主体となってフォローアップを行ったた

め、事業成果の持続性が十分に担保できた。既存の機構を活用する手法の課題としては、

長く続いた紛争で疲弊したコミュニティと地方行政の職員に対して時間をかけて研修を行

い、事業実施への関わりを進めてゆくため、時間と人的資源が多大にかかるという点が上

げられた。しかし、東ティモールのような新生国家において人材育成は最重要課題であり、

地方行政や伝統的ガバナンス機構など、既存の機構や伝統的規範を用いてコミュニティの

主体性を促した事業については、持続可能な復興開発を通じて平和構築に寄与することが

できた。さらに、建設的な関与をもって伝統的ガバナンス制度の民主化にも貢献したこと

が分かった。 

いわゆる「ハイブリット手法」を用いた平和構築論は、伝統的手法と西洋的手法の双

方を部分的、または融合的に採用することをもって、その手法とすることが主流である。

東ティモールの事例に戻れば、これはすなわち、村落というより小さな諸集団に、国際社

会というより大きな集団に固有の諸規範の一つである基本的人権の考えを内生的に「浸透

させる」ための一ステップということを意味していた。具体的には、女性や青年層、社会

の様々な主体の有機的な参加による公平性の向上や、規範の成文化や村落会議体の定期的

な開催と、事業実施の状況確認などによる透明性の向上などである。事実、支援をする国

際機関による担当省庁との調整によって、実定法との関連性もある程度意識され始めた。

しかし、真の「ハイブリット平和構築」とは、ガバナンスの観点と東ティモールの伝統を

統合するだけでは不十分である。支援の対象となるコミュニティにおける有機的な変化を

もたらすことを目的とするのであれば、支援を行う主体がコミュニティという小社会にお

ける媒体としての役割をどれだけ限定的にしつつ、内生的な変化を引き起こすことができ

るのかということである。 

上記の分析と結論から、東ティモール政府の視点では、コミュニティの首長やリーダ

ー達の役割とは、村落における規範を擁護し実施の伸長を図るものであり、国家権力とし

て規範の強制をする責任は政府が持つということである。本章でふれたが、いわゆる「前

近代社会」の代表例であった東ティモールが、急速に近代化の道をたどってきたと同時に、
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伝統的ガバナンスの実施と発展も急速に進んだ。それは、同国における伝統的規範の発展

が、あくまで構成主体のニーズに応じて変化を遂げていることを示す。そしては、それら

の変化は村落という集団の日々の営みに動因されていると言える。それらの事を国家の階

層で見て言えることは、東ティモール政府による関連事業の主体的実施は国民の営みに動

因されているということであり、その文脈において国際社会の関わりは、東ティモールの

社会が変化する上での、あくまで外的要因という位置づけであろう。つまり、関連事業に

おける国際社会の関わりが、コミュニティの主体性を伸張するアプローチであるか否か、

ということが事業の効率性や効果に部分的または全部的に影響するのである。 
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第７章 分析と結論 

７-１ はじめに 

本論文の目的は、東ティモールの伝統的規範の形態について調査して明らかにした上

で、リベラル平和構築の過程において、伝統的なガバナンス機構の発展を国際社会が支援

することをもって、平和の構築と定着を促進することができるということを東ティモール

の事例をもって分析を行い、知見を提示することにある。そして、同国の事例から、今後

国際社会が実施する平和構築事業に対して示唆することができる政策モデルを検討し、述

べることにある。本章では、研究成果の意義と課題について触れたうえで、各章の議論を

テーマごとに要約して整理し、平和構築論の議論発展に寄与する目的で新たな視座を提供

する。そして、分析結果をもとに平和構築の実務に貢献する目的をもって、政策提言を行

う。 

 

７-２ 研究成果の意義 

本論文の学術上の意義としては、「伝統的司法や伝統的規範を含む様々な伝統的ガバナ

ンス機能には、紛争後の国や地域において実施される平和構築の取り組みを伸張する役割

がある」という仮説を立て、支援手法によっては伝統的ガバナンス機構の内生的な発展を

促すこと、そしてそれらの伝統的ガバナンス機構が広義と狭義の「移行期正義」を実現す

るうえで活用できる事を、具体的に事例研究をもって特定したことである。 

本論文は、伝統的ガバナンスと平和構築支援の相関性に着眼した。一章で述べたが、

平和構築の議論において、慣習法や伝統的規範などは統治（ガバナンス）制度とはとらえ

られず、伝統的な首長による力の行使によって実施され、慢性的な不平等を生み、不満や

暴力を引き起こす物であり、社会の不安定要素となるとされてきた。それらの議論は、伝

統的規範が民主的な発展をしえないことを前提としており、内生的な法発展をコミュニテ

ィが動因することを否定しているように見える。積極的な活用を検討する議論においても、

伝統的手法は「法の支配」確立までの一時的な補完的手続きととらえるものがほとんどで

ある。さらに、東ティモールにおける平和構築の議論においては、ローカルコミュニティ

が受動的であることを暗に前提としているため、内生的な法発展を促すという視点が 2008

年ごろまで大きく欠けていたのである。本論文はこの点に着眼し、東ティモールのように

伝統的文化が国家形成の軸になっている国においてリベラル平和構築を実施することが矛

盾なのではなく、本来能動的であるコミュニティに対して、法発展の動因を促すことがで

きない支援の手法が問題であるととらえた。そして、国際社会や開発支援機関の支援の手

法によっては、それが伝統的司法や伝統的規範の内生的な発展を促すことを特定し、それ

らの伝統的ガバナンス機構が東ティモールにおいて活用され続けることができる環境条件

を解明した。 

また、本論文は平和構築支援事業の実施例を調査し、具体的な事例もって仮説を証明
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した。これまで民主主義の観点から暗に否定されてきた、または限定的に捉えられてきた

伝統的司法や伝統的規範などに関する視点を切り替え、東ティモールにおける広義と狭義

の「移行期正義」を実現するために活用した事例を、具体的に村落における事例研究をも

って示した。また、それらの議論の前提として必要とされる東ティモールの伝統的司法や

伝統的規範の特性とその適用状況について、法人類学的視点をもって詳細に調査した。具

体的には、実定法が存在していないような状況、または存在していても村落の構成員によ

って自発的に遵守されていない状況において、タラ・バンドゥ(Tara Bandu)をはじめとす

る伝統的規範が、実効的な規範として村落における法の支配、ひいては東ティモールにお

ける法の支配の実現にどのように寄与したのかということを具体的に解明した。 

７-３ 各章の要約と結論 

本論文では、第一に独立後の東ティモールで紛争が再発してしまった要因について分

析した(第二章)。そして、東ティモールにおけるガバナンス強化の観点から、伝統的手法

を用いた「インフォーマル」な取り組みとの比較の目的で、フォーマルな治安部門改革に

ついて概観し(第三章)、その上で、東ティモール社会と伝統的ガバナンスの相関関係を分

析するために、同国の伝統的司法と社会的和解及び「狭義の移行期正義」の実現のための

機能について、その概要と形態を考察し(第四章)、さらに、東ティモールの伝統的司法と

伝統的規範についてその機能を分析し(第五章)、それら伝統的ガバナンス手法の復興と国

際機関の関わりを振り返った上で分析し(第六章)、その上で同国の伝統的司法が、独立後

によく見られるいわゆる「独裁型」ではなく、かつ「西洋型」でもない、「真」のリベラル

平和構築の実現に果たした役割を本章で議論する(第七章)。その上で、本研究の意義と課

題を振り返りつつ、平和構築支援の実務に対する政策提言を行う。 

「4 月の危機」が示すもの: 東ティモールは、1999 年の「騒乱」を経てインドネシア

による統治が終了し、深刻な人権侵害と恒常的な暴力に終わりを迎え、2002年に独立(の地

位の再確認)をはたした。しかし、国政のリーダー間の衝突が国軍内の問題と関与し合い、

それらが土地所有権の問題を中心に、市民レベルの社会・経済的関心のぶつかりあいにな

った結果、暴力が広域に発生し、2006 年に社会が不安定化し「4 月の危機」が発生した。

2000 年以降実施されてきた住民和解や、平和構築の取り組みが不十分であることが浮き彫

りになった。そもそも、東ティモールにおける「ロロサエ（東部出身者）」と「ロロモノ（西

部出身者）」の違いを東ティモール民主共和国の国民という枠で国家が統合するのではなく、

同国を構成するコミュニティが能動的に伝統や慣習の共通点を認識して、統合してゆくと

いうプロセスが国民的統合には必要なのである。そのため、伝統的ガバナンスの強化は自

然と必要になった。 

伝統的ガバナンスの緩やかな復興: 独立以降、インドネシアからの圧力がなくなった

ことで、市民レベルでは独立当初から伝統的規範が緩やかな復興が始まった。政府が関わ

る事業については、前述の国民的統合の観点からも 2006年 4月の危機に関連した一連の事
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情が落ち着きを見せた 2008 年ごろから伝統的規範であるリサン(Lisan)の復興が本格化し

た。その結果、伝統的司法であるナヘ・ビティ(Nahe Biti)、伝統的規範であるタラ・バン

ドゥ(Tara Bandu)が特に村落部で実施されるようになった。他方、ディリのような都市部

では、そのような動きは緩やかである。 

実定法との関係: 調査から明確になったのは、今日に至るまで(2017 年 3 月現在)実定

法による伝統的規範や伝統的司法の認知が限られており223、伝統的規範を所管する省庁も特

定されていないということである。さらに、国内政治的には、東ティモール固有の伝統や

慣習が独立の大義であるという認識で一致していると考えられる一方で、国際社会に向け

た対外的なメッセージにおいては、民主主義を基調とした自由主義的な市場経済の導入の

目的で、慣習や血縁・地縁関係に頼る経済活動を排除することが必要と強調されている。

すなわち、伝統的規範を正規化する土壌が弱いという点が見えてきた。 

国際機関との関係: その様な政治的状況があったにも関わらず、新生ティモール政府

は、持続可能な平和構築の促進のため、UNDPやJICAの支援を受けた政府とコミュニティが、

伝統的規範の復興を加速させた。ナヘ・ビティ手続きにより和解が進んだ状態の社会を安

定させる目的で、タラ・バンドゥを適用して地域住民の行動規範を伝統的規範によって定

めると同時に、問題発生時に紛争解決(調停)の手段としてナヘ・ビティを適用しているこ

とも分かった。特記すべきは、国際社会が伝統的規範のような伝統的ガバナンスの手法を

導入して支援を実施する際、その手法によって実効性が異なっていたという点である。支

援主体が国際機関であれ政府機関であれ、対象村落の構成員以外の者が関わる形式で伝統

的ガバナンス機構の支援を行う場合、いかにして民主主義の原則を内生的に組み込んでゆ

くことができるかという点に着眼する必要があった。具体的には、JICA/日本工営の事例の

ように、村の主要構成員との事前協議に注力し、公開される村落協議会などにおいては、

支援側が表面に出ることは最小限とし、あくまで村落の構成員の間の議論という整理をす

るというような「工夫」も必要となってくる。それによって住民の主体性の度合いが変化

するという点である。さらに、担当する外部関与者の東ティモール、さらには支援対象の

村落の文化背景などに関する十分な知識と、コミュニケーション能力が問われる。それは

すなわち、「ドナー」から支援を受ける前提条件として「民主化」を提示するのではなく、

それが村落の関心であるか、そうでないかということをコミュニケーションによって十分

に理解を引き出すキャパシティが必要である。 

古典的支援からリベラル平和構築への移行: 国連の関与が始まった初期の UNTAET時代

に観られるような既存の(「与える側」の支援主体と「受ける側」の被支援者という構造に

基づいている)支援体制は、支援主体中心の手法である。これは、人道支援という緊急性の

                                                   
223 法務省国家法律諮問立法局長ネリーニョ・ビタル氏へのインタビュー(2018 年 2月)によ

れば、伝統司法の法制化の道筋はたっていない。 
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高さもあり、必要性に迫られてできた一方性であったであろう224。しかし、2005 年に設置

された UNOTIL以降の国連による民主化支援というマンデートの移行と、「4月の危機」以降

に起こった、社会の安定化を主眼にとらえた古典的な平和構築のアプローチからガバナン

スの強化を主眼にとらえたリベラル平和構築への移行によって、東ティモールコミュニテ

ィとドナーである国際社会の関係が変化した。国際社会は、東ティモール政府とそのコミ

ュニティを事業実施主体(パートナー)ととらえ、既存の社会資源や社会インフラを活用し

て民主化支援を実施する手法に移行した。この取り組みが、東ティモールの伝統的規範の

有機的な進化を促し、国際社会から押し付けられる民主主義ではなく、コミュニティが主

体となって伝統的司法や伝統的規範等の既存の社会資源に進化をもたらした。その結果、

「伝統的な法による支配」と「伝統的なガバナンス」の実現により、首都ディリの影響が

及びきっていなかった首都外の県におけるガバナンスについても、発展がみられるように

なってきた。その結果、一見すると民主主義の概念とは相いれないように見える伝統的司

法や伝統的ガバナンス手法の実施が、時間の経過とともに東ティモールにおけるリベラル

平和構築の実現に寄与してきたと考えられる。 

伝統的ガバナンスと首長の役割: 東ティモールにおいて、伝統的司法や伝統的規範の

研究を継続的に行ってきたアジア財団のアンケート調査の結果が示しているのは(Asia 

Foundation:2013)、伝統的規範や既存の社会インフラの活用は、住民が効率を重視してい

るため、伝統的司法の効率性(利用手段、時間、かかる経済的負担、公平性など)に功利的

な関心を寄せているということであった。さらに、その司法の実施主体についても、80％

の者が村長や集落長をはじめとするコミュニティの首長が、生活にかかる行政サービスや

統治にかかる責任を負っていると考えている。これは、司法府である裁判所や、立法府で

ある議会までのアクセスが困難であることが大きな理由であり、村落に住んでいる者の内、

ごく数人のみが中央政府による行政サービスの利用手段を保持しているということにも起

因していた。このような状態が、2002年以降、少なくとも 2008年ごろまで主流だった(Asia 

Foundation:2011)。すなわち、利便性など現実的な理由をもって伝統的手続きの優位性を

認めた。 

住民意識の変化: アジア財団が定点観測的に 2013年に実施した調査“Timor Leste Law 

and Justice Survey 2013”では、回答者である村落の住民たちにとって、伝統的規範の内

容はよく理解でき、かつアクセスが良いことに加え、先祖の慣習を守ることの重要性に関

連していることや(68％)、自身が所属するコミュニティの文化や伝統のルーツである伝統

的規範の維持の必要(17％)、慣習的活動そのものが、神聖なものであること(7％)などを挙

げてり、伝統的規範の適用に功利的な理由に加えて、文化・社会的な理由を持っているこ

                                                   
224 例外的に RESPECT事業など一部の事業については、2003年当時、国連のフォーカスが

社会の安定化であったにも関わらず、民主化を進める努力の一環で、伝統的司法や伝統的

規範など東ティモールに既存の制度の活用を行っていた。 
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とが明示的に示された(Asia Foundation:2011)。すなわち、2008 年の調査に対して 5 年後

の 2013年の段階では、住民の意識が実用的な側面から文化的側面へと移行していることが

わかる。 

ローカル NGO と伝統的ガバナンスの関係: このような変化は、伝統的規範を復興させ

ようと取り組みを続けてきた一部のＮＧＯなどを除き、2012 年ごろから伝統的規範を民族

的特性の一部ととらえ、その復興と活用が広い意味での平和構築を進め社会の安定化に効

果的な手法として一般的に再認識され始められるまで、2002年の独立から約 10年近く経っ

ている。しかし、逆にとらえれば、時間をかけて内生的変化がもたらされているというこ

とが言える。その緩やかな変化が、社会の安定化に寄与しているということは、2006年「4

月の危機」発生後、同様の事件が東ティモールにおいて発生していないことによって裏付

けられていると考えられる。すなわち、外部からの押し付けでは同国においてリベラル平

和構築の実現は難しかった。 

長期的な視点の必要: 2006年「4月の危機」や、2008年の大統領、首相襲撃事件など、

いくつかの危機的な事件を経て、東ティモールのコミュニティが「内生的」な変化を経た。

これは、国際機関の関わりの有無にかかわらず、村落という社会が持つニーズに対して、

制度がどのように変化してゆくのかという観点であり、近代的な民主主義の原則に基づい

て活動をする国際機関と連携はある意味で「きっかけ」でしかない。国際機関が関わり、

共有する民主的な観点が、村落という共同体において共有されるニーズを満たすものでな

ければ、その導入はドナーがいる間の一時的な変化といえる225。そのような民主的な観点が

受け入れられるには、対象となる村落の構成員が能動的にそれを必要だと感じ、そして受

け入れることが必要である。そのようにして、初めて内生的な変化がうまれ、伝統的規範

の「発展」に寄与する。伝統的な手法が、その実施主体である村落の構成員によって受け

入れられ、そして発展するのは時間がかかる取り組みであり、その変化については長い視

点をもって捉える必要が明確になる。   

支援側のローカルの文脈に対する理解: 本論文の事例研究が取り上げた JICA や UNDP

の事業がそうであったように、支援を行う第三者機関は、対象国である東ティモールの文

化や伝統、慣習に関する知識を持っている必要があることも調査からわかった。また、伝

統的規範など既存の制度を使って事業目的を達成するという取り組みは、事業の対象とな

る住民理解を得やすいだけでなく、その主体的な参加を促し、事業実施が効果的・効率的

に行われることが見込まれた。また、限られた資源を使って効率よく支援を行うという観

点からも関連性が高いとことがわかった。 

2002 年以降、民主主義国家としての成長を果たしてきた東ティモールにとって、慣習

や伝統を維持しつつ、法による支配と民主化の促進をより現実化する事が優先事項の一つ

であり、望まれるのはそれらを支える協力形態であると考えられる。このことは、両省が

                                                   
225 本論文第六章で取り上げた世界銀行実施の CEP事業などの例を参照 
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伝統的司法や伝統的規範に関する実定法を制定する手続きを個別に進めていることからも

よくわかる。また、調査の対象となった社会連帯省や農林水産省についても、伝統的規範

など民族文化の特性が独立の大義の一つであり、それらを守ることは前提であった。それ

と同時に、特定のグループや個人が規範実施のための強制力を行使することを基調として

いる伝統的規範を民法や刑法などの実定法に準拠したものに発展させてゆくことに関心を

持っていることが、伝統的規範の法制化からわかった。また、比較的短期間で成果を出す

ことを求められる国際社会の支援とはうらはらに、東ティモールにおける社会の変化は、

時間をかけてゆっくりと起こることもわかった。 

 

７-４ 各章の議論の総括 

上記の分析から、いわゆる「前近代社会」の代表例であった東ティモールが、急速に

近代化の道をたどったにも関わらず、同時進行的に伝統的規範の実施が急速に進んだこと

は、「普遍的な発展過程」を否定し、同国における伝統的規範の発展はあくまでコミュニテ

ィ構成主体のニーズに応じて変化を遂げることを示している。つまりマリノフスキらの機

能主義的な視座により初めて解明されるような、地域固有の発展をしているということが

言える。国際的な援助機関により、ガバナンスの制度や法整備支援がなされ、制度と法が

設置されたとしても、国民によって自発的にそれらの法が遵守され、制度が運用されると

いう状況ができないのであれば、支援の目的は果たされたとは言えない。逆を言えば、東

ティモール政府が自発的に伝統的手法を採用し、適用しつつ発展させてゆくのであれば、

その文脈において国際社会の関わりは、東ティモールのコミュニティが能動的に変化する

上で、あくまで外的要因にすぎないことを示している。つまり、平和構築の文脈において

は、「対象コミュニティが受動的である」という誤った推定を基にした支援事業が実施され

た場合、ドナー側の「普遍的価値観」の押し付けとなるが、地域や民族固有の伝統や慣習

を軸に、それらを「気づき」を通じた内生的な発展へと導く手法をとることで、かかる平

和構築事業の持続性や効率性、そして事業効果の最大化が期待できるのである。 

村落単位で実施される伝統的司法は、各準県、ともすれば各村でその判断に揺らぎが

出る可能性があり、公正性の観点から疑義がでうる。これは、村落においては地域の特性

という整理にもなりうるのだろうが、国の観点からは審判を行うものが「適切な技能」を

持っていないという理由になる。この点に関し、国家からの中央発信型の視点でとらえれ

ば、伝統的司法の実施に関する法令が制定され、判断を基準化し、さらに手続の可視化等

を通じて公正性を担保し得る制度をつくることで、判断の揺らぎに関する課題は解決でき

るかもしれない。他方、本論文で取り上げたように、農林水産省が策定を進めるタラ・バ

ンドゥ(Tara Bandu)に関する法令の制定は課題に直面しており、伝統的規範全般を所轄す

る中央省庁も決まっていない状態にある。そのような状況を鑑みれば、地方発信型の視点

をもって各県・準県などにおける伝統的規範の制定をすすめ、それらの集大成をもって中
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央の政府が伝統的規範実施のための法令を策定するという手法も考えられよう。日本の条

例にあたるような規範の制定を進めることである。その観点からは、2009 年に同国議会で

承認された「ローカルの首長及びその選挙に関する法(03/2009)」はその第一歩であろう（本

論文第四章参照）。伝統的司法や伝統的規範について定める条例が構築されるのと同時に、

地方政府が施行する条例を所轄する監督庁を中央政府内に特定し、かかる法整備を進める

ことで基準化を進め、手続き保障を含めた民主的な制度として発展させることができる。 

 

７-５ 研究結果の実務への貢献 

東ティモールのように民主的な国家を創ることを目的としている場合、国は国民にで

きる限り平等な機会を与え、持続可能な平和を構築する努力を行う。しかし、そのような

取り組みには資源も時間もかかる。その上、紛争後もしくは平和構築の過程にある国家に

おいては、多くの場合において、人材を含め社会資源が限定的である。社会の安定化を図

る上で、狭義及び広義の移行期正義の実現は急務であり、国民の人権保護を実現するため

に、国の復興開発とほぼ同時期に進められる必要がある。現在もなお、法整備を進める東

ティモールにおいては、政府が伝統的ガバナンス手法に強い関心を示しており、法務省の

職員たちは伝統的規範と実定法の「ハイブリット」手法の確立に向けた努力を継続してい

る。「ハイブリット」の形態を考える上で参照できる実務例が、ニュージーランドのワイタ

ンギ審判所である。ワイタンギ審判所は、マオリ族の伝統的司法を法源として設置された

審判所が、実定法である同国刑法に基づいて裁かれたマオリ族のコミュニティ構成員対す

る裁定や処罰に関して、修復的正義の観点からアドバイザリーを提供する形態をとってい

る。すなわち実定法を基調としつつ伝統司法を共用した具体的な事例ともいえる。そのよ

うな実務例を参照しつつ、本研究が示唆する「伝統的ガバナンスの発展を促す施策と援助」

を実施する必要があろう。その為に、東ティモール法務省は、現存する伝統的ガバナンス

機構を調査し、それらの実施を支え発展させるための制度を構築する必要がある。 

現在民主化が進んでいるミャンマーのように、特性が大きく異なる民族間の衝突によ

って、こうむった害の回復については、共有する伝統的手法が存在しないかもしれない。

また、存在していたとしても、そのような手法を用いることが政治的に受け入れることが

できないかもしれない。今日の平和構築支援においては、CAVR 実施の独立派、併合派間の

和解プロセスでもなく、ルワンダにおいて政府主導で実施されたガチャチャ裁判の様な民

族間の衝突について裁定するコミュニティ裁判の手続きでもない、民族横断型かつ内生性

の手法が必要になってくる。民族間、もしくは同一民族間でも、背景が異なる場合、それ

らの違いをこえて(一つ上の階層の)拡大コミュニティが受け入れることができるような制

度を新たに設計したうえで、各民族固有の伝統や慣習と融合させることが必要な場合もあ

る。 

別の例を挙げれば、多数の国が締約した条約の履行や、ヨーロッパにおける各種の EU
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指令の実施に見られるように、同じ制度や法であったとしても、それが適用される国によ

って解釈も施行形態も異なるのである。そのような場合、相違点は条約にあるのではなく、

それを実施する国とその国民にあり、すなわちその国の文化、慣習や伝統である。歴史の

中でしばしみられる不平等条約は今日それほど顕著ではなく、条約も EU指令も、締約国は

自発的にそれを受け入れている。すなわち、それらが遵守された場合、世界や地域におい

て発展した概念と自国の慣習や伝統との融合が起こっているのである。その観点から平和

構築支援の実務を概観すれば、これまで他国、他の地域において使われた手法を一方的に

用いるのではなく、受け入れ側が自発的に受け入れるような支援手法の採用と環境づくり

が重要となる。下記、図 8 および 9 で示しているように、伝統的ガバナンスの活用は、フ

ォーマルな平和構築事業を一時的に補完する形態ではなく、独立した一つの手法として伝

統的ガバナンスを捉えることで、支援事業の効果を最大化できるであろう。そして、事業

の企画においては、受け入れ国の伝統や慣習との融合を視野に入れて支援をする必要があ

る。そのため、支援は提案型のアプローチと、受け入れ側の主体的な取り組みを側面支援

してゆくことを原則として、コミュニティが主体的に行う制度設計や方針の策定を、支え

ることが平和構築支援における成功の鍵を握っていると考えられる。そこで、伝統的ガバ

ナンスの活用が有効になってくるのである。 

アフリカにおける具体例としては、ルワンダで実施されたガチャチャ裁判が挙げられ

る。ガチャチャ裁判が形式は伝統的な和解手続きを用いているものの、政府が主体となっ

て西洋式(外生性)のアプローチを用いて実施された(武内：2006)。そのような手法は、一

定の期間で効率的に事業が実施できるという点が評価できる反面、アプローチが外生性で

あるために住民感情は複雑で、「裁判の判断を受け入れないという状況があった」と考えら

れる。それに対して東ティモールの手続きは、和解手続きの企画・立案の段階からティモ

ール人が中心となり、実施に至るまで支援機関から派遣されたアドバイザーと東ティモー

ル法曹が協働する形で(外生性と内生性の共存)、時間をかけた緩やかな関与が継続してき

た。その継続的かつ緩やかな関与を通じて、手続きの民主化を図っているが、そのことが

手続きの内生性を伸張し、持続可能な民主化を支えた。本論文で取り上げた事例研究の実

績の検証結果は、実務の現場で伝統的ガバナンス手法の活用を検討に際し、以下のまとめ

に含まれるような留意点を示唆している。 
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図 8: 東ティモールの平和構築においてフォーマルな支援のみを想定した場合のモデル図 

(筆者作) 
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図 9：東ティモールの平和構築において伝統的ガバナンスを適用した場合のモデル図 

(筆者作) 

 

７-６ 今後の研究の課題 

最後に本研究の課題を述べる。本研究は、東ティモールの伝統的規範の形態やその機

能について調査した上で、リベラル平和構築の過程において、伝統的なガバナンス機構の

発展を国際社会が支援することをもって、平和の構築と定着を促進することができるとい

うことを東ティモールの事例において解明した。研究を振り返り、今後の課題三点が明ら

かになった。   

一点目は、伝統や慣習など、数量的に表すことが難しい課題を取り扱っていることも

あり、事例研究が質的分析を中心としており、数量的な分析が限られている点である。参

与観察や聞き取り調査を通じて、伝統的司法の質的な情報は入手できたが、それに比べて

数量的な情報は、特にアジア財団などの既存研究のデータを主に参照している。今後は、

筆者が独自に展開する数量的調査を実施することで、本論文の議論との関連性をより高め、

広義の移行期正義の実現 

(国内の治安維持、政治・

社会的安定) 

伝統的ガバナンス

が平和構築に果た

す積極的な役割 

広義の移行期正義

の実現に住民の自

発的な参加が可能

になる→法の遵守 

平
和

構
築
に
向
け
た
支
援
の
効
果
が

 

限
定
的
な
た
め
、
内
紛
が
再
発

 

ガバナンスの実現： 

伝統的司法の適用 

 

法による支配： 

伝統的司法の適用 

平和構築の

実現(に向

けた進展) 

変化の内生性（気づき）を伸張する伝統的制度の

民主化を目指す国際社会からの弾力的な支援 

紛争再発連鎖の断ち切り、平和に

向けた発展的な取り組み 

伝統的手法を取り入れた「ハイ 

ブリット」ガバナンス制度の実現 



 

 

193 

 

 

その結論をより強化することができると考えている。 

二点目は、本研究が伝統的ガバナンスの形態や機能に主に着眼しているため、比較対

象としているフォーマルなガバナンス強化に関する調査が限られているということである。

東ティモールにおけるガバナンスの強化は、フォーマルなガバナンスと伝統的ガバナンス

の均衡がとれることによって、効果的かつ効率的に実現することが出来る。伝統的ガバナ

ンスに支援の力点が偏ることは、民主主義国家として法による統治がなされる以上、実定

法と伝統的規範の均衡に影響を及ぼしうる。国際社会は、東ティモールに対して様々な支

援を行っており、かかる調査も進んでいる。そのため、それらの既存研究から学び、さら

に関係者へ聞き取りを行い、かかる事例研究を進めることで、より包括的に比較調査を行

うことが出来る。 

もう一点は、比較対象となるほかの地域における調査研究が限られるということであ

る。本研究は、東ティモールのコミュニティがおかれる自然環境と、人々の日々の営みが

伝統的規範を形成する主要な要素であることを説明し、同国特有の状況に特化した議論を

展開した。本研究が結論づけているように、東ティモールの支援モデルをそのまま他国に

おいて適用することは、留意しなくてなならない点が多くある。そのため、研究対象を広

げ、国境を越え、近隣国であるインドネシアを含む地域おける伝統的司法の検証と比較を

行うことで、研究結果の普遍性をより高めることが出来る。具体的には、地理的にも東テ

ィモールに近い、バリ島やスンバ島など、広い意味でオーストロネシア語族と、ポリネシ

ア語族が出会い、融合したであろうと考えられている地域に関する比較調査が本論文の趣

旨と大いに関連性があると考えられる。今後は、これらの島を含む近隣の島々における伝

統的ガバナンス機構の発展について本研究と同様の調査をすすめて、比較を行いことで調

査結果の汎用性を高めてゆく必要あがある。その結果、研究の結果が、平和構築政策だけ

でなく、発展途上国などにおける法発展やガバナンス強化に関連する政策などの実務にお

いても活用できる調査結果を導き出すことができると考える。 

加えて、本研究の対象期間は 2000 年から 2017 年の間と限られているが、伝統的ガバ

ナンス機構の変化を捉える目的をもって、より長期にわたる参与観察を行うことでより普

遍的な結論を導き出すことができる。 

 

７-７ まとめ 

紛争を経験した国家がその復興期において、限られた社会資源の活用の観点から、伝

統的司法や伝統的規範などを活用することができるということは、これまでも既存研究の

業績が十分に議論してきたところである。しかし、それは伝統的手続きの一面を見ている

にすぎず、平和構築の取り組みに寄与しうる伝統的ガバナンスが持つ本来の機能を生かす

ことにはならない。本論文の事例研究が示しているのは、平和構築支援の過程において、

伝統的ガバナンスやその他の内生的な機構を採用し、コミュニティが復興に主体的にかか
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わり、それらの機構の「継続的」な発展に寄与する形で民主的な考え方を示唆してゆくこ

とが有効である。その結果として、まるで二つの薬品が交わって起こる「自然発色」よう

に、規範の民主化が進む。さらに、実定法（フォーマル）から伝統的ガバナンス（インフ

ォーマル）への影響という一方的な関与ではなく、伝統的ガバナンスから実定法への関与

という視点も必要である。例えば、伝統的司法が修復的司法の性質を併せ持っている場合、

前述したマオリ族の慣習法が実定法にもたらした影響のように(山川：2016)、伝統的規範

が実定法のさらなる発展に寄与することも考えられる。実務において考慮すべきは、外部

関与の度合いや関与の形態、そしてかかる時間であり、事業を企画する上で、十分検討す

る必要がある点である。すなわち、本研究が示すところは、法の支配とガバナンスを実現

するために、既存の知識や制度を活かしてゆくことができるということである。その目的

のため、平和構築の前例だけにとらわれるのではなく、支援関係者が対象となる地域の文

化背景や、慣習や伝統について深い専門知識を持っていることが肝要であることを示唆し

ている。そのような環境条件において国際機関など外部支援者が対象コミュニティと対等

に協働することで、持続可能な平和構築がより実現し、コミュニティが変化の主体になる

ことを促すことができ、国際社会全体が裨益するという結論に導かれる。 
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付表: 

 

付表１： 伝統的司法に関する法律（Lei sobre Justiça Tradicional）案」 （草稿、2015

年 5 月現在） (審議目的で作成された法案草稿のため、論文審査委員会を除き非公開)日

本語対訳は某政府機関によって参考資料として作成された為、完全非公開 

 

（除外） 
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付表２： 成文化されたタラ・バンドゥ慣習法の例１「リキサ県ティバール村において制

定されたタラ・バンドゥ慣習法（テトゥン語原文）」Regras Kultura Tara Bandu, Suco Tibar, 

Sub-Distrito Bazartete, Distrito Liquica  社 会 連 帯 省 提 供
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付表３： 成文化されたタラ・バンドゥ慣習法の例２「アイレウ県ファダブリコ村におい

て制定されたタラ・バンドゥ慣習法（英語訳）」Village Regulations in Suco Fababloco 

 (日本工営提供から非公式に提供受けた資料のため、論文審査委員会を除き非公開) 
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付表４： 成文化されたタラ・バンドゥ慣習法（案）の例３「ディリ県クリスト・レイ準

県ビダウ・サンタナ地区所在の 7 つの村において横断的に制定するタラ・バンドゥ慣習法

案（英語訳）」 Dili District, Crito-Rei Sub-District Administration, Organizing 

Commission, Community Polisce Council Socialization, Tara Bandu Culture 

Regulation/Rules Draft, Bidau Santa-Ana 

NGOベルン(Belun)提供 
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付表５ 東ティモール１２県（ディリを除く全県）における村落調停の実施形態（某国際

機関による非公開調査結果の為、論文審査委員会を除き非公開） 
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